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1文 書の 目的

1.1こ の評価 は,内 務省移民 ・国籍局国別情報及 び政 策部 によ り,各 種 の情報源 か ら得

られた情報か ら作成 された。1この文書は,内 務省 の意見又は政策 を含 むものではない。

12こ の評価 は,庇 護/人 権決 定手続 に巻 き込 まれた者のため,背 景 とす る目的 のため

に準備 された。 これ に含まれ る情報 は完壁 なものではない。これ は薯イギ リスでな された

庇護 申請において最 も一般 的に取 り上げ られた事項 に集中 している。

1.3こ の評価 は全全般的な情報源 によって いる。 これ は,ケ ース ワーカーによ り,彼 ら

に利用可能 にされた資料への道標 として使用 され ることを意図 している。資料の大部分は

パブ リック ドメイ ンです ぐに入手可能であ る。

114こ り評価 は,当 該国が連合王国内での庇護 の数 について,上 位 か ら35番 以内 に留 ま

る間,6月 ごとに改訂す るこ とが意図 されている。
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4亀 歴 史 ..'"塾 ・

ク ル ド 人 の 歴 史 に っ い て は 、 『ク ル ド人 」(第6章)も 参 照 さ れ た い 。

・;・・ .1、'ム ゴ・.、!'・.ン1!鋒 黛,』
,

4.1ト ル 耳はかつて、スル タシの治める帝国の一部であちた.こ の帝国あ蓄都 はイスタン

ブール にみ り、その領土はペル シャ湾か らモ ロッコに裏で及び、アラブ地城の大部分 とヨ

`Pッ パ南東部の多 くの部分 が含 まれていた。 しか し第懸次大戦後にオ 艶 トマシ帝国が崩
しき 　

壌 した後・国民齢1誘 ト瞬 を共和国である1と館 し・棚 噸 那 ム紗 ブァニぎケマル

(後に・rトルヲの交』アタチュルクと呼ば煉)を 大纐 に選晃だ乙個 じ翻 臨
,

1キ ・'.』 『1ζ 亭 声Z 、 じ ・一 ・ 夢
ン ロ

42近 代 ト脚 はほとんどその一人の男・アタチュルクによって鋤 欝 馳 た識 の偉

数翻 灘裟纏 禦袈交1畿誘 鷺 罐驚篇、
は 彼をめぐ弧 勲 れた個人辮 リシンボノ嚇 る翠けで嫌 彼が趨 け遠ば現在バ 、

形の トノレコは全 磁 しなかったであろうとレ、う、ビ広く行き渡づてレ、る信馨をも映 し離!

てい㍍ ア胸 レクは国家嚇 分駄 イス擁 瞬 鰍 蜘 識 拗 織

用・欧州の文化や技術娠 興を含めて・大規模な改革と融 化締 騨 幽 キャンペー評

≧を渤 的に実行しい ルコ人の強烈なナショナウ〆ムケプライ鵬7タ ㍗ レクの 、,

遺産の部 であ㍍,.き わめて有名 な彼 の発言、.r(撒 不鮎)・(我 は トル 訳 灘 と醤 う額

幸せである)」 は トル コ内外φいたるところ1こ刻まれており、デ イヤ厭 勿 レ尊楠 繭 のグ

ル ド人居住地域の主要都市)で はクィレド人民族主義者を廟い、ぎプ ロスではギ リシャ系島

民に見えるように、キプロス申脈に大きな文字で率み込まれている。【1a1・

『雌'F

4.31920・2年 に協商国の占領軍が敗退 したことで、 トル コ軍は国の防衛者 として英 雄的な

威信 を得たが、ひ とたび勝利が確定する と、軍隊は曖昧な立場 に置かれ た。一アタチ ュル ク

は一方では、軍 串体 が政治によって割れない ように し、野心 をもつ将官 が彼の統率 に異議

を唱 えないことを確かなものにするために、軍を政治制度 の枠外に置 き続 けることを決意

していた。'・その一方で、アタチ ュルクは自らの偉業の最終的な守護者 として軍 を頼 みに し

続 けた。アタチュル ク主義 の6大 理念(共 和主義、国家主義、大衆主義、国家社会主義、

政教分離 、革命 主義)眞 依然 として、軍人の間にま るで宗教の ように染み渡 づてい る。だ

が、アタチュルク主義㊨正確 な意味合 い た とえばい守護者であることが政治への不関
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与に優先するか否か一一は、現在 の軍人に とって も答 え難 い疑問となっている。[57】
'

4.4ア タチュルクは1938年 に亡 くな り、イ スメ ヅ ト・イ ノニ ュが大統領を引き継 いだ。彼

は第;次 大聯 アタチユルクの独裁体制を解くための撫 をと塵195幌 新たに設

立 されたア ドナン ・メンデ レス率いる民主党が トル コで初 めての 自由選挙に勝利 した。だ

がメンデをス政権は196q午5月 、政権歩アタチュルクの政教分離の理念を裏切ったと申し

立てう重のクーデターに零つて崩塵 し・メヒデレスはその後処刑 さ拠牟6-1961年10月 には

激畔 よ範クーデターが起きた後で"ト ノレコ系キカ ス人を守るた興(と いう認識で)

解 ロス璽 し・ トルコ軍は同島め⇒ヒ3分 の1を 占領 鵬 ト加 燃1970年 代に決
一一一 一!ブ 鱒 塗蘇 麺 な麟 が数度行嫌 後、鞍 定嬉 立攻捨脚 噸 生したが・これ

〆.ヂ 蜘 権`まぎし迫った不汎 なら呑`こ右翼 と左翼の間ヤの贈 勘 の高ま りとい う状況

ヲr無 灘 灘 鷲蘇 試碧芸⊇1鼎鷺
活動 に よって、一・多数派である正統派 のスンニ派 と少数派であるア レヴィ派の間の歴史的な

ち

敵対関係が悪化 し、3日 間にわた る暴動 と暴力事件で・100人 が死亡、1,000人 が負傷 した。

政府 は13り 県で戒厳令 を敷 いてこの事態 に対応 した。[1a1

セ 蓼講 嶽黎 糊灘 灘 繍 肇鴛整鷺身'『声 撃 奪与之た石油危機 と時期 を同 じくした
。1974年7月 ・ トル コはギ リ『シャ系キプ ロス人過

4.51980年9月12日 、参謀長であるケナン ・エ ヴレン将軍率いる軍隊が無血クーデ ター

で政権 を掌握 した。 クーデ ターの指導者たちは5名 か ら成 る国家保安評議会 を設立 し、全 一

土に戒厳令が敷かれて、新政権 は政治的暴力の程度 を抑 えること、法 と秩序 を回復 す るこ

とに成功 したが、それは、妥協や、民主主義的 自由の多 くを一時的に停止す るこ とに よっ

て購 われた ものであった。1982年 には新憲法が採択 され た51983年 の総選挙では祖 国党

(ANAP〉 が勝利 を収めたため、その党首である トゥル グ ト・オザルが首相に任命 された。

【lal

4,6都 市部り反政府運動家 と原理主義者の行動を挫 折 させた1980年9月12日 のクーデタ

ーの ,4年 後に、'トル コは同 じよ うな原因か ら生 じる別の脅威 に直面 した。それ は地方の暴
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動 で、当初はイ ラン、イ ラクお よび シ リア と国境を接す る南東部地域に集 中 していた。地

方 の反政府 グループのほぼすべてが、都市に本拠をもっ学生団体 に起源 をもつが、その代

表例 がアブ ドゥラ ・オ ジャランの率いるPKK(ク ル ド労働者党!で ある。分離主義者の活

動 は、やがて都市にまで広がった己[1a]

4.71985年12月 、 トル コが欧州人権 ・基本的 自由保護条約(欧 州人権保護条約)に 違反

している と申 し立てて、欧州の5ヵ 国溝欧州評議会 の人権委員会に対 して行った提訴は、

和解で解決 された。 トル コは18ヶ 眉以内に戒厳令 をすべて解除 し、政治犯に特赦 を行い、

欧州評議会 か ら派遣 され る独立の監視員がその進捗状況 を監視す ることに合意 した。1987

年 には、 トル コにおける戒厳令 がすべて解 かれ た。【1a】

4.81987年7月 、闘争 が 午 スカ レー トした ため、南東 部 の10県 が非 常 統治 下 に置 かれ た。

そ の10県 とは、 ヴァン、 ビ トリス、 トゥン ジェ リ、デ ィヤル バ クル 、 シ門ル ト、 ビ ンギ ョ

ルく バ トマ ン、ハ ッカ リ、(判 読 不能)、 マルデ ィンで あ る。 【%】 ・マ ルデ ィンで は、非 常 事

態 は1996年11月 まで 、バ トマ ン、ビンギ ョル とビ トリスで は1997年iO月 ま で、シール ト

では1999年11月 、 ヴァンでは2000年7月 まで、ハ ッカ リと トゥンジェ リでは2002年6

月まで続いた。[5b1[30m】[30ql[63b】[63clデ ィヤルバ クル と(判 読不能)に おける非常事態

は2002年11月30日 に終息 した。 この2県 は、 トル コで最後まで非常統治下にあった県で

あった。 この2県 における非常事態期間((判 読不能)は1990年 までシール ト県の一部であ 、

った)は1979年 以来続いてお り(1979-87年 は戒厳令、1987年 以降は非常統治)。[6301非

常統治下では、非常事態地域 の総督(govem6r)は 治安事項に関 して、非常統治下にある県

とヴァンを含 めたその他の近隣県の知事(gOV㎝or)に ま さる権限をもっていた。非常事態

の もとでは、 この地域総督は擬似戒厳令的な権限を行使す ることができ、その権限 の中に

は報道機関に対す る制限、公共 の秩序 を損な うと見な され る活動を行 う者 を地域か ら退去

させ ること、村の疎開 を命 じるこ とな どが含 まれてい る。非常事態地域の総督の行政決 定

については、 ごく限 られた司法審査 しか認め られていなかった。15d】 』

県名 戒厳令施行期間. 非常事態宣言期簡

アダナ(A(㎞a) 78年1226。85年11.19 85年111月19-87年3.19
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アデ イヤマ ン(Adiyaman) 79年426-85年11.19 85年11.19-86年3.19

アフイオン 80年9.12-84年7.19
一

アー リ 80年4.20.85年11.19 85年11.19-87年3.19-

アクサ ライ 69年6.15に 設 立gそ れ

以前 は二 一デ の一 部

アマスヤ 80年9。1年84年7.19 84年7.19-85年3-19

アンカラ 78年12β6・85年7。19 85年7.19-86年11.19

ア ン タ リャ 80年9.12-85年3.19 85年3。19-87年7.19

アルダハン 92年5,2ケ に設 立 。それ

r

以前はカル界の一部

アル トビン ・ 80年9.12・85年7.19 85年7.19-86年3.19

アイ ドウン 80年9.12-84年7.19 84年7.19-84年11.19.

バ リケシール 80年9.12-84年7.19 84年7.19-84年11.19

バル トウン 91年828に 設立。それ

以前はゾングル ダクの

一部
。

バ トマ ン 90年5.16に 設 立。そ れ

以 前 は シ ー ル トの 一

部 。

90年5。16-97年10.2

曽

バ イ ブル ト(Bayburt) 89年6.15に 設 立。それ

以 前 は(判 読 不 能)の

一 部
。

ビレジッキ 80年9.12-84年3.19
一

ビンギョル
「

78年12.26・86年3.19 86年3.19。97年10.2

ビ トリス 80年9.12-84年3.19 84年3.19-84年7。19

93年3.19に 再 宣 言 一97年

10.2

ボル 80年9.12-84年7。19 一

ブル ドウル 80年912。8毎 年3.19 晦

4



ブルサ 86年9.12・85年3.19 85年3.19・86年3.19

チャナ ッカ レ 80年9.12。84年3.19 84年3・ 享9・84年719

チャンクル 80年 動12・84年3.19 84年3.19-84年11.19

チ ョル ム 80年9.12・84年7.19 84年7.19r85年7.19

デニズ リ 80年9.12・84年11,19 84年11.19曹85年3.19

デ イヤルバクル 79年426・37年719 87年7.19・02年11.30

デ ュズジェ 1999年 に設立。それ以

前はボル の一部。

エデ ィルネ 80年9.12・85年7.19 85年7.19-85年1L19

エ リャズー 78年12。26-86年3.19 86年3.19・93年3.19

ヱルジンジヤン 78年12,26-80年4。20

お よ び80年9.12・85年

7.19

85年7.19・85年11.19

エルズル ム 78年12.26-85年11.19 85年11.19-86年3.19

エスキセ ヒ」ル 80年9・12-84年11.19 84年11.19-85年3.19

ガシアンテ ツプ 78年12.26-85年11.19 85年1L19・86年3.19

!ギ レス ン 80年9.12・84年11.19 84年i1.19.85年3.19

(判読不能) 80年9.12-84年3.19 84年3。19・84年11.19

ハ ッカ リ 79年4.26・87年7.19 87年719・02年730

ハタイ 80年2.20・85年1L19 85年11,19・87年3.19

(判読不能) 80年9.12・85年3.19 85年3.19。86年7.19

ウー ドウル 92年5.27に 設 立。それ

以 前 はカル ス の一部 。

イスパルタ

イ スタンブール 78年1226-85年1U9 85年11.19・88年11.19

イ ズ ミー ル 80年2.20・85年719 85年7.19-86年1L19

カ ラ ビュ ク 95年6.6・ に設 立。 それ

以前 は ゾン グル ダ クの

一部
。

5



K.マ ラ シ ュ 78年12.26-85年3.19 85年3.19.35年11.19

カラマン 89年6.15に 設 立。それ

以 前 は コニ ャの一 部。

カル ス 78年1226-85年11.19 85年1L19-86年11.19

カスタモヌ 80年9.12-84年3.19 84年3.19-84年7,19

カ イ セ リ』辱 80年9.12-84年11.19 一

キ リス(Kms) 95年6.6に 設立。それ

以前ばガシアンテ ップ

の一部。

クノレッカ レ 89年6.15 .に設 立。そ れ

以前 はア ンカ ラの一 部

キルケラレリ 80年9.12・84年3.19
一

クノレシ ェ ヒル 80年9.12-84年3.19 84年3.19-84年11.19

コジャエ リ 80年9.12-85年3.19
σ

85年3.19-85年11.19・

コニ ヤ 80年9.12.84年11.19 『

キュタフヤ 80年9.12-84年3.19 一

マラ トヤ 78年12。26-85年3.19 85年3.19・86年3。19

マニサ 80年9.12-84年1L19 84年1L19-85年3.19

マ ラ シュ Kマ ラシュを参照

マルディン 79年4.26-87年7.19 87年7。19-96年1129

ム ー ラ 80年9.12-84年7.19 印

ムシ ュ 80年9.12-84年3.19 一

ネブシェヒル 80年9.12-84年7。19P 『

一 「
二 一 ア 30年9.12・84年7.19 84年7.19・84年11.19

オル ドウ 80年9.12-85年7.19 85年7.19-86年7.19

オスマニイエ 1997年 に設立。それ以

前はアダナの一部。

リゼ 80年9.12』84年7.19 84年7.19-85年3.19

S.ウ ノレフ ア(S.U血) 78年12.26-86年3.19 86年3.19-87年3.19

6
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サ カ リ ャ 80年9.12・84年7.19 34年7.19-85年3.19

サムスン 80年9.12-85年3.19 85年3.19・85年7.19

シール ト ラ9年4.2(ト87年7.19 87年7.19。99年1130

シノープ 80年9。12-84年3.19 84年3.19-84年7.19

シルナク 90年5.16に シール ト

か ら分離 して設 立。

90年5.16-02年1130

シバス 78年1226-80年226

お よ び80年9.12-85年

3.19

85年3.19-86年 τ19

テ キルダー 80年 男2・84年7.19 }

トカ ッ ト 80年9.12・85年3.19 85年3.19-85年7.19

トラブゾン 80年9。12-85年'3.19 85年3.19-85年7.19

トゥン ジェ リ 79年4.26-86年3.19 86年3.19-02年730

ウシヤク 80年9.12-84年11.19 84年11.19-85年3.19

ヴァン 80年9.12-87年3.19 87年3.19-00年7.30

ヤロバ 95年6.6に 設 立。 それ

以 前 はイ ス タ ンブ ール

の一部。

ヨズガ ッ ト 80年 或12-84年7.19 葡

ゾングルダク 80年9.12-85年3.19 85年3.19-85年7。19

口02】

4.91987年11月 には議会 に穏健左翼の社会民主党(SHP)と 、ス レイマ ン ・デ ミレル元首

相 の率いる保守の正道党(bYP)が 再び姿を現 した。オザルが1989年10月31日 に大統領

にな り、後継者 のイルディリム(Yildωm)・ アクブル ・トを首相 に任命 した。[1a】

ノ
コ

.4.10,ANAP(祖 国党)は1990年 か ら1991年 にかけて人気が衰 え、閣僚が数多 く辞任 した。

1991年10月20日 の総選挙では、老練な政治家で南る元首相ス レイマン ・デ ミレル とDYP

(正道党)が 勝利 した。絶対多数 を勝 ち取れなかったデ ミレル は、SHP(社 会民主党)一 .

7



SHP自 体 も選挙 ではANAPに 続いて第3党 に浮上 した幽 との連立 を求 めざるを得なかっ

た。口a]

4.11物 議 をか もす よ うな積極的 な発言 をす るオザル は、 トル コ経済 を近代化 し、 トルコの

国際的地位 を高めた。1993年4月 にオザルが心臓発作で亡 くなった後には、デ ミレルが大

統領に選ばれ た。元経済相のタンス ・チル レル女史がデ ミレル に代わって6月 初旬 にDYP

の党首に選ばれ、 トル コ初の女性 首相 となった。[1a】

4.12チ ル レルは外交問題 では、アゼルバイジャンに国連平和維持部 隊を創設する こと、旧

ユ`ゴ スラビアにおける国連 の努力 に トル コが参加す ることを求 めた。1994年7月 、約1,455

名の トル コ軍部 隊がボスニア とヘルツェゴビナに配備 されたが、それはセル ビア との境界

線か らかな り離れ たところであった。1993年10月 、 トル コはイラクに対する国連 の制裁延

長 に しぶ しぶ合意 したが、禁輸措置の解除 を主張 し続けた。[1a]

4.131995年9月 に、SHPと 合併 してか ら初の党大会で、デニズ ・バイカルが共和 人民党

(CHP)の 党首 に選 ばれた。ごの連立は、チル レル女史が深刻 な不況の余波で辞任 してか ら

2週 間以内に崩壊 した。[1a][4b]

4.141995年12月24・ 日に総選挙が行われ 、その結果、投票率は20%程 度 で3つ の党一

Rc飴h(イ スラム寄 りの福祉党)、bYP(正 道 党)、ANAP(祖 国党)一 が残った。 これ ら3

党の指導者が、連立政府 を組むための条件に関 して合意を得 よ うと次々に乗 り出 して、2ヶ

月を超 える話 し合いが続いた。1996年3月6日 、ANAPとDYPが 少数連立与党 を組 むこと

を発表 したが 、中道一右派のこの2つ の連 立党派 におけるそれぞれの指導者問の強烈な反

目に よって、互いの間にかねてか らあった緊張が高ま り、4月 下旬には政権運営が実質上麻

痺す る結果 となった。連立は6月6日 に終結 した。[1a】[4b】

4.151デ ミレル大統領 は政権 を組織するために、最大政党(Re鋤 一 福祉党)の 党首であ

るネ クメ ッティン ・エルバカンを招 いた。DYPと の話 し合いに より、1996年7月 にRef紬

とDYPの 過半数連立政権が作 られた。エルバカン教授は トル コで初 めてのイスラム教徒 の

首相であ り、チル レル女史が副首相 と外務相を兼任 し、1998年 中旬に首相を引き継 ぐこと
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に な って い た。RefahとDYPは 、 閣僚 ポス トを分 け合 っ た。[1a】[4bl

4.16軍 事 クー デ ター が迫 っ てい る とい う噂 が尾 を引 く中 で、国 家保安 評議 会(NSC)は1997
ρr

年2月28旧 、行動事項 リス トを作成 し、エルバカ ンはきわめて強い圧力 を受けて、仕方な

くこれに合意 した。 この対策は トル コ国家 が政教分離主義 と西欧指向を保つためのもので

あった。1997年4月26日 、NSCは そのメッセー ジをさらに強めた。実に熾烈な議論 の焦点

となったのは、義務教育を3年 間延長 し、その結果 として、多数の 「h由mHatip」 宗教訓練

学校 を閉鎖す るとい うNSCの 決定であった。一方、、連立政権 は、1996年11月 にDYP ,と暗

殺 団、組織犯罪 との絆 を曝露 したス不ルル ックでの 自動車事故後に起きた一連 のスキャン

ダルによってもダメージを受けた。[1a][4b]

4.17や がて、チル レル女史のDYPか ら立て続 けに背信 を受け、NSCか ら再度突き上げを

受けたエルバカンは、辞職 を発表 した。1997年6月20日 、大統領 は攻権を組織す るために、

主要野党ANAP(祖 国党)の 党首メスー ト・ユルマズを招いた。

4.18ユ ルマズとDSP(民 主左派党)と の連立は、決 して しっか りとした土台の上には立っ

ていなかった。ユルマズ政権は、国有のチュルク銀行の売却にお ける腐敗の申 し立てをめ

ぐって1998年11月25日 に行 われた国会の信任投票で敗北 して、辞職を余儀な くされた。

[4bl【23e1【43al1998年12月2日 、デ ミレル大統領 はDSP(民 主左派党)の ビュ レン ト ・

エ ジェビッ ト党首 を首相候補 に指名 し、同党首 に組 閣を求めた。 エジェビッ トは組 閣に失

敗 し、数週間後にこの使命 を返上 した。[31alデ ミレル大統領 は次にヤ リム ・エ レズ(Y鋤m

Erez)貿 易大 臣を選 んで組 閣させ よ うとしたが、エ レズも組閣にはいた らず 、1月 初旬にこ

の使命を返上 した。[40e]今 度は ビュ レン ト・エ ジェビッ トが戻 り、DYPとANAPの 支持

を得て、DSPの 少数政権 を組織 した。政府は1999年1月17日 に信任投票で信任 を得て、

1999年4月 の選挙まで国を統治 した。[63q[63g]

4.19バ トマン、 ビンギ ョル{ビ トリスの各県で10年 間に及んでいた非常事態 は、ANAP

主導の連立政権案を国会が承認 した1997年10月2日 に解除 された。治安状況の改善が、

非常事態宣言の解除の理由に挙 げられた。それ よ り先の1997年9月 、当時のメスー ト・ユ

ル マズ首相 とビュ レン ト・エジェビッ・ト副首相が南東地域 を訪れ、同地域 の開発 を約束 し
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た。首相が議長 となってシール トで16年 ぶ りに開かれたGAP(南 東アナ トリア ・プロジェ 、

ク ト)の 高等評議会は、1東部お よび南東部の諸 県で景気 を回復 させ 、強化す るための誘引

となるよ うな様 々な対策 を承認 した。 この対策には、シール トにおける大学の建設が含ま

れていた。[60a][6b】[63c]

420イ スラム教政党で先の連立政府に参加 したRefah(福 祉党)が 、1998年1月16日 の

違憲審査裁判所の裁定によって鯉党 され た。Refahを 相手取 った裁判 での申し立ては、Refah

が反政教分離活勤の中心 となっているとい うものであった。以前のRe蝕 に所属 して国民議

会の議員を務めていた約100名 を含 めて、かつてのRe鋤 のメンバーの大部分は」997年

12月 にイスマイル ・アルプテキンによって結成 され、国会最大の党 となった新た なイスラ

ム教団体、FaZilet(美 徳党)に 参加 した。【1a]1998年10月 に控訴裁判所は、1997年12月

に集会で宗教的な詩を朗読 したか どでRe勧 党所属のイスタンブール市長、タイイ ップ ・エ

ル ドガ ンに10ヶ 月間の懲役刑 を宣告 した国家保安裁判所 の判決 を支持 した。 この判決は、

エル ドガンが最低2年 間は公選職 に就 くことをも阻む ものであった。エル ドガンは、 トル

コのイスラム教運動 にお ける将来 の指導者 と目されていた。[5a][27][28b][56】

421美 徳党 は1999年4月 に行われた国 と地方 の選挙 に候補 を立て、期待ほ どではないに

して も、投票の15%を 獲得 した(以 下を参照のこと)。 しか し国会の開会 時に、美徳党所属

の議員 、メル ヴェ ・カヴァクジ(MerveKavakci)は 公務員服務規程 に反 してヘ ッ ドスカー

フを着用 しよ うとした。一一部の美徳党所属議員 で さえ、 これ は愚 かで不必要 に対立 を煽 る

行為である と見な した。カ ヴァクジはその後、 トル コ政府 力、ら許 可を得 ずに米国市民権 を

申請 したか どで、 トル コの市民権 を剥奪 され、国会でg議 席 に就 くことはなかった。 カ ヴ

ァクジの行為は、美徳党は政教分離に反 してお り、禁止 され たRe蝕 党を継 ぐもので しかな

い とい う論拠 に立って検事総長(C虹 玉efStateProsecutor)が 同党の活動禁止を違憲審査裁判

所 に申請 した際に提示 した証拠の一部 となった。2001年6月22日 に発表 された違憲審査裁

判所 の判決 は、美徳党 の活動 を禁止す るものであった。【30h][32il(美徳党 とヘ ッ ドスカー

フの問題 に関する詳細 については、r宗 教の自由」 とr集 会お よび結社の 自由」(第6章a)

を参照のこと。)

4221998年5月12日 に トル コ人 権 協会(IHD)の ア クン ・ビル ダル 会長 に対 す る暗殺未
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遂 が起きた。ゼ ルダル は腹部 と脚部 に6発 の弾 を受けたが命 をとりとめた。狙撃は、捕 え

られているpkK(ク ル ド労働者党)の 指揮官が、 ビル ダル と非合法のテ ロ リス ト組織 との

間に関係 があると告発 した ことをメディアが報道 した後 に行われた。[12e1【28c】[40dl'1999

年12月 、ア ンカラの国家保安裁判所 はビルダルの暗殺未遂 にっいて10人 に有罪 を宣告 し、

その他の6人 に無罪 を宣告 した。首謀者 と推定 され る元 ジャンダルマ(武 装警察)の 巡査

部長1名 と、狙撃を命令 し、組織 したとして告発 されたその他 ・1名は、それぞれ19年 間の

懲役刑を宣告された。 ビルダルを狙撃 した2名 はそれぞれ19年 間と12年 間の実景宣告を

受け、その他2名 は犯罪の実行集団(「 トル コ報復部隊」)を 作ったか どで、それぞれ19年

問 と10年 間の懲役刑 を宣告 された。15bl【29】1998年10月 に控訴裁判所 は・'1996年 のある

演説で トル コ人 とクル ド人を区別 して 「公に公衆の敵意 と憎悪を煽 った」 か どで告発 され

でいた ビルダルに対 して言い渡 されていた1年 間の実刑判決 を支持 した。彼 に対す る判決

は、控訴裁判所総協議会(GenemlCounciloftheAppealsCo面)に よって正式に認 め られた。

ビルダルは1999年6月3日 に10ヶ 月 と3日 間の刑 に服す るために収監 された。彼 は医学

的な理 由か ら1999年3月 に釈放 されたが、 ビルダルはこれ以上刑務所で生活するこ とに耐

え られない とす る報告書を国の医療機関が退 けた後の2000年3月28日 、残 りの刑期6ヶ

月間を務 めるためにアンカ ラの刑務所 に送 り返 された。・ビル ダ～レは法律上、収監 された結

果 として 田Dの 指導者 と会員の双方を辞 した。【5al[5bl【62司1995年 に ビルダルが行 った演

説をめぐって彼を相手取った別の裁判で、控訴裁判所は1年 間の実刑判決を破棄 しち。だ

がアダナの国家保安裁判所は1998年12.月 に、1年 間の実刑判決 を再度出 した。[12el

4。23シ リア と トル コの間に軍事的緊張が高まったのを受けて、1998年10 .月下旬 に両国の

高官が会合を行い、シリアが同国の領土内におけるPKKの 活動を認めない とする協定が調

印 され た。PKKの アブ ドゥラ ・オジャラン党首は、シ リアを強制出国させ られ た。追放後、

オジャランは欧州の数 力国に亡命 を求め ようとしたが果たさず、ケニヤで捕え られ て、空

路 トル コに戻 された。オジャランは追放後の当初はPKKの 活動 と距離 を置 こうとしたが、

権力闘争 によ り、PKKの 党首 としての地位に復位 した と伝 えられてい る。[1a][21al[24a】[55a]

4.241999年2月 中旬 にお けるアブ ドゥデ ・オジャランの トル コヘの強制送還には、欧州

全土にお ける彼 の支持者 による公的な抗議行動 と トル コにおける散発 的な抗議行動が伴 っ

たが、その多 くが暴力化 した。騒乱は最初、HADEP(人 民民主党)党 員がさらに逮捕 され、
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PKKが トル コ全‡で一連の爆破事件 を起こす ことにつながった。イスタンブールのガジ地

区におけるクル ドの新年 の祝いは、大きなグループが横断幕 を掲 げてス ロー ガセを叫び始

めたために暴力に終わった。警察が介入 しよ うとして、警官4名 とデモ隊員1名 が撃たれ、・

725名 が拘留 された。【30a][40q

424オ ジャランが逮捕 されたのを受 けて、議長の取 り仕 切 る小規模な評議会がPKKを 運

営 し始めたが、オジャランは拘留 されているに もかかわ らず、党首 としての地位 にあるこ

≧が確認 され た。124司[46d]1999年3月 の初頭、PKKの 政治部が行動は民主主義 の枠内で

行 うと発表す る一方 で、軍事部は 「全面戦争」 と軍事行動の拡大を呼びかけて、相反す る

見解 を表明 した。[46b][46cl[65a】 だがPKKは1999年 め6月 中に、1999年4月30目 に始

まった公判 の間 にオジャランが行った和平の呼びか けに同調 し始 めた。[63h]以 後 、PKK

のマニフェス トは 「クル ド人問題」に対す る平和的で民主主義的な解決 を目指 して努力す

るが、r積 極的な防衛 の立場」は堅持す ることとなρた。1999年7月 中旬、ARGK(PKKの

軍事部)は 、以後 は命令 を受 けるまでゲ リラ行動を停止す ると発表 した。[62c1[62d1

4・26オ ジャランは反逆罪で有罪 とされ・1999年6月29印 こ死刑宣告き受けた。[63」11999

年8月2日 、オ ジャランは弁護士を通 じてlPKKにr1999年9月1日 をもって武装 闘争に

終止符 を打ち、平和のために国境外の勢力 を撤退 させ る」よ う呼びかける声明を出 した。【301]

2日 後、PKKの 統轄評議会はオジャランの呼びかけに応 じ、戦闘員が実際に一トル コに対す

る軍事行動を停止す ることを確詔 した。 この声明は翌 日、PKKの 武装部門であるクル ド人

民解放軍(ARGK)に よって支持 され、ARGKは オジャランの決定に従 うことを確認 したも

のの、攻撃 された場合には自衛の戦いを行 う権利 を主張 しだ。,【32bl政 府 とPKKの 間の武 「

力闘争は1999年 に事実上終結 し、 トル コ軍 とPKKの 反乱分子の間にご く少数の衝突が報

告 されてい るだけである。2000年10月 、トル コ軍はPKKに 対す る戦いを成功裡 に完 了 し、

戦 いは、警察 とジャンダルマが引き継げる程度 にまで縮小 したと発表 した。PKKは2QOO年

中にはほぼ完全に活動せず、2001年 には軍によれ ば、武力鋳突はわずか45件 であった。2002

年 にはPKKに ょる暴力はほ とん どゼロに近かったが、国は南東部で重装備 の治安部隊(道

路上の無数の検問所 を含 めて)を 維持 した,[5d】[591[12m】【19】[21a】[24a】[4鯛【46d][55a】[63d]

4272000年1月12日 に トル コ政府 は、欧州人権裁判所 に対 してオジャランが行 った控訴 』
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の結果が出るまでオジャランの死刑 郵行 を停止す ることを求める、同裁判所 か らの差止 め

命令を尊重す ることに合意 した。識者は、この決定はEU参 加計画 を前 に進 めて、経済 と政

治上の 目標 を追求 しよ うとす る政府 の決意、Pならびにその 目標 を達成す るためには国民の

感情 を無視す る用意が政府 にあることを明 らか に示す ものだ と論 じた。 オジャ ランは獄中

か らの声明書 で、 この決定は民主主義を 目指す一歩であると述べた。彼は、かKKが この動

きを利用 しない ことを約束 し、『クル ド人国家 を求めるPKKの 戦闘は 「歴史的な誤 り」であ

った と述べ た。PKKの 統轄評議会は、同党が政治 目標 を前進 させ るために民主的手段のみ

を実行することを確認 した。【32el2002年8月 」 トル コは戦時お よび戦争 の差 し迫 ってい

る時を除いて死刑 を廃止 し、オジャランの有罪判決は2002年10月3日 、仮釈放 を認めな

い終身刑 に変更 され た。彼 ほ死ぬまで刑 務所に とどまることになる。【30呵

4。281999年4月23日 、英国の独立テ レビ委員会(ITC)はPKKの 代弁者 と広 く目されて

いる衛星チャンネルのMed-TVに 対 して、営業免許を取 り消す通知 を送達 した。 この免許

取 り消 しは、 トル コお よび他の場所で暴力行為 を奨励する扇動的 な声明を含んだ内容 が放

送 された後 に行われた。[30dlMed-TVの 放送は、ITCの 裁定が出 るまで一時 中止 された。

禁止の機先 を制 して」Med・TVは もう一つ別のチャンネル として衛星アクセスを確保 したよ

うで、現在 はその名義 で放送を行 ってい る。[30b]

4。291998年12月 に トル コの内務相は、'アナ トリア東部 と南東部 におけるテ ロ事件 がごく

少数に減った とす る見解 を発表 した。[63dl1998年11月 にイ タ リアでアブ ドゥラ ・オジャ

ランが拘留 されてか らというもの、一部のHADEP(ク ル ド寄 りの人民民主党)党 員 はPKK

党首 を宰持 してハ ンガース トライ キに入 った、 当局か ら事前に承認 を受 けずにデモ を行っ

た者 もあった。このこ とが11月 末から12月 にかけて、あち らこちらでHADEP党 員が逮捕

され ることにつなが り、HADEPに 対する警察の措置に反対す る抗議行動のために さらに逮

捕が行われ うことになった。HADEPは 、11月 末現在 における拘留者 の数 を、党首ム ラ ト・

ボズ ラクを含 めて3,064名 とした。その大部分は短期 問の拘留後 に解放 された と伝 え られて

いるが、18歳 の党員1名 が警察での拘留中に死亡 し、その原因は尋 問中の殴打だ と申し立

て られている。HADEPの 指導者 は、党員の多 くが取 り締 り中に殴打 と拷 商を受 けた と述べ

てい る。[5a】 オジャランを支持 してのハ ンガース トライキ,と、オジャランの引渡 し要請 に

抗議す る新聞発表 を受 けて、アンカラの国家保安裁判所の検事局(ChiefPmsecutor'sO伍ce)
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は1999年1月28日 に、ボズラクを含 めたHADEPの 役員47名 を起訴 した。告発状 では4

年半か ら7年 半の懲役刑 が求刑 された。[63el1999年1月29日 、高等控訴裁判所 の主任検

察官(ChiefProsec伽r)はHADEPを 相手取って違憲審査裁判所 に対 し、同党の解 党を要求

し、HADEPとPKKの 間に 「有機的関係」があるrと申し立てる起訴手続 きをとった。法的

な異議申 し立てが2件 あった ものの、HADEPは1999年4月 の選挙への参加 を認 あ られた。

【41a][46司1999年7月 中旬 にムラ ト・ボズラク とHADEPの その他 の役員16名 が釈放 され

た 。[64a]

4,30HADEPは ・1999年4,月 の選挙で国会に代表 を返 り咲かせ るに足る投票(全 国の10%

が基準値)を 得 ることがで きなかったが、ディヤルバクル を含 めた南東部の数 ヵ所 の市長

選を制 した。』[32a]【88b】選挙で リジェ(Lice)市 長 に選 ばれたHADEP党 員は、彼 が1989

年 に傷害 を伴った事件に関与 したた.めに公職に就 くことを禁 じられた ことに基づ く高等選

挙委員会の決定を受 けて、解任 され た。同市長 は、すでに検察に申請を済ませ ていて犯罪

記録が抹消 されている以上、 この決定は不法である と述べた。[62b1

4.311999年4月18同 に実施 され た国政選挙 と地方 自治体選挙には、様 々な党が候補者を

立てた。[30cl民 主左派党(DSP)が 最大得票率(22%)を 得 て国会で136の 議席 を勝 ち取

り、国民行動党(MHP)(得 票率が18%、 議席数が130議 席)、美徳党(FP)(得 票率が15%、

議席数が110議 席)、 祖 国党(ANAP)(得 票率が13%、 議席数が86議 席)、 正道 党(DYP)

(得票率が12%、 議席数が85議 席〉がそれ に続いた。132a1有 効得票総数は31,184,496票

であった。[60c]5月 下旬 には、DSPの ビュレン ト・エジェビッ トを首班 とす るDSP、ANAP

とMHPの 連立政府 がデ ミレル大統領 によって承認 された。閣僚ポス トは、3党 で分 け られ

た。ANAPは 政権に参加 したが、党首のメスー ト・ユルマズは当初閣僚 ポス トに就か なかっ

た。2000年7月 、ユルマズは副首相 として入閣 し、EU問 題を担当 した。【32q

4。32ト ル コは1999年 の8月 と11月 に2度 の大地震 に見舞われ～少な くとも18,577名 の死

者 が出た。広がった木衆の怒 りは、災害に対する国家機関、特 に軍 隊の対応 の遅 さと、地

震に弱い ごとがわかっている地域 に規格 に満たない多 くの団地の建設 を許 した、 トル コ特

有の汚職に向けられ た。【1a1あ る若手閣僚 は、「瓦礫のおお もとには、 トル コの政 治 と行1

政 の制度がある」ことを率直に認めた。[861地 震後の国際援助にはギ リシャか らの大規模
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な援助が含まれていたため、 トル コとギ リセヤの関係 は顕著に改善 した。[1a]

4.332000年5月 、国会は尊敬を得ている違憲審査裁判所長官 、アフメッ ト・ネ ジデ ッ・ト

(Necdet)・ セゼルを新大統領に選んだづ彼 は トル コでは、活発な政治家で も軍の高官 でも'

ない初の大統領であるる 多 くの トル コ人は、高潔な人柄についての評判 、 トル コでは大い

に嫌 われている政党 との距離、法の支配に対す る根 っか らの敬意を新風 として受け取った。

ある識者は 「法律違反を許 さず、腐敗 を大 目に見ない法律木」である と評 した。1999年 、

セ ゼル氏は民主的 自由を制限 してい るとして トル コ憲法を批判 した。また、いまだ非常統

治下に置かれている南東地域の諸県 にお ける法的決 定に対す る抗議 を認 めるべ きであると

も主張 した。【1a][41b1大 統領に選ばれた時の声明で、セゼル氏は 「私は、大統領職 とい う

この至高 の任務 は、法律 の優越 と独 立をすべての面 において保証 し維持す るべ く、 トルコ

国会が私に与 えた責任 だ と考 えます 。.,.,.民主主義 に対す る正当な理解が社会生活や政治生

活 において発 展 してお らず、民主主義 の伝統がまだ具体化 していませ ん_...法 治国家の原

則 に従って、民主主義 と民主的価値観 をわが国の法律制度に取 り込まねばな りません。」 と

述べた。セゼル氏は続 けて、民主主義の基本であると自らが考える政教分離の原則 を守 る

こ とに加 えて、イ ンフ レ率を下げ、所得 の不公平 をな くすた めには、公共支出に大い に配

慮することも必要であると述べた。【63al

4.34セ ゼル大統領 とエジェビット首相 との間の緊張が、2001年2月19日 の国家保 安評議

会の月例会合で頂 点に達 した。エ ジェ ビッ ト氏は、腐敗 が申し立て られてい る閣僚 を保護

した と大統領か ら非難 され て、会合 を退席 した。その結果、多額の資本が逃避 し、株式市

場で株価が暴落 したため、 トル コ政府は トル コ ・リラの変動相場制移行 を余儀な くされ 、

トル コ ・リラは実質上3分 の1値 下が りした。結果的に物価が3分 の1以 上値上が りした

ことが、アンカラその他の都 市にお ける、特に公務員 による抗議デモの引き金 とな った。

【32h3あ る観測筋は、「首相の行動 は許 しがたいものだと思います。首相は、市場が神経質

になっていることを知っていたはず です」 と述べた。別の識者は 「冗談 じゃない。いった

い、これで トル コを治められ るものか」 と怒 りの声 をあげた。[44b1

4352001年6月 に違憲審査裁判所 は、1999年5月 に始まった裁判についての判決 に達 し、

トル コの政教分離の秩序を損なったか どで美徳党(Fazilet)の 活動 を禁止 した。この判決が
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出ても、期待 された よ うに大量の党員が国会か ら追放 されるには至 らなかった。判 事の投

票 の結果、美徳党の議員2名 だ けが追放 され ることとな り、残 る100名 の代議員 の大部分

は、美徳党の後継党である至福党(SaadetP漉si)と 正義発展党(A戯etveK紐 ㎞maP面si)

に参加 した。美徳 党の活動停止 はエジェビッ ト首相 を含む大部分 の議員の反対 を受 け、エ

ジェビッ ト首相は、美徳党の解散 は経済が危機的であ る時節柄、政治不安の増大 を招 くと

主張 した。【32i】レジャイ ・クタンは、至福党は宗教的権利 を保護 しよ うと努 めるが、 トル

コ国家の政教分離 とい う基本 に対 して異議申 し立ては しない と述べた。[31

4.36ト ル コは、欧州にお ける戦略的位置づけ、NAro第 二の軍隊の所有、NAroで 唯一イ

ス ラム諸国会議機構 に所属 してい ることか ら、NATOの 主要メンバー として認 め られている。

[1a】

4.371987年4月 、 トル コは欧州共同体 の正式メンバー としての参加 を申請 し[1a】、1999年

12月 に欧州連合の正式なメンバー候補 としての資格 を与えられた。 この ことは歴史的な一

歩 として トル コ国 内のメディアに好意的に迎 えられ、ギ リシャの首相は 「我が地域 にお け

る平和、安全保障 と発展へ と向けた歴史的な転換点 となった」 と述べた。 メンバー候補 と

な ったことは、他の参加 申請国 と平等な条件での処遇 を求める トル コの要求が満 た され る

上で大いに役立 ったが、ヘル シンキ会議 の結論 には、 この申 し出をギ リシャに容認 可能 な

もの にすべ く、慎重な語句があった。ヘルシンキ会議の結論 は、分割 されてい るキプ ロス

島についての解決 を要求 していたが、キプ ロス島が トル コ人社会 とギ リシャ人社会 の間で

分裂 したままであれば、トルコがキプ ロスのEU参 加を阻 止できない ことを明確 に打 ち出 し

ていた。EUの メンバー候補 として トル コが採択 しなければな らない政治 ・経済プログラム

に関 してEU指 導者 は、トル コが人権保護 の実態記録 を改善す る必要があることに具体的 に

言及 した。[32d1

4.382001年3月 に トル コ政 府 は 、トル コがEUへ の参加 基 準 を満 たせ る よ うにす る ため に

計画 されてい る道第を示す 「Acquis採 択 のための国家プ ログラム」を発表 した。 このプロ

グラムでは、 トル コ国会が2004年 までに89の 新法を制定す ることと、94の 現行法への変
1

更 に合意す るこ とが必要になる。 これ らの変更は、思想 と表現の自由、結社 と平和 的集会

の 自由、拷問に対す る戦い、公判前拘留、人権侵害 に対す る補償 を求める機会の強化 、法
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律 執行職員 と傘務員 に対す る人権 関連 の研修、司法の機 能 と有効性 の改善、死刑廃止 、拘

留 条件、文化、生命 と個人 の 自由、市民の経済 ・社会 ・文化能力を高 めるための地域格差

の軽減、思想 ・宗教 ポ良心の 自由、憲法お よびその他の該当法 とEUの 政治的基準 との調和、

非常事態の解除な ど、様々塗分野にわたっている,【82b】

4.392001年10月3日 、EU加 盟のための地な らしをす ることを 目的 とした34件 か ら成る

憲法の修正パ ッケージを国会が承認 して、 トル コは過去20年 間で最大の法律改正を完了 し

た。法律第4709号 は2001年10月17日 に施行 された。 クル ド語 の使用 に対す る制限の緩

和や、容疑者 が告発 され るまでの最長拘留期 間の短縮化、政党の活動禁止手続 きの厳格化

か ら、強力な国家保安評議会 を作 り直 して文民政治家の割合 を増やす こ とにいたる修正事

項 は、1980年 の軍事クーデター後 に憲法が起草 されて以来初 の大型改革であった。 多 くの

場合、実施にはすでに進行 中の刑法の変更や、その他の権限付与立法(そ の緊要性 はまち

まちであった)が 必要 とされた。改革 は トル コ国内における興奮に火 をつけ、 「ヒュリエ ッ

ト」紙はr新 トル コは捜索 を受 けず、盗聴 されず、失踪 もなく、 自由に話 し、批判す る'こ

とができるよ うになる」 と熱狂的な記事を掲載 した。あるEU高 官 はrこ れは、ここ何年 も

の間において報告できた事件の 中で最 も重要な展開であ り、EU全 体、特に欧州議会によっ

てその ことが記録 されなけれ ば悲 しい ことである」 と述べた。r121」[41c][44c]

4.402001年10月 の憲法修正が、2002年 における3組 の施行法の採択 につながった。法律

第4744号 、4748号 、4774号 としてそれぞれ2002年2月 、3月 、8月 に採択 され た3組 の

「改革パ ッケージ」によ り、 トル コの主要法の様々な条項 が修正 され、死刑 、基本 的権利

と自由の行使 、公判前拘留 と法的補償 な どを含めて、多岐にわた る人権問題 に対す る対処

、がなされた。[761

4。412002年2月6日 、 トル コ国会は国内法の一部 を憲法修正に合わせて調整す るために

法律第4744号(い むゆる 「ミニ民主主義パ ッケージ」)を 採択 した。アムネステ ィ ・イン

ターナシ ョナルは この法律のい くつかの要素を徽迎 しなが らも、 トル コ政府湖表現の 自由

に対す る十分な保護策や、拘留中の拷問が根強 く残 ってい ることに対す る有効な対策 を導

入 していないこ とに懸念 を表明 した。1101[121】
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44277歳 になっていたエジェビッ ト首相の健康が、2002年 の晩春か ら夏 にかけて大 きく

衰 えた。首相は勇退を拒否 し、7月31日 に国会は2002年11月3日 に選挙 を前倒 しす るこ

とを圧倒的多数で議決 した。144dlそ の一方で、ハ ッカ リと トゥンジェ リの両県 にお ける

非常事態は2002年7月30日 に解除 されたが、デ ィヤル～》 ル と(判 読不能)の2県 にお

ける非常事態は、2002年11月36日 までの予定で最後の4ヶ 月間、として更新 された。[30ql

4432002年8月3日 、 トル コ国会はEUに 加盟できるチ ャンスを高めるための、大型 の民

主改革パ ッケー.ジを正式 に承認 した。 このパ ッケージは、下記の措置か ら成 るものであっ

た=

i。 平時において死刑 を廃止 し、仮釈放 の可能性の塗い終身刑をこれ に代 えること。ただ

し死刑 は、戦時の法令全書 には残す。

焦 トル コ語以外の言語 によるテ レビ ・ラジオ放送を認 めるが、憲法で定め られ ている国

家主権の原則 に反 しないこと。この変更によ り、クル ド語での放送が認 められ る。 トル コ ・

ラジオ ・テ レビ最高評議会(TurkishRadioandTelevisionSupremeCounci1)が 監督機 関の役

割 を果たす。

血.教 育省の監督下にお いて、私立学校 の特別講座で クル ド方言を教 える。

iv。 軍隊を含 めた国家機 関に対する書面、口頭、図画による批判 に対す る処罰 を廃止す る。

v.公 衆デモ と結社 に対す る制限を緩和 し、当局に対 して48時 間前 までにデモを通知す る

ことを認める。

vLト ル旨で運営 される外国 と国内の非政府組織 に対す る制限を緩和す る。

癒。 人身 と臓器・の密輸業者、お よびその常助者 に対す る罰則 を、移民の生命が脅 か され る

場合には特 に強化す る。

、証 イスラム教以外の少数派宗教 に とっで の自由を拡大す る。

ix.報 道関連 の法規 を改正す る。

x。 警察の義務について定める法規を変更す る。P

xr強 制労働 か ら利益 を得ている ことが判明 した者 に対 して、最 高で10年 間の懲役刑 を科

す。[66a】

4・44欧 州委員会は、トル コの政治指導者の大多数が トル コを欧州連合 の価値観 と基 準に も

っと合 うようにしよ うと決意 してい るこ との重要な兆候 だ として、 この改革パ ッケ ージを

18



歓迎 した。ECは 声明で、こ.の改革は トル コにお ける人権 と少数派における権利 の保護の拡

大へ と向か う大きな前進であると述べた。ECは 、総合的改革パ ッケージの影響 を十分に評

価す るには慎重な分析が必要であることを強調 しなが らも、 この作業 は秋に提出 され る定

期報告書 でなされ るであろ うと述べた。 また、影響の多 くはパ ッケージの実際の実施 状況

に左右 され るものであ り、今後の数 ヶ月 問でその影響を厳格 に監視す るとも付 け加 えた。

EU拡 大を担 当 しているギュンター ・フェル ホィゲン委員は、 「勇気ある トル コ国会 の決定

を歓迎す る。 ζの決定は1999年 のヘルシンキにお ける欧州評議会以来、耳Uが トル コのた

めに展開 してきた明確に欧州的な視座な くしては不可能だったであろう。.トル コの決 定は、

人権 と少数派保護 に関 してEUが 確 固た る姿勢をとっていることの正 しさをも示 してい る

…・..これ らの問題 について譲歩 しないことにより、我々のパー トナーは我 々EUが 価値観 を

堅固に守 り、 これ らの価値観 が我 々にとってかけがえの塗いものであることをよ り良 く理

解す るので あ る」 と語 った。[30r]

4.45ト ル コのある人権活動家はこの改革について、 「トルコ共和国の歴史上、最 も前 向き

な変革」であると述べた。池に も、人権活動家で トル コ人権協会のデ ィヤルバクル支部の

責任者であるオスマン ・バイデ ミル(OsmanBaydemir)は トル コにおけるクル ド人 の役割

に言及 して、 「初 め七、相違が受 け入れ られ一 拒否 に終止符 が打たれ一 文化的 な相違 が

存在することが実際に認あ られ た」 と語 った。[37a](下 記の6.124を 参照の こと。)人 権

監視団(HRW)は 、r昨 年は、1980年 のクーデ タr以 降の どの年にお けるよ りも実質的な

人権 の改善が見 られた。かつてにおける嫌 々なが らの小 さな前進 ではな く・2っ の大 きな進

展があ り、今後 の改善が約束 された』 とコメン トしている。ただ しHRWは ・ トル コが人権

無視の歴史 と決別 したことを証明するために特 に成果を出さなければな らない領域 が2つ

あ り、それは拷問 と表現の 自由であると付 け加 えた。【9e】

4。46欧 州委員会が2002年10月 に出 した 「EU加 盟 に向けての トル コの進展に関す る定期

報告書」は、欧州連盟への加盟候補者資格が1999年 に決定 して以来'トル コが導入 した基本

的改革を歓迎 した。(加 盟のための政治的基準は、各 輿が 「民主主義、法の支配、人権 、少

数派に対す る尊重 と保護 を保証す 首制度 の安定」を達成 していなければならない、 といも

のである。)こ の報告書は、人権 と基本的 自由の領域 にお ける保証を強め、死刑 宣告 の理 由

を制限 した2001年10月 における大型の憲法改革 にについて記 した。2001年11月 には、新
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たな民法が採択 された。2002年2月 、3月 、8月 に1ま3緯 の改革パ ッケージが採択 されたg

平時の死刑は廃止 された。南東部の2県 における非常事態が解 除され、いまだに非常事態

の適用 を受 けている2県 においても2002年 末までに解除を行 う決定がな された。 こ ういっ
し

た(困 難な政治経済状況のもとで採択 された)大 規模な変革をめぐる政治的コンセンサス

の構築は、EUへ の加盟 につ いての集中的な公開討論によって準備 された。この公嗣討論1言、

政党 、市民団体、実業界のみ参 らず学界 も参加 して行 われた。報告書 は、 トル コは総 じて

1998年 以降、また特に2002年10月 までの1年 間で、EUに 加盟するための政治的基準を満

たす ことに向けて顕著な進展 を遂げた と結論 している。2002年8月 の改革は、特に広い影

響の及ぶ ものであった。総合 してみ ると、この改革 によ りトル コで民主主義 を強化 し、人

権 を保護するための基盤の多 くが得 られた。改革 は、トル コ国民がEUに 行 き渡っているの

と同等の権利や 自由を前 向きに享受できるよ うにす るた めの、 さらなる変革への道 を開い

た。[76】

4.47し か しなが ら欧州委員会は、 トル コは以下の理 由か ら、EUに 加盟す るための政治的

基準を十分には満た していない と結論づけた:

(i)改 革 には、基本的権利 と自由の十全な享受に対す る重大な制限がい くつ もある。特に、、

文宇報道や放送 を含 めた表現 の自由、平和的集会の 自由、結社の 自由、宗教の 自由 と法的

補償 を受 ける権利に対する重要 存制降が残 ってヤ・る。

(五)改 革 の多くが、欧州の基準に合致する規則やその他 の行政措置の採択 を必要 としてい

る。 これ らの措置の一部はすでに実施 され、そ の他 は起草中である。改革が効果を上 げる

ためには、全国の様 々な レベル の行政機関 と司法機 関によって実際 に実施 され ることが必

要である。・欧州委員会は、主要政党の党首であるエル ドガン氏が11月3日 の総選挙 に出馬

す ることを禁 じる高等選挙委員会 の決室には、改革の精神が反映 されていない と考 える。

(血)政 治的基準の もとで生 じる数々の重要問題 に対す る対処がまだ十分にな され ていな

い。その中には、拷 問や虐待 に対す る闘い、軍の文民統制、、非暴力的な意見 を表 明 したこ

とで懲役 を科せ られ ている人 々の状況、欧州人権裁判所の判決の遵守な どが含 まれ る。[76]

4.48近 年の顕著な進歩 と、さらなる配慮を必要 とす る残 りの領域に鑑み、欧州委員 会は ト

ル コが法律 において も実際においても民主主義 を強化 し、人権 を保護するた めに改革プ ロ

セスを進 めることを促 した。 この ことにより トル コは、政治的基準を全面的 に満たす上で
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残 る障害 を克服す ることができよ う。 【76】

4492002年10月 下旬、欧州の指導者が同年12月 にコペ ンハー ゲンで開かれ る欧 州サ§

ッ トで、 トル コとの加盟交渉に関す る確約 を行 う可能性 が浮上 した。EU加 盟国の多 くは、

トル コに関 して妥協を行 うよ う米国か ら圧力を受 けるに至っていた。米国は トル コを信頼

のおけるNATO同 盟国であ り、反テ ロ作戦にお ける友好国 と見な していたためである。 ギ

リシャ と英国は、 トル コに対す る新たな奨励 計画 を要請 し、英国の外務大臣は、同国は 「き

わめて積極的に トル コのEU加 盟を支援する」 と述べた。[44e]

4502002年11月3日 の総選挙で連立政権は大敗 し、1年 前 にで きたばか りでまだ中央の

政権で試 された ことも汚点をつけ られ たこ.ともないイスラム教寄 りのAKP(正 義発展党)

が圧勝 した。

政党名 暫定得票率 議席獲得数

AKP(正 義発展党) 343 363

CHP(共 和人民党) 19.4 178

DYP(正 道党) 9.51 一

MHP(国 民行動党) 8.3 一

GP(青 年党) 7.3 一

DEHAP(人 民民主党) 62 一

ANAP(祖 国党) 5.1 一

SP 1.2 一

DSP(民 主左派党) 1.2 一

YTP(新 トル コ党?) 12 一

BBP(大 統一 党) 1.0 一

無所属 8.6 9

反逆 しないとされてい る国にとって、旧式な指導者世代全部が選挙で葬 り去 られた ことは、

トル コに革命 がお きたのとほぽ同 じこ とであった。 ある新聞は 「アナ トリア革命」 を吹聴
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した。全国における有効得票数の少なくとも10%を 獲得してからでなければ政党は議席の

割 り当てを受けられないこ とを定 めている議員選挙法により、新国会 には2政 党 しか伐表

を送れず、多数の選挙民が代表 されない結果 になったた め、国会の正統性 について疑 問が

生 じた。敗北 した政党の指導者 は選挙後に ドミノ倒 しの ように次々 と倒れ、MHPか らは(判

読不明)氏 が、D、φ か らはチル レル女史が、ANAPか らはユルマズ氏が党首の職 を辞 した。

中で も最 も悲劇的な犠牲者はおそ らく、病床にあ り、1999年 の総選 挙における最大の勝利

者の位置から2002年 の選挙では(暫 定結果で)1.2%の 支持率 に滑 り落 ちたエジェビッ ト首

相であろ う。[41dl

451AKPの エル ドガン党首は宗教的理由に基づ く敵意 を煽 ったか どですでに有罪 判決 を

受けでいたため、(現 行法 に基づいては)首 相 のみな らず、国会議員になることもで きなか

った。憲法第109条 は、首相 は国会議員 の中か ら大統領 が選ぶ と定 めてお り、大統領が新

任投票 を勝 ち得 ることのできる議員を任命す ることが不文律 となっている。[63m】 選挙で

勝利 した直後、10年 間 にわたって何代 も弱体な連立政権が続いた後 で初の一党政権 をっ く

るチームをエル ドガン氏が統率 していることを疑 う余地はほ とん どなかった。エル ドガ ン

氏はEU加 盟交渉を始める 日程 を固めよ うとす る トル コの努力 に対する支持 を集 めるため、

欧州各国の首都 を歴訪する計画 を立てた。【41dコ氏 は、EUに 順応す るための法律 に関 して、

AKP政 権が特に拷問、地域祉会の基礎 、母 国語での放送、母国語教育 といった分野での不

備 を正 し、必要な措置 を実施す ることを強調 した。 また、AKP政 権 がこの点について誠意

を示す ことも付 け加 えた。[61b】 トル コのイス ラム化 を図 るか否かを問われたエル ドガ ン

氏ほ憤慨 してそれ を否定 し、 「その質問に対す る最善の答は、今後のわが国の措置か ら明 ら

かになる」 と答えた。[40g]

4.52新 政権は、2002年11月 中旬に任命 を受 けた。首相はアブ ドゥラー ・ギュル民 であっ

た(簡 単な経歴 については付属書Gを 参照の こと〉。副首相はメフヘ ッ ト・ア リ ・シャヒー

ン、エル トゥルル ・ヤルチ ュンバユル、アブ ドゥル ラテ ィフ ・シェネル博士、大蔵大臣は

ケマル ・ウナクタン、外務大臣はヤシャル ・ヤクシュ、内務大臣はアブ ドゥルカーデ ィル ・

アクスである。閣僚の総数は首相 を含めて25名 で、前政権の36名 よりも大幅に増 えてい

る。7名 の法学者、6名 の技術者、5名 の経済学者、4名 の政治学部卒業者、1名 の神学者、

1名 の医師 と1名 の文学者が内閣 を構成 し、中には教授3名 、準教授2名 が含 まれていた。
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・女性 大臣 は1名 であ った(観 光 大 臣 のギ ュル ダル ・アクシ ッ ト)ら 【30X]

4.5311月17日 の 「ヒゴ リエ ッ ト」紙 によるインタ 甘ユーで、ギュル氏 は、rトル コは欧州

指導者を驚嘆 させるよ うな措置を取 る。わが国は有言実行 で本分 を果た し...イス ラム教国

が民主主義的で透明かつ近代的な世界の一部にな り得 るこ とを立証す る...EU加 盟国の トル

コは、他のイスラム教国に とって輝か しい見本 となる_ト ル コのEU』加盟は トル コの繁栄を

助け るのみな らず、欧州 をも豊かにす る」 と述ぺた。【21b】

ノ

454AKPは イスラム教 とい うルー ッとの間に距離 を置 いて、西欧や欧州連合を安心 させ

よ う.とした。選挙後に行った欧州数力国への慌 しい訪問で、エル ドガン氏はAKPがEUの

求めに沿って次のよ うな9か 条の改革プ ログラムを導入す る予定で あると述べた。

・ 表現、宗教、良心、お よぴ結社の 自由の拡大

・ 欧州人権裁判所の判決を遅滞 なく実施す ること

・ 拷問に対す る情状酌量を行わないこと

・ 前国会が残 した改革法の不備 な部分 を埋めること

・ 改革が認め られ るように憲法 を見直すこと

・ トル コの諸結社や トル コにおける外国の結社が機能できるよ うに調整 を行 うこ・と

・ 外国の団体や宗教団体による財産購入の問題 に取 り組む こと

・ まだ採択 されていない国際協定の批准 を優先す ること

・ 国会内にEU統 一委員会を設けること。[66e1

455ト ル コの東部 と南東部 に関するAKマ の政策は・そのプ ログラムに示 されてい る。AKP

党は同地域 の住民の幸福、福祉、権利、お よび 自由を守 るとい う政策に従 うことを確約 し

た。同党は同地域の文化的多様性 を豊か さと見な している。 トル コ語が公用語 と教育用言

語 にとどまることを条件に、党 は トル コ語以外の言語で行われ る放送を含めた文化活動 は、

トル コの統一 と完全性 を弱めるものではな く、 これを強化 し支える資産であると考 えてい

・る
。 テ ロが抑圧を、抑圧がテ ロを助長す る。テ ロに終止符 を打っには、国が基本的な権利

と自由を尊重す る姿勢 と、経済発展お よび安全保障を同 じ全体の一部 と見 なす考 え方が必

要である。[981
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4.56ギ ュル首相は2002年11月23日 に国会で64ぺ 一 ジに及ぶ政府プ ログラムを朗読 し、

政権 は正直 で教養 ≧経験を積 んだ人々・による リー ダーシ ップ と包括 的な プログラム によっ

て有望な将来 を創 り上げることを目指 してヤ.・ると強調 した。 トル コは2党 制 の国会 と、1党

によって結成 され た政府 により、安定状態 に達 した。首相は、r我 々は責任 あるや り方で使

命 を果たす決 意である」 と述べた。 また、 より多元主義的で リベ ラルな憲法 を用意 し、一

定の基本諸法を修正するこ とを発表 した。首相は、政府 のすべての政策 は個 人を中心 に据

えることを付 け加 え、 「我々は市民 としての 自由 と政治的 自由のすべて、特に思想 、信条、

教育、組織 と企業の 自由を得 る権利 を保証 したい」 と語 り、続 けて、政府方針 はあ らゆる

国際的な民主的基準を基本にす る と述べ 、1トル コが欧州人権裁判所 と世界人権宣言 の価値

観 奪実践す ることを強調 した。首相は、基本的権利 と自由の領域で普遍的基準を達成する

決意であると述べた。国は法律と正義に対するその理解に従って法律を杢上 とし、社会で、

また人々の間で、人種 、肌の色 、性別、政治思想、.哲学的信 条、宗教 に関 していっ さい差

別 を行 わない。 ギュル首相は新 たに参加型の憲法 を準備す ると述べて、憲法 は強力 な社会

的正統性 をもち、国際的 な規範 に合致す るものにな ると語 ρた。首相は、参加型民主主義

に頼 る憲法には、民主主義的な法治国家についての理解が述べ られ ると付 け加 えた。【30y玉

・●

4.572002年12月12目 と13日 にコペ ンハーゲンで開かれ た欧州連合サ ミッ トで、2004年

12月 まで待づては じめて、 トル コのEU加 盟交渉 につなが り得 る精査を行 うことが決定 さ

れ た。 この精査で、 トル コが人権基準 を満 た したか どうかが判定 され る。 ギュル首相 は当

初 、大きな失望を隠 さず、この決 定は 「我 々の努力が理解 されず、わが国に対す る偏 見が

ある」 ことを意味す ると述べたが、英国の トニー ・ブ レア首相 はrこ の ことは、形 を整 え

つつあ り、や がてはEUフ ァミ リーに参加す る新生 トル コに対す る我々の信頼の大 きな証左

である」 と語った。エル ドガ ン氏 は、 この結果 は欧州 のダブルスタンダー ドに もかかわ ら

ず に得た成功であると述べた。[4鯛 ・

4.58ト ～レコ国会は2002年12月 に議決を行い、エル ドガン氏が来るべ き補欠選挙に出馬で

きるよ 旗にする憲法修正パ ッケージを支持 した。『[3刎 この補欠選挙は2003年3月 に行わ

れ 、エル ドガン氏が選出 された。 ギュル氏 は首相 を辞 し、セゼル大統領 はエル ドガ ン氏に

組 閣を要請 した。
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4.592003年3月14日 に発 表 され た新 内 閣の主 要 メ ンバ ー は次 の通 りで ある」 ・

首 相:レ ジ ェ ップ ・タイ イ シプ ・エル ドガ ン

副 首相 兼外 務 大 臣:ア ブ ド亨ラ」 ・ギ ュル

副 首相 兼 国務 大 臣:ア ブ ドゥル ラテ ィフ ・シ ェネル とメフ メ.ッ ト ・ア リ ・シ ャ ヒー ン

大 蔵 大 臣:ケ マ ル ・ウナ クタ ン

内務 大 臣:ア ブ ドル カー デ ィル ・ア クス。[63q】

4.60エ ル ドガン氏は2003年3月}8日 の国会演説で、彼 の政権 のプログラムは、彼の保守

民主党の政治的アイデ ンテ ィティを基本 としている と述べた。政府 は全画的な民主主義、

基本的権利 と自由の完壁な秩序 、積極的な外交方針 と国際市場で競争的な優位 に達す るこ

とのできる生産構造を求め る国民の要求に応えるべきで ある。政府 は内政 に関 しては、民

主主義的で尊重 され る、国民の活力 ある意志 を活気づかせ ることに集 中 し、経済の安定を

提供 し_,..経 済的繁栄の機会を公正に配分 し、貧 困と腐敗 に抗 して戦 うp人 権 を世界的 レ

ベルに引き上げるために、このプログラムは多元主義的で りベラル で、健全な社会的正統

性 をもち、欧州連合の規範 を含 めてあらゆる国際的規範 に合致 し、個人の権利 と自由を優

先す る新 しい憲法 を構想 した。プログラムは、トルコの基本 にある戦略的 ・政治的現実は、

米国 との関係であることを明記 していた。また、EUに 正式 に加盟す ることが、最重要 目標

の一つであることも明記 していた。【30aal

4.612003年 初頭の数 ヶ月間にわたって、イ ラクでの存在が疑われる大量破壊 兵器 を廃棄

す るために予測 され る米国主導の戦争で北部戦線が開かれ る可能性 に備 えて、 トル コ領土

内に米国軍を配備す ることについて、 トル コと米 国の間で長 い話 し合いが行われた。 しか

し、 トル コの世論はイラク との戦争に圧倒的に反対であった。 トル コ国会は、米国に よる

大型 の援助パ ッケージ と引き換 えに米国軍の配備を許す 交渉にオーケー を出す こ とを拒 ん

だが、結果的 には、米国の航空機 が対イ ラク戦で トル コ領空 を利用する ことを認 めた。国

際的に戦争反対の声が強かったにもかかわ らず、国会議員 も、イラク北部への トル コ軍の

派遣 を承認する議決 を行い、 クル ド人難民が国境 をまたいで押 し寄せて くるのを防 ぐこと

が必要であると述べてこの動 きを説明 した。識者 は、本 当の理 由は、イ ラクのクル ド人が

独 立のクル ド人国家の設立を宣言す るとい う見通 しを トル コ人が恐れているこ とであると

示唆 した。イ ラクのクル ド人を米国はサダム ・フセイ ンのカに対抗する同盟 国 と見な して
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い るか らで あ る。 イ ラ クの クル ド人 は、

い る。[66gl

トル コ軍に よる一切 の介入 に抗す るこ とを誓 って

26



桟

5.国 家構造

憲法.

5.11982年 憲法の立案者 は、1970年 代における政治危機は国家権限の弱体化、より具体的

・に言 えば行政府の弱 さによるものであるとの想定のもとに、憲法立案 とい う任務 に取 り組

んだ。 この弱体化 自体は、1961年 憲法の過剰な許容性 と、それ と同 じように過剰 な、行政

権限に対す る制限によるもの とされた。1982年 憲法の立案者が基本的に目指 していたのは、

「強力な国家 と強力な行政」であっ之。【781

5.2国 家の第一 の特性が、憲法 の第1条 か ら3条 に述べ られ ている。第1条 は、「トル コ国

家 は共和国である」と定 めている。第2条 は、共和国の特性 をr社 会の平和、国民 の団結、

正義 とい う概念に従 って法の支配 によって治め られ る、民主主義的で政教 が分離 した社会

国家で、人権 を尊重 し、アタチュル クのナ シ ョナ リズムを掲 げ、前文 に示 され ている基本

的原則 に基づ く」 と述べてい る。最後 に第3条 によれば、 「トル コ国家は領土 と国民に関 し

て、分割できない全体である。言語 は トル コ語で ある。国旗 は赤を背景に、法律 の定 める

態様で白い三 目月 と星によって構成 され る。国歌は 『独立行進 曲』で ある。首都 はアンカ

ラである」。第4条 は、第1条 か ら3条 の規定を修正 してはな らず、修正提案 もしてはな ら

ない ことを定めてい る。かつては、憲法 において変更不能 な唯一の規範 は、共和国形態で

あうた。 この規範の範囲は、1982年 憲法によって実質的に拡大 された。[781

53第3条 が領土 と国民 に関する国家 の分割不能性 に言及 していることは、分離主義運動

を明確 に禁止 してい ることである。前文は、ナシ ョナ リズム について長文の定義 を してお

り、 「すべての トル コ国民は、国の名 誉 と誇 り、国の喜び と悲 しみ、国 とい う存在 、恩恵、

負担に対す る権利 と義務、な らびに国民生活のすべての現れにおいて統一 され てい る」 と

述べている。 これは、国民は必ず しも人種や民族、宗教、言語 な どいった共通の 「客観的」

特性を基本 とす るのではな く、成員 に共通す る心情や参加意欲、特に共通の政府 をいただ

いτ共に暮 らそ うとす る意志 に根 ざす ものであることを前提 とする、主観 的な国家観 を確

認す るものである。【78]

5.41982年 憲法は、アタチ ュル クの(す なわちケマル主義の)政 教分離概念 を とどめてい
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る。西欧諸国では、政教分離 とは、宗教 と国家の完全な分離 を意味 してきた。 しか しアタ

チュル クの政教分離の概念 は、国家が宗教 をある寝度管理す ることを認 めてきた。第136

条 は、宗教問題監督庁 を行政管理磯構 の一部 として維持 してい る,第174条 は、アタチュ

ル ク時代 に可決 され、ケマル主義 による政教分離の理念 を成文化 している8大 改革法(政

教分離教育 と民事婚を確立 し、 トル コ語 アル ファベ ッ トと英数字を導入 し、(ト ル コ帽の代

わ りの)帽 子 を導入 し、ダル ウィー シュ(イ スラム神秘主義)の 修道院を南鎖 し、一定の肩書

きを廃止 し、特定の衣服 の着用を禁止 した)を 特別に保護 してい る。第174条 のもとでは、

(違憲審査裁判所は)憲 法 のいかなる規 定をも、共和薗の政教分離主義的特性 を守 る改革

法 を違憲 とす るよ うな仕方 で解釈 してはな らない。国家 の政教分離主義的特性 を守 るもう

ひ とつの憲法の規定は、政治 目的のために宗教を利用す ることの禁止である。憲法第24条

は、.政 治的、も しくは個人的な利益 のために宗教 、または宗教的な感情 を利用す ることを

禁止 してお り、国家の社会的、経済的、政治的、法律的な基本的秩序 の一部 を宗教理念 に一

基づいて確立することさえ禁 じている。178】

● ・

5。5憲 法 は国民 に、政府 を平和 的 に変 え る権 利 を与 えてお り』1この権利 は実 際 に守 られ て'

い る。立法 権 限 は一院制 の 大 国民議 会(GrandNationalAssembly)(国 会)に 付 与 され て お り、

任期年の国会議員は成人による普渾選挙で選ばれる。行政権限は・、任期7年 の六統領に与

えられ るが、大統領は大国民議会 によって選任 され、首相、な らびに司法府お よび中央銀

行 、放送機 関の上層部を任命 し、国民議会 を解散 し、非常事態(命 令に よる支配 を伴 う)

を宣言す る権限 を与 えられ る。 この権 限には労働組合 、報道機関、お よび政党の権 限に対

す る厳格 な管理 も含まれていた。1987年 に国民議会の議員定数が400名 から450名 に増員

され 、1997年7月 にはさらに増員 されて550名 となった。[1a】

国籍法

5,6出 生 による国籍。トル コ国籍は主に、父親 もしくは母親 との関係 を通 じて取得 される。

つ ま り、 トル コ人 の父親 も しくは母親 をもつ子供は嫡子であれ非嫡子で あれ 、法的に認知

され ていれ ば、 トル コ人である。 トル コ人の母親 に生まれた嫡子で出生によ り父親 の国籍

を取得 しない子供、な らび に トル コ人の母親 に生まれた非嫡子の子供 は、トル コ人である。

トル コ人以外の両親に生まれ.た子供 は、 トル コの国土で生 まれた ことを理 由 として は トル

コ国籍を取得 しなセ・。その例外は、 トル コで生まれ、出生時に父親 の国籍 も母親の国籍 も
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取 得 しな い子供 で 、彼 らは 出生 に よる トル コ人 で ある。[26a]【26】【781

5.7出 生 による以外 の国籍 の取得。外国人女性 は、 トル コ人男性 と結婚す る際に、結婚担

当官に対 して トル コ国籍 を取得す る意向を宣言すれ ば、トル コ国籍を取得す る。外国人は・

帰化によ りトル コ国籍を取得す ること湖できる。5年 を超える期 間にわたって トル コで碁 ら

し、法律の要求す るすべての資格 をもっている者 は、内務省 に申請 を行い、同省の推薦 を

受 けれ ば、閣僚評議会(CouncHofMinis鵜rs)か ら トル コ国籍 を与 えられ る場合 がある。

[26a】【26b】[781

5.8ト ル コ国籍法第403号 の第25条 以下が、国籍喪失を扱っている。他 の国籍の取得 は、

第26条 には国籍剥奪の理由にはあげ られていない。従って トル コは、二重国籍 を容認 して

いる。[26a】[26bl兵 役についての本章の項 目5惑8は 、兵役回避による国籍剥奪 を扱 ってい

る 。

政治制度

5.9ト ル コは多党制国会(大 国民議会)を もつ立憲共和 国で あり、国会が大統領 を選任す

る。2000年5月 、国会はアフメ ッ ト・ネ ジデ ッ ト・セゼル を7年 の任期で大統領 に選 んだ。

国会の主な任務 の一つ は、法案を議論 し、修正 し、可決 して法律 を制定す るこ とである。

法律はひ とたび採択 された ら、2週 間以内に大統領 によって署名 されなければならない。大

統領 は、提 出を受 けた法律を国会 に差 し戻す権利がある。 国会が無変更の形 でその法律 を

再度承認すれ ば、大統領はその法律に署名 しなければな らない。2000年12月 に、議論 の分

かれた特赦法 をめぐって、こ うした事態が生 じたことがある。[2a]'

5.10閣 僚評議会(首 相、各省の大臣 と約15名 の国務大臣によって構成 され る)に は、国

会 の立法権限がある程度委譲 されている。 トル コにおけるこ うした権限の特異性は竜政府

がこのよ うにして、r法 律の効力 をもつ命令』(Kanun(判 読不能)㎞ame、KHKと 省略 さ

れ ることが多い)を 利用 して現行法 を修正 もしくは廃隼できることである。"この命令 は、

最終的には大統領の署名 を得 る必要がある。2000年 には、一セゼル大統領がこ うしたKHKに

署名せず に、問題 となってい る事項 は該 当法に よって国会で処理すべ きだ と述べて政府 に

差 し戻 した例が数度あった(イ スラム寄 りの公務員の大規模解雇に関す る規 定がその例 で
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あ る)。12a】

5.11軍 は、憲法に基づいた国家の守護者であるとい う信念(世 論調査によれ ば、国民の多

くによって共有 されている)か ら、政府 の政策や措置、政治 に対 して実質的な、ただ し間

接的 な影響力 を行使 してい る。.政府 は政治組織へ の加盟 を強要 も禁止 もしていないが、違

憲審 査裁判所 は、憲法 に違反す る活動 を理 由 として政党 を解党す る ことができ る。[5d]

1998年1月 にはイスラみ教の福祉 党が活動 を禁止 され、2001年6月 にはその後終党である

Faゴlet(美 徳党)が 活動禁止 を受 け、2003年3月 にはクル ド寄 りのHへDEP(人 民民主党)

が活動 を禁止 され たら そ の他 のクル ド寄 り政党 も、過去 におい て活動 を禁止 され た。

【1a】【18gl[63pl【771

5.12ト ル コの軍指導部 は1960年 、1971年11980年 の3度 にわたって、憲法の基本原則を

支 え、国内の法 と秩序 を維持す るために介入 を行 った。 そのいずれ の場合 にも、軍 隊は民

主主義 の理念への献身 を強調 し、 トル コほす ぐに民政に戻った。 しか し憲法に従 い、重要

な外 交政策 と国家安全保障の問題はいまなおすべて、 きわ めて強力な機 関で2001年10月

までは同数の軍人(軍 の最上層部5名)と 文民(大 統領、首相、1その他の大臣3名)に よ

って構成 され ていた国家保安評議会(Mi11i(判 読不能)K㎜lu、MGKと 省略 され るこ とが多

い)に よって話 し合 われている。きわめて広義だった憲法第118条 のかつての文言 は、国家

保安評議会に対 して、その助言者 としての役割 を国家問題 のほぽすべてにまで拡大適用す

る権限を与 えていた。国家保安評議会 は実際に、その法的権 限の範 囲の広 さを大 いに利用

して、発生 した問題 のほぽすべてに 口を出 した。同条の文言 から、国家保安評議会 の会合

の後 に初 めて開かれ る閣僚評議会では、政府 の閣僚がそのテーマについては国家保安評議

会 ですでに話 し合われ たもの と見なす とい う習慣が生 じた。 国家保安評議会の意見 を政府

が全面的に支持す ることも、当た り前の習慣 となってい る。 ある問題について国会 での議

決 が必要 とされ る場合 には、国家保安評議会 の意見によってほぼ必ず、適切 な動議 が可決

され ることとな った。【la][2al2001年10月 に憲法が修正 されて国家保安評議会 における文

民メンバーの数が9名 に増えたが、軍人代表の人数 は5名 のままに とどまった。 また、憲

法第118条 の新たな文言 は、国家保安評議会の役割 は勧告 に制限 され ることを強調 して、同

評議会の助言者 としての性質に重点を置いた。政府はいまや、国家保安評議会の勧告 を 「第

一に検討す る』のではな く、葡告 を 「評価する」 ことを義務づけ られてい る。 こ うした変
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化が、伺 評議 会の運営の方法 を実際に変 えた よ うには思 えない。決 定は多数決で行われ る・

が、軍人メンバーの意見は依然 として重視 され てい る。[44c1[76】

5.13文 民政府は、毎月行われる国家保安評議会の会合で出 された勧告に対 して、決 して直

接的 に異議 を唱えよ うとしたことがない。政治家たちがこれ ほ ど無責任 になった一つ の理

由は、軍の司令官が過干渉な親のように、政治家たちがその行動に最終的な章任を取るの

を認 めることを拒否 して きたためであることを、軍人たちが明 らかに一度 として考えたこ

とがない ことに、筆者 たちは気づ いた。 ビル ミ ・オズクル とい う名 前は、 トル コ政治 をき

わめて鋭い 目で観察 している者 にしか知 られていないが、軍 を統括 している参謀長 として、

同氏 は トル コで最大の権力 をもつ一人である。[1a】[811

5.14・ 項 目4.16に 、1997年 にお ける国 家保 安評 議会 の行 動 が記 録 され てい る。

5.15軍 は、政 教分離主義的で西欧指向の トル コ社会 を保証す る者 として広い支持 を受けて

い ると伝え られてお り、 トル コの一般庶民か ら最大の信頼 衆受 けてい る機 関である。[28al

だが、軍がその大きな弱点の一つに 目をつぶ っているこ とを、2人 の著作家が指摘 してきた。

軍は、イ ランにお ける革命防衛軍 と同 じよ うに思想的な訓練 を受 け、極度 に厳格 な機 関で

ある。 イランと・の唯一の違 いは、 トル コ軍の場合にはその思想 が、軍が民主主義 と呼んで

いるもの と寸分の違いもない とされ ている強烈 な政教分離主義だ とい うことであ る。1996

年 、当時の参謀長 はあるレポーターに対 して語 ったよ うに、「アタチ篭ル クとその理念 を見

失えば、国、体制 、民主主義、要す るにすべてを失 うことになる。 これまで以上にアタチ

ュル クとその理念を しっか り守 ることが必要なのは、そのためなのです」。【81】

5.16政 治的権力 に加 えて、軍当局はかなりの経済的権力 も行使 している。1960年 代 には、

トル コ最大の投資会社の一つである国軍共済基金(A血edForcesMu側Assi戯mce-CYAK)

を設立 した。OYAKは 自動車、石油、保険、食品加工、建設、輸出入部門に積極的に投資,

を行っている。11al

地方 政府

5.17ト ル コは81の 県(il)に 分 かれ 、 それ ぞれ の トップ が県知 事(vali)で ある。 図資 料
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68は 、 県を示す 地 図で ある。県 は さらに地 区(判 読不能)に 分 割 され、 それ を地 区長

(kayma㎞m)が 管理 してい る。地区はさ らに、小地 区(bucak〉 に分 けられ る場合 があ る。一

県知事 と地 区長はアンカラの中央 当局によって一定任 期の任命 を受 け、地区長か ら県知事

を経てアンカ ラの中央当局へ とつ ながる責任 の連鎖を通 じて、中央 当局に直接 の説 明責任

を負 っている。知事ゐ役割は、県において中央 当局を代表す ることである。全域 が非常事

態(OHAL)に ある地域の県については、その地域 においてきわめて広範な権限 をもつ 「ス

ーパー総督」 もいる く第6章cのr非 常事態」 を参照の こと)。【2a][68玉

5.18中 央 の管理 を受 けている機 関に加 えて、住民が直接選挙す る地方分権化 した 当局 もあ

り、その主なものが、市町村(belediye)の 市長 と市議会 、村 もしくは区域の長(muhtar)

であ る。[2a】

5.19住 民が2,000人 以上のすべての地方(大 都市 のあるエ リアを含む)に は、巾長 および

市議会 を選挙す る権利がある。市長はそ のエ リアで、インフラ(公 共交通機 関、水道やガ

ス供給等)や 公共事業(公 園や庭園、道路の舗装、 ゴミ収集等)に 関す るものを含 めた限

定的な権限を享受 している。市長 と県知事 も しくは地区長 は、市長 の方 がよ り地方 の利益

を、県知事や地 区長の方が より中央政府 の利益 を代表 してい るため、立場が対立す る場合

がある。【2a]

5.20ど の村 もしくは区域 にも、 「muhtar」と呼 ばれ ることの多い独 自の長がい る。muh倣

はただ一人住所録を維持 し、住 民 と当局 との仲介役を果たす。[2a]現 在では多 くのmuh伽 ・

が、住所 を記録す るコンピューターシステ ムをもっている。個 々のmu血tarの コン ピュータ

ーは、互いには接続 されていない。【2blmuhtarが 出す ことのできる.唯一の公文書 は、居住

証明書((判 読不能))で ある。理論的には、特定の区域 もしくは村に転入す る、またはそ こ

か ら転 出する誰でもが、その ことを地元のmuh窩 に届 け出るこ とになっている。 実際には

それが行われず、 どこかの居住証明書が必要 にな らない限 り、muh伽 には連絡 がないこと

が しば しばある。12a】

5211999年4月 の(い ちば ん最 近 の)地 方 選 挙 では、HADEP(人 民 民主党)が デ ィヤル

バ クル 、 アー リ(?)、 バ トマ ン、 ビンギ ョル 、ハ ッカ リ、シ ール ト、 ヴァンで 中心 を 占め
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る主 な市、な らびに約20の 地域 と9つ の町で勝利 した。資料【88b】には、これに関す る詳細

が掲載 されてい る。

司法

付属書E「 司法の運営」 も参照のこと。

◎

522ト ル コ共和国歩創設 されるまでは、 トル コの民法一 一家庭、相続、財産、債務等に影

響 を及ぽす法律一 り大部分1や 一ラン1こ基づいてお り・この聖なる法1ヰ、糊 りの宗教(シ

ャ リーア!裁 判所によって運用 ざれていた。1926年 の法制改革は可政教分離のプ ロセスで

あったばか りでな く、法制の抜本的変革で もあった。 スイスの民法 と債務法、・・イ タ リアの

刑法 とヌーシャテル(?)の 民事訴訟法が採用 され、 トル コの習慣 と伝統 に合 うよ うに修

正 された。 トル コの法律 によれ ば、司法の権限は(刑 事)裁 判所 、軍事裁判所 、行政裁判

所 が行使す る。 これ らの裁判所が第一審の判決 を出す一方で、上級裁判所が判決 を検討 し

てその後 に裁 定を行 う。憲法は、独立の司法 について定めてお り、実際 に、一般法裁判所

は一般的 に行政府お よび立法府か ら独立 して行為 している。[1al【5g][23c]し か しアムネス

テ ィ ・インターナシ ョナル は、判事の任命 、異動、昇進 、懲罰 、解雇を行 う司法 の統括機

関である判事 ・検事最高審議会(SupremeCouncilofJ面gesandPms㏄utors)の 構成について

懸念を明 らか にしてきた。 同審議会の議長 は法務大臣が務 め、法務省次官、大統領 の選定

した5名 の判事 から構成 されてい るので、司法 と行政 を切 り離す ことができていない。審

議会の決定は、違憲審査の対象にはならない。最高審議会へ の変更の可能性につい ての ト

ル コ政府内での話 し合いは、同審議会が満足のい くものでない ことに政府が気づい てい る

ことを示唆 している。[12gl拷 問の申し立てに対す る調査に関す る法制上の問題 について

は、第6章a(r人 権の概観」)で 取 り扱 う。法制は、少数派 を差別 してはいない と伝 え られ

ている。ただ し、訴訟手続 きは トル コ語 だけで行われ、若干 の通訳が利用可能なだけであ

るため、母国語が トル コ語でない被告の中には深刻 なほ ど不利 な立場に置かれ る者 がいる。

【5d】

523司 法制度は、大量の未処理事件に直面 している。2002年10 。月においては、115万3,000

件の刑事事件 と、54万8,000件 の民事事件が係属 中であった。起訴手続 きにかかる平均的

期間は相変わ らず長 く、一般の刑事裁判所で406日 間、一般の民事裁判所 では241日 さあ
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る。法務省 は、青少年裁判所 で訴訟手続 きにかか る平均的期 問が、他 の どの裁判所 よ りも

長 い ことを報告 している(2000年 で755日)。 さらに、この期間が平均 を大きく上回る裁判

もある。[76]

刑事裁判所

5.24第 一審管轄権 をもつ刑事裁判所は治安判事裁判所(SulhCezaMahkemele通)、 一般刑事

裁判所(ま たは第一緯 判所)(Ali$yeα%血 蝕emele亘)、 重罪裁判所((判 読不能)C甑

Mahkemeleri)で ある。治安判事裁判所 と一般刑事裁判所は判事が1人 で、一般的 には地区

(判読不能)の 首都 にある。重罪裁判所 は1人 が裁判長 を務 める3名 の判事によって構成

'され、県庁所在地に置かれている。【78] ●

軍事裁判所

5.25軍 事裁判所は軍人を扱 うが、特別法 に定め られ ている例外的事件では、文民を も裁 く

(憲法第145条)。 トル コの法律 がいまなお、軍事機関に対する犯罪に対 しては、軍法 に基

づいて軍事裁判所で文民 を裁 くことを認めていることに着 目すべ きである。[1a]【78】12001

年 には、358名 の文民が関わ る176件 の事件が軍事裁判所で扱われたが、そのほ とん どは兵

役 回避の不正行為、または勤務 中の兵士に対す る妨害、脅 し、侮辱 のか どに関す る もので

あった。【761

最高控訴裁判所、 もしくは停止裁判所(ぬrg甑y)

526こ れは、下級裁判所 の出 した決定や判決 を見直すための最終審裁判所である。法律で.

定め られ た特殊 事例(知 事や大使 といった高官 の裁判)に ついて第一審かっ最終の審査権

を もつ。 メンバーは判事 ・検事最高審議会 によって選 ばれ る。【1a][78]

国家保安裁判所

5.27憲 法第143条 は、「領土 と国民に関 して分割で きない完全な国家、 自由な民主主義的

秩序、憲法でその特性 を定義 され ている共和国に対す る犯罪 、お よぴ国家内外の安全保障

に直接関わる犯罪」を扱 う国家保安裁判所(Delvet(判 読不能)Mahkemesi、 またはDGM)

の設立 について定 めている。[9a]国 家保安裁判所は主 に、テロ防止法 と トル コ刑法第312

条(人 種 もしくは民族間の敵意の扇動)の 対象 となる事件存扱 う。【5c】また、刑法第125-139
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条 、146-157条 、161条 、168条 、16σ 条 、171条 、172条 、174条 に基 づ く訴訟 も扱 う。[9a1

付 属書Fは 、政治 犯 罪法 の要 約 で ある。 一

5・28国 家保安裁判所は、1983年 法第2845号 に基づいて、1984年5月 に運営が始 まった。

かつて、1971年 のクーデ ター後の1973年 に設立 されたが、1976年 に違憲審査裁判所 によ

って違憲の宣告 を受 けた。8っ の市に、18め 保安裁判パネルが ある。国家保安裁判所での

審理を統轄す る各パネル は、3名 の文民判事 と2名 の検事によづて構成 される。1999年6

、,月までは、3名 の文民判事 の代わ りに2名 の文民判事 と1名 の武官判事がいた。[1a][5b】[9a]

529取 扱件数の多 さは、国家保安裁判所での公判が何年 も続 く場合 があることを示 してい

る。審理 は非公 開 とす るこ とができ、弁護士が同席 しないで警察であ尋問中に得 た証言 を

認 める場合がある。[5dl【9a1国 家保安裁判所の管轄に属す る事件 の当事者 には、塗律に基.

づいて、直ちに弁護士に相談することは認め られない。1997年3月 、国会はテ ロ防止法に

基ういて告発を受けた者 に対 して、4日 後に弁護士に相談す ることを認 める法律 を可決 した。

その実施にはむ らがあると伝 えられてい る。[5cl利 害関係 をもたない事情通は、被拘留者

が早期に弁護 士に相談で きない ことが、拷問を加 えるのを許す上 で大きな役割 を果 た して

いる とい う点で意見が一致 している。隔離拘留 され る期間 を短縮す るための規則 は、一律

には守 られ ていない。バ トマンとディヤルバクルの法律家 は、いまだに容疑者 とは接触 し

に くい と報告 してい る。警察の一部が、新法に従ってい ると見せ かけて実際 よ りも拘留期

間 を短 く記録す るために、拘留 の 日付 を偽 るのではないか とい う懸念がある。ただ しアム

ネ ステ ィ ・インターナ ショナルは、隔離拘留期間の短縮 に一定の効果が ある可能性 を示唆

してい る。【5a][12f][1きa][34dl2002年2月6日 に トルコ国会が採択 した法律第4744号 に基

づいて、治安 に関する被拘留者の隔離拘留期間が、4日 間か ら48時 間に短縮 され た。・[121】

被拘留者 とその弁護 士の接見時に、通常は公務員 である第三者の同席 を義務付 ける規定は

廃止 された。【761

5。30欧 州人権裁判所は1998年10月 、イ ンカル対 トル コ裁判(4111997!825!1031)に おい 、

て12対8で 、国家保安裁判所への武官判事の出席は該 当す る欧州条約に矛盾 してい るとす

る判決 を出 した。政府は依然 として、科料や罰金の支払いを含 めて国家保安裁判所 の決定

に従 い続けているが、人権 問題 に取 り組んでいる一部の弁護 士は、国家保安裁判所 の裁判
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をボイ コッ トする と宣言 した。1998年11月 末、.法務大臣は国家保安裁判所 を変革 しない と

トル コに害が及び 、承州人権裁判所で審理 され る事件の多 くで トル コが敗訴す ると述べて、

国家保安裁判所の構造的変革を呼びかけた。[5a】[71a]1999年6月 に、トル コ国会が憲法修

正 を可決 して、'国家保安裁判所か ら武官判事 が排 除 された。 当時、アブ ドゥラ ・オジャラ

ンの裁判 を審理 していた武官判事に代わって、この審理に立 ち会っていた卒民判事 が審理

に加わった。[5b】

欧州人権裁判所

項 目6.202ffを 参照 のこと。

法的権利/拘 留

付属書E「 司法の運営」 も参照のこと。

トル コ刑法

5.31犯 罪 に関す る法律 の大部分 は トル コ刑法 に書かれている。本評価報告書の付属書Fに

は、保護 申請書で言及 されている最 も一般的な犯罪が挙げ られている。

5。32 、実際の事例 にお ける法律の解釈には様 々な違いがあることが、日常的 な慣行 によって

示 されてい る。 その結果、明確性、透 明性、法的な確実性 が欠けることになる。 同 じ法律

条項 を引きなが ら無罪放免 を決める事件が ある一方で、正反対の判決が出る事件 がある と

い う証拠 がある。第312条 に関連する事件(Kutlular、Koruと 思想の 自由の事件)で は数件

の無罪判決 が出され たが、同じ条文を適用 して有罪判決が出た例がある!(判 読不能)の5名

の葦ヤーナ リス トが3月10目 に、イスタンブールの国家保安裁判所 によって有罪判決を受

けた)。刑法第159条 の適用にも同 じ傾向が見 られ、、い くつかの無罪判決((判 読不能)事件)

は、数々の有罪判決や判決延期(ベ クデ ィル(Bekdil)や ジェビク(Cevik)の 事件 がそ の例であ

る)と 対照的であった。このことが さらに、法律解釈 の予測不能性 とい う問題を提起する。

[76】

1991年4月11日 の テ ロ防止 法

5.331991年 テ ロ防止 法(法 律 第3713号)は 、共 産主義 、 クル ド民族 主義 、イ ス ラム原理
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主義を扱 うトル 出刑法 の数か条(第141条 、142条 、163条)を 無効化 し、これ に代わった。

[9a1付 属書Fに 、同法第6条 」7条 、8条 に基づ く一般的な政治犯罪が掲載 されている。

5・34テ ロ防止法第1条 は、テロ リズムをr圧 力、武力、暴力、暴圧、威嚇 、抑圧、脅迫の

どの方法 によるものであれ、憲法 に定められている共和国の特性、その政治、法律 、社会、

政教分離、経済 の制度 を変えること、領土 と国民に関 して分割 できない国家の統一 を損な

うことを 目的 とす る組織 に所属する1名 もしくは複数名 の行 ういっさいの種類 の行 為」 と

定義 している。[9a】[27]

535同 法 の第3条 は、 トル コ刑 法 の第125条 、131条 、146条 、147条 、148条 、r149条 、

156条 、168条 、171条 、172条 におい て定義 され て い る違 法行 為 はテ ロ犯 罪 で あ る と述 ぺ

て い る。同法 第4条 は、同法 の適 用 に際 して、 トル コ刑法 の第145条 、150条 、151条 、152・

条 、153条 、154条 、155条 、169条 お よび第499条 の第2段 落 、な らび に 国家保 安 裁判 所

の根 幹 と刑 事訴 訟 に関す る法律 第2845号 の第9条(b)、(c)、(e)に 定義 され て い る違 法 行 為 は 、

同法 第1条 に述べ られ てい るテ ロ 目的 のため に犯 され るの で あれ ば テ ロ犯 罪 で あ る と述べ

て い る。 【2刀

5.36第8条 は、国家の分割不能性 に反対す るプ ロパガンダに関するもので、平和的に意見

を表明する人々を起訴 し、投獄す るために用い られている。同条は作家、ジャーナ リス ト、

クル ド寄 りの政治家や知識 人を告訴す るためにきわめて頻繁に利用 され てきた。【7a】【18gl

1995年10月 、い くつかの修正により、第8条 に基づく懲役刑 の期間が(2-5年 間か ら)1-3

年 間に短縮 され、懲役刑 を科料に振替、その後の懲役刑 を猶予する可能性が導入 され た。[9al

2002年2月 、いわゆる 「ミニ民主主義パ ッケージ」(法 律第4744号)に よって第8条 の範

囲が広げ られ、罰則が増 えた。 「領土 と国民1こ関 して分割 できない完全な国家を侵害す るこ

とを目的 とす る書面も しくは口頭でのプ ロパガンダ」 に加 えて、視覚的 プロパ ガンダもい

まや 、rそ の行為がよ り重い刑罰 を要求 しない」のであれ ば1年 か ら3年 間の懲役刑 によっ

て罰 され る可能性がある(最 後の引用は、法律第4744号 のもとで新たに定められた)・ 法

律 にさらに加 えられたのが、 「この行為が、テロ リス トによる方法の利用 を促す よ うな形で

行われた場合 、処罰は3分 の1追 加 される」である。[1211
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正式逮捕前 における質問のための拘留

-537ト ルコでは
、拘 留(gozaltinia㎞ak)と 逮捕(tu佃dImak)の 間に区別があるこ とを認

識 してお くことが重要 である。他 の国々の司法権にも、同様 の区別がある。[4c]

5.3811997年3月 と2002年 に修 正 され た トル コ の刑 事訴 訟 法(CMUK)は 、正 式 な逮 捕 に

先立って尋簡を行 うために容疑者を警察の拘置所に拘留することのできる最長期聞を定め

ている。同法は2種 類 の法的基準を維持 し、刑事(す なわ ち、治安 に関係 しない犯罪者)

被 拘留者と治安関係の被拘留者に異なる権利を与えている。(治安関係の被拘留者は、国家

保 安裁判所の管轄 に該 当す る犯罪 を疑われ る(項 目5.27-5.30を 参照のこと))。

刑事(治 安に関係 しない)被 拘留者 ・

個別犯罪(1名 も しくは2名 の犯 した犯罪)一24時 間

「集団犯罪」(3'.名以上の犯 した犯罪)一4日 で、検事の要請 と判事の承認 があれば7日 問

に延長可能

刑事被拘留者には、尋問期間中に弁護士の同席を得る権利がある。

治安関係被拘留者

個別犯罪 一48時 間

r集団犯罪」一検事 の同意があれば4日 間。非常事態 にあるエ リアにおいては、検 事の要

請があれ ば、判事の命令を得た上で4.日 間の期間 を7日 間に延長す ることが可能である。

治安 関係被拘留者 には、48時 間経過後には じめて、弁護 士に相談する権利がある。[9a][121]

5392002年2月 の刑事訴訟法の修正 は、「遅滞なく」、かつ 「検事の決定によ り」、被拘留

者 の親類 に逮捕 もしくは拘留延長について知 らせ ることを義務づけている。[76】

5!10民 間の法律家 と人権監視員 は依然 として、規則、特 に弁護 士今の相談権 についての規

則 の実施 にむ らがあることを報告 している。[5gl・欧州評曄会の拷問防止委員会は2002年3

月の トル コ訪問の際に、デ ィヤルバ クルではこれ まで も、また明 らかに現在 も、警 察に拘

留 されている人々に とっては弁護 士への相談が大きな難問であることを知った。 トル コ当

局は、この点 に対処す るために取 られ た対策を強調 した。[13cl警 察 と検事の行 う尋問の
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大多数はいまなお、容疑者から自白を得 ることを目指 して行われており、弁護士歩同席し

ない ことが しば しばあ り、 自白はいまなお、1追加的な補強証拠な しに法廷で受け入れ られ

ている。[761

5,41統 計は(包 括的でな く、様々な人権組織の 目についた事件だけを記録 しているものだ

が)、1998年 か ら1999年 にかけて警察が拘留 した人々の95%超 が不起訴 で釈放 され たこと

を示 している。被告 はひ とたび正式な起訴を受 けてはじめて、自らの事件 に関す る文書を

目にす ることができるにす ぎない。拘留 され て不起訴で釈放 された者 は誰 も、 どの ような

形であれ 、証拠書類によってはそのことを証明できないだろう。[16e】

改俊法

5・421999年8月 末、 トル コ国会は、以下の規定をもつ改俊法を可決 した。戦闘に関与 し

なかった反乱者 だけが特赦 を得て、その他は刑期 の短縮 による恩典を受 けるこ とができる。

同法 比基づ く恩典を求ある者 は、反乱運動についての情報 を提供 しなけれ ばな らない。PKK

(クル ド労働者党)の 創設者 と高級幹部 は、同法の恩典 を得 ることができない。同法は当

初6ヶ 月間有効 とす るが、その効力は2000年2月29日 か らさらに6ヶ 月延長 され る。死

刑判決 を受けた上で同法か ら恩典 を受 けたPKKの 党員 に対する処罰は、最 大限の減刑 を受
●

けても懲役期 間が9年 間を下回る ことはないが、終身刑の判決を受けた者 は、最高の場合6

年間まで懲役刑 が減刑 され る。[30k】【301]

特赦法

543ト ル コ国会 は2002年12月8日 に、特赦法(1999年4月23日.ま で に犯 された違法行

為 に関す る仮釈放 と、裁判お,よび有罪判決の一時停止に関する法律第4616号)を 採択 した。

2000年12月15目 に、セゼル大統領はこの法律を再度審議するために国会 に差 し戻 した。

この法案 に刻す る大統領の法的反対砂理 由は、6ぺ 一ジにわたる説明書 に示 されていた。国.

会は再び同法を採択 し、大統領は12月21日 、同法 を承認するとい う憲法上の規定を受け

入れた。【82】

5.44特 赦法は、1999年4,月23日 より前に犯 された特定の違法行為の実行犯は刑 期を10

年間減刑 され ること、また、残 りの刑期が10年 未満 の者 は直ちに釈放 され ることを定めて

39



い る。同法は、1ヶ 月以内に行われた門定の違法行為について公判前拘留を受けてい る者に

対す る釈放 と、彼 らに対す る告訴の条件付き停止、な らびに上記の特定の違 法行為 につセ・

てまだ起訴手続 きが行われ ていない者 に対す る起訴 の条件付 き停止 について も定 めてい る。

同法 の第2条 は、以前の部分的特赦法の適用範囲を非合法な公式声明にまで拡大 している。

[2a]

5.45同 法の適用範囲には、非合法組織への援助 と支持 に関す る トル コ刑法の第169条 も含

まれている。 このことは、1999年4月23日 より前にPKKを 支持 したために同条文 に基づ

いて有罪判決 を受 けた1,660名 の釈放、またはそのことに基づ く告訴 の撤回につなが った。

参謀長 は、この ことによ りテ ロリス トが町に放たれ る結果 になると言明 したが、エ ジェビ

ッ ト首相は この発言 に対 して、これ らの人々は、 しば しば圧力や拘束 を受 けなが ら援 助や

隠れ家 を提供 した人々である と応 じた。 「登録回避」、「検査回避」、「虚偽による兵役 回避」

や 「脱走」 とい う違 法行為(軍 事刑法 に関す る法律第1632号 の第63条 か ら68条 、70条 か

ら75条)も 、それ らが1999年4,月23日 より前に犯 されたのであれば、同法 の対象 に該 当

す る。テ ロ防止法違反 については、いかなる特赦 もあ り得ない ことを憲法が定めているた

め、 これは特赦法の対象 にはな らない。[2a]

●

[
5.46同 法第2条 に基づき、非合法な発言 のか どで投獄 されていた多 くの人々が釈放、また

は告訴の撤 回を受けた。拷問、強姦、または汚職で有罪判決 を受 けた者 は、特赦の対象 と

はな らなかった。[2a〕

5!17特 赦法1ま・起訴手続 きが係属中の脱走犯は・同法 の施行から1・ヶ月以内に出頭すべ き

ことを定めている。その期限は2001年1月22日 であった。法務省 によれば2001年3月13

日現在で、3,761名 が この機会 を利用 した。[2al

5481999年4月23日 よ り後 に犯 され た犯罪 を対象 とするように特赦法 を拡大適用すべき

か否か とい う問題 に関 して・法務省 のある高官 はINDの 事実調査団に対 して・この件 にっ

いては何 ら情報がな く、 これ は国会 の決 め るこ とであると指摘 した。同高官は、現行 の特

赦の もとで、刑法制 度から約3万 人の人々が解放 された と付 け加 えた。(米 国国務省 の200i

年度報告書は、23,600名 あ囚人が釈放 された と述べている。)15d】[82]

40



5.49』2001年7月18日 に、違憲審査裁判所 が同法の適用範囲を拡大 し、同判決 にあわせて

法律を修正するよ う、国会 に6ヶ 月間の猶予(実 際には2002年4月27日 まで)を 与 えた。

適用範囲が広げ られた締果、下記の犯罪 で有罪判決 を母 けた人々が対象 に含 まれ ることに

なった。その犯罪 とはすなわち、'脅迫によって情報 を得 よ うとす るこ と、信条 と政治的 ・

社会的意見を公表するよ う誰かに強い ること、公驚員 による義務の悪用・当局 による捕縛

の回避 もしくは回避支援、過失 による火災、爆発、海難事故、または破壌 を引き起 こす こ

となどである。数件 の申請があったにもかかわ らず、裁判所は暴力団の結成、拷 問、強姦、

金融犯罪 、横領、脅迫 と暴力による国の入札での競争阻止、麻薬 の製造 と輸出、虚偽的な

破 産な どを含 あた幅広い犯罪 を対象 に含 めるように範囲を拡大す ることを禁 じる判決 を出

した。また、1999年4月23目 より後に犯 された犯罪を対象に含めるように該 当期間 の枠 を

拡大する ことも拒否 した。判決 は金融犯罪や人身に対す る暴力で有罪判決 を受けた者たち

が特赦か ら恩典 を受 けられ るよ うにす ることを拒否 して、、銀行業界や組織犯罪に関わる者

・たちを含 めて、多 くの者たちに重要な合図を送った。[82]

5.50同 法は変更のないまま再度国会 に提 出され、2002年5月 に施行 された。2002年9月

までに、43,576名 の囚人が この法律か ら恩典を得た5【76]

死刑

5.51ト ル コでは1984年 以降、死刑 が執行 されたことがないが、裁判所 は2002年8月 まで

死刑判決 を言い渡 し続 けた。[12mll990年11月 に、死刑判決を言い渡 し得 る犯罪 として

トルコ刑法 に挙げ られている事例の件数が29か ら16に 減 らされた。テ ロ防止法 は、1991

年4月8日 前に執行 されていなかった25件 の死刑のすべてを、犯 した罪 の内容 によって10

年から20年 の懲役 に減刑 した。[77】2001年10月 の憲法修正により{極 刑 の適用はテ ロ事

件 と、戦時 も しく『は戦争ゐ恐れ がある時のみに狭 められた。[44c】 テ ロ犯罪 が例外 とされ

たことは、欧州人権条約の議定書6号(条 件 をヤ・っさい認 めていない)に 合致 していない

が、戦争犯罪事件 を例外 とす ることは、議定書6号 の もとで認 められてい る。[7612002

年8月3日 に トル コ国会は、EU加 盟の可能性を高めることを 目的 とした重要な民主改革パ

ッケージの一部 として、平時にお ける死刑 を廃止 し、仮釈放 の可能性な しの終身刑 を死刑

に代 えることを承認 した。しか し、戦時の法令全書には、死刑が残 ることになっている。【66a】
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死刑 の終身刑への切 り換 えは、2002年9月 に始まった。・【76】・87名の囚人(ア ブ ドゥラ ・

オジャランを含む)に 対す る死刑判決が、いまでは終身刑 に減刑 され てい る。[鯛

国内の治安(警 察 と自警団(vmageguaナd)を 含む)

5.52文 民警察には、様々な下位 区分がある。男性 も女性 も、青い制服 の警察官は、「Pollsj

(警察)も しくはrEminiyet」(公 安)と 呼ばれ る国の部隊の一部である。PoHsは 、人 口が

2,000人 を超 えるすべての都市や町における 日常的な治安部隊である。 【871彼 らは内務省

Φ管轄下にある。暴力の有無 にかかわ らず 、各地方警察 には1.政 治犯罪 の関わ るすべての

事件を扱 う特別テロ防止課((判 読不能))が ある。デモや公的秩序の混乱に対処するために、

トル コ語でCevikKuwet(特 別機 動隊)と 呼ばれる移動部隊もある。[2a]

5.53村 の人 口が2,000人 を超 えない農村地域の大部分(す なわち、トル コの面積の93.5%)

では、法律 の執行は、法律 の執行 を任務 とす る正規軍の1部 門であ るジャンダルマ または

gend㎜e由 が行 ってい る。15万 人のジャンダルマがお り、徴集兵がその90%以 上 を占めて

いる。彼 らは 「Jand㎜ajと 書いてある赤い腕章をつけ、なるべ く恐 ろしく見 えない ぷうに

フランスのパ ター ンを手本 に して、 くたびれた ものではない、仕立ての良い服装 を身 にっ

けている。ジャンダル マに命令 を出す ところは2ヵ 所以上ある。訓練 と特別任務 、.もしく

は軍務 については幕僚 の命令下に、武器や装備 については陸上部隊の命令下に、治安 と公

安 に関 しては内務省の命令下にある。ジャンダルマには独 自の情報局である 皿EMが ある。

[1a]【2a]【2b】[87]これ以外 に目立つ軍隊の1部 門は、トルコ語でAsk面Inzibatと い う憲兵隊

である。彼 らは(判 読不能)と 書いたヘルメ ッ ト、白い銃 ケース と首紐 を着用 し七いる。

彼 らの任務は、 トル コの数多 くの町中で、多数の新兵の秩序を保つ ことである。【87]

セ

554警 察 高等職 業 教育 校(PoliceHlgherVbca加 面Educ頭onSchoo1)で の訓 練 が、9ヶ 月 か

ら2年 間 に延長 され 、人権 に関す る講座 が カ リキュ ラ ムに含 まれ る よ うにな っ た。 【761

5.55PKK(ク ル ド労働者党)と 闘 うため、軍隊は高度 な訓練を受けた特殊部隊を含 めて約

20万 人の軍隊 を南東部 に駐 屯させている。PKKと の戦いには、軍隊、警察 もしくはジャン

ダルマの もとにある特別チーム(OzelT㎞ 、複数形でOzelTider)も 関わっている。全員が

兵役を終えた上で志願 した約15,000人 から20,GOO人 の こうしたチームは、重装備で、反ゲ
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リラ戦の特殊訓練 を受けてい る。トルコの軍当局 と国際観測筋に よれ ば、OzelTimlerは2000

年以降南東部か ら完全に撤退 しているが、この主張は人権協会(HumanRightsAss㏄i面on)

に よってきっぱり と否定 されてい る。 これ らのチー ムを社会 に戻す ことが現在試み られて

お り、その一部は、彼 らに警察でのポス トを与 えることによって行 われてい る。 これは、

きわめて骨の折れ るプロセスになると言われている。[2a】

556ト ル コの情報局、MIT(MilliIs曲baratTekilati、 国家情報機 関)は トル コに反対す る政

治活動 を監視 している、と言われている。人数に制限があるため、MTに よる通常の監視は

主要人物 に集 中 しているよ うである。格の低い人々に関す る情報は明 らかに、 「偶然 に」得

られ1ている。【2司

557自 警団み1980年 代 中ごろに非常事態が宣言 された時に、南東部 では自警団制度 も設

け られ、村 は強制的 にではないが、村 を守 り、r般 的な援助 と情報 を与 えるた めに成人男

性 を供給 した。 このため自警団は、PKKに 対す る闘いで、軍お よびジャンダルマ と協力す

ることになっている。地方住民が 自警団制度 に参加す る意志 があるか どうかはこれまでい

つ も、部族 の忠誠心に大き く左右 され てきた。 クル ド系部族 の一部は 自発的に 自警団員を

供給 したが、その他 の部族は、PKKに 対する共感か ら、常に参加 を拒否 してきた。 このた

め、村全体が 自警団員の提供 を拒否す る一方で、別の村は自発的に協力す る結果 となって

い る。【2a】

5.58自 警団制度は常に、大きな論争 を巻き起 こしてきた。対立 に巻 き込まれ るこ とを渋 っ

た村 が、村への焼き討ちを含めて報復 を受 けたのは珍 しい ことではない。 自警団制度 は、

権力 の濫用 も助長す る。多 くの 自警団員 が、殺人やPKK支 持 、麻薬の密輸か ら花嫁の拉致

までに至 る様 々な犯罪に関与 してきた。自警 団を相手取った数千件 の訴訟が係属中で、1985

年にこの制度 が導入 されて以来、約24,000が 解散 されてきた。[2a12002年10月 に欧州委

員会が トル コに関 して出 した報告書は、自警団制度が、村を追われた人 々が村に戻 る際の

阻害要因 となっていること、自警団員 の品行 には規斧 がな く態度が悪い と広 く報告 されて

い るこ とを述 べて い る。 【761

5.59ト ル コの人権 諸組織 、人 権財 団(}{umanRightsFound面onrHRF)と 人 権 協会(HRA)
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の代表や国際観測筋によれば、現在 の隊員、約70 ,000人 以外 に、新たな 自警 団員 は募集 さ

れていない とい う。ただ しHRAの スポークスマ ンによれ ば、活動 をやめたい と願 う現行の 一

,自警団員は時 として・(地 元)r当 局か ら反 対を受 けることがあるとヤ'う・関騨 た ち1ま話

動 を続 けるよ う圧力 を受 けている と言 われてい る。[2a]

5.60自 警団制度の廃止が政府 レベルで考 えられ るよ うになってか らかな りになる。小数の

小規模 な自警団員再訓練プ ロジェク トが、最近数件発表 された。 しか し、 自警団制 度は着

実な所得を生み出 し、人々が常 にそれ を諦 める意志を もっているわけではな い。 さらに 自

警団員は、互いに難 しい、 もしくは良好 とは いえない関係 にあることの多い、様 々な部族

の出身であるため、武装解 除が問題 を生 じさせ る。 どの部族 も、武器 を捨て る最初 の、ま

たは唯一の部族にはな りたが らない と思われ る。[2a】

5.61過 去 においては、自警団具 として入隊 した個人が苦境に立た され ることが時々あった。

一方で自警団員の役割を果たす ことを拒めば
、隠れてPKKを 支持 していると解釈 され かね

ず、反対 に任務を受 け入れれ ば、PKKの 標的にな りかねなかった。1999年 にPKKの 闘士

が トル コか ら撤退 して以来、PKKか らは取 り立てて言 うほ どの圧力はほぼかか ってい ない。 ・

自警団員の募集 がやんだ現在、 この問題は もはや大きな重要性 をもっていない。過去 にお

いては、 自警団員 を務め ることを拒否 して も、決 して国家 当局か ら制裁 を受ける ことには

っなが らなかった。 自警団員 を務 めるこ とを拒否 した後で地方の当局から受 ける圧 力 は、

例 えば トル コ南東部以外の大都市 の どれかに落 ち着 くことで避けることが可能 である。 こ

のことは、過去において 自警団員 を務 めることに合意 したために地元社会か ら圧力 を受 け

ている人にも当てはま る。[2a]

5.62ト ル コには、GenelBi玉giToplamaSistemi(総 合情報収集 システム)と 呼ぱれ、通例は

GBTSと 略称 され る中央情報 システムがある。このシステムは、様々な個人デrタ を保 存 し

.ている。例 えば、未遂行 の逮捕令状、過去 にお ける逮捕 、海外旅行に対す る制限、兵役 回

避の可能性、兵役の履行拒否、税の滞納 な どに関す る情報が含まれているσ務 め上 げた刑

期は原則的にシステムか ら削除 され、全国か らアクセスできる司法記録(AdliSici1)に 入力

される。[2b】
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● 、

刑務所

5.63法 務省 によれ ば、2001年5月23日 現在で トル コには554ヵ 所の刑務所があ り、その .

・内訳 は閉鎖型刑務所が513ヵ 所、開放型刑務所が36ヵ 所、女性 と子供用の閉鎖型刑務所 が

1ヵ 所、若年犯罪者 のための閉鎖型刑務所参1ヵ 所、青少年用の 「教育施設」が3ヵ 所であ

る。2001年12月 の特赦 以 前 には刑 務所 の被 収容者 は72,000人 で 、そ の 内11,000人 が政治

犯 罪 の か どで収容 され 、 そ の内3,000人 が未 成年者 であ った。.約40名 が拷 問 も しくは虐 待

の罪 で収 監 されて い た。2002年1月1日 現在 、刑 務所 の被 収容 者 に は 「テ ロ犯罪 」 で有罪

判 決 を受 け た8,461人 が含 まれ て いた・12a】2002年5月 には ・60,327人 歩収 監 され て お り・

そ の内29,514人 が既 決 囚、30,813人 が未決 囚 で あった。[76】F式 の小部屋 型刑 務 所(cellul町

F-typeprison)が 、 シ ンジ ャ ン(Sincan)(ア ンカ ラ)、 エデ ィル ネ 、 コジ ャエ リ、テ キル ダ

ー(い ず れ も2000年12月19日 に設 立) 、ボル とイ ズ ミール(2001年7月3日 に設 立)の

6ヵ 所 で運 営 を始 めた。【60d1デ ィヤルバ クル にお け る もの を含 めて 、さ らに5ヵ 所 の こ う

した刑 務所 が2002年 中 ごろに運 営 を開始す る こ とになって い る。2001年9月 、 トル コの法

務 大 臣は 、これ以 外 に50ヵ 所 の刑 務所 が、新 た に建設 され て い るF式 の刑 務所 と同 じ く小

部 屋型 に改造 され る と発 表 した。

5.64刑 務所の状況は、い くつかの改善にもかかわ らず依然 として劣悪である。資金 不足 ξ

刑務施設 の管理 の悪 さが、相変わ らず問題 となっている。 ほとん どの刑務所 が、通 常の治

療 、または応急治療 さえ、十分に行 うことができない。囚人の家族が、粗末な食べ 物を補

わなけれ ばならない ことが しば しばである。2000年12月 と2001年1月 に、政府 は新たな

特赦 法に基づいて囚人23,600人 を釈放 したため、刑務所の過密状態 は緩和 された。【5d】[5g】

5.652000年 後期 まで、刑務所は監房方式で運営 され、囚人のほとん どは30-100人 を収

容す る監房で暮 らしていた。テ ロで告発 され た囚人や、同 じような思想的見解 をもつ者 た

ちは、ま とめて収監 された。監房 の被収容者 が仲間の囚人に思想 を教 え込んだ り罰 した り

したため、暴力団 とテ ロ リス トグループが監房全体 を支配することになった例があ った。

2000年12月 か ら2001年1月 にかけて、法務省は数百名の囚人 を小部屋の 「F式」荊務所

に移 した。F式 の設計 は、大部分の先進国に見 られ る刑務所 によく似ている。政府 によれ ば、

F式 刑務所は、欧州評議会の拷問防止委員会の勧告 に沿っている とい う。ただ し、人権団体

や囚人グループは、刑務 当局がF式 刑務所の被収容者 を互いに隔離 し、囚人による水、食
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べ物、.電気{ト イ レの利 用を管理 していると主張 している。F式 刑務所 に入 っている囚人の

大部分は、広 さが30平 方ヤー ドの小部屋に収容 され、一部 は広 さが2平 方ヤー ドの独房 に

入れ られている。被 収容者 は、広 さ62平 方ヤー ドの開放エ リアにアクセスす ることができ

1る 。[59]

5.662000年11月 と12月 に、そのほ とん どが極左テ ロ集 団 と関わ りをもづている数百名の

囚人が、F式 刑務所 に抗議 してハンガース トライ キに突入 し、餓死する,つもりである と宣言

した。政府は、ハンガース トライ キが始まって60日 が経過 した2000年12月 に刑務所に入

ったが、ス トライキを終 わ らせ るための交渉は成功 しなかった。政府 の介入の最 中 と後に、

少な くとも31名 の被収容者 と2名 のジャンダル マが死亡 した。政府介入の実施 中に、武器

とその他の非合法物資が監獄内で見つかった。組織 の命令 に従って焼身 自殺 した と言われ

る者たちの死を含めて、多 くの死亡例の原 因は不明であった。ハ ンガース トライ キを行っ

た囚人の多 くは、一時的 に治療 を受 けるため、刑務所 か ら釈放 された。テ ロ組織 に関連 し

ているグループ も、 この刑務所制度 の変更に強 く抗議 した。 囚人はハ ンガース トライキを

続 け、政府 によれば2002年10月 中旬現在で、17名 がス トライキを続行 してい るとい う。

ドハ ンガース トライキによる死者の総数についての情報 は様 々に異な り、2002年10月 の欧州

委員会の報告書は57名 が死亡 した ≧述べ、2002年 にっいて述べてい る米国国務省 の報告書

(この点については、人権協会の資料を用いてい る可能性 がある)は 、その人数を75名 と

してい る。政府 は、テ ロ リス トグループが立場 の弱いメンバーにハ ンガース トライキを行

うよう強嗣 し、や めたい と考えた者 たちの家族 を脅 した と申 し立てている。[5dl[5g][761

5石72001年10月 にイス タンブール の検 察が、虐待 と職務怠慢のか どで、バ イ ランパ

(Bayrampa)で 職務 についていた1,615名 を告訴 した。この事件 も、バイランパで暴力 を扇

動 した囚人 、167名に対す る公判 も、2002年 末の時点で係属中であった。バイランパ裁判の

被告たちは、2001年10月 の審理で声明を読み上げよ うとした時に、ジャンダルマに殴打 さ

れ た と伝え られ ている。[5dl[5g]

5.68人 権監視員たちは、どの時点において も囚人の少なくとも4分 の1が 、公判、も しく

は公判の結果を待っている と推 定 してい る。 男性 と女性 は別 々に収監 されてい る。 青少年

'用施設は別にあるにもかかわ らず、青少年 と成人が一緒 に収監 され ている時があ る。公判
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前の被拘留者が、常に疵決 囚 と別 に収監 されてい るわけではない。【5g】

σ

5.69法 務省 、'刑務所総合監督庁、お よび国会人権委員会は、定期的に刑務所め査察 を行 い、

報告書を出 している。刑務所監視委員会(医 師や法律家な どの政府職員以外の専門家.5名

によって構成 される視察委員会)も 、査察 を行 う。政府 は2602年 中に、監視委員会 を130

設 けるとい う目標 を達成 し、委員会 は5玉6回 の査察 を行って1,336編 の報告書 を作成 し、法

務省 に対 して5,853件 の改善勧告を行った。特別刑務所判事(specialp亘sonjudge)の 人数は、

140名 に達 した。2002年1 .月か ら7月 までの間に、 これ らの判事は刑務所 の状況 と判決 に

関 して4,527件 の請願 を受 け取 り、その内1,308件 を受理 し、140件 を一部受理 し、3,079件

を却下 した。人権団体は、政府に よる監視委員会 のメンバーの選定 を批判 した。 トル コ医

師会の役員は、政府が監視委員会のメンバーについて医師会 に相談せず 、国に雇用 されて

いる医師だけを選 んだ と述べた1弁 護士協会 も、好 ましい候補者 が選ばれ なかった と述べ

た。 コニャ とイズ ミールの医師 と法律家は、政府の選んだのでないメンバーでr代 わ りと

な る」委員会 を設ける用意 をした。[5g】

5。70政 府 は、欧州評議会の拷問防止委員会(CPT)や 国連の拷問特別報告者な ど、い くつ

かの国際機関の代表者 による刑務所訪問を認 めている。CPTは2002年3月 と9月 に刑務所

を訪問 し、政府 と継続協議を行った。CPTに よる刑務所訪問要請 は当然のこととして許可

され るが、国内のNGOは 刑務所 に立ち入 ることができない。【5g]

◎
兵役

(「帰国 した亡命者の処遇」の項(項 目6.89βDを 参照のこと)

5.71自 らをアタチュル ク主義の守護者 と見な している軍隊は、トル コ社会の中で重要 な役

割 を果た してお り、国民の多 くに敬意をもたれている。様々な公的機関に点をつ けるよ う

国民に求めた2001年3月 のある調査で、軍が7点 、大統領(セ ゼル氏が就任 して以来、大

衆の評価が急上昇 した官職)が7.9点 をとったのに対 して、政府 と政党の得点はそれぞれ

L9点 とL8点 であった。軍の人気は、 トル コに蔓延 してい る汚職 ξほぼ無縁であ ると世論

が確信 していることに よる部分がある。兵役を果たす ことは 「男になるための」通過儀礼

で あると、国民の多 くが見な している。娘がまだ兵役 を終 えていない人 と結婚す るのを許
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そ うとしない親があり、企業 は、兵役を果た した者 を雇いたがることが多い。[2b]

5.722001年8、 月1日 現在 、1軍隊 に は総 計 で515,100人 がい た(新 兵391,000人 を含 む)。

そ の規模 は陸軍 が402,000人 、海 軍 が53,000人 、空軍 が60,100人 であ った。150,000人 を数

え るジ ャン ダル マ(武 装 警 察)と2,200人 の沿 岸警 備 隊 がい る。 予備兵 力 は軍 隊 が378,700

人 、 ジ ャンダル マが50,000人 で あ る。[1a】

5.73ト ルコ人作家、 メフメッ ト・ア リ ・ビラン ド(Me㎞etAllB㎞d)は 、 「鋼鉄 のシャ

ツー トル コ軍解剖」 と題 したユニー クな研究書 を出 した(ト ル コ語では1986年 、英語で

は1991年 に出版)。 同書は、軍隊の仕組み を暴露す る詳細 に満ちている。 ビラン ドは、士

官学校(ト ル コで、英 国のサ ン ドハー ス ト陸軍士官学校 、クランウェル航空士官学校 、ダ

ー トマスの海軍兵学校 に相当す る)の 学年の始ま りに行われう宣誓巻引用す る。 「私 は名 誉

にか けて、いついかなる時で も、忠誠心 と献身 によ り、平時であれ戦時であれ 、地上、海

上 、空中を問わず、層 と共和国のために仕 えるこ と、法律、規則、および上官に従 うこと、

また、軍人 とい う職業 の名誉 と、.トル コ国旗の栄光 を我 が命 より高 く掲げ、必要 であれ ば

国、共和国、任務のために喜んで命 をささげることを誓 う_...」[5刀

●

5.74ビ ラン ドは、外国語ではそれ に相 当す る言い回 しを聞いた ことがないとい う、次のよ

うな トル コ語 の表現 を引用する。 「わが国の栄 えある軍は、われわれ国民、我々 自身の地 と

肉か ら生まれ出た」。 ビラン ドは、 トル コ軍に言及す る演説、公式声明、宣言のすべて、 さ

らには新聞報道においてまで使 われ る次のよ うな形容 にも感銘 を受 けた。 「英雄的」、 「栄光

の」 「並ぶもののない」、 「偉大塗」、「優れた」等である。彼 は西欧諸国 も自国の軍隊を褒 め

称 えるが、これ らの国々が選ぶのはr力 強い」、r組 織 の整った」、r有 能」な どの もっと穏

や かな形容語であ り、少 な くとも同程度に重要な こととして、その使用頻度が もっ と低い

ことに気づいた。正571

●

5.75オ スマン トル コ時代以降、 トル コ軍 は支配権力であるか、分離 し難いその一部 である

かのいずれかであった。現代の トル コの将校 は、 トル コの歴史か らある種の教訓を引き出

す。っま り、 トル コ軍は政治 に積極的に関与 して はな らないが、大量の流血 を犠牲 に して

礎 を築いた共和国を守 り、保護 しなければならない こと、アタチュル ク主義の理念(す な
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わち、共 和国、国家主義、人民主義、国家社会主義、政教分離主義 、革命 主義)が 脅か さ

れ る場合1とは介入 しなければな らない ことである。ひ とたび事態が落 ち着いた ら、軍 は兵

舎に戻 らなければな らない。157】

5.76す べての トル コ人男子 は軍隊法第1111号 に基づいて、兵役 を務 めることを義務づけ

.られている。 この義務は、19歳 になる年 の1月1目 に始ま り、40歳 になる年の1月1目 に

終わる。(トル コの年齢 の数 え方 は西欧 と異な り、この期間は第20年 目と第41年 目を指す)

兵役期間は18ヵ 月間である。1251[48al

5.77徴 集年齢の者は、普通は旅券の発行 を受 けられず、更新 も受 けることができない。数

は少ないが、軍当局の同意 を得て、有効期間の短い旅券が発行 され る場合 がある。旅券に

記入 されている 「(判読不能)』(完 了)ま たは 「(判読不能)」(未 完了)は 、所有者が兵役

を終 えたか否かを示 している。[2bl

5.78オ ランダ外務省 の 「トル コ/兵 役」報告書(2001年7月)【2b】 には、兵役 に関 して

慎 重な調査か ら得た詳細な情報が掲載 されている。

ゆ

噸

5.791999年11月 に政府 は、8月 に起 きた地震の後で歳入 を増やそ うとす る努力 として、

現金 を支払 う見返 りに兵役義務 を短縮す ることを認 める提案を採択 した。この法律は、1973

年1月1日 よ り前に生まれた男性が、約8,000米 ドル と引き換 えに兵役 を32日 間だけ務め

ることを認めるものであった。40歳 超の男性は」0,500米 ドノセを支払えば、徴集 を全面的

に回避 す るこ とが で きた。【32c】'応募 は2000年5月4日 まで 硅行 やな くて はな らず 、70,000

人以上が応募 した。12b]

5.80数 々の規定により、兵役義務のある人々が兵役 を延期することができるが、それ は主

に教育のためで ある。軍隊法第1m号 の第35c条 に よれ ば、 トル コもしくは外 国の学校に

通っている者 の兵役は、29歳 になる年の末まで延期す ることができる。第35e条 によれ ば、

研究科に通っている大学卒業者の兵役は、33歳 にな る年の末まで延期 され る。 さらに、地

元も しくは外 国の研究科で学んでいて、その研究がそれぞれの研究分野で画期的で ある、

または発展で あることが証明され る大学院学生には、36歳 になる年の末まで兵役が延期 さ
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れ る。[均

5.81兵 役適格者の数が軍隊の必要 とす る人数を超え る場合 医師や教師 といった大学教育

を受けた特牢 の職業 グループには、政府機 関に勤めてその職業 を実践す るこ とに よって兵

役 を務める とい う選択肢がある。ただし彼 らは、まず1ヶ 月 と10日 間の基礎訓練 を終えな

ければな らない。[2b1

5.82「 兵役 逃 れ に つ い て、 トル コの 法律 は登 録/検 査(saldi/(判 読 不 能))の 回避 、 入 隊

(bakaya)の 回避 と脱 走(五rar)を 区別 してい る。 【2bl

5.83兵 役回避 に対す る痢則(徴 兵忌避 もしくは平時における軍隊か らの脱走)は 、 トル コ

軍事刑 法の第63条 に示 されている。禁固刑は次 のよ うに段階制 になっている:

1。7日 以内に 自主的 に出頭す る者 には、1ヶ 月の禁 固

n.7日 以内に逮捕 される者 には、3ヶ 月の禁固

皿.3ヶ 月以内に自主的に出頭す る者 には、3ヶ 月か ら1年 簡の禁固..

w.3ヶ 月以内に逮捕 され る者 には、4ヶ 月か ら1年 半の禁固

v.3ヵ 月経過後 に自主的に出頭す る者には、4ヶ 月か ら2年 間の禁固

".3ヵ 月経過後に逮捕 され る者 には、6ヶ 月か ら3年 間の重禁固。(重 禁固には、 よ り制

限的な制度が伴い、刑期 の10分 の1を 独房 に入れ られる。 トル コ刑法の第13条 が該当す

る。) ＼{

.9

軍事裁判 の判事 は一般的 に最低限の刑罰 を科す、'とオ ランダ外務省が報告 してい る。脱走

に対す る処罰 は、登録/検 査や入隊の回避 に対す るものよりも大きい。一般論 として、1年

未満 の通常の禁固刑は、科料に振 り替 えることが可能 である。個々の事例において は、禁

固刑 を科料 に振 り替 えるか否かを判事が独 自の判断 で決定す る。登録/検 査 もしくは入隊

の回避、または脱走 に対す る禁 固刑 は通例、科料に振 り替 えられ 、』それ を兵役 の終了後に

払わなければならない。ただ し、出頭せず に3ヶ 月超 にわたった回避に申し渡 され た重禁

固刑 は、科料 に振 り替えることができない。軍事刑法の第47条 のもとでは、登録/検 査 も

しくは入隊の回避 、または脱走1と対 して執行猶予付き判決 を出す ことはできない。 どのよ

うな有罪宣告 を申し渡 され ても、 さらなる兵役 を免 除 され ることにはな らない。従 って、
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再犯者 が兵役を回避 しよ うとさらに試みたか どで、再度有罪宣告を受け るこ とが起 こり得

る。重犯 の場合には、科料が科 され る可能性は小 さくなる。兵役 回避 に対す る量刑決定が、

どの民族の出身であ るかに左右 され ることはない。【2b1【48司【53al[53c】.

蝸
5.84・兵役回避(脱 走を含む)に 関す る事件にお ける最終判決の執行 は、懲役 が6ヵ 月未満

の場合 に砥軍刑務所 で、6ケ 月超の場合 には一般刑務所で行われ る。原則 として、最初 に刑

が執行 され、徴集兵はその後 に(残 りの)兵 役 を務め上げる。脱走の場合 には軍 の当該部

門の士官の提案により、判決の執行 は兵役が終了す る後まで延期 される場合がある。[2b]

ゆ0

5;85ド イツの外国人難民認定のための連邦機関が1997年 に出 した報告書 には、「実際には

トル コの軍事裁判 においては、裁判所が常に最低限の刑罰 を目指 し、(短 期間の禁固刑か ら

振 り替 え られ た)科 料 を科 していることが明 らかである。 トル コ南東部 にお ける情勢 にも

かかわ らず、軍事裁判は明 らかに、軍隊への非入隊を以前 よ りも厳 しく罰す る理 由はない

と考 えている」 と述べ られている。[48a]

lDl

5、86ト ル コは良心的徴兵忌避 、も しくは兵役 に代わ る奉仕 を行 う権利 を明確 に認 めている

様 々な国際的 フォー ラムに加盟 しているが、こうした権利 は トル コには存在 しない。従 っ

て、良心に基づいて兵役 に就 くことを拒否す る者は、通常の兵役回避者 と見な され、それ

に応 じた摯罰 を受ける。法律的観点か ら見る と・良心的徴兵忌避者は どのカテ ゴリーの回

避に も該当 し得る(上 記の項 目5.82を 参照のこと)。メデ ィアの注 目を集 めた り、兵役拒否

を人々に呼びかける論文を発表 した りす る良心的兵役拒否者は、「軍隊か ら人々を離反 させ

る」 とい う理 由で、追加的処罰 を受ける(刑 法第155条)。 一般人 と軍人双方の関わる有罪

判決がこれまでに少数例出てい るが、無罪判決や不起訴 となった事例 もある。例えば1999

年5月15日 に、イスタンブール の人権協会において、3人 が兵役拒否 を人々に呼びかける

報道声明を読 み上げ、これ に署名 したが、軍の刑事裁判所は2000年12月5日 に、彼 らの

行為 は刑法第155条 に述べ られている違法行為には当た らない として、彼 らに無罪判決を

出 した。2000年5,月15日 に、報道機関を前に して兵役を拒否すると述べた3人 は、起訴 さ

れなかった。 イズ ミール反戦協会(lzmirAn"・WarAssociation-ISKD)は この ことは、良心

的兵役拒否に基づ く兵役拒否の問題 に一般 の注 目が集 まることを当局が可能 な限 り避 けた

い と思ってい るためか もしれない、 と述べた。[2b】
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1D2

5惑71995以 降 、 良心 的 兵役 忌避 者 を組織 した協 会 が生 まれ た。 そ の内最 も重 要 なの がイ

ズ ミール反 戦協 会(判 読 不 能)(ISKD)と イ ス タ ンブール 反 軍 国主 義イ ニ シアチ ブ(Istanbul

Antimili励stInisiyati五)(IAMI)の2つ で あ る。これ らの協 会 には数十 人 の メンバ ー が い る。

ISKDの 書記 は トル コで最 も有名 な 良心 的兵役 忌避 者 のオ ス マ ン ・ム ラ ト・(判 読 不 能)で

あ る。 【2b】

lD3

5・881964年2月 に可決 された法律第403ゑ トル コ国籍 法の第25条 によれば、兵役の対

象 とな り得 る者が海外 に居住 していて、適用除外 を受ける正 当な根拠のないままに、 トル

コに帰国 して兵役 を務 めるよ うに とい う正当な要求一 トル コ官報(ResmiGazete)に 公示

される に3ヶ 月以内に従わない場合、その者 は トル コ国籍 を取 り消 され る場合 がある。

これは国防省 の勧告 に基づき、内閣の決定によって行われ る。異議 申し立ては60日 以内に、

国家評議会(CouncilState)/行 政控訴裁判所((料 読不能))に 提 出す るこ とがで きる。

【2cl[26a][26b】[48a][60bl

5搬 トノレコ市民戯 剥奪 された個人の氏名 は、公式の官報rR,smi肱t,」1こ 公示 され る.

過去 において官報に公示 された詳細か ら判断す る と、長年 にわたって数千名 の トル コ人が

市民権 を剥奪 された ことが明 らかで ある。市民権 を剥奪 され ると、兵役回避 のか どでの刑

事訴訟が終結する。 当該 の個人はもはや トル コ国民ではないために外国人 と見な され、兵

役はもはや該 当しないのである。[2cl

の91

590軍 事法学界 と トル コ内務省、外務省 の情報筋によれ1汰2001年 下半期 中、38歳 前で

海外に居住 している トル コ人か らはもはや トル コ市民権 を剥奪 しない ことが決定 された と

い う。これによ り徴集兵 は、この年齢 に達す るまでに居住国の トル コ大使館 に出頭 して、

遡及効果のある兵役延期 を申請する機会 を得 られ るよ うになる。市民権 の剥奪 は、 当該 国

の トル コ大使館 に対 して、兵役に就 くこ とを全面的 に拒否す る意志 を示す個人の場合にの

み適用 され得 る。 とい うのは こうい う場合 には、該 当者が38歳 になる前に兵役延期 を申 し

出るとは思われないか らで ある。[2c]

loも
甥 トル コ国籍法(第403号)第8条 の もとでは、当該 の個人がたとえその時点 において
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トル ヲに居住 していなくて も、 トル コの市民権 を回復す ることがで きる。126a]ト ル コの

市民権回復 申請 は、申請者 がその時点でま翠兵役 を務める予定であると宣言すれ ば認可 さ

れ る。 トル コの市民権は、40歳 以降になっても回復 が可能である。40歳 とい う年齢 は、す

で に兵役 を務 めだ個人1ことって しか、兵役 の終わ りを意味 しない。1999年7月23日 に兵役

法(Acton駈ili鷹yService)第4418号 に～ トル コ市民権を回復 して、まだ兵役 を務めてお ら

ず、合法的 に海外に居住 してい る者 でも、金銭の支払いによって兵役 を免除 され るこ とを

定 める仮条項が追加 され た。この機会の有効期問は、2001年7月23日 までの2年 間であっ

た。[2cl

roそ
5濫r官 報は、2002年 には兵役 回避 で市民権を剥奪 された者22名 が市民権を取 り戻 した こ

とを記録 してい る。2001年 にお けるその数 は44名 、2002年 は(2002年11月 までを含 めて)

59名 であった。[2d]ト ルコの法律家の一部は、最初に兵役 に就 くことを拒否 した者が後 に

なって考 えを変 えて、 自由意志で兵役に就 くために出頭す るこ とは考 えに くいた め、該 当

す る件数 は少ないと考 えている。 行政控訴裁判所(判 読不能)の ある情報筋は、市民権回

復 拒否 を不服 とす る控訴手続 きが取 られた ことはいっ さいない と述べた。[2cl

lD8
5.93r帰 国 した亡命者の処遇」 と題 された本評価書の6.103項 が、兵役忌避者の帰国 に際

しての取扱について述べてい る。

5ゆ すべての新兵が基礎訓練を終えた後1こ配属される繍 畑 防省の新兵徴集踏 庁が

コンピューターで決定す る。その後の配属地 は、受 けた基礎訓練、登録地、お よび犯罪記

録 の有無 に左右 され る。新兵は原則 として、受 けた訓練 を専門 とす る部署に配属 され る。

で きれば、登録 された地域以外の部署(時 には登録 された県の外だ け)に 新兵 を配属する

のが昔からの規則であったが、この慣行 は近年、特に国内での移動が増えていることか ら、

徐 々にその意義を失いつつある。』1999年 の停戦の直前に、PKK(ク ル ド労働者党)と トル

コ軍 との衝突が最 も激 しく行われ た時期 には、 トル コ南東部の県出身の新兵の忠誠心 につ

い て トル コ軍の内部にかな り不安 が浸透 していた ことか ら、上記 の規則 を適用す ることに

加 えて、これ ら新兵を同地域 の部署 に配属 しない ように特別の配慮がなされた。1999年 末

に武装 闘争が終結 した ことは、南東部出身者の同地域へ の配属 を防 ぐためのこの慣行が

徐 々に廃止 され ることを意味 していた。[2b]

53



"0

5・95犯 罪記録 は、こう した記録をもつ者が通例 は微妙 な部署1ヒ配属 されない(例 えば窃盗

で有罪 とされた者 が兵器廠 の管理 を担当す る部署 に配属 され る可能性 はきわめて小 さい)

とい う意 味で、その後の配属地に影響を与 える。人権漉会 のスポークスマンや軍の様 々な

情報筋は、政治的性格 をもつ と否 とにかかわ らず、過去 の犯罪記録 によって追加 的刑罰 と

して特に過酷な部署に配属 されることは考 えられ ない と述べている。[2b】

〔ll
5駈 トルコ南東部にお ける武装対立が1999年 末か ら事実上停止 しているため、新兵が同

地域にお ける戦闘 に配備 され る可能性は きわめて小 さい。 また、いまなお行 われ る散発的

な作戦は主 に正規軍に よって行われ るため、その可能性はなお さら小 さい。新兵 がイ ラク

北部 に配備 され る可能性について も向 じことが言える。 この場合 にも、配備 され るのは主

に正規軍部 隊である。[2b]

いT
5・97何 千人 もの軍将校がクル ド出身で、その他 にも数千人のクル ド人が当然 のこととして

兵役を蕩め上げてい る。[6][44a】[48a]さ らに、 クル ド人が全軍 に占める総合的な割合 はそ

の人 口を反映するはずであるが、その割合は約5分 の1で ある。【48a]

"ろ
5。98軍 隊は過酷 な制度を運営 している。行われ る懲罰手段 には肉体的 な暴力や侮辱が含 ま

れ ることが あるが、その多 くは許容 され る。新兵 に対す る差別が時 々起きるが、それは全

面的にその 当該部署 の指揮官に よる。軍首脳部がいずれ かの単一 のグル ープに対 して制度

的な差別 を行っている と言 うことはできない己 トル コの人権団体や元兵 士によれば、多 く

の場合 に、問題 は新兵同士での対立か ら生 じている とい う。[2b]

ll4
5.99ク ル ド人 と左翼活動家の新兵 に対す る制度的差別 は、考慮か ら外す ことができる。新

兵 が勤める部隊の レベルでは、個 々の指揮官に状況が左右 され る場合参 きわめて多 い。軍

隊では、商 題1弔なるのは特定の人間がクル ド人であ るか否 かであるよりも、そ の者 が分離

主義に共盛 を持っているか否かである。12b】

5。100ト ル コ南東部の諸県の出身者は実際に、分離主義 に対 して共感 をもってい ると推牢

される可能性 が高い。出生地はDカ ー ドに書かれてい るが、その出 自は外見や諭 りによっ
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て脚 られることが しばしばある・1999年 末に蘇 部地域での敵対関係 がや んだ結果・同 、

地域 出身の新兵が指揮 官や仲間の新兵か ら疑わ レい 目で見 られ ることは、最近は減 って き'

てい る.た だ し、ある司令官個人がクル ド人に対 して反感を感 じてレ・る場合 に・差別的行

動 をしない とは言い切れない。[箔bl

し

5.101受 動的 な性行為を行 っている と明言す る同性愛の新兵は、兵役不適格者 と宣言 され

る6.能 動的性行為だけを行 う同性愛者 は、兵役不合格 とされない。【2bl

医療

5.102世 界保健機 関(WHO)のr世 界保健報告書」において、 トル コの保健制度 は世界(の

191ヵ 国の内で)70位 にあげ られた(英 国は18位)。WHOは 、保健の総合的水準、保健の

不平等、患者 の満足度 、二一ズに対す る制度の対応、様 々な経済状態 にある人 々が どの程

度二一ズを満 たされてい ると感 じているか、の5つ の指標 を評価 した。[38alWHOに 利用

可能 な最善の情報 に奉づいて、国連開発プ ログラムは1999年 には トル コの国民の99%が 基

本的薬剤 を利用できた(少 な くとも、最 も基本的な薬剤20種 が、家か ら1時 間以内でいけ

る官民の保健施設 もしくは薬局で継続的に、かつ手 ごろな価格で入手可能で ある)と 報告

している。(こ れに対応する英国の数値 も99%で あった。)【35】

5.1032000年 には1,226の 病院があ り、ベ ッ ド数 は172,449床 であった。資料83に は、様々

な種類 の病院が挙 げられている。744ヵ 所(ベ ッ ド数86,117床)は 保健省が運営 し、234ヵ

所 は民営、188ヵ 所 が社会保険施設で、残 りは、その他の省庁や大学を含 めた他の組織が運

営 していた。1999年 には医師の人数 は81,988人 で、その内36,854人 が専門医、45,134人 が

非専門医であった。[83r人 口10万 人あた りの医師数 は21人 であった。(入 手可能な最新

の年次である1993年 における英国の人 口10方 人 あた りの医師数は164人)。 【84b]1993

年 には、 トル コの総 医療費支出の約3分 の1が 税金で賄われ、17%が 社会保険基金、残 り

の50%が 直接 の自己負担費用(利 用者負担)で あった。[84a】1997年 における中央政府の

総支出あ内、約4.1%が 保健 医療費であった。[1a1』患者が社会保障制度(SSK、BAGKUR、

EMEKLISANDIGI)に 加入 している場合 、その治療費は制度 によって支払われ る。 社会保

障費 を支払 ってお らず、 自己資金 がな くて無一文であることを立証できる患者 には、国家

が無料で治療 を提供す る。[4dl
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5.104ト ル コでは、欝 を含めた精神医学上の問題の治療 を受 けることができ る。人 口10万

'人あた りーの精神科のベ ッ ド数 はL3床 で
、人 口10万 人あた り精神科医が1人 、神経外科医

が1人 、神経科 医が1人 、精神分析 医が1人 、ソー シャル ワーカーが1人 い る。[84c〕1999

年に トル コにおける入院患者が病院で過 ごした延べ 日数2,600万 日の内、1,067,099日 は精

神疾患の治療、266,965日 は神経症 、人格障害、精神異常以外のその他精神障害の治療のた

めであった。精神疾患にかかっていた患者24,788人 、神経症等にかかっていた患者19,575

人が退院 した。[83]ハ ジェテペ大学病院の精神科は、 トル コで抗精神病薬 と抗欝薬 が手に

入 ることを確認 している。[4el以 下の治療薬は一般に、初期治療の段階で利用できる:力

一
ルバマゼ ピン、エ トスクシ ミ ド、フェノバル ビタール、フェニ トイ ン ・ナ トリウム、バル

プロ酸ナ トリウム、ア ミトリプチ リン、クロロプロマジン、ジアゼパム、フル フェナ ジン、

ハ ロペ リドール 、 リチ ウム、 ビペ リデ ン、カル ビ ドーパ、 レボ ドポア。【84cl!

ド5.1・5精 神保健 局は精神医療の向上・予防的精神 医学の発展 と普及・精神保健 とズ ライマ

リーケア、地域教育、有害な行動か らの地域の保護 の統合 を第一の任務 として、1933年 に

保健省 内に設 立 された。 これ らの 目的 を達成す る㊧め、基準の決定 、訓練プ ログラ1ム、デ

ータ収集 、研 究、カウンセ リングや指導ユニ ッ トの創設 、国立病 院にお ける精神科 外来の

創設 、職員 に対す る適正な任務の割 り当て、 リハ ビ リ施設 の開発・メデ ィアの助力iによる

公衆教育の実施、有害な行動に関す る大衆への教育、有害な行動の被害者の世話 な どの手

段 が とられた。[84c]

5.106HIVとAIDSに 関 して世 界 的水 準 の治療 を提 供 して い るア ン カ ラのハ ジ ェテ プ大 学

は、チ ロキシ ン、サ キナ ピル 、D4T、3TC、 ア シ クロ ビル 、 ジルテ ック 、 ジフル カ ン 、 メ ト
ご

クロプラ ミド、またはその代替物が トル コで利用できることを確認 してい る。[4d】

5.107人 権協会 と障害者協会連盟(Feder飢i・n・fAss・ci飢i・nsfbrDisabledPe・Ple)の 双方 と

も、障害者 は直接的に具体的な差別 を受 けてはないが、経済 的機会の少 なさに困づていう

とい う。障害者には割 引で国有経済事業体(StateEconomicEnterp貞se)の 商品 を購入 した り・

無料で商品を入手 した りする権利な ど、い くつかの特別 な特権がある。政府 は2002年 中に

短期的 にこの特権 を取 り消 したが、連盟 はこの特権 を回復 させ るための陳情 に成功 した。
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法律は、障害者が建物や公共交通機関を利用でき るよ うにす ることを義務化 してはいない。

2000年 のUNICEFの 報告書に よれぱ、福祉施設 はr障 害者 に対 して、財務、雇用、教育の

面で限定的な支援」を提供 した。 同報告書に よれば、障害者 の数は判明 していない。教育

省は、トル コには障害をもつ児童が110万 人いる と報告 している。障害者 のための政府の施

設 は数多 くあるが、障害者 の世話の大部分は、相変わ らず個人 と家庭の レベルに とどまっ

てい る。政府 は1997年 、首相府(P雌meMlnistry)の もとに、国内外の機 関の間に協力 と協

調 を発展 させ 、サービスの提供な どの問題に関 して調査 を行 うことを任務 とする 「障害者

管理」局 を設 けた。50人 超 の従業員 を雇 ってゼ る傘業は、障害者 を従業員 の2%程 度雇 う

ことを義務づ けられ ているが、非遵守に対す る罰則は定め られていない。【591

教育

5.108UNESCOに よれば、1995年 にお ける成人の非識字率は18%(男 性 が8.3%、 女性が

27,8%)で あった。1997年9月 に施行 された法律によ り、初等義務教育 の期間が5年 聞か

ら、6歳 か ら14歳 までの8年 間に延長 された。大学 もしくは高等教育機 関の レベル にいた

るまで、国の教育はすべて男女共学で、無料 で提供 され る。初等学校の数 は1998年 には

45,112に 増 え、約960万 人の児童が初等学校に在籍 している。1996年 には、初等教 育の在

学者数 に、該 当年齢 の児童の99%が 含 まれていた。少なく とも3年 間続 く中等教育は、普

通高校/リ セ、オープン型 の高校 、または職業高校や技術 高校な どで実施す るこ とができ

る。1996年 の中等学校 の在籍者数には、当該年齢層 に属す る児童の51%が 含まれていた(男

子 の59%、 女子の43%)。 大学も しくは高等教育機関への進学を望 む高校生は、国家試験

に合格 しなければな らない。1998年 には、1222の 高等教育機関(大 学、教員養成大学、そ

の他の技術教育機関や職業教育機関を含む)が あっ・て、150万 人の学生が通っていた。2001

年 の政府の推定教育支出は、総支出の約9・4%で あった。[1a]本 評価書の6.174項 と6.177

項 も参照の こと。

5,109学 童 は、何 よ りも トル コ国民 のr分 割 で きな い統一 性」 の理 想 を敬 うよ う教 え られ

る。 国 民教育 基本 法(BasicLawofNationalEducahon)(1973年 制 定 、1989年 修正)に よれ

ば 、 「トル コの国 民教 育制度 の総 合 的 目的 は、ア タチ ュル クの改革 と理念 、 な らび に 憲法 に

表 現 され てい る ア タチ ュル ク のナ シ ョナ リズ ムの概 念 を信 じ、 トル コ国 民 の国家 的 、道徳

的 、人道 主義的 、 精神 的 、 文化 的 な価値観 を支 持 し、,守 り、発 展 させ 、 そ の家族 、 国 、函
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民を愛 し、たゆまず振興す る国民 として、 トル コ国家のすべ ての成員 を教育す るこ とであ

る」。 トル コにおけるすべての学校教科書 の冒頭 に置かれてい る次の文が、 トル コの基本的

気風 を明示 している。その文 とはすなわ ち、「私 は トル コ人。』私 はまっす ぐに立 っている。.

私 は勤勉。 私が 目指 しているのは小 さい者 を守 り、大人を尊敬 し、祖 国 と国民を尊重 し、

心か ら国 を愛す ること。私は国を前進 させ 、進歩 させ る。 あなたは偉大 なアタチ ュル ク。

私たちは、 あなたが私 たちに示 した道 を歩 き続 ける。私は約束す る。 トル コの存在 のため

一
に 自らを犠牲にす ることを。 自らを・トルコ人 と呼べる者は幸せで ある。」[16e]
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6.人 権

6.A』 人権 問題

概観

61人 権団体が、治安部隊に串る組織的な拷問の利用・嚇 での拘留中の死亡訣 踪や違

法な法執行について数 多 くの報告を行って きた。 よく報告 され る種類の拷 問の詳細 は、米

国国務省 の報告書 、ヘル シンキ人権監視団の報告書である 「テ ロを防止す る警察に よる公

判前拘留時の拷問 と虐待4、 ヘルシンキ国際人権連盟の年次報告書、アムネステ ィ ・イ ンタ

ーナシ ョナル の報告書、拷 問お よび非人間的 もしくは尊厳 を傷つ けるよづな処遇 もしくは

処罰防止のた めの欧州委員会の報告蕎 な らび に医学財団の報告書、 「思いが けな く生き続

け る:拷 問 を 生 き 抜 い た 、 英 国 に お け る トル コ人 」 な どに 掲 載 され て い る。

[5】[8】[9a】[10】[12i】[12i】【12m】[13a】国連経済社会理事会の人権委員会特別報告者1ま1998年11

月に トル コを訪 問 した後 に、一部 の場所で行 われていた方法の残虐性が実質的に緩和 され

た と報告 した。制a㎞(足 裏 の殴打)、 「パ レスチナ 吊り」、電気 ショックや強姦は、アンカラ

やデ イヤルバ クル をは じめ とする国内の一部の地域で大幅に減 った。その一方、 目隠 し・

冷水 の放水、「吊る し下げ」、手荒 な身体の取扱 、性的虐待や 強姦の脅 し、露骨 に侮 辱的な

言葉 、被拘留者 も しくはその家族 の生命や身体を損壊す る とい う脅'しはいまなお 、国内の

'多 く.の地域 にはびこっているようである。112fl[34d1

●

6.2特 別報告者は1998年11月 に トル コを訪問 した後、拷問が、政治の最高 レベルで承認

され 、許容 され るとい う意味での組織的なものではない と考 えた。 ただ し特別報告者 は、

調査を行い、 自白を確保 し、威嚇 を行 うために法律執行機関が用いる手法 として浸透 して

い る とい う意味においては、全国の数多くの場所で行われている拷 問は組織的 とい う分類

に十分値す る と判断 した。上に述べた、それ ほど極端ではないがそれでも重大 な形式の拷

問や虐待 を考 えれ ば、 これは特に言 えることであった。[34d]

6.3ト ル コ憲法第17条 は、「誰 も、拷問もしくは虐待の対象 としてはな らず、誰 も、人間

の尊厳 と相容れ ない刑罰や処遇の対象 としてはならない」 と述べて、拷 問の実施 を禁止 し

てい る。 この条文は、拷問者 に対す る刑罰 を定めている刑法 に当てはまる。 トル コは、拷

問を行 うことを禁止 してい る数々の国際条約に も加盟 している。 また、拷問を許容 しては

な らない とい う、省か ら警察への指示もある。【13a]
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6・4警 察での拘留 中における拷問の申 し立てについて調査す ることは、1991年7月 に欧州

評議会の法律 問題 ・人権委員会(CommitteeonLegalA盤 血sandHumanRights)の 派遣団炉

トルコを訪問 した主 な 目的の一つであった。同委員会の報告書にはrト ル コにおいては、

拷問にはきわめて深 い感情的 ・伝統的なルー ツがある。拷問は被拘留者 を威圧す るた めの

規律 の手段 として、また尋問方法 として用い られてい る。拷 問は、公務員が同国人を尊重

す るメンタ リテ ィー の一部を形作っている。 トル コ人の多 くが、拷問を刑事制裁 の一環 と

考 えてい ることには疑 問の余地がない。 トル コの多 くの家庭 では、夫が妻 を、父親 が子供

たちをぶつ ことが当た り前の ことになっている。 なぜ警察が犯罪者 に対 して同 じこ とをし

てはならないのだろ うか?jと 述べ られてい る。【14】

6.5拷 問その他の過酷で非人間的、 もしくは尊厳 を傷つ けるよ うな処遇 または処罰 に関す

る国連の特別報告者 は トル コ政府宛ての1997年5月21日 付 の書簡 において、 トル コにお

いて拷問が依然 として広 く行われている とい う情報 を受け続 けてお り、そ の中には多数の

児童に対 して行われた ものが含まれてい ることを伝 えた。1997年i2月 にお ける特別報告者

の報告は次の ように述べていた。「情報によれ ば、警察のテ ロ防止部およびジャンダルマの

尋問の対象 となった大部分の人々、ならび に通常の刑事事件 で警察が拘留 した多 くの人 々

に対 して拷問が行われ てい る。拷問は、「自白」を引き出すため、情報を得 るため、警察へ

の密告者 になるよ う被拘留者 を脅すため、または軽罪 もしくは非合法組織への共感 が疑わ

れ ることに対す る非公式な刑罰、または即決刑 として行われ ると伝 えられている。」[34a】

6、61997年3月 、 トル コ国会は拘留期間を大幅 に短縮 し、被拘留者が もっ と弁護 士 を利用

することを認め、国家保安裁判所の管轄権か ら公共の秩序 に関す るい くつかの条文 を削除

す ることに合意 した。 これ らの改革は、拘留中に拷問が行われるのを減 らす ことを 目的 と

した ものであった。[34d〕

6。7rr拷問 と尊厳を傷つ けるような処遇 も.しくは刑罰 を防止す るための欧州委員会 が1997

年10月 の トル コ訪問中に集 めた情報 は、警察に よる新たな最長拘留期 間が同委員会 の訪問

した各地 で守 られていたこ とを示 していた。 しか し、集団犯罪のかどでの拘留期 間の延長

を発動す るために、警察官 が容疑者 の家族 を逮捕 した り、新たに拘留期間 をスター トさせ
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るだ めに容疑者を釈放 して再逮捕.した りしているとい う申 し立てがあった。[13bl

6.8通 常 の犯罪で告発 され た被拘留者 は、拘留 された らいつで も弁護士に相談す ることが

できるが、国家保安裁判所 の管轄 に該 当す る犯罪については、被拘留者は判事の命令 によ

って拘留期問が延長 され てか らでなけれ ば、すなわち4日 が経過 しなけれ ば、弁護 士 との

接見 を認 め られない。(2002年2,月 に法律第4744号 によ り、隔離拘留の期間が48時 間に短

縮 された。)【1211拷 問防止のための欧州委員会 も、国連特別報告者 もその報告書 において、

トル コが こ うした隔離拘留 を許可 しているととを批判 した".特 に国連特別報告者 は、この

ことと拷 問もしくは虐待の可能性の間に強い関係があることをつきとめた。[13b1[34d]ト

ル コ人権協会も1999年3月 付,けの公式声明で同様 に、弁護士の助言を受けることが果たす

重要 な役割 を強調 した。【73a】アムネスティ ・イ ンターナシ ョナル は2002年2月 に隔離拘

留期間が48時 間に短縮 された ことに関するコメン トで、報告 され る拷問事例の大多数 は拘

留 された直後の24時 間に行 われ ることが明らかであるため、 この修正 は拷問を有効 に防止

するに足るものではない と述べた。[1211

6。9直 ちに弁護士の助言が受 けられて24時 間経過後に司法が介入する通常の犯罪 のか ど

で個人が逮捕 される場合には」拷 問の 申し立ての程度 と深刻 さが大幅に低 くなるの に対 し

て、国家保安裁判所 の管轄 に該当す る犯罪のか どで個人が逮捕 されてか ら実効的 に隔離拘

留 が行われ ること(項 目5.27-530を 参照のこと)は 、拷問が行われやすいことを意味 し

ている。 ここに言 う拷問の実行 を組織的 なものと特徴づけることはできない し、入 手可能

な情報 も、拘留期間が もっ と長期 の場合 に行われ るほど拷問が浸透 しているこ とを示唆 し

てはいない。だが、隔離拘留期間 を長期化 させやすい犯罪の幅 には十分な弾力性が あるた

め、法律執行機 関や懇憩な検察 は、優先屋 の高いものだと見 なす事件の大部分において、1

上記の延長拘留期間を利用できるよ うに し得ることを忘れてはならない。[34dl

6,10拷 問を受けた と主張す る被拘留者 が、国に雇われて働いている医師によってその傷 を

正 しく誰明 してもちえることは稀 である。元被拘留者は、事件後1医 学的検査が行われる

までにあま りにも時 間がかか りす ぎていたため、拷問が行われた ことを決定的に明 らかに

できなで'つた場合があると主張してき準。治安部隊や警官隊のメンバーは、医師が被拘留

者を検査 している検査室に居残る蔦とが多く、それが結果的に被拘留者 と医師の双方に対
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す る威圧 となる。 医師 は、被拘留者 の検査 を手腔 え、 ざっ と検査 を行い、所見 を報告 しな

い ことや、所見は報告す るが拷問が行われ たとす る合理的な医学的推論 を行わないこ とで
、

強要に応 える。 トル コ医師会は、一部 の警 察官が拷問を立証 した報告書 を破 り捨て
、拷 問

に言及 しない報告書を新 しく書け と言い張ったことを報告 している。【13a]【18gl

6。11司 法 当局が拷問に関する正式な苦情について調査 を行 う事例はごく数少な く、起訴す

るのはそのほんの一部にすぎない と報告 されてきた。[591[18g]

6。12拷 問についての苦情 を受 け取 った場合、検察 は起訴の根拠があるか否か を判定す るた

めに調査 を開始す ることを義務づ け られ る。調査 によって拷 問の申 し立てが裏付 けられた

場合、検察は責任者 を告発す るこ とになっている。検察は警察 に頼 って初動調査 を行 うた

め、 この制度 には実用上問題がある。調査 を進 める際に警察官が停職 を受けるこ とも稀で

あ り、起訴手続 きが取 られた場合に再拘置 され ることはさらに少ない。 【34d]検 察 は拷 問

ではな く、よ り罪の軽い虐待 で警察官を告発す るこ とがある。【12g】

6.13米 国国務省の2002年 報告書は、殺害や拷問に関 して警察や治安関係 の職員 に対 して

有罪判決 が下 され ることが稀で、刑 も軽 いために、 これ らの職員は罰 され ない とい う風潮

が相変わ らず助長 され、それが被拘留者 に対す る虐待を促 していると述べている。[5g]拷

問 と非人間的 、も しくは尊厳 を傷つ けるような処遇 もしくは刑罰 を防止するための欧州委

員会 は1996年12月 に、 「過去7年 にわたって数 え切れない ほどの機会 に一 最 も近いのは

1996年9月 である一 当委員会は、被拘留者 が検察官の前 に引き出 された時 に警 察の手に

よって受 けた処遇 について苦情 を述べた とい う申し立てを受 けたが、検察官 はこのこ とに

対 して何 ら関心を示 さなかった」 と述べた。[13司

6.14政 府高官は、拷問が起きてい ることを認 めてい るが、それが組織的であることは否定

している。[5g][63a1警 察の虐待 に対する起訴件数 は増加 しているが、その件数はいまだに

低 い。[5d】[12f]2002年1月 か ら11月 ま での期 間 に、検 察 は警 察 とジ ャ ンダルマ に よ る撰

問を申し立てる980件 の事例 を受理 した。その内456件 が処理 され、147件(456件 の32%)

に有罪判決が出され、309件 が棄却 された。法務省 によれば、残 りの524件 は2002年 末の

時点でなお調査 中であった。[5g】
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6.152002年 中には、警察 とジャンダルマの関わる拷問事件が、合計で147件 裁判所 に持

ち込まれた。そゐ内91件 が結審 した結果、16件(91件 の18%)が 有罪判決 、49件(54%)が 無

罪宣告、15件(16%)が 執行猶予付 き、11件(12%)が 棄却であった。2002年 中、拷 問で告

発 された21名 の軍人に対 して起訴手続 きが取 られ た。将校2名 に対す る起訴は棄却 され、

その他 の事件 は2002年 末 の時点で係属中であった。2002年 には拷問または虐待 のか どで、

87名 の警察官が行政処分(短 期 の停職等)を 受けた。【5g】

6・161996年1月 に警察 による拘留中に死亡 したジャーナ リス ト、メテ ィン ・ゴクテペ

(Me血Goktepe)殺 害事件の裁判は1998年3月19日 に結審 し、警察官5名 が有罪 とな り、

7年 半の懲役刑 を宣告 され た。この裁判は、治安部隊のメンバーによる人権侵 害の問題 に対

す る トル コの本腰 の入れ方 を試す ものであると広 く見な されていた。【39a】 しか し1998年

8月 に、控訴裁判所 は調査が不十分であったとして判決 を覆 し、再審を命 じた。1998年12

月、裁判所は警察官5名 を再審 まで釈放 した。【5a】[63n]メ テ ィン ・ゴクテペ殺害のか どで

す でに出 されていた逮捕令状の対象であったある警察官 は、 ビ トリスの検察官の もとに出

頭 して逮捕 された と伝え られてい る。【5al1999年5月6日 、ゴ クテペ殺害のか どで裁判 を

受 けた警察官11名 の内6名 は、7年 半の刑期で収監され 顔。その他5名 の容疑者 は、関与

を示す証拠 が不十分であったために無罪 とされた。2000年1月 、最終控訴裁判所 は この判

決 を支持 し、当番 の警視 を殺人ではな く権力濫用のか どで裁判 にかけるべき
.である とい う

判断 を示 した。2000年4月 、この警視 は懲役11年 の刑 を宣告 され、1ド ル相当の罰金を科

せ られ た。彼 は公判中に刑期 に相 当す る期間を務 めたため、釈放 された。【5c]

6.17人 権侵害で告発 された治安部隊のメンバ`の 起訴 に対す る政府 の姿勢 を試 す もの と

見 られていた別 の事件 では、1998年3月 に9名 ゐ警察官が、マニサにおける16名 のテ ィー

ンエー ジャーに対す る拷問に関 して無罪判決を受けた。[40bl1998年10月 、控訴裁判所は

この無罪判決 を覆 し、この学生たちが拘留中に肉体的 乙心理的な拷問を受 けた証拠 を示 し

てい るとい う判断 を示 し、事件の再審 を命 じた。告発 を受けた警察官は再審 まで、身柄は

自由なままであった。[5a]マ ニサの高等刑事裁判所は警察官に無罪判決を出 したが、1999

年6月 、控 訴最高裁判所(SupremeCourtofAppeaIs)の 一般刑事審議会(GeneralC!iminal

comcil)は17対7で 、無罪宣告 を破棄 した。2000年11月 にマニ妾裁判所は上記 の警察官
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に、5年 か ら10年 の懲役刑 を言い渡 した。【5c】【63i】この事件 はその後 、被告の弁護士が裁

判所での最終弁論中に辞職 したため、や り直 しとなった。15d]2002年10月 、マニサ裁判

所 は再度警察官に有罪判決 を出 し、5年 から10年10ヶ 月の実刑判決 を言い渡 した。【5g]

2003年4月4日 、控訴裁判所は判決に対す る警察官の控訴 を棄却 した。彼 らにはまだ有罪

判決に対す る控訴権があるが、通信員 によれば、控訴す る可能性 はあ りそ うもない とい う。

被害者 の弁護士は、 「安心 しま した。 トル コは記録か らこの汚点 を拭い去 りま した」 と述べ

た。 ジェミル ・(判読不能)法 相 は、 「これ はきわめて適切な決定で あ り、今後 、誰 かに拷

問を行お ラと思 う者 は二の足を踏むはずである」 と語った・・[66幻

6.181998年4月 、ある裁判所 は1993年 に拷問で大学生、バキ ・エル ドーン(Baki

(判読不能))を 死亡 させ た警察官6名 を有罪 とし、懲役5年 間の刑 を言い渡 した。【5a]1998

年12月 、控訴裁判所が第一審 の有罪判決 を覆 したが、1999年6月 に6名 の警察官は拷問で

エル ドー ンを死亡 させ たか どで有罪判決 を受け、5年 半の懲役に処せ られ、生涯にわたって

、公職 に就 くことを禁 じられた。[5b]

6,191998年1月 》人権委員会は国連の強制的 ・非 自発的失踪1;関 す る作業部会 に対 して、

1990年 以降、153件 の失踪が トル コ政府 に伝 えられた と報告 した。 その過半数 は非 常事態

下 にある南東部地域で発生 していた。1999年2月 、アムネステ ィ ・インターナシ ョナルは

この153件 の内83件 が未解決ゐままであると報告 した。[12q

620国 連 の強制的 ・非 自発的失踪 に関す る作業部会(UNWGEID)は1998年9,月 に トル

コを訪 問 し、同年12月 末 に調査結果 を報告 した。同作業部会は創設以来166件 の強制的失

踪の報告 を受 け、その内79件 の真相 が明 らかになったが、その大部分は トル コ政府の手 に

よって明 らかにされた。発生件数 の最 も多かったのは1994年 であっ年(72件)。 失踪の件

数 は1995年 には17件 、ユ996年 には12件 、1997年 には9件 に減少 した。1998年 に は13件

が報告 された。被害者 には野党党員、反政府的新聞のために仕事 をしてい るジャーナ リス

ト、労働組合員、破壌的組織 に対す る支持を疑われ る村人 などが含 まれ る。UNWGEIDは 、

PKK(ク ル ド労働者党)そ の他の武装 グループによる とされ る失踪の申 し立ても受 け取っ

たが、 これ らはUNWGEIDの 所掌範囲には該 当しなかった。[34c]
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621失 踪のほ とん どは、クル ド出身者に関するもので、南東アナ トリアのデ ィヤルバ クル

や シール ト県で発生 した。 アンタリャ、イズ ミール、イス タンブールな どでも失踪 が起 き

た。 ほとん どの例は、失踪者がPKKへ の所属 のか どで 自宅で逮捕 され、警察署に連行 され』

た と言われてい るが、そ の拘留についてはその後、 当局(ほ とん どの場合 に警察官 もしく

は県の検察官)が 否 定す る とい う同 じパター ンに従ってい る。多 くの場合 、治安部 隊の手

に よる拷問 もしくは虐待 の報告 も しくは恐れがあった。一部の失踪 は、時に村の 自警 団員

の付 き添い を受 けてジャンダルマが行 う強制捜査の際に発 生した。【34c]

6。22ト ルコの人権団体 のい くつかに よって、トル コの一部の法律執行官は容疑者 を最初に

拘留す る時に登録 を行わない と報告 された。万一尋問中に容疑者が死亡 した場合 、拘留記

録がない、 とい う申 し立ての内容 であった。 国家保安裁判所の扱 う犯罪 の容疑者 に関 して

当局が行い得 る、実効的な隔離拘留に関す る問題 もある。 トルコ政府は1998年8月 に新た

な拘留手続 きを導入 して、 この問題 の是正 を図った。 これ以降、調査の結果 に害 を及 ぽさ

ない限 り、容疑者 はた とえ国家保安裁判所の扱 う事件 においてであって も、家族に拘留 を

通知す ることがで きるよ うになった。(調 査に害がない限 り、 とい う制険は2001年10月 に

廃止 され た。)[12kl遺 漏のない拘留登録記録 を維持 し、拘留の前 と後に容疑者の医学的検

査を行 うことになった。 トル コのNGOは 、この規定が頻繁 に無視 され ることに苦情 を呈 し

ている。[34c]

● 一
623UNWGEφ は相対的に言えば また{解 明 さ葬 ていない失踪者の人教や この数年間・

主に1994年 以降に失踪 申 し立て件数が減少 したことを考慮すれば、 トル コにおける強制的

失踪は政府機 関が大量に、 または組織的に行ったことと判断すべきではない とい う意見で

ある。 こうした評価が出て も、政府機関が実際にこ うした ことを行 った可能性 がない と言

い切れ るわけではない。【34c]

6。24ト ルコにお ける 「失踪」問題 のもつ もう一っの面は、「土曜 日の母たち」である。「失

踪」 した者たちの親戚である 「土曜 日の母たち」は1995年 か ら、失踪者の居場所 にっいて

説 明す るよう当局に要求 し、毎週イスタンブール中心部 で夜の祈 りを開いてい る。夜 の祈

りは毎週土曜 に開かれ るため、この名前がついたのである。会合では毎回、 「失踪」1件 の

詳細を示す新聞発表が読み上げられるが、それ以外では会合は沈黙の内に行われる。報道
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発表が読 み上げ られ るのは、こ うした公式発表な ら公式の認可 を必要 とせず、デモな ら公

式 の認可が必要になるか らである。連帯の表明は、 「土曜 日の母親たち」 と トル コ人権協会

(田D)に おけるそ の支持者 たちに歓迎 されたが、残念なことに、別の(し ば しば好戦的な)

政治的行動計画をもつ外部の団体や組織が頻繁に現れ てはス ローガンを叫ぴ、 「母親たち」

の行為の信頼性 を利用 しよ うとした。 こうした団体の活動が警察 を刺激 し、「母親 たち」に

とって余分な危険 を招いた。1998年5月 以降、 トル コ警察は しば しば強引なや り方で集会

を弾圧 した。1998年9月 には一部の 「母親た ち」が警察のバ スに閉 じ込め られ、バスの中

にペ ッパーガ冬が噴霧 され た。バスに乗せ られた者 たちはその後、r警 察に抵抗 した」、r公

共の財産 を破壊 した」、「集会 ・デモ法 に違反 して行為 した」かどで告発 された。[12c]1999

年3月 に、.「母親た ち」は警察 による嫌が らせや虐待 を理由に、毎週 の会合 を中止す ること

を決定 した。15b】

6.252001年2月 、行方不 明 ・失踪者に関する国連特別報告者のアスマ ・ジハンギル(Asma

Jihangir)が トル コを訪れ、政府高官郭 よびNGOの 連絡担 当者 と面会 した。 ジハ ンギルは、

HADEP(人 民民主党)の 役員2名 の失踪は治安部隊に責任があるようだ とい う見解 を明 ら

か にした(6.127項 を参照のこ と)が 、申し立てのあった他の事件について コメン トするに

足 る情報は得 ていなかった。ジハ ンギルは、失踪 に関す る状況は大幅に改善 したが、治安

部 隊が罰を受 けない状況は続いていると公式に述べた。[5d】

626強 制的失踪事件 のほ とん どは、治安部隊のメンバーによるもの と言われてい るが、彼

らがその行為 について裁判 を受 けた り、起訴 され た りす るこ とは滅多にない。通常 の法手

続 きを踏 んでいない殺害事件で、警察やその他の法律執行機 関の職員が逮捕 され る事例 の

数 は増 えたが、逮捕件数 は低 いままであ り、有罪判決 を受 けた者 に対す る処罰 は不+分 な

ままである。人員調達の一環 としてPKKが 若い男性 を誘拐 した り、その家族を脅 した りす

ることは、南東部 におけるPKKの 能力が低下 した ことや、獄 中にあるPKKの オジ ャラン

党首が国内のかつての活動地域か ら撤退す ることをPKKに 呼びかけた ことを受 けて、事実

上やんだ。[5c]【7al[18gll34b】

6.27通 常の法手続きを踏まない死亡事件や政治的殺人、特に警察での拘留中における死亡

や家宅の強制捜査中における犯罪容疑者の死亡は、治安部隊の責任である。報告の大部分
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は、南東部に関係 している。法手続きを踏まない死亡事件や、治安部隊が実行 したと肇わ

れ る 「不可解な殺人」の主な犠牲者 には、「PKKの シンパ と疑われ る者、HADEPお よびEDP

のオルグ、特にクル ド寄 りの出版物のジャ」ナ リス ト、労働組合の活動家」な らび に 「ク

ル ド人社会の著名人、医師、人権監視員、【およ碗 地元の政治家」が含まれ ている。政府 は、

「不可解 な殺 人 」 の多 くをイ ス ラ ム教 系 の トル コの テ ロ リス トグル ー プ、 ヒズボ ラに よる

もの として い る。 【5a][7a]

6.281996年11月 に、ネスルル ック事故 と呼ばれている死傷者 の出た 自馳車 の衝突事故で、

トル コの情報機 関と右翼の暴力団 との関係 が曝露 された。 メスー ト・ヤルマズ首相 の命令

で この事件 についての調査が行われ、その報告書で、政敵を消 したのは暴力団であること

が明 らかに された。 この事件にか らんで警察官数名が裁判にかけられ、前内務相 と別 の議

員が国会議員 の免責特権 を撤回 され 、最長12年 間の懲役刑が求刑 される告発 の対象 となっ

た。彼 らの裁判 は1998年4月 に始 ま り、2001年2月1こ 出された第一審の判決で、元警察副

署長 と元情報部員が 「社会にパニ ックを起 こす∫ ことを 目的 として犯罪組織を動か したか

どで有罪 とされ、両名 ともに懲役6年 の判決を受けた。その他の被告12名 は 「犯罪 を行 う

ことを目的 として組織 を結成 した」か ξで懲役4年 間の判決を受けた。[5曜171【32h]

6,29政 府 もPKKも 南東部において、非戦闘員に対 して少数ながら人権侵害を犯 し続 けて

いる。軍によれば、2002年 中に武装衝突の結果 として7名 の民間人、治安部隊のメンバー9

名、25名 のテ ロリス トが死亡 した とい う。【5g】

6.30σ トル コ人権財団は、2001年 に正体不明の襲撃者によって24件 の政治的殺害が行われ、

法的手続 きを踏まない法執行(強 制家宅捜 査、停止の警告 に従 わない、乱射)に よって33

件 の死亡例が起 き、拷問、虐待お よび/ま たは非人間的行為 の被 害者が(デ モの最 中にひ

どい扱い』を受 けた数千名 を除いて)相 談者 の間に641名 いた ことを報告 している。【72c1

2003年2月21日 、 トル コ人権協会(IHD)は2002年 度に関する人権報告書を発表 した。

この報告書は2002年 における主な法律の変更をまとめているが、法改正にもかかわ らず、

人権慣行 に抜本的な変化 があった とは言 えない とい う判断を示 してい る。同報告書 のデー

タによれば、1999年 に594名 、2000年 に594名 、2001年 に862名 、2002年 に876名 が拷

問や虐待を受けた。IHDの データに よれば表現の 自由に関 しては、1999年 には思想 を表明
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したか どで166名 の個人 に対す る裁判が恥 じあまった。この数宇は2000年 には468名 、2001

年 には3,4ケ3名 、2002年 には2,498名 であった。IHDは 、法律だけでな く考え方 をも変える

必要があると考 えてい る。2002年 にお ける人権侵害を 田Dが まとめた要約表 を見 る と、75

・名 の個人が正体不明の襲撃者 によって殺害 され、40件 の司法手続 きを踏まない法執 行が行

一われ、強制的失踪が2件 あった。 この要約表 は、(お そ らく逮捕 されず に)拘 留 され たのが

21,612名 、拘留 され た亡命者 と移住者(お そ らく トル コヘの帰国時 に尋問するため に)が

9,605名 いた ことを記 してい る。108の ラジオ ・テ レビチ ャンネルがRTUK(ラ ジ ・テ レビ

高等(も しくは最高)審 議会)に よって、合計3,220日 分の放送 を停止 させ られた。2つ の

ラジオチャンネルが永続的な停止を命 じられ、10の 新聞 と雑誌 が合計78日 間閉鎖 され、7

っのNGOが 閉鎖 させ られた。83の 組織(HADEP(人 民民主党)の県 と地区の事務所41ヵ 所

を含む)が 治安部隊の強制捜査を受けた。169の 刊行物(23種 の書籍、61種 の定期刊行物

/雑 誌、r80の 新聞、5種 のポスター、パンフレッ トとデータ ・ブ ック)が 没収 され 、発禁

処分 を受けた。[73bl

6.31ト ルコは、欧州人権裁判所 の裁判権 を認 めている。2000年 に トル コは当事者 であっ

た23件 の裁判 で敗訴 した。これ らの裁判の大部分は表現の 自由、死亡、過去 における失踪 、

拷問に関す るものであった。罰金やお よそ80万(訳 注:単 位 は判読不明)で あった。その

ほとん どが正当な法律手続 きを保証 しない ことに関係 してい る別の11件 の裁判で、 トル コ

は示談を受け入れて、11,000(単 位 は判読不能)を 支払 った。欧州人権裁判所は別の5件 を

棄却 した。2001年 に同裁判所 は、拘留中に18名 が死亡 した、または拘留 されて後に失踪 し

た8件 の裁判で、 トル コを敗訴 とす る判決を出 した。同裁判所は、国内の法的救済手段の

ほ とん どは不十分であ り、市民は国内の法的救済手段のすべてをつ くす前に裁判所 に事件

を持 ち込む場合があると述べた。2002年 に欧州人権裁判所は公正な裁判 を受ける権利 に関

す る22件 や、南東部にお ける村 か らの財産の強奪に関する21件 を含む54件 の裁判 で政府

を敗訴 とし、2件 で政府 を勝訴 とす る判決 を出 した。政府 は43件 で示談を受け入れ 、裁判

所は1件 を棄却 した。【5cl[5dl[5g】(欧 州人権裁判所についての詳細は、下記 の項 目6202ff

を参照の こと。)

6.32ト ルコは2000年 に、市民的お よび政治的権利 に関す る国際条約 と・経済的・社会的

お よび文化的権利 に関す る国際条約の2件 の国連条約 に調印 した。調印によって法的 な義
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務 が課せ られ るわけではないが、 トル コがその内に条約 に参加する とい う意志 は示 してい

る。[331資 料15e](米 国国務省 の2001年 度の人権慣行 に関す るカン トリー レポー トの付属

書C)に は、国際的な人権条約の参加国 と締約国が掲載 されている。

6、33ト ル コの欧州連合加盟プ ロセスが依然 として、改革の最 も重要な触媒 となってい る。

[鯛 上記の項 目4.46-4.48に 、加盟に向けての トル コの前進 に関す る2002年10月 の定期

報告書が要約 され てお り、表現の 自由の保護 、および拷問 との闘い をさらに進 める必要性

があることを示 している。

634ト ル コは2002年 に、(無 堂派で幅広い基盤 をもつ団体)「 フ リーダムハ ウス」 に よっ

て、政治的権利 と市民 の自由の点で 「部分的に自由」 と評価 を受けている。1(最 も自由)

か ら7(最 も自由度が低い)ま での 目盛 りで、「フ リーダムハ ウス」 は トル コの政治的権利

(すなわち、人々が 自由に政治的プ ロセスに参加 できる権利)を4、 市民的 自由(す な わち、

国家 とは別に意見、制度や個人の自主性を発展 させ る自由)を5と 評価 してい る。 トルゴ

は、憲準改革案を可決 した;と で、上昇傾向を示す上向きの矢印を得た。【93]

言 論 の 自由 とメデ ィア

6・35こ の問題 につ いて 、人権 監視 団 の1999年2月 の報 告書rト ル コ:ト ル コにお け る 自

由な表現 の侵 害」 で きわめ て詳細 な検 証 が行 われ て い る。[9b】 欧州 世界 年鑑(TheEuropa

WorldYearBook)と 中東地 域 サーベ イ(MlddleEastRegionalSurvey)に は 、 日刊紙 と週 刊誌

に っい て有 益 な情 報 を与 えて くれ る リス トが掲載 され て い る。 「ジ ュム ヒュ リエ ッ ト」(共

和 国)は 、 トル コで 最 も古 くか ら生 き残 っ てい る高級 紙 で あ る。rサ バ ー」(朝)、rヒ ュ リ

エ ッ ト』(自 由)と 「ミ リエ ッ ト」 .(愛国心)の3紙 が、 中間 市場 を支配 してい る。 古 くか

ら続 いて い る英語 紙 の トル コ ・デイ リーニ ュー ス(www沈urkishdailynews .com)は トル コの

政 治 に関 心 を もつ 外 国人 に とって 良い情 報 資源 で あ るが、 前後 の状 況 を説 明 しない こ とが

批 判 され て きた。 【1al

6.36発 行部数の限 られた新聞が諸県に数多 くある。地方紙は時々、代金の見返 りと して 「注

文」 され た記事 を掲載す る場合があることが知 られている。 これ らは、亡命 申請に 関連 し
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て提 出 され る時 が あ る。 【1al[2al

6.371982年 憲法の第28条 は、報道は 自由で検閲を行ってはな らないと定めてい る。ただ

し憲法の他の条文や関連法の多 くが報道の 自由に対 して、直接間接 にかな りの制限 を課 し

ているが、実際 にはご うした制限は小部数で政治的にはよ り過激な機関紙 よ りも、主要紙

に影響を及 ぽす傾 向があった。検察が毎年、 これ らの法律に基づいて数十件の事件 を裁判

に持ち込むP(そ してこの ことは、作家、ジャーナ リス トや政界 の実力者 に とって」 種の嫌

が らせになる)が 、判事 は告発の多 くを棄 却す る。[591政 府や指導的政治家の行動 に対す

る政治的 コメン トは禁止 されてお らず、汚職 の話題に人気がある。[5c][5dl

6.38政 治や 軍の機 関によって国家に対する最大 の脅威 と見な されてい るクル ド分離 主義

とイスラム原理主義 とい う2っ の領域において は、表現の 自由が制限 されてい る。【2a]多.

数のジャーナ リス トが、通常はクル ド問題に関す る報道関連の犯罪で有罪判決 を受 けてき

た。 これ らの裁判では、テ ロ防止法第8条 が広 く利用 されてきた。南東部においてだ けで

はな く、ジャーナ リス トが刑務所 に入れ られた り、頻度はもっ と少ない が殺害 され た りし

た事件があった。ジャーナ リス ト保護委員会(CPJ)の 報告では2001年 末に13名 の ジャー

ナ リス トが収監 されていたが、 これに対 して2000年 末におけるこの数は14名 、1999年 末

は18名 であった。[5c】[5d】[58】2002年6月 に、パ リに本拠を置 く国際報道擁護組織 、「国

境 なき記者団」(RSF)が 、ジャーナ リス トが拉致、拷問、殺害 されても、その ことが全 く

罰の繍 こならな咽 のブラックリス トを初めて公表 臨 トルコはそ卿 ヵ国には入っ ●

ていなかったが、処罰 は行 われないものの当局が 「そのことに終止符を打つ政治的意志 を

示 している」 「観察下」の国の一つであった。[11】 トル コ南東部の状況 に関する報道 での

扱いには、信離 が欠ける傾向がある.主 要紙は概ね、非常事態地域の総督府の出す公式

報告に依存 してい る。政府の法令第430号 は、非常事態地域か らな され る同地域 について

のニュース報告をすべて 自己検閲す ることを義務づ け、同地域 におけるできご とを偽 って

伝 えると見な されるいっさいのニゴースを禁止す る権 限を与 えている。 こうした圧 力 に加

えて、南東部で活動 してい るジャーナ リス トは、禁止 を無視す るジャーナ リス トを正統な

標的 と見なす と述べ るPKK(ク ル ド労働者党)が 様 々な時に課す 「禁止」を受けて きた。

1990年 代には、数名 のジャーナ リス トがPKKに 誘拐 された。〔4a][9al
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●

6.391982年 憲法の第26条 はかつて、思想の表明 と普及 に際 して 「法律によって禁 止され

ている」いっさいの言語 を用いることを禁止 していた。1991年4月 に可決 された法 律によ

り、 クル ド語の使用 を事実上禁止す る法律が破棄 されたが、この法律 の言い回 しは、クル

ド語で出版 も しくは教育を行 うこ と、または公式の事業で クル ド語 を用 いるこ とはいまな

お非合法であることを意味 していた。2001年10月 の憲法改革で、表現の 自由に関す る第

26(31条 と報道の 自由に関す る第28(2)条 が廃止 された。【12k】 クル ド語の新聞は、現在の ト

ル コでは公然 と販売 されているが、初 めてのクル ド語紙 「Rqjname」 は、警察による執拗な

嫌 が らせのため、閉鎖 を余儀な くされた。【4alこ うした困難に もかかわ らず、人権 監視団

は1999年2月 に、クル ド人が全国で母国語 を話 してお り、クル ドの音楽や ビデオが トル コ

南東部の紛争地域 を含 めて広 く入手でき、公然 と音楽の演奏や ビデ オの再生が行わ れてい

る と報告 した。いわゆる 「クル ド人問題 」が報道で論 じられ、 ある程度限定 された ラジオ

放送がクル ド語で行われ てお り、クル ド語での何 らかのテ レビを許 可す る計画 もあ るよう

である。[9b1

◎

6.402002年8月3日 の改革パ ッケージで、 トル コ語以外 の言語に よるテ レビとラ ジオの

放送が可能になったため、 クル ド語での放送ができるようになった。【66alrト ル コ国民

が 日常生活で伝統的 に用いている様々な言語や方言での放送」 を認 めるよう、高等 視聴覚

委員会(HighAudio。VisualBoard)(RTUK)法 が修正 された。修正は新 たな規則 によ り、2002

年11月 に実施 されたが、この規則 はクル ド語や、 トル コ人が伝統的に用いている トル コ語

以外 の言語 での放送 を可能 にす るはずの ものであった。 トル コ語以外の番組 は、国 有のラ

ジオ ・テ レビ局だけで認 められた。放送は、ラジオでは1日 あた り45分 間、1週 聞 で4時

問に、テ レビでは1日30分 間、1週 間で2時 間に制限された。規則 により、 トル コ語以外

の ラジオ番組 の次には トル コ語 で同 じ番紐 を放送 し、 トル コ語以外のテ レビ番組 に は トル

コ語 の副題 をつけることが義務付 けられている。2002年 末までに、クル ド語 もしくは伝統

的な トル コ語以外の言語での番組 は放送 されなかった。[gl[761

6.41ク ル ド人のために言語や文化の権利 を要求す る政党は、 「宗教的な、もしくは 民族的

な相違 に基づいて憎悪 を煽 る」 として、いまなお活動を禁止 され る。 ある民間の財 団がク

ル ド語 を教えようとしたが、「法律の越 えがたい壁」にぶつかった。未登録のクル ド語学校

の責任者は、学校 を訪れた警察が学校 を 「クル ド語学校」 と呼んでいるのに、学校 を登録
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6.482002年8月 にお けるR:TuK法 の修正の一部 として、海外放送の再伝送が合法化 され

た。 ただ しこの規定が実施 され るか どう かは、2003年8月 までに実施規則が採択 され るか

にかかっている。実際 には、BBCワ ール ド・サー ビスや ドイツ ・ヴェレの番組の再放送に

対 して2001年8月 に科 された禁止は、2002年5月 以降解除 された。【76]

6.49放 送 に関す る現行法の実施が、相変わ らず懸念 されてい る。RTUKは い くつかのラジ

オ ・テ レビ局への暫定的な活動禁止を続けている。例 えば2001年8月 には、主に時事問題

に対 して容認できない コメン トを流 したか どで、10局 が1日 か ら365日 問の活動禁 止の罰 『

則 を科 された。 さらに2001年9月26日 には、同審議 会はRTUK法 の第26条(再 伝送 の禁

止)に 基づいて、BBCと ドイツ ・ヴェ レか らの トル コ語放送を禁止す ることを最終 的に決

定 した。 同審議会会長 は、 この決定に対 して反対であ ることを表明 し、行政裁判所 に対 し

て訴訟手続きをとった。同裁判所は、 この訴 えを却下 した。[761

9

6.50イ ンターネ ッ トの利用が増 している。国会は5月 に、インターネ ッ トでの言説 を監視.

す る権限をRTUKに 与える法律 を可決 した。 この法律の もとで、RTUKは インター ネ ッ ト

のサー ビスプ ロバイダー に対 して、オンライ ンに掲載 され るぺ一 ジのコピーを事前 に提出

す るよ う要求するこ とができる。国境 なき記者団に よればRTUKは2月 に、「軍隊 を侮辱 し

た」か どで、イ ンターネ ッ トのあるフォrラ ムで議長 を務 めてい るコスクン ・ア ク(Coskun

Ak)に5,000ド ル(80億 トル コ リラ)の 罰 金 を科 した。8月 に可決 され た彦正 に基 づ い て、

「国家 の安全保 障、公共の秩序、保健、品位」 を守 り、犯罪 を予防す るために警察 が捜査

を行い、物資 を押収する権 限をもつ場所の リス トに、インターネ ッ トカ フェが追加 された。

警 察は二うした措置 を取 る前 に判事か ら、ま たは緊急り場合であれば行政の最高当局か ら、

許 可証 を確保す ることを義務づけられている。【5g]

●
＼ ノ/

信 教の 自由

(政治における宗教 については τ集会 と結社 の自由」 の項 、な らび に報道 における宗教に

ついてはr言 論 と報道の 自由」の項も参照のこと。)

6.51ト ル コは政教分離国家で、憲法第24条 が信仰の自由 と礼拝 の自由について定 めてい
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る。米国国務省 による2002年 度 の トル コにおける信 教の自由に関す る報告書は、これ らの

規定が一般的に守 られ ている と述べてい る。人 口の98-99%が イスラム教徒であり、その

過 半数がスンニ派 であるが、おそ らく1,200万 人程度 のア レヴィ派(ア レヴィ派は、シーア

派 イスラム教徒の分派である〉がいる。イスラム教は、1924年 憲法では公式宗教で あると

述べ られていたが、1928年 の修正で、この特権が廃止 された。アタチュルクは、宗教には

政府 にいっ さい 口を出 させないこ とを決 めた。共和国はイス ラム教か らの独立を宣言する

一方で、イヌラム教 に対す る管理 を続 けた。代々の政府 は、宗教 と国政 との絆を復活 させ

ようと試みたが、1960年 の革命、1980年 のクーデター、1982年 憲法 によって、1政教 分離は

守 られた。 トル コは法的 には政教分離国家であるが、スンニ派イスラム教徒は、 自由に宗

教 を実践するとい う他 のグルーナや宗教の信奉者の諸権利に抵触する揖 どまでに、特権的

な立場を享受 している。宗教的礼拝は指定の場所 で しか行 うことができず、ローザ ンヌ条

約 にい う少数派(ロ ーザ ンヌ条約 のもとで、特別な配慮を必要 とす ると認め られた ギ リシ
ノ

ヤ人、アル メニア人、ユ ダヤ人の少数派)を 除いて、学校でスンニ派イス ラム教の宗教教

育は必修 となってい る。ア レヴィ派 の信奉者は、いろいろな面で差別が あることに 不満を

もってい る。禁止 され てい る宗教活動や政治活動のた めに兵士の集団が追放 された り、ロ・

一ザ ンヌ条約の少数派 における一部の宗教活動が制限 され た り、ヘ ッドスカー フの 着用禁

止 の実施が厳格化 され、一部の女性 が職 を失 うことや、大学への登録ができない結 果 とな

った りしている。[1a][5c】[5fl[771

● 6.52人 目に触れる職場でヘ ッ ドスカー フを着用す ることは禁止 されているが、福祉 党は政

権 にある時にこの禁止 を廃止 しよ うとして果 たさなかった。 この禁止 は、 トル コの 政教分

離 を守 りたいた めとされている。ヘ ッ ドスカーフ着用 の問題 は近年では政治的領域 の もの

となってお り、禁止反対のデモが行われ続 け、その一部が暴力化 している。1999年5月 、

大学総長委員会 は、それぞれの大学でヘ ッドスカーフの着用禁止 を続 けることで意 見が一

致 した。[69al

6.531999年4月 の選挙の後に、美徳(Fazilet)党 の国会議員、メルヴェ ・カヴァクジは、

新規国会の開会式 に公務員服務規程 に違反 してヘ ッ ドスカー フを着用 しようとした 。民主

左 派党(DSP)の 国会議員 たちによる声高な抗議を受けて休 会が宣せ られ、カヴァク ジは宣

誓就任をせずに国会 を去 った。[30e】 ただし、反対 はDSPに とどま らず、美徳党の 党首代
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理を含めた一部の議員は、この行為は問趨にっいての緊張を高めるだけの鈍感で寿立的な

ものだ として、美徳党 を脱退 した。[30f][30glメ ル ヴェ ・カ ヴァクジ1まその後、それ以前

に トル コ政府 に許可 を求めることな く米 国の市民権 を申請 してそれを得ていたことを理 由

に、 トルコの市民樗 を剥奪 され た。 トル コ政府 にはその状況においてカ ヴァクジの市民権

を剥奪す る権限が あったが、美徳党の党首はそのことを政治的措置 として非難 した。 この

事件 は、美徳党が憲法に反 して政教分離に反対 し、福祉党の継続体であることに対 して国

の検事総長が起訴 手続 きを開始す ることにっながった要因の一つであった。2001年6月 、

違憲審査裁判所は美徳党の活動 を禁止 した【1a][5f](「 集会 と結社の 自由」の項を参照の こ

と。)20021年 の総選 挙で勝利 したAKP(正 義発展党)に 投票 した数百万人の内の一部は、

AKPが 特 に党首エル ドガン氏の妻であるエ ミネの着用 しているヘ ッ ドスカー フに対す る禁

止 に終止符 を打つ ことを期待 してAKPに 投票 レたのだった。[40glAKPの 指導者層 は、ヘ

ッ ドスカー フ問題 を見過 ごすつ も りはないが、政権期問中に国民の コンセンサスを達成す

る ことで問題の解決 に努 める、 と述べた。エル ドガン氏は、,政府はまず大学生に対す る活

動 禁止の解除に努 める可能性 があることを示 したが、宗教的過激派に対 して も、 こちこち

の政教分離主義者 に対 して も、 この問題 を利用す ることは許 さないと警告 した。[66d】

●

6.54一 部のキ リス ト教徒 とバハーイ教徒 は布教活動や無断集会が 申し立て られ たか どで

の拘留 を含めて、社会や政府か ら嫌が らせ を受 けてきた。[5q .2002年8月3目 の改革パ ッ

ケー ジにほ、イスラム教以外の少数派宗教 に対 して より大きな 自由を与 える措置が含 まれ

ていた。[66a】 いまや、 「地域財 団」は 「設立定款の有無にかかわ らず」、財産の取得 と処

分 を行 うことがで き、所有権 を立証で きる限 りにおいて、実際 に利用 している財 産 を登録

す る権利 をもってい る。 こ うい った新たな規定の範囲はまだ明確 になっていないが 、財産

の資格 をもっていない宗教 コミュニテ ィはすべて排除 され る模様である。[76】

6.55オ ランダ外務省 の 「トル コに関す る公式総合報告書」は、 トル コが国家構造の礎石の

一っ として定め られた政教分離を特徴 としていること(し ば しば、 トル コとい う枠 組みに

おける政教分離 と言われ る)は 、政府政策の基盤 を宗教的考慮に置かないこ とを意 味 して

い る、 と記 している。当局は、国家におけるイスラム教の役割を擁護す るい っさい の人々

に対 して、きわめて警戒的な態度 をとってい る。こうした考えを抱 く人々を避 けるた めに、

トル コ国家はいわば国家管理下のイスラム教 について定めている。 トル コにお ける政教分
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●

●

離 とは、「教会」 と国家が厳密 に分離 されていることではな く、国がイスラム教の公 式の形

を管理するこ とを意味 してい る。そのために設 けられ た国家機関が宗教 問題監督庁(デ ィ

ヤネ ジ トと省略 され ることの多いDiyanet(判 読不能))で 、これ が首相府に対 して直接 の

責任を負っている。[2a1別 の国家機関である財団局(0茄ceofFoundadons)(物kiflarGenel

(判読不能))が 、イスラム教以外の宗教団体お よびその関連 の教会、修道隣 宗教学校や関

連財産、な らび に学校や病院 を含 めたイス ラム教の慈善宗教財団 における一定の活動 を規

制 している。[5qト ル コの国家構造においてイスラム教 の役割拡大 を支持す る議論 を行 う

者 に対 しては、当局か らの反応が予測 され る。 こういった場合 には、た とえいっさい武力

が関わっていなくても、 しば しば刑事告発が行われ る。【2a1

6.56国 連人権委員会の、宗教 もしくは信仰 に基づ くあ らゆる形態の不寛容 と差別の廃止に

関す る特別報告者 中間報告書(補 遺1一 トル コ)(2000年8月)に は、宗教 と信仰に 関す る

トル コ国家の政策 は過剰なまでに複雑 で、 この種の政策が寛容 と非差別の見本だ とい う一

部 当局の明言 とは対照的であることが述ぺ られ ている。同報告書は、宗教 に関 して は、政

治が決定因子である と述べている。政教分離の守護者 でナシ ョナ リズムの擁護者で ある国

家が、軍隊内で も国民の間で も過 半数を占めるイスラム教 とい う宗教 に対する責任 を引き

受 けてい る一方で、イスラム教の信者を含 めた政党が、政権へのルー トとして宗教 を利用

している。 この状況 は、厳密 に宗教的な問題だけでな く、政教分離 と健全なナ シ ョナ リズ

ム、ひいてはすべての宗教 コ ミュニテ ィにも影響 を及 ぼす。特別報告者 は、国家が宗教問

題 に積極的な役割 を果た していることが、国民の信仰表明のや り方だけでなく、宗 教 と信

仰 の 自由 とい う概念その ものに対 しても過剰 な干渉 となっていると考 えている。 この状況

は、国家がイスラム教の宗教問題 に立ち入 り、ハナーフィによるス ンニ派イスラム教 の概

念 を振興す ることにより、特 に礼拝所 と宗教教育 とい う点でア レヴィ派特有の二一 ズを満

たす余地がなくなって しま うとい う意味にお いて、ア レヴィ派 を含めた少数派 のイ スラム

教 コ ミュニテ ィを大いに苦 しめている、と特別報告者は考 えてい る。 さらに、 トル コ化政

策 によって トル コ社会、 さらには国家の内部 において さえ、ア レヴィ派への差別的 扱 いが

強まってお り、宗教担 当局にアレヴィ派 の代表が出ていない ことはその例 といえよ う。[82b】

集会と結社の自由
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6.57憲 法は、集会の 自由を定 めている。1983年6月6日 の集会 とデモに関す る法律 第2911

号のもとでは、デ モを行 うためにはいっ さいの承認 を申請す る必要 がないが、そゐデモを

組織の本部の外で開 くので あれば、 当該 の県もしくは地区の知事 に対 して少な くとも72時

問前に会合通知書 を提出 しなけれ ぱな らない。【2al(2002年8月3日 の改革案では、・この

・72時 間が48時 間に短縮 されている。)[66arパ ンフ レッ トの配布、記者 声明、刊行物 の発

行 について も、同 じ規則が適 用 され る。知事がデモ の主催者に受領確認書を出す こ とにな

っているが、デモ を行 うにはそれ で十分である。受領書確認書の発行拒否は公証人 によっ

て書面で確認 され 、公証人が出す文書 が、受領 の確認 と見なされる。[2a]

6.58し か し、計画 されたデモが進行 を停止 され ることが しばしばある。知事は主催 者 に対

して、デモの開始予定の少 な くとも24時 間前には禁止を伝 えなければな らない。 トル コ当

局は、一定の会合 を指定 された場所 でだけ開 くよ う命令す ることもできる。地域全 体 に対

して、最長3ヶ 月間にわたってデモの禁止 奪課す こともできる。アンカラの県知事 は2001

年4月11日 にこの権限 を利用 して、1ヶ 月間デモを禁止 した。トル コの経済危機 を受 けて、

その少 し前 に集団デモが行 われたためである。[2a]

●

659デ モ禁止の理 由は、法律第2911号 に定められている。その中には、公共の秩 序や国

家 の安全保障 を混乱 させ ること、共和 国の特性 に反す る活動、武力を用いる可能性 、 トル

コ国家の分割不能な統一性 に対す る脅威 などが含まれ る。結社 と労働組合は、その 目的 に

該当 しない主題 に関 してデモ を組織す ることはできない。 これ らの規定は、デモを禁止す

るための余地 を相 当に残す もので ある。[2al

9

6.60禁 止を無視 して開かれ る集会 は、治安部隊によって埠い散 らされ る。過去にお いて治

安部隊は、このために しば しば武力 を行使 した。米 国国務省 による2000年 の報告書 によれ

ば、デモを解散 させ るた めに治安部隊が用いる武力は1999年 以降大幅に減少 してお り、20GO

年 には、武力が用い られ るケースはごく少数 となった。無認可デモの計画的実施 も、起訴

につながる場合がある。[2aI

6.61国 会は2002年 中に、集会 と結社の権利 を拡大・し、市民の権利 を重視 し、市民 の活動

に対す る制限の数 を減 らす2001年10月 の憲法修正実施のための改革法を可決 した。デモ
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への外国人の参加 に対する制限が緩和 された。[5g】

6.62憲 法は、結社の 自由を定めてい るが、この権利 については若干の制限がある。結社 と

財 団 は政府に定款 を提 出して認可を得なければならないが、 この手続 きは時間がかかって

煩雑 なものである。政府はい くっかの反対政党が非合法活動の中心 となっていると申 し立

てて、それ らの政党を閉鎖 した。2001年10月 の憲法修正に際 して、国会はきわめて制限的

であった結社法(1983年 主0月6日 の法律第2908号)の 合憲性への異議 申し立て禁止 を解

除 したが、2001年 末 まで14、 同法に基づ く裁判は行われなかった。2001年6月 にエ ジェビ

ッ ト首相は公務員に対 して、制限や禁止 によってではな く寛容をもって市民社会やNGOを

遇す るよ う呼びかけ、EUの 基準 を守 ることの必要性 を強調 した。[5dコ2002年 の改革パ ッ

ケー ジの一環 として、結社法 にい くつか詳細な修正が行 われ たが、総合的に見て、その制

限的な性質は保たれ ている。【761

6。631980年9月12目 に国家保安評議会(NSC)に よって、政党のすべての活動が禁止 さ

れ 、1981年10月16日 には、協議会(Consult甜veAssemb蔓y)の 設立に先立って全政党が解

散 された。1983年5月 か らは新党の結成が許可 されたが、新党に よる総選挙への参加 には

厳格 なルール が課せ られた。各党がNSCに よって少なくとも34の 県で30名 の新党設立発

起人 と党組織の認可 を受 けなければならない一方で、選挙の立候補者 も、軍の支配者 によ

って拒否 され る可能性があったのである。1986年3月 に制定 された法律 は、政党が選挙に

参加するためには、少な くとも45の 県 とそのそれぞれの県内における地域の3分 の2に 組

織 をもたなければな らないことを定めている。政党は、全国の投票数の最低10%を 獲得 し

ては じめて、国民議会 に議席 を得 ることができる。11al

6.64.1992年6月 、正道党 と社会民主人民党は、国会 に代奉 を送 ってい ると否 とにかかわ

らず、 トル コの全野党 に対 して、初 の憲法改革 を提案 した。提案 された改革は総 じて、民

主主義拡大へ と向か うものであった。 しか しこの改革は福祉党(Re免h)か ら反対 を受け、

1995年6月 に討論 と投票を行った結果 、ANAP(祖 国党)とDYP(正 道党)に おけ るその

他 の宗教的強硬派 と保守強硬派が福祉党 に賛成票を投 じた。規模 を縮小 した改革パ ッケー

ジに主要政党のすべてが賛成票 を投 じ、福祉党だけが反対票 を投 じて、改革案はぎ りぎ り

のところで可決 された。その主な要素は、憲法か ら1980年 のクーデターを称揚す る文言を
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削除すること、投票年齢 と政 党への加盟が認 められ る年齢 を21歳 か ら18歳 に引き下げる'

こと、労働組合 と市民団体による政治参加 の拡 大を認 めることであった。[1a〕

6.65政 治的キャンペー ンで トル コ語以外の言語 を用いることは法律で禁止 されてい る。ま

た、「国、宗教、信仰、人種、 もしくは言語 の違い」 に基づ く少数派がいると主張す る政党

も、一般的に禁止 され てい る。1983年 政党法(法 律第2820号)の 第81条 は、政党は(a)国、

宗教、信仰、人種、 も しくは言語 の違い に基づ く少数派が トル コに存在す ることを提示 し

てはならず、(b)国 の統一 を破壊す るとい う目標 を擁護す ること、または トル コ語以外の言

語 もしくは トル コ文化以外 の文化を保護、開発、普及す るこ とによって上記のための活動

に携わ り、ひいては トル コに少数派を創 り出 してはな らず 、(c)トル コ語以外の言語 を用い

てはならない、 と述べ てい る。共産主義、無政府主義、フ ァシス トといった言葉、 または

宗教 、地域 、もしくは民族集団の名称を含む政党名は、法律第2820号 の第96条 に基づい

て禁止 され る。 この法律 に違反す る政党は当局 と対立す ることにな り、当局 によって禁止

される。 トル コ共産党はこのために、党名 の変更を余儀な くされた。軍隊および公務 員は、

政党に加盟す ることを認 められていない。[2a】[9b]

6.66ク ル ド労働者党(HEP)と 民主大衆党(DemocraticMassP磁y〉(DKP)は 、選挙 運動で

トル コ語以外の言語 を用いることを禁止す る法律の犠牲者 となった。DKPに 対す る告発は、

政府の立場 をよく示 している。検察は、 クル ド人その他 の少数派が存在 しない とは 主張せ

ず 、それ どころか、こ うした集 団は社会全体 を豊かにす ると述べた。 しか し、活動 は個人

の レベルに とどめなければな らず 、集団の権利 を主張 してはならない。 国会議員選 挙の候

補者 の中には、選挙集会で クル ド語 を用いたか どで起訴 され 、有罪判決 を受 けた者 が あっ

た。[9bl

6.67ト ル コ共和国 の政教分離主義的性質に違反 して活動 を禁止 された もう一つの 政党は

福祉党(Refah)だ が、この場合 の争点は宗教であった・1998年2月 に違憲審査裁判 所がこ

の事件に関 して出 した判決 が公表 され、その中で福祉党は、指導者層が シャリーア の信仰

宣言に基づいて国家 を樹立す るために民主主義 を利 用 してい ると判断 された。2001年7月

31日 に出 した判決で、欧州人権裁判所は福祉党の解党は、欧州人権条約第11条 に基 づ く結

社 の自由の理念を侵害するものではないとい う裁定を下 した。同裁判所 は、同党の解 党は、
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「民主社会を守 るための社会 の急務 を満たすためであると合理的 に見なす ことが可 能であ

る」 と判断 した。[76]

6.68福 祉党の解党 を受けて、同党に属す る国会議員のほ とん どが美徳党(Fazilet)に 入党

した。当初は福祉党 よ りも慎重な道 を歩んでいた美徳党は、所属のある女性議員が ヘ ッ ド

スカーフを着用 して トル コ国会 内に入 った時に、この道 を外れたよ うである。この事 件は、

美徳党の一部議員で さえ、不必要 な対立的行動だ と見な した公 開の ショー となった。1999

年6月 に、検事総長が、美徳党は政教分離活動に対す る反対運動の中心であるばか りでな

く、永久に閉鎖 された政党が別 の名称の もとで活動を再開す ることを禁 じている憲 法の規

定に反 して、福祉 党の継続体で もあると主張 して、違憲審査裁判所 に申請書を送達 した。

2001年6月 、同裁判所 は判決 に達 し、 トル コの政教分離の秩序を損なったかどで美 徳党の

活 動を禁止 した。判事 が票決を行 った結果、公的に検事が要求 した よりもあっ と限 られた

制裁措置で、美徳党所属の議員2名 だけが追放 されることになった。残 る100名 の美徳党

所属議員の大部分 は、設立 された2つ の承継政党一 幸福党(Saadet)と 正義発展党(Adalet

veKalkinma)に 入党 し、2002年11月 に正義発展党(AKP)が 総選挙に勝って、新政 権 を結

成 した。【1al[30hj【30x】【32i】[41dl

6.692002年3月 に改革パ ッケージによって、政党法の第101条 が憲法第68条 の修 正 に合

わせ て修正 された。新法の もとでは、違憲審査裁判所 は政党を解党 させ るのではな く、政

党に対す る財務援助 を剥奪す ることを決定できる。政党に制裁 を与 える理由は不変 のまま

だが、新法に より、政党を閉鎖す ることはより困難 になる。[76]

雇用に関する権利

6.70ト ル コの労働運動 は1930年 代 に始まったが、1950年 代に多党制政府 が生まれ ては じ

めて、労働運動は真の確立を始めた。【4a1組 合に所属 しているのは総労働力の13%強(約

2,400万 人)で ある。[5g】 労働組合 は、結社の 自由とス トライキ権 に関して制限を受 けて

いる。組合活動は相変わ らず、会社 レベルで集団交渉 を行 う資格 を得るための10%規 定に

よって妨げ られ続けている。公共部門の従業員は、ス トライ キ権を奪われている。しか し、

失業者の社会的保護 に関 しては、いくつかの処置が取 られてきた。2002年4月 には 、失業
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給付が初めて支払われ た。[76】

主な労働組合連盟

6。71'(判 読不能)(ト ル コ労働組合連盟)会 長:バ イラム ・メラル(Bay㎜Meral)

DISK(進 歩的労働組合連盟)会 長:ス レイマン ・ジェ レビ

属 窮 皆 蓮1

6。72(判 読 不 能)(ト ル コ 実 業 家 ・r事業 家 協 会(TurkishIndus㎡ 田ists'andBusinessmen's

Assbciation)会 長:(判 読 不 能)事 務 局 長:DLハ ル ク ・R・(判 読 不 能)[1a】

人 身売買

6。73米 国国務省 による トル コの人権慣行に関す る2002年 度報告書のセクション6fは 、人

身 売買をある程度詳細 に扱 ってい る・人身売買・特 に女性 と女児 のそれが、依然 と して問

題 になってい る。[591ト ル コのEU加 盟 に向けた前進 に関す る欧州委員会の2002年 度定

期 報告書は、トル コが非合法な移民の流れ にとって重要な通過国であり目的地であ り、2002

年 に もこの流れは確実に続いた と述べている。当局 は2001年 に92,346名 の不法移民 を捕 え

た ことを認 めてお り、2000年 にお けるこの人数は94,514名 であった。2002年 の上 半期 で、

40,006名 の不法移民が捕 えられた。当局 は2001年 に組織的な人身売買団のメンバー を1,155

名 逮捕 した。逮捕者 の内134名 は外国人で あった。【761

6.742002年8月3日 の改革パ ッケー ジ(上 記の4.43項 を参照のこと)は 、中で も人身一

一 お よび臓器一 密輸業者 とその常助者(特 に移民の生命が脅か され る場合)に 対 す る処

罰 を厳格化 した。[66a】 に もかかわ らず、欧州委員会は、 トル コが人身売買廃止の 最低基

準 に達 していない と判断 している。[76】

移動/国 内飛行 の自由

6.75ト ル コの市民は一般 に、国内移動の 自由と海外旅行の自由を享受 してい るが、政府が

こ うした権利 を制限す る時がある。旅 券を入手す るのは憲法で認め られている トル コ国民

の権利である。 この権利が否定 され るのは国家の緊急時、または犯罪調査 もしくは起訴が
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行 われる場合のみで ある。 トル コ国内においては、非常事態宣言下にある県の外を旅行す

ることは制 限 され ていない。南東部 にお ける治安状況が改善 を続 けてい るため、治安担当

官 はバ リケー ドの利用 を減 らし、乗物お よび乗客に対す る捜査 を緩 めた。【5g】[7剛77】

6.76・旅券 を得たい と考 える トル コ人は、居住 している市 もしくは地域 の警察本部に ある旅

券事務所 に本人が出向いて旅券 を申請 しなければな らず、代理人 を通 じて旅券 申請 を行 う

ことはできない。地域の旅券事務所が、本人確認 のチェックを行 う。 このチェ ック には、

申請者が刑 事裁判 で有罪判決 を受 けたこ とがあるか/当 局の指名手配を受 けてい るか どう

かの証明が含 まれ る。申請者は必ず、旅券を欲す る理由を尋ね られ る。INDの 事実調査団

は面接の相 手か ら、 申請者が兵役 を終えていな くて も旅券の発行が控 えられることはな く、

それは法律 に兵役 を延期す る規定があるためである と教 えられた。[82b】、た だ し、オラ.ン

ダ外務省のrト ル コ/兵 役」報告書は、徴集 を受ける年齢の者 は通常は旅券 の発行 を受 け

られず、旅券 の更新 も受け られ ない と記 してい る。軍務当局の向意を得て、有効期 間の短

い旅券が発行 され る例が少数 ある。旅券に表記 されている 「(判読不能)」(完 了)ま たは 「(判

読不能)」(未 完了〉は、保有者が兵役 を終えてい るか否か を示 している。[2b】

●

6.77旅 券には、以下の4種 類がある。

i.レ ッ ド(外 交官)

五.グ レー(業 務)。 短期的公務 ために海外に派遣 され る下級の政府職員に対 して発行

される。

世.グ リーン(公 務員)。 一定の

婚す るまで)を 含 めて、政府職員

資格は、政府 における職階 と勤続

旅 券の保有者 とは異な り、欧州の

どの他の国へあ旅行 に際 してビザ

年3月15日 に、欧州連合がグリー

と報告 したが、同記事では、イス

るのに対 して、ブルー旅券の発行

は不明)。

iv.ブ ルー。一般市民に対 して発ゐ

ベル に達 した教師やその妻、息子(18歳 まで)、 娘(結

公務員に対 して発行 され る。 この旅券の発行 を受 ける

数に基づいている。 グリーン旅券 の保有者は、 ブルー

部の国に旅行するためにビザを必要 とはせず、 米国な

取得が容易である。「トル コ・デイ リーニュース」は2000

旅券の件数が増加 していることに不安を表明 している

ンブールだけでグ リー ン旅券が40,000通 発行 されてい

は10,000通 とされていた(ど の期間についてで あるか

され る。[7d】[刀1[82b1
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6。78外 国 との国境管理 は、全国の国鏡のほぽすべてにおいて、コンピューター ・ネ ッ トワ

ークを用いて効果 的に行われ てい る
。イヌタンブール空港で トル コか ら出国す る全個人 の

氏名 が自動的に コン ピューターを通 り、例 えば脱税や犯罪のか どで国か ら出 ることを阻止

すぺ き人名簿 に掲載 されているか どうかがわかる。【7bl【77】

6。79ト ル コの軍隊 とPKK(ク ル ド労働者党)の ゲ リラ との紛争や、南東部におけ る不況

が原因 となって、南東部の 田園地域か らかな りの移民が出た。 その多 くは南東部 に とどま

り、デ ィヤルバ クル な どの都市に移 ったため、都市の人 口は移 民のせいで2倍 か ら3倍 に

増 えた。部の大都市 も、 こうした移民の主な受け入れ地である。1984年 以降、350万 人も

の クル ド人 が トル コ南東部を離れた と推定 されている。イスタンブール、イズ ミールやア

ンカラが移民の大部分 を受 け入れ、イスタンブールは 董50万 人近 くもの新規移民を受け入

れている。 クル ド人人 口の半分か ら3分 の2近 くが、現在 では トル コ西部や南部沿 岸で平

和的に地元に同化 して暮 らしてい る(300万 人がイスタンブールの大都市圏、200-300万

・人が南部沿岸 に
、100万 人 がエーゲ海沿岸、100万 人が中部アナ トリアに暮 らし、残 る600

万人が トル コ東部 と南東部 に暮 らしている。)[7a][771

.6.80UNHCR(国 連難 民高等弁務官)は1999年3月 に、南東部 トルコから逃げ出 したクル

ド人の多 くが トル コ国内で住み替える可能性があることを知 らせ た。UNHCRの 情報 によれ

ば、 トル コ内部で住む場所をなく.した人々の多 くは、深刻な治安 問題 には直面 しな いのが

通例である。 しか し、 トル コ国家 とPKKの 間の紛争により、特に紛争地域か ら逃 げ てきた

クル ド人の大量 に流入す る大都市において、 トル コ人 とクル ド人の間の緊張が高 ま った。

この緊張が、PKKの アブ ドゥラ ・オジャラン党首の逮捕 、裁判、そ して有罪判決に よって

さらに高まった。嫌 が らせ/起 訴/迫 害を一番 受けやす い集団は明 らかに、PKKと 関連を

もっ、またはそのシンパであると疑われ るクル ド人である。UNHCRは 上記 を踏まえた上で、

送 り返 されて くる トル コ人亡命者 については、PKKと の関連 もしくはPKKへ の共鳴 が疑わ

れ る恐れがあるか否か、あるいは政治的な姿勢をもっているか否 かを判定す ることが欠か

せないと助言 した。UNHCRは 続けて、これが事実である場合には、彼 らが トル コ南 東部以

外の地域 に移住することを選択できた と見なすべきではない、 と述べた。[18b】
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(判読不能)/身 分証明カー ド

6.81県 の下にある各地域 には、人 口局 と呼ばれて最終的には内務省 に属す る住民登録所が

あ り、その地区の住民全員が登録 され ることになってい る。実際にぱ多 くの人々が 、出生

堆、 さらには両親の出生地 で住民登鋒所 に登録 されている。2000年10月28日 以降、各市

民には国に登録 され、変更のできない11桁 の身分証明番号が一つつ くよ うになった。住民

登録所 には、住所 の詳細 は記載 され埜 。内容を住所だけに限定 された記録 は、村 もしく

は地区の長が維持 してい る。【2a1

6.82住 民登録所には、身分証明書(判 読不能)を 発行す る責任 もある。これは、身 分を証

明す る国内で唯一有効な文書で、誰 もがいつで も、その携行 を義務づ けられてお り、携行

しない と3日 間拘 留 され る可能性がある。[2】[16el人 が誕生 した場合 にはただちに(判 読

不能)カ ー ドを発行できるよ う、直ちに出生地の住民登録所に登録 しなけれ ばな らな い。[2a】

●

6・83男 性 の(判 読不能〉カー ドは青色で、女性用は ピンク/オ レンジ/黄 色である。プ ラ

スチックの ラミネー ト加工が施 され てお り、縦%cm、 横7cm・ の大 きさである。カー ドには

保有者 の誕生 日、出生地、両親の氏名、宗教 と既婚 ・未婚の別が記載 され てい る。 カー ド

には、保有者が住民登録所 に登録 され ているか否かも記 されてい る。保有者 が15歳 になる

までは、カー ドに旅券サイズの写真 を貼付す る必要はない。15歳 になった ら、保有者は10

年 ごとにカー ドの更新 を受けなけれ ばならない。結婚 、離婚、または別の地方にお ける他

の住民登録所への移管が行 われ る場合 には新規にカー ドを申請 しなければな らない が、実

際 には(特 に他 の住民登録所への移管の場合)こ れが必ず行われ るわけではない。 新 しい

クレジッ トカー ド型 の身分証明書 に、2000年10月 に導入 される個人の身分証明番号 を含め

ることが提案 されている。12a1[7c1ト ルコに派遣 されたINDの 事実調査団 による報 告書ゐ

パ ラグラフ2。4.5は 、派遣団が2001年3月 に、警察か ら見えるイス、タンブールの街 路で偽

造の身分証明カー ドが公然 と売 られているのを直接 に目に したことを記録 している。[821

トル コに亡命 を求 める外国人の処遇

6。84ト ル コは1951年 の難民の資格に関する条約(難 民条約)と その1967年 の議定 書を批
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准 しているが、同条約の実施は地理的に制限され、条約の規定は欧州からの難民だけに適

眉 されてい る。欧州委員会 は トル コに対 して、難民条約に対する地理的制限を解除す るよ

う求 めている。[76】1994年11 .月、 トル コ政府 は 「トル コに庇護 を求める、または第三国

か らの庇護 を求 める意 図で居住許可 を要請す る個人 もしくは集団 と して
》 トル コに到着す

る大量流入者 と外 国人 に関す る手続 き と原則 に関する法規」 と題 され た、難民に関す る新

法規を公表 した。 この法規 のもとでは、非欧州人 も欧州人 も、 トル コ当局に申請書 を提出

す ることを義務づ け られてい る。欧州人が難民 と認定 され る場合、 トル コ政府は上記の条

約の規定に基づ いて彼 らに保護 を与 える。正 当な保護請求 を行 っていると トル コ当局に認

定 され る非欧州人 は、 「亡命 者」 と分類 され 、第三国で の再定住 を求め る申 し立 て書が

UNHCRに 提出 され る。r亡 命者」には、 トル コにとどまる選択肢 はないが、再定住 が決 ま

るまでは トル コ国内 に滞在す るこ とが認 め られ るのが一般的である。[12b]1997年 か ら

2001年 にかけての5年 間に、 トル コは29,223件 の亡命 申請 を受理 した。そり内14,721件 は

イ ラン人、13,049件 はイラク人に よるものであった。【18hlUNHCRに よれば、2001年 に ,

は5,041人 に相 当す る2,658件 の亡命 があった。UNHCRは2001年 に969件 の亡命 申請を却

下.し、1,287件を受理 した。15d1ト ル コにお ける2001年 の亡命認 定率は57。6%で あったが、

これに対 して同年 の英 国における初回の亡命認 定率(亡 命+例 外的滞在許可)は 合計 で32%

であった。[18hl

6.85亡 命 を求 めて トル コに到着する外 国人は、・到着後10日 以内に警察 に申請書 を提出 し

なければな らない。不法に入国 した者(適 正な渡航書類 もしくは認 可を得ていない な ど)

は、入国地に一番近 くて知事の管轄す る行政区の当局に申請書を提 出す ることを義 務づ け

られ る。UNHCRが 国境地域に駐在 して、難民を監視 し、亡命者 に対 して、 トル コの 亡命関

連 法規についてのカ ウンセ リングを行ってい る。F合法的に トル コに入 国する者 は、 国内の

どの市においても申請書を提出す ることができるが、その場合でも、申請期問は10日 間で

あ る。申 し立ては内務省が検討す る。否定的な決定が出た場合 には送還命令が出され るが、

これに対 しては15日 以内に抗告 を行 うことができる。 アンカラにあるUNHCR.事 務 所はい

まなお トル コ政府 とは別 に、 トル コに亡命す る非欧州人の難民認定を行 ってお り、 保護を

必要 としていると認定 した者の再定住 を引き受 けている。[5d1[12b1[18e1

●

6.86政 府の亡命プ ログラムにおける10日 間とい う登録制限期間は厳格に実施 され てお り、
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依然 として、亡命者 が難民資格の決定手続きを全面的に利用す る上での妨 げ となっ てい る。

【5g]UNHCRは 、UNHCRと トル コ政府 との協力関係 はすば らしい ものであるが、UNHCR

が行 う難 民資格決定の判断 と トル コ当局による判 断には食 い違いがあったとも述べ ている。

UNHCRは 、 トル コにおける亡命手続 きをより柔軟 に運用す ることを求めている。 【18e1

6.87内 務省 の行政規則 も、申請書 を提 出す る際 には有効な身分証明書類を提示す ることを

すべての亡命者に義務づけている。アムネステ ィ ・インターナ シ ョナルは、 こ うした書類

を提示できなかった亡命者が庇護請求の登録 を受 けられ なかったために、結果的に送還 さ

れた と報告 している。アムネステ ィは、一部はUNHCRに よって難民 と認 定されて いる ト

ル コにおける非欧州人の不法滞在者が大量 に検挙 され、追放 され ていることに対 しても懸

念 を表明 して きた。[12b】

6.88UNHCRは 外務省お よび内務省 と協力 して トル コ当局のために、亡命や難民問題 に関

す る研修 を支援す るための包括的プ ログラムに着手 した。 プログラムヘの参加者 に は、難

民や亡命者 を扱 う上級警察官が含まれていたが、今後の計画では、司法や弁護士会 を対象

とする予定である。[18e】

帰国 した亡命者の処遇

6.89ト ルコヘの帰還者の処遇について、一貫 して正式な監視を行っている組織や政府機関

はない。虐待の事例が注 目され るのは、本人が人権団体、報道機 関や大使館等にそ のこと

を通報す る場合だけである。[49al[73a】

6.90外 国で庇護 を申請 した とい う理由だけで、トル コ国民が トル コで迫害 されるこ とを示

す ものはない。 トル コ当局 は、多 くの市民が経済的理 由か ら国を去って外国に亡命 す るこ

とを認識 している。 ただ し、 トル コ当局が分離主義的 と見なす行動に海外で携わっている

人々は、 トル コ当局に見つかった場合、迫害を受 けるリスクがある。[2a】

6.91ト ル コ国籍 のクル ド人亡命者で トル コに帰国する者 は、他の トルコ人 と全 く同 じよう

に、入国の際に犯罪記録をチェックされ る。記録 は、 トル コの裁判所 による刑事事 件の有

罪判決 に関す るものであろ うが、司法による公式の予備尋問や、警察も しくはジャ ンダル
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マによる尋問に関係する場合もあり得る。徴兵忌避者や脱走兵も、国境検問所の記録に載

って い る。[2司

6.92犯 罪記録があること、または不正な国境通過書類を もっていること、過去 において不

法 に トル コを出国 した こと、または別の国か ら追放 された ことが判明 した場合、 トル コの

国境 当局は、当該者 に対 して尋問 を行 うことが多 い。質問 はしば しば、身体的特徴 、 トル

コ出国の理由 と時期、亡命を求める根拠、申請が却下 された理由、(麻 薬関連の)犯 罪 を含

めた国内外 におけ る犯罪記録 の有無、海外 の非合法組織 との接触の可能性 な どを明 らかに

す ること、またはチ ェックす ることを 目的 として行われ る。 ただ し、決定的な容疑がない

場合 には原則 として、平均6時 聞か ら9時 間の拘留を受 けた後に釈放 され る。【2al

6.93刑 事犯罪を犯 した と疑われ る者 は、当該の捜査 当局に移送 され る。イスタンブールの

場合 には、 この当局は大概 の場合、空港にほ ど近い(判 読不能)に ある警察本署で ある。

PKK、 革命人民解放党戦線やTKP/MLな どの極左組織、戦闘的イスラム教集団への加盟を

疑われ る者 、またはこれ ら組織 の一っに支援 もしくは隠れ家を提供 していると疑われ る者

は、上記の警察本署に入ってい るテ ロ防止部門に引き渡 され る。警察のテ ロ防止部 門で容

疑者が拷問も しくは虐待を受ける可能性 は否定で きない。[2a】

6.94西 欧で拒否 された亡命者が、トル コに到着 してか ら虐待 もしくは拷問を受けた と主張

す ることが時々ある。西欧諸国か ら トル コに追放 された後 に虐待 もしくは拷 問を受 けた と

い う少数の主張については、(1999年 と2000年 に)当 該の西欧諸国の当局が調査 を行 った。

これ らの事例 の一つ(ド イ ツか ら送還 された者 に関わる事例〉で は・ トル コにおけ る医学

的検査に基づいて、愁訴 と兆候 が拷問のあった ことを示 している と結論 された。主 張につ

いての調査が完了 した残 りの事例では、虐待 もしくは拷問の主張の信愚性 に疑いが あるか、

主張が不正確 、もしくは信 じがたい ものであるかのいずれかであった。【2a1

6.95オ ランダのメデ ィアにも、同様な主張についての報告があった。オランダのテ ィルブ

ル クに滞在 していて トル コに退去 させ られた 「テ ィルブル クの8人 』がいて、その 弁護士

は、彼 らが トルコに帰国 した際 に取 り押 さえられて逮捕 されたと主張 し、その氏名 が1999

年8月12日 の新聞で報道 された。調査対象 となった4名 の内3名 は トル コ国内を自由に旅
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行す ることができ、1名 は明 らかに、アルバニアで拘留 されていた。背 中に拷問の し るしを

{負
って トル コヘの追放か ら数 ヵ月後に再びオランダに現れた(1999年10月8日 にメデ ィア

で名指 しされ た)あ る亡命者に対す る調査が、2001年3月 に終了した。 この調査 に よって

は、誰が拷問を行ったのか を明確 に立証す ることはできなかった。 この事件以降、 トル コ

当局がオランダか ら退去 させ られた亡命 者に対 して拷問 もしくは虐待 を行 った とい う新た

な事例は知 られていない。【2a】

● 、

6.96ド イツのアムネスティ ・イ ンターナシ ョナルは1999年2月 に、亡命者 もしくは帰還

者 のほ とん どが所定の面談の後に解放 され ることが真 実だ として も、帰国 した亡命 者が後

に 「正体不明者」 によって連行 されて殴打 され る、または警察 に逮捕 されて警察で拘留 さ

れ る事例が増 えてい ると報告 した。 この報告書は続 けて、この虐待 は、容疑者 から 自白を

引き出すために行 われ ると述べている。[12d1【49a]

6.97ド イツの入国管理局は1999年7月 に、一般 に亡命を却下されて トル コに帰国す る者

には、迫害 され る恐れ はない と報告 した。亡命 を却下 されて 自発的 に帰国す る者 は、 トル

コの有効な渡航書類 を所持 していれば、妨 げられずに入国管理 を通過す ることがで きる。

帰国者が亡命 に失敗 した者だ とい う事実が、処遇の違 いにつながるわけではない。 トル コ

当局は、多 くの トル コ人 が、 ドイツに とどまるための一時的認可を得 るためだけに亡命 を
　

申請す ることを十分認識 している。[48b1

◎
6.98外 務省査証局の高官 はINDか らトルコに派遣 された事実調査団に対 して2001年3月

に、1980年 代 はともかくとして、過去5年 か ら10年 の間、 トル コが渡航書類をもた液い 自

称 帰国者 の旅券 を拒否 した ことはない と語った。 この高官 は、 トル コ政府 はいまで は、海

外で亡命 を申請 した トル コ人の圧倒的多数が、純粋 に経済的な理 由か ら亡命 した こ とを認

識 している と述べた。.彼らは トル コ政府 にとっては関心の対象 ではな く、帰国 して も収監

されることはない。空港警察は彼 らに、旅券の紛失や破棄 について尋ね ることがあ るかも

しれないが、その尋問の程度は大 したものではないはずである。対象者は・じきに、 ほぼ間

違 いなく告発 されず に解放 され、支障な く日常生活 を行 うことを認め られ る。[82司

6.99ト ル コは現 在 、EUの レター(EU評 議会 の 事務 総局 が1994年11月30日 の勧 告 で採
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、

択 した標準形式 の渡航/身 分証明書類)を 用いる トル コ人が トル コに追放 され るの を受け

入れ ていないた め、旅券 をもたない トル コ人 は、 ロン ドンの トル コ総領事 が発行す る片道

の緊急渡航書類で送還 され る。

6.10σ 有効な トル コの渡航書類 をもたない帰還者 は、 トル コの国境警察によって詳細 な質

問を受 ける可能性 が高 く、 この質問は、到着時 に行われ る所定の身元チェ ックとは 区別 し

なければならない。 ドイツ当局は1999年7月 に、原則 として質問は個人的デ」 タ、 トルコ

出国の 日付 と理由、 ドイツにおける犯罪記録の可能性 、お よび非合法 な トル コ人組 織 との

接触 の有無 にっいて行われ る と述ぺ た。場合に よっては、帰還者 が刑事犯罪 のか どで起訴

され る可能性があるか否 かを判 定す るために、他の部局(検 察、帰還者 の トル コにおける

最後 の居住地の登録所等)を 介 して さらに尋問が行われ る。 こういった取調べには数時間

か ら数 日かかるこ とがあ り、その間、帰還者は拘留 され る。 ドイツ当局は、1999年7月 現

在 で利用可能な情報 を見る限 りでは、渡航書類 をもたない帰還者は一般に、拘留 中に虐待

されてはいない と述べ た。ただ し、帰還者 が分離主義者で あると疑われ る場合 には 、虐待

の可能性 を否定するこ とはできない。[48bl(「 移動/国 内飛行の 自由」の項 目にす でに記

した ように、UNHCRの 見解 は、(PKKに とどま らず)ど のよ うなもので も政治的な 姿勢が

あれば、 リスクが生 じるとい うものである。)118b】 スイス当局は1999年6月 、何 事 も最

初か ら排除 もしくは想定す るこ とはできず、個々の事例 による とい う見解を示 した。[49a]

6.101ド イツのアムネステ ィ・インターナシ ョナル は1999年2月 に ドイツか らの帰 還に関

して、 トル コ当局は トル コに帰国す る者 が法規 に従って有効な身分証明書類を所持 してい

ない場合、または海外での亡命 手続 きを示す文書を携行 している場合 に、疑い をもつ可能

性 が高 くなると述べ た。[12dl

6.102ク ル ドの 出身 で あ る こ と自体 は、 非人 間的 な扱 い受 け る リス クを高 める もの で はな

い。[47][48b][49alす べ て は、個人 と トル コ内外 にお け る、その 活動 にか か って い る。[49a]

6.103徴 兵忌避者 である帰還者に関 しては、本評価書の5.82E項 で、徴兵忌避一般 が扱わ

れ ている。徴兵忌避 は軍事刑法に従 って、懲役刑 を科せ られ得 る。従って、徴兵、忌、避者は

見つかった場合 に逮捕 され る。[48bl基 礎 訓練中もしくは部隊に配属 され た後にお ける徴
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/●

兵忌避者 の処遇 については、それほ ど明確 になっていない。兵役 を務 めている兵隊が軍 当

局の管理下に入った場合のこの件 に関 しては、情報がほとんどない。意見を求め られ たEU

の様 々な当局が結果的に、この状況 に対す る有効な評価 を提出す ることができずにお り、

フランスは、徴兵忌避者 が兵役 中にひ どい処遇 を受 ける可能性 は排除できない と述べ(た

だ しフランスは、その可能性 は、配属 される部隊 に左右 される部分が大きい と述べた)、 ス

イスは、 この問題 に関 しては確実な情報はなく、状況 はひ どい処遇 よりももっと過酷 にな

り得ると述べた。[47][48b][49司 オランダ当局は、帰還者 が登録/検 査 を回避 した、または

出頭 しなかった、または脱走 したことが立証 されれば、尋問を受 け、遅 くとも48時 間以内

に軍 当局に引き渡 され ると報告 している。登録/検 査 を回避 した、または出頭 しなかった

者 は通常、尋 問後釈放 され 、数 日内に軍の登録事務所 に出頭す るよう指示 を受 ける。 当該

新兵 の直属の上司が、その新兵がこれまでに兵役 を回避 したこ とを常に知 っているわ けで

はない。 ただ し、こ うした事実は、部隊内の最上級将校には知 られ ている。多 くの場合、

脱走者は脱走 した部隊には戻 されず、同 じ軍の別 の部隊に配属 される。[2b]

◎

6.104本 評価書の執筆時点においては、 トル コにおける帰還者への虐待の証拠 として、70

の報告例が提示 されている。難民団体や、IHD(ト ル コ人権協会)を 含 めた人権団体 の中に

は、帰還者が拷問に遭 う危険性に対 して深刻な懸念を表明 してい るところがある。 こうし

た事例の詳細 が、資料82(a)に 記載 されている。【16c】[42dl[50a1[51a】[52a][72a】[72b】【82al最

初の事例 は1989年 にさかのぼ り、最新のものは1999年 のものである。ある1年 間 におけ

る最多事例は、1997年 の17例 であった。これ ら事例の内、英 国に関係す るのは4例 だ けで、

その内3例 が1989年 、 もう1例 が1993年 の ものである。60例 が ドイツか らの帰還者 に関

係 し、残 りはオース トリア、フランス、スウよ一デ ン、スイスに分散 している。1989年 に

始 まった英国に関す る事例 の3人 の代理を務 める弁護士準ちは、彼 らが強制送還の犠牲者

であると申し立てた。英国内務省 は、強制送還が行われ左 ことを受 け入れていない 。 こり

法的な異議 申し立ては、示談で解決 された。70例 の内訳は、以下の通 りである。2例 が、

以下のカテゴ リーの2つ に分類 されている。

4例 一 強制送還の申し立て

5例 一 帰還者でない(行 楽客、 自主的帰国者等)

15例 一PKKの シンパであるか、PKKへ の共鳴を強 く示 唆す る物資 を身につけて 、また

は荷物の中に入れて トルコに送還 された
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2例 一PKKと の家族関係

3例 一 トル コで、未決の訴訟が行われ ている

4例 一PKKの 支持者 として告発 された

5例 一 行方不 明 と報告 されている

2例 一 宗教関連:1例 はア レヴィ派、1例 はヤ ジディ教

5例 一 結論が出ない/虐 待の詳細がない(兵 役 、も しくは収監、も しくは逮捕の ために

送還 された とだけ報告 され てい る、または帰国後に トル コ国外の家族 との連絡が とれない)

27例 一 説 明のない事例/そ の他の事例

6.105リ スク評価 を行 うためには、帰還者の虐待報告例 を帰還者 の総人数 と対比 させ なけ

れ ばならない。各国が トル コ人を トル コに送還 した件数は、付属書Dの 表に示 されてい る。

o

6.106報 告 され た虐待例の発生 した期問である過去13年 間について、送還件数を示す こ と

のできた国はごく少数であった。1989一 一2001年 における帰還者の人数の内、データが得 ら

れているのは63%に すぎず、関係国は9ヵ 国 にす ぎないのに、それでも数字 は大 きく、48,565.

人の トル コ人が送還 され、その内7,520人 は亡命 に失敗 した者であることが明 らかに されて

い る。7,520人 とい う人数 には、 ドイ ツ、米国、カナダお よびオース トラリア ・々ら戻 った亡

命失敗者 は含 まれていない。、これ らの国々は統計で・国外退去者 を亡命者 と井亡命 者 に分

けていないためで ある.表 か らわかるよ うに、 ドイ ツは統計 を提供 した他 の率 よ りも多

くの トル コ人を送還 しているため、亡命 申請 に失敗 して帰国 した トル コ人の人数は 、実際

には7,520人 をかな り上回 るであろ う。

●

6.107先 に述べたよ うに、帰還者 を監視す る組織が存在 しないため、虐待の実際の 事例数

は報告数 よ りも多い ことを受 け入れ るべ きである。 どの程度 の過少報告が行 われて い るか

については、推量する.しかない。 この ことに関 してUNHCRは 、公正かつ効率的な 亡命手

続 きを経た上で、難民 とも、他 の理由で国際的な保護を必要 としているとも判定 されなか

った トル コ人亡命 者が帰国す ることに対 して異議は申 し立てないギ とす る立場 をと ってい

る 。 【18c】18d】[18f!

6.1081996年 か ら、UNHCR・ は トル コ とイ ラ クの 当局 と一 致協 力 して、イ ラク北部 か らの
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/●

トル コ人の自主的帰国に便宜を図 り、その数 は2001年 初めまでに約2,100人 を数えた。イ

ラク駐在のUNHCRの 職員が、帰国す る各 グループに同行 し、 トル コのUNHCR職 員がハ

ブール(Habur〉 の到着地に詰めた。 さらに、 トル コ駐在 のUNHCR職 員は 自主的帰還の結

果 を観察す るために、諸県にい る帰還者を頻繁 に訪 ねた。UNHCRは こ うした活動でイ ラク

と トル コの当局か ら全面的な協力 を受 け、帰還者 全般が トル コで迫害や報復の対象 となっ

ていないことに満足 してい る。UNHCRは 同時に、帰還者は他の トル コ人 と同 じように国法

に基づいて、 トル コ出国の前、または帰国後 に犯 した犯罪に責任 があることに着 目 してい

る。UNHCRの 情報に よれば、こ うした行為 のか どでイラクか らの自主的帰還者が逮捕 もし

くは起訴 され ることは比較的稀であるとい う。[82bl

●
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6R人 権:特 殊 グループ

丘109憲 法第2条 に定め られ た トル コ国家における憲法上の基礎 の1っ は、アタチュルク ・

ナシ ョナ リズムの原理である。 このナシ ョナ リズムの形体に従 えば、 「トル コ人」 とい う語

・ は、個人がその民族的背景に関わ らず入 ることがで きる国家共同体 に所属す る人間を意味

す る。共和国領内 に居住す るすべ ての人は、 トル コ人 とみ なされ る。 これはアタチュル ク

の引駒 の中で も最 もよく知 られ 、 トル ヰ の あちこちに書 かれ{em厩1yT・ ㎞

diyene・ とい う句 に示 されている。 これ はおおまかに、r何 と幸せ であるこ とか、私は トル

コ人だ と言 うものは」 と訳す ことがで きる6ト ル コ人であるとい うことは、実際には トル

コ民族ではないか も知れない可能性 を超越す る。従って トル コ人で あるこ とは、個人の民

族的起源が二次的意義 しか持たないこ とを意味する。【2a】

6.110ア タチ ュル クは トル コ国籍 を望む者 な ら誰 にで も寛大にこれ を認 めたが、も との民

族 アイデ ンティテ ィを捨てて新 しい国家の概念 を受 け入れ る準備ができていない人 々のた

めの解決策を想定す ることがで きなかった。.トルコでは、 どの民族集 団に属す る人 も 自分

たちの民族性 を最 も大切に して きたに も関わ らず、共和国発足以来、民族的起源に 関わら

ない トル コ人 としてのアイデ ンテ ィティにまず何 よ りも強い親近感 を覚 えた大多数 の人々

は、隣 り合 って仲良 く共存 して きた。個々の例外はあるに して も、唯一 この ような経過を

経 なかった大集団が クル ド人である。[2a】

●
クル ド人

(クル ド語使用 に関す る 「言論 と報道の 自由」の章 も参照のこと)

クル ド人社会と歴史

16bに は、クル ド人の分布地図、主なクル ド人部族、およびクル ド語が示 されてい る。

6。111ト ル コにお け るクル ド人 の推 定人 口にはか な り開 きが ある。 トル コの全人 口6780万

人 の うち、恐 ら く12-1500万 人 が クル ド人 で ある と思 われ 、 トル コ最大 の少数 民族 集 団 とな
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っている。 クル ド人の出生率は商 く、 トル コの全人 口に占めるクル ド人の割合は今 後増加

す ると思われ る。[6H771

丘11219世 紀 にはクル ド人の大半は遊牧を行 う部族集 団であったが、少数派なが ら農民 も

かな り多かった。 クル ドの村では宗教的感情が非常に強 く、"fblk-lslam"聖 職者集団に属す

る地方の宗教的指導者 が、特に崇拝 された。 これ らの指導者 は、 自ら部族 の首長 とな り、

世俗的権限 と宗教的権 限を併せ持つことが多かづた。19世 紀の終わ りに、オ ッ トマ ン帝国

内のい くつかの民族集団の中で、は じめて民族的視点か ら自分 たちのことを考える人 々が

出始めた。 アラブ人 も トル コ人 も民族国家の概念 を育むよ うになったが、クル ド人社会は

依然 として部族集 団に分かれたままで、そのよ うな考えが育たなかった。【16dl

●

6.113多 くのクル ド人部族は、異教徒(ギ リシ ャ人、アル メニア人、お よびその仲 間)を

排斥 し、スル タン/Caliphと ともにイスラム祖国を再建することを期待 して、ムスタ ファ ・

ケマル(ア タチ ュル ク)の 独立戦争 を支持 した。 しか しアタチュル クは新 しい共和 国の民

族 的定義 を 「トル コ人で、世俗 で、近代的で あること」 と定め、 この目標 と相容れ ない表

現 はすべて抑圧 し始めた。すなわち、クル ド語 とクル ド文化、そ してクル ド人居住 地域で

非常に強い宗教的連帯制である。1925年 か ら1938年 まで、 トル コ政府は、クル ド人 のアイ

デ ンテ ィテ ィを否定す るこの新 しいイデオロギーに従 って、クル ド人の反乱や抵抗 を厳 し

く弾圧 した。 クル ド人指導者たちは民族主義的思想 を主張 しよ うとし、一般大衆 はおそ ら

く単に昔の生活 を取 り戻 したかっただけなのか も知れない。アタチ ュル クの取った手段は、

大量虐殺、村落め破壊、そ して数十万人 ものクル ド人の強制移住であった。口6d](ト ル コ

国家が これ に反論す るであろ うこ とは記 してお くべきである。)

6.1141950年 代までには、クル ド人は トルコ社会に同化 させ られて しまったように見 えた。

1940年 代に一党政治が終わ り、新 しい反対勢力 は農民票 を得 よ うとして、クル ド人 居住区

域 の古 くか らの部族長 と新 しい土地所有階級 の支持 を求 めた。 これ は トル コの選挙 政治に

おける主要な特徴 となった。土地所有者階級 は物質的利益を享受 し、国家のイデオ ロギー

に従った。 クル ド人社会で民族主義的思想 を再び 目覚めさせたのは、1950年 代の若 ヤ・中産

知識階級の人々で あ り、クル ド人が山岳 トル コ民族であるとい う国家の見方に意義 を唱え

た。(ク ル ド人は、起源的には(そ の後の異民間の婚姻 は別 として)ト ルコ人 と何 ら人種的
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っなが りを持 たない。クル ド語はイ ン ド・ヨー ロッパ語族のイラン語か ら派生 した もので

あ るのに対 し、 トル コ語はナル タイ語族に属する。)[16dj

6.1151970年 代多 くのクル ド人が左翼革命社会主義 グループに傾倒 し、やがて国家か らの

暗黙の支援 を得 ていた右派 グループ との武力抗争が始 まった。反乱抑圧行動 は、決 まって

地域の村民 に対す る人権侵害を引き起 こす。各地 に反乱が広がったため、1980年 に軍 が介

入 した。3年 間の軍政の聞、恐 らく10万 人以上のクル ド人が公安警察に逮捕 された と思わ

れ る。その多 くが拷 問を受 けてい る。【16d]

6.116多 くのクル ド人は1970年 代の トル コの左翼運動に幻滅 し、国家 による拒絶 と弾圧 に

対抗す るため、独 自のクル ド民族 主義 グル ープを作 るようになっだ。 中で も最 も成 功 した

のはクル ド労働者党(Kurdis伽Worker'sP餓y:PKK)で あ り、シ リアからかな りの支援 と

設備 を提供 された。PKKは トル コ政府 と激 しく対立 し、政府 を支持す る村民やその家族、

また政府へ の通報者 であるとの疑いか ら、農村部 の公務員、特 に教員 を殺 した。 この よう

に双方 とも、基本的人権を守 るための戦争 のルールや その他 の法的手段 を恒常的 に無視 し

た。【16dl(こ れ にっ いて トル コ国家は、PKKが 正当な抗争 当事者であ り、一連の責 任があ

った と反論す るだろ う。1984-99年 間の南東部の状況は、 「国内武力抗争」 と特徴づ け るこ

とができる。)

6.1171980年 代、PKKは 着実にその影響力の及ぶ範囲を広 げていった。ほ とん どの クル ド

人 は、最初PKKに 反感 を持 ち、そのや り方を憎んだ。 しか し政府によりアイデンテ ィテ ィ

と人権 を否 定 されている彼 らには時間がほ とん どなかった。政府か ら選択を迫 られ た人々

の多くは、PKKの や り方に不信 を抱 きなが らもこれを支持す るようになった。彼 らの残虐

行 為に関心がなかった り、知 らなかった りす る人 も多かった。彼 らが 目にす る政府 の残虐

行 為の方がはるかに規模が大き く、PKKが クル ド人社会を守ってくれ ると思ったの である。

[16d]

6.118PKKを 打倒す るため、軍は1987年7月 に非常統治下で特別な権限を付与 され 、自主

参加 とされていた 自警団補助部隊への参加 を拒否 した村 民の強制立 ち退きに踏み 切 った

(5.57以 下参照)。1985年 にスター トしたこの 自警団は、たちまちクル ド民族主義者 とみな
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され た村民に対す る不正や犯罪、暴力行為 などで有名 になった。それまで残虐行為や殺裁

によって行われ ることの多かった村落の立ち退きは、1990年 以降よ り組織的に行われ るよ

うになった。1994年10月 、 トル コ人権大臣AzimetKoyluo口uは 、すでに200万 村民が家を

失ったと国会 に報告 している。1995年7月 、非常事態地域の知事は、全面的または部分的

に立ち退きが行われた村落の総数が2664で あることを確認 してい る。1997年 以降立ち退 き

の率は減少 した。人権団体の計算によると、1999年 までに3500以 上の村落で立ち退 きが完

了 し、250-300万 人が家を失っている。 これは非常統治下にあった県に限 られなかった。K.

マ ラシュ、シバス、エル ズル ムな ど隣接す る各県 も影響 を受けた。[16d】

6.1191999年 にPKK指 導者アブ ドゥラ・オ ジャランが逮捕 され、トル コの法廷で裁 判 にか

けられた。6月 に国家大逆罪で有罪 とされ、死刑判決が下 され た。8月 初めには、PKKは ト

ル コ南東部での戦闘中止を求めるオジャランの呼びかけに従 う意志 を示 した。2000年1月

12日 、 トルコ政府は、オジャランの提訴に決定が下 され るまでの間、彼の処刑 を停止す る

よ う求める欧州人権裁判所の勧告受 け入れに同意 した。刑務所内で書かれた宣言書 の中で、

オジャランは政府の決定が民主主義に向けた一歩であると述べている。彼はPKKが この動

きを利用 しないことを誓い、今 ではクル ド国家 を目指 したPKKの 戦いがr歴 史的誤 り」で

あったと信 じていると語っている。[1al2002年8月 に国会 は平和時の死刑 を廃止 し、代 り

に仮釈放の可能性のない終身刑 を承認 した。2002年10月3日 、アンカラ国家保安裁 判所は

オ ジャランの判決を、条件付釈放のない終身刑に変えた1[30w]

6.120ク ル ド人 はま とま りのあるマイ ノリテ ィ集団ではな く、大きな社会の一員 と して平

和 に暮 らしている人か ら、政治的活動家、さらに筋金入 りのテ ロリス トまで、様々で ある。

歴史的にはクル ド民族であって も、完全に トル コ人社会に溶 け込み、 クル ド語 さえ 話せな

くなってい る人はか な り多い。数世紀 にわた り、異 民族間 の結婚 も盛ん に行わ れ た。

[5g][6】【23a】[77]

6.121ト ル コ政府は、クル ド人であるとい うだけの理由で彼 らを迫害 しているわけ ではな

い。そのような迫害は、 トル コ共和国の原則 を遵守す る限 り、個人の人種的起源は 関係 な

い とい う前述の国家概念(上 記6.109-6.110参 照)と 矛盾す る。それゆえ、すべての トル コ

国民(ク ル ド人 を含めて)は 、医療などの公 的機 関や公文書発行権 限を持つ機関を 平等に
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利用できる。.2000年4月16日 、デ ィヤルバクルから来た女性 に対 し、 トル コ語 を話 さない

とい う理由で治療 を拒否 したアンカ ラの医師は、ただちに取 り調べ を受け、本 当にその理

由で治療を拒否 したのか どうか調べ られ た。 申 し立てが真実であるこ とが証明 されれば、

医師 は罰せ られ ることになる。医師は、言語 の問題か ら患者 を治療で きる立場 にな かった

と主張 した とい う。[2a]・

6.122ト ル コ南東部以外では、クル ド人は、公的または政治的にクル ド民族のアイ デンテ

ィテ ィを主張 しない限 り、迫 害や官僚 主義的差別 も受 けない(「 言論 と報道 の自由」の章、

6.35以 降の各段 も参照のこと)。[5gl[18gl公 的または政治的にクル ド民族 のアイデ ンテ ィ

ティを主張す るクル ド人は、嫌 が らせ、不当な扱い、迫害な どを受 ける危険 を冒す ことに

な る。(第6章r人 権:概 容」参照)都 市部では、クル ド人はほぼ社会 に同化 してお り・ク

ル ド人であ るこ とを公表せず 、クル ド分離主義 を認 めてい ないのが普通である。実 際彼 ら

の多 くは トル コ人 と結婚 し、社会の最上層 に達 し、人種的理由で差別 を受けることはほと

ん どない。人種的起源 を否定 していない最上層のクル ド人には、元副首相でCHP議 長の

Hikmet□etinな ど、多 くの人がい る。国会議員やその他の政府職員 の25%は 、自分 がクル

ド人であることを公表 している と見 られている。故Tur騨 口剛 大統領 も、クル ド人 の血が

混 じってい ることを認 めている。 クル ド人種であ り、元会共事業大臣であったSeraf琵tinE1

□ が、私的な会合で 自らクル ド人 であることを認 めたため1981年 か ら1984年 まで 投獄 さ

れ ていたのは有名 な話であるが、彼は1997年 に、自分が投獄 されていたころ と当時 とでは

状況が変わったことを認 めながらも、 「クル ド人であること』にはいまだ法的地位 が ない と

述べている。現在西に向かづて移住 しつつあるクル ド人(南 東部の抗争によ り追わ れた人

を含め)は 、 自分たちの文化 と村民 としてのアイデンテ ィテ ィを持ち込み、教育や 技能 も

ほ とん ど持 たず、都市生活 にな じめない ことが多い。 クル ド語 による教育は非公式 な場で

家庭教師な どに より行 われているが、このよ うな活動 は、厳密に言 えば2002年8月 の改革

までは違法だったのである。南東部に居住す る人の3分 の1は トルコ課 を話せず・ 女性で

は この数字 は50%に もなる。農村部で トル コ語が話せない人が多いのは、発展 の遅 れ と貧

困、お よび伝統的家族構造の遺産であるが、最近では、抗争 によりPKKが 教員 を虐 殺 した

こと、また政府の反乱撲滅 キャンペーンの結果多 くの学校が放置 されたことも原因 となっ

ている。 また農村部の クル ド人 を強制的に南東部の都市に移住 させ た結果、都 市部 の学校.

は生徒があふれて しまった。[5gH6H7aH79bH66aH77コ
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6。123ク ル ド語 には4つ の主要 な方言 がある淋、そ の うち トル コで話 され ているのは

KurmめiとZazaの2方 言だけである。クル ド語の方言はすべて互い に関連性 があるが・必

ず しも互いに通 じる とは限 らない。 トル コのクル ド人の大半はKum両i語 を話すが、北西

部の クル ド人居住区域、主 として トゥンセ リと'エラズー各県、 さらにデ ィヤルバクル 、ビ

ンゴール、シャン リウル ファでは、㎞ 語が使 われている。イン ド・ヨー ロッパ語族 であ

るクル ド語は、アル タイ語族 である トル コ語 とは何の関係 もない。124H451

●

6.1242002年8月 の改革パ ッケー ジまでは(上 記4.43-4.45段 参照)、 クル ド語 の使 用には

様 々な制約が課せ られていた。改革 により、クル ド語 による放送の可能性 が出てきた。今

後規定が採択 されれば実施 され る。2002年8月 の改革の精神が実現する兆候が見られ る。

トル コ勝利の 日(2002年8月30日)に 、エフェソスで公開 コンサー トが行われ、有名な ト

ル コ人歌手が、クル ド語、アル メニア語 、ギリシャ語、 トル コ語な ご各国語 で歌った。コ

ンサー トは文化大臣か ら支援 を受け、その後アスペン ドス(ア ンタ リヤ)お よびイ ス タン

ブールでもコンサー トが開催 され た。また改革 により外国語教育 ・教授 法も修正 された。

これ によ り トル コ国民が伝統的に 臼常生活 に用 いてきた言語や方言 を学ぶ機会が生 まれ、

「不可分の国家統一性」に反 しない限 り、私的 コースの開講 も認 め られ るよ うにな った。

こ・の措置の実施 に関す る規定が2002年9,月19日 に採択 された。修正案採択 の後、 大学課

程 でクル ド語 の選択 コースを申請 した学隼に対す るい くつかの訴訟が取 り下げられ た。 ト

ル コ語以外の言語 による公教育は、憲法第42条(「 いかなる教育 ・訓練機関におい ても、

トル コ国民に対 して トルコ語以外の言語を母国語 として教 えてはな らない。」)が 変 わって

いないため、修正外国語教育 ・教授法の適用を受けない。[76】

6.1251997年2月 、UNHCR(国 連難民高等弁務官事務所)は 、クル ド人であるこ とが、

それ 自体迫害 を受 ける理 由になるとい う主張を支持す ることはできない と述べた。 バーデ

ン ・ヴルテンブル ク高等行政裁判所(VGH)は 、1998年5月6日 に発表 された判決 におい

て、 トル コのクル ド人は集団的迫害の対象ではないと結論 してい る。 ドイツのカー ルズル

ー工行政裁判所(VG)に よ り1997年12月22日 に発表 された2つ の判決で も
、 トノレコのク

ル ド人は、クル ド人であるとい うだけで迫害に曝 され てはいない と述べている。 こ の判決

は、国軍 とPKKと の間で深刻な軍事対立が起きている地域において さえ適用 された 。2001
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年9月 、UNHCRの トル コの難民 と亡命者 に関す る背景文書では、クル ド人が集団的迫害を

受 けているとは述べていない。118a]【18g]142al[42bl

親クル ド派政党

(「集会 と結社の 自由」の章、な らびに附属書B参 照)

6.126HEP、DEP、 および[コZDEP(い ずれ も次々禁止 され た)の 後継政党 として1994年

に設立 された親 クル ドの人民民主党(HADEP)は 《 クル ド人の文化的権利の拡大 と、 クル

ド問題の平和的解決 を唱えた。暴力を用いた ことは一度 もない。【2alHADEP支 持者 は圧倒

的にクル ド人であるにも関わ らず、 クル ド人政党であるとい う看板 を掲げているわ けでは

なく、党の資料では トル コ全体における民主社会主義 と民主的社会を強調 している。 トル

コ各地で人々を組織 し党員をふやす ことを 目指 し、 トル コ国民が直面 しているあ らゆる問

題の解決策を追及 している。188dH88elHADEPは1995年12月 と1999年4月 の国会議員選

挙 に参加 したが、国会 に議席 を蘇 す るの1こ必要な全票数の1・%を 獲得できなか った・1999

年 には全票数の4.73%を 獲得 し【1al、また地方選挙ではかな りの成果を納 め、ディヤルバク

ルな どい くつかの市で勝利 した(430段 参照)。1998年10月 には、美徳党(FP)の ある議

員が 「南東部 ではFPとHADEP以 外 に政治的影響力 を持っ政党はない。」と語 ってい る。[23d]

6.127政 府 は、警察 による捜査や逮捕 を含む様 々な形で、HADEPお よび これ と関係 の深い

DEHAPに 圧力 を加 えた。2001年1月25日 には、シルナ ク県のHADEPシ ロピ宰部 の議長

と事務長 が、跡形 もなく姿 を消 した。彼 らはその 日地元のジャンダルマ(軍 隊警察)に 報

告 を行 っているが、その後彼 らを見た者 は1人 もいない。2人 の失踪が知 られる と、ジャン

ダルマの責任者 は最初彼 らが出頭 を命 じられていたことさえ否定 した。数 日たってや っと

彼 らを尋問 した ことを認めたが、その後釈放 した と述べている。生きてはいないの ではな

いかと思われている。デ ィヤルバ クルの人権協会やHADEP党 員、親類 などか らの証 言 によ

ると.、間題の2・人は長いこと地元当局か ら目をつけ られていた と言 う。正2a]

6。1281999年 に主任検察官は、HADEPが 非合法活動の中心であるとして これを閉 鎖す る

訴訟 を開始 した。この訴訟の解決には、いくつか他の国家保安裁判所で行われてい るHADEP

100



指導者たちに対す る訴訟が決着す る必要があった。2002年 の米国務省報告では、・HADEP/

DEHAP指 導者たちによれば、トル コ政府のHADEPに 対す る嫌が らせは1999年 以来段 階的

に減少 し、HADEPは 、2002年11月 の総選挙では前回1999年 の総選挙 の時よ り自由に活動

できるよ うになった と述べ ている。 しか し、2002年 に警察は、特 に南東部のHADEP事 務

所 を十数 ヵ所 も急襲 し、何 百人 ものHADEPメ ンバーや指導者 を拘束 している。DEHAPと

HADEPの メンバー は、ジャンダルマ と公安警察 に繰 り返 し嫌が らせ を受 け、言葉に よる脅

迫 ・集会な どにお ける勝手な逮捕・検問所での拘束な ギが行われた。また公安 当局はHADEP

/DE耳APの シンパ と思われ る村人にも嫌が らせ を繰 り返 した。拘束 され た人の多くは短期

問で釈放 されたが、非合法組織(恐 らくPKK)を 支持 した り、分離主義 を扇動 した り、集

会 ・示威活動に関す る法律 に違反 した として裁判にかけられた人 も多かった。【5g]

6.1292002年4月 、アンカラ国家保安裁判所は、前HADEP指 導者A㎞etT㎜nDemir、 ト

ル コ共産党指導者AydemirGuler、 お よび トルコ社会党指導者 に対 し、それぞれ2000年 の

HADEP会 議において トル コの統一構造に反す るス ピーチを行ったとして、禁固10ヵ 月の

刑 を下 した。2002年9月 には、警察がヴァン県Erci地 区のHADEP事 務所 を襲い、帳簿類

を押収 し、HADEPの 地区議長Kem副Dogmelそ の他4名 のメンバーを拘束 した。拘束 され

た人 々はその 日の うちに釈放 された。2002年8月 、ジャンダルマはハ ッカ リ県Ge□tH町 の

家 を襲い、7名 を拘束 した。HADEPの メンバーが地区に選挙の投票用紙 を配布 した後であ

った。ジャンダル マは拘束 した人々にHADEPを 支持 しない よ う警告 し、次の 日に釈 放 した

と言 う。11月 にイス タンブール の弁護士ErdalTun㏄ 蓋は、警察が 自宅を襲い、彼を殴 って殺

す と脅 し、HADEPと の関係 を断ち切 るよ う命 じた と主張 してい る。[5g】

6.1302002年9月 は じめ、HADEP、EMEP(労 働 党)、 お よびSDP(社 会 民主 党)は 、2002

年11月3日 の総選 挙に向けて、DEHAP(民 主人民党)の 名の もとに統一す ることを決 めた。

HADEP指 導者MuratB面akは 、「これは広い統一 に向けた第一歩である。」 と述ぺ ている。

P呵 戦争で痛 めつ けられ、貧困に打ちのめされた トル コ南東部 を訪れたっかの間の 平和 は、

人 々の間にDEHAPに 投票す る自由を感 じさせ る結 果になった と言 う。ある店 の主人 は、デ

ィヤルバクル県にある小 さな埃っぽいハズ ロの町でDEHAPの 黄色い旗を振 りなが ら、今で

はDEHAPを 支持 しやす くなったと述べている。今度 こそ誰に投票 しよ うとも災いが ふ りか

かる心配 を.しな くて もよくなった、 と。今年クル ドのアイデ ンテ ィテ ィは公 に語 られるよ
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うになった。ディヤルバ クル県か ら立候補 してい るDEHAPのOsmanBaydemirは 、「私たち

が活動をは じめた 当初は混乱の年月(非 常統治下で、クル ド語使 用は厳 しく禁止 され てい

た)で あったが、今政治的雰 囲気は よ り優 しく、穏やかになった。今では、それまで立 ち

入 りを禁 じられていた町や村 を自由に訪れ るこ とがで きるよ うにな り、大規模 な集会 を開

くこ ともできる。おかげで私 たちに対す る支持は飛躍的に拡大 した。」と語 ってい る。【99]

DEHAPは(予 備選挙で)投 票総数の6.2%を 獲得 したが、国会に代表 を送 るのに必要 な10%

の境界線を超 えることはできなかった。[41d】

6。1312003年3月13日 、 トル コ違憲審査裁判所(国 家の立法府お よび行政府 からの完全

な独立権 を与え られた機関であ り、国家 は同裁判所の決定を変更 した り延期 した りす る何

らの権限 も持たない)は 、PKKを 援助 し教唆 した として、HADEPの 活動 を禁止 した。(DEHAP

は禁止 され なかった。)違 憲審査裁判所長官は、HADEP議 長MuratBozlakを 含む46名 のメ

ンバーに対 し、5年 間他 の党 を結成 した り、党員、または管理者 になることはできない と宣

言 した。またHADEPの 資産を国庫に移転す るよ う命令 した。[63p】[781HADEPの 主要 メン

バーであったA㎞etTur㎝Demir卑 ま、r我 が党1こは禁止 され るいわれ はない。党 を閉鎖 し

ても政治的思想 を封 じ込めるこ とはできない。我 々は この問題 を欧州人権裁判所 に持 ち込

むつ もりである。世界 中の人々にこれ を曝露す る。」 と述べている。130zl

HADEPメ ンバーの親族

6.132HADEPメ ンバーの親族 は、親族であるとい うだけで トル コ当局か らの迫害を恐れ る

必要はない。しか し時によっては、例えばHADEPメ ンバーの一親等または二親等の親族で、

地域で積極的に活動 している場合 には、親族による活動であるとい う理 由で、国家 か ら厳

しく監視 され ることもある。12a]

クル ド労働者党(PKK)と 南東部の抗争

6.133政 府 は、南東部における問題に対 し、軍事的対抗手段のみに頼 り、公安 当局 にすべ

ての権限を委譲 した ように見えた。公安 当局は地域住民に、 自警団制度な どを通 じて協力

す るよう強制 した。その方針 は、地域住 民をイラクお よび シ リア国境か ら遠 く離れ た防衛
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しやすい村落に集 めることであった。抗争の間、地域住民はPKKの 行 き過 ぎた行動 と、公

安当局による過酷な報復行為 の両方 に苦 しめられた。 トル コ当局 は、シ リア、 ギ リシャ、

キプ ロス、ロシア、イ ラ久 イランなど数 ヵ国に対 し、PKKを 庇護 してい るとして 非難 し

てい る。[1aH6H771シ リア と トル コの間で軍事的緊張が高まった後、1998年10月20日 に

協定が締結 され 、シ リアは自国領土内におけるPKKの 活動 を制限す ることに合意 した。[2sl

協定の実施には様々な障害があった ことが報告 されているが、 トル コ政府 高官は、全体 と

してシ リアが協定 を守 ろ うとしているみな している。[301」

6.134r自 警団」(5.57段 参照)は 、武装 し、当局か ら報酬 を得て、PKKの 攻撃か ら村落

を守 り、区域の村人か ら兵鮎 支援を受 けられ ない ようにす る。 自警団の募集 は自発 的(実

際 クル ド人部族 の中には、政府支持で積極的 に参加 してい るものもあ る)で あるに も関わ

らず 、個人 または村全体 で制度 に参加す ることを拒否 すれ ば、普通 当局か ら積極的 または

受動 的ゲ リラ支援者である とみなされて しま う。参加 を拒否す ると、村落 か らの立 ち退き

が行 われ、続いて保安を口実に、村が全面的または部分的 に破壊 されて しま うこともある。

1984年 から1999年 の間、特に19901年 は じめ、政府は多数の村人を強制的 に村か ら立ち退,

かせた。政府の報告によれば、1994年 か ら1999年 にかけて、非常事態区域にある3165の

村か ら378,000人 の村人が 「移住」した(政 府 は 「立 ち退 き」とい う語に異論 を唱え ている)

とされている、多 くの人は戦いのせ いでそれ以前に村 を離れた。信頼できる数値によ ると、

2001年 における国内難民の数は100万 人にものぼる。内務大 臣は、非常事態区域で は4455

の村や集落が破壊 され、あるいは無人 になっていることを認 めている。【5bH5cll5d]も ちろ

ん経済的または教育上の理 由で農村部か ら自主的に移住 したケースもあ り、また職 を求め

て都市部へ移住す る以前か らの傾 向も続いている。[1aH6H18gH77】

6。135自 主的または支援 による再定住が進行 中である。人々が以前の故郷に帰る場 合 もあ

る。また場合によっては中央集中的な村が建設 され る。内務省 によると、2000年6月 から

12月 までの間に、35,513名 の村人が470の 村や集落 に戻った と言 う。6000戸 以上の 家が建

設 され、国は建設資材その他の物資用 に200万 □以上提供 している。2001年8月 に は、非

常事態区域総督が、1999年 以来区域内で18,600人 が政府の支援により自分の村に帰 り、「テ

ロリズムのせいで村 を離れ ざるを得なかった市民」のために、合計5853戸 の家が建 設 され

た と報告 している。しか し人権 ウオ ッチ(HumanRightsWatch:HRW)は 米国務省が示す 「帰
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還率の急増」状況に異論 を唱え、HRW・ の調査はこれ と異なると述べ ている。[5dHgd1欧 州

委員会の トルコに関す る2002年 報告書では、4000人 以上の国内難民が現在新 しく建設 され
'
た 「中央村」に暮 らしてい るが、故郷 を追われた農村人 口の大半は、相変わ らず都会 で非

常に厳 しい経済社会条件 のも とで生活 してい ると述べている。不十分な医療 、衛生設備の

欠如 、栄養不良、飲料水 の不足、汚水や ゴミの不適切な廃棄な どが共通 した問題で ある。

この状況は子 どもに悪影響を与え、教育や識字 レベル も満足 とは言 えない。【761

6.136国 連事務局国内難民担 当代表F㎜cisDeng博 士が、トル コの国内難民状況 を調査 し、

トル コ政府 、国際機関、資金援助国の代表者、NGOな どと話 し合 うため、2002年5月 、27

日か ら31日 にかけて トル コを訪問 した。 トル コ当局側は、話 し合いにあたって驚 くほどオ

ープ ンで透 明な態度 を示 し、国内難 民問題 の様 々な側 面について協議 が行 われた。 その内

容 は、国内難民が生 じた原 因や、特に南東部での抗争、一般市民が国内難民 となる ことに

っいての双方の責任問題 、また 玉990年代末抗争が 目に見えて減った後の国内難民の帰還 と

再定住 を支援す るために取 られている措置 な どで ある。同国連代表 の見方 によれ ば、今国

際社会にとって、国内難 民の 自羊的帰還、再定住 、お よび再統合 を助 ける トル コ政府 の難

事業 を支援 できる機会があ るとい うことが何 よ りも重要である。同代表は このプ ロセスを

支援す るための予備提案 をい くつか行った。代表は、政府 、市民社会、お よび国際機関を

倉 むオープンで建設的なパー トナー シップにより、政府の帰還政策 を適時かつ効果 的に実

施す ることができ、同時にNGOの 懸念 を軽減 し、 トル コ内外における問題への認識 を向上

させ ることができると述ぺている。[34]

●.

6。137ク ル ド人の大半はPKKと その 「武器 による情け容赦ないや り方」に反対であ ると言

われている。PKKが 行 った政治的虐殺 には、公務員(ジ ャンダルマ、地方 の市町村 長、イ

マー ム、学校の教師など)、 国か ら報酬 を受 けてい る自警団員 とその家族、PKKへ の参加 を

拒否 した若い村人、お よびPKKゲ リラか ら寝返って情報提供者 になったものな どが含 まれ

る。PKKは1997年 に少なくとも130人 の武器を持たない一般市民を殺 した と言われてい る。

1998年1月 、米国務省高官が 「トル コは自国民をPKKか ら守る権利がある。また トル コを

批判す る個人や団体には、PKKの テ ロリズムとクル ド人マイノリティの違い を理解 し、両

者 を混同 しないよ うに してもらいたい。」 と述べている。[61[7all23aH40cH67]
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6.1381999年8月2日 、オジャランはPKKに 対 し、1999年9月 か ら活動 を停止 し、 トル

コか ら引き上 げるよ う呼びかけた。2日 後、PKK議 長委員会はその呼びかけに答え、PKK

の戦闘員 は実際 トル コに対す る戦闘行為を停止す ることを確認 した。 この宣言は翌 日PKK

の戦闘部隊であるクル ド人民解放軍(ARGK)に よ り支持 された。ARGKは オジャラ ンの決

定に従 うことを確認 したが、 もし攻撃 された場合 には自己防衛 のために戦 う権利 を主張 し

た。【32b】PKK戦 闘部隊は8月 末に トル コか ら撤退 した。南東部での武力抗争り件数 は 目に

見えて減少 し、1999年10月 に政府は地域 の検 問所 の数を減 らした。【1a】

●
6.1392000年 にはPKKは ほ とん ど活動 していない。武力闘争 をやめるようにとい うオジ

ャランの呼びかけに対 して内部で意見の対立があったとい う報告 もあるが、2000年 終わ り

までに対抗勢力が グループの主導権をにぎった形跡 は見 られ なかった。PKK指 導部 か らの

指示による と思われ たが、8か ら10名 程度の戦闘員で構成 されたいくつかのグルー プが当

局 に出頭 し、恩赦を願い出た。彼 らは全員PKKメ ンバーであったことと関連 した容 疑で裁

判 中である。南東部 における民間人や法執行官 に対す るPKKの 攻撃は実質的に終了 してい

るが、軍は2000年 になってもPKKと 交戦状態にあり、何人かがテ ロリス トである として

殺 されてい る。政府 当局は暴力的抗争 の頻度が以前 よ り大幅に減ってい ることを認 め、そ

の最大の理 由はPKKが 活動を停止 した ことだとした。2001年 には、政府 とPKKlの 簡で起

きた武力衝突の件数 は45件 ほ どに過ぎなかった。[5cll5d】 抗争沈静化の程度は㌔南 東部で

も県 によってかな り差があ り.、各県知事の人格によっても異 なる。緩和の雰囲気が 最 も少

ないのがシルナク県で、依然 としてかな りの緊張が感 じられ る。 この県だけが例外 である

ため、クル ド支持派 の間では 「シルナ ク共和国」な どと呼ばれ ることもある。12a】

6.1402002年10月 の、EU加 盟 に向けた トル コの進歩に関す る欧州委員会報告では 、南東

部 の安全状況は継続的 に改善 されていると述べ られている。ハ ッカ リ県お よび トゥ ンジェ

リ県で非常事態宣言が解除 され た後、 目常生活にいくらか落 ち着きが戻 ってい ると報告 さ

れ ている。トゥンジェリ文化 自然フェステ ィバルが2002年8月1～4日 にかけて開催 され、

クル ド語 で歌 うバ ン ドも禁止 されなかった。以前は禁止 されていた新聞が新聞販売 店 で見

られ るよ うになった。 しか し トゥンジェ リ県知事 は軍を引き上げない と述べている。南東

部ハ ッカ リ県で非常事態宣言が解除 され ると、地域の公安警察の活動 も変わった。 県 内で

は軍の影響 がまだ残 っているが、かな り緊張が和 らいでいる と報告 されている。市 か らの
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報告によれば、食料割 り当て制 も解除 された と言 う。176]

6.141非 常事態 区域総督の統計によると、1987年 以来抗争 によりPKKメ ンバー23,512人 、

公安警察官50044人 、民間人4472人 が命 を落 としている。軍 によると、2001年 には 民間人

9人 、公安警察官22人 、テ ロリス ト111人 が武力衝突 により死んでいる。人権団体 による

と、公安警察 との衝突によ り、10人 未満の民間人が死亡 している。死亡者の中で何 人かに

ついては、それが民商人なのか、それ とも政府 が定義す るところの 「テロ リス ト」なのか、

人権団体、村民、お よび政府の間で意見がわかれてい る。【5dl2002年 には、軍によ ると、

民間人7人 、公安警察官9人 、およびテ ロリス ト25人 が武力衝突の結果死亡 してい る。[5gI

6.1422002年4月16目 に、PKKは 活動を停止 し、KADEK(ク ル ド自由民主会議)と して

再結成 した こ とを宣言 した。.ユル マズ副首相は、も し過去 に違法 な活動に従事 した ことの

ある元PKKメ ンバーが新組織でも活動 を続 けていた ら、PKKに 対 して取 られたすべ ての規

制決議および措置が新組織 にも適用 されなければな らないと述べた。彼は さらに、PKKが

暴 力 とテ ロ リズムでは問題解決 にな らない ことを理解 した とい う事実は、好 ま しい進歩だ

とも言ってい る。 しか しなが ら、過去にテ ロリズムに関わったものは、断圃 として 法の も

とで裁かれなければな らない、 と。 このよ うな戦術 の変化 も、この問題 に関す る トル コ政

府の政策に影響を与 えなかったのである。[61a][63m]

PKK/KADEKメ ンバー、PKKの 代理 として周辺活動に従事 した人々、およびメンバ ーの親

族

σ

6.184以 下 の段参 照

クル ド国民議会

虚143ク ル ド国民議 会は1999年5月 アムステル ダムで結成 された。同議会は、 トル コ、イ

ラン、シ リア、アル メニア、お よび西欧各国か らのクル ド人 を代表す る、亡命議会 よ りも

広 い範囲の代表 を集 めた議会であると主張 している。 しか し主要なイ ラク ・クル ド人代表

が参加 していない。2000年10月 にロン ドンで事務局がオープンした。詳細は未定であ るが・

106



職員は1～3人 で、クル ド情報セ ンター事務所 に本部 を置 くと思われ る。[42c]

Newroz(ク ル ド語)/Nevruz(ト ノレコ 語)

●

6.1442000年 以前 は、 トルコ当局はNewroz期 間 中の集会に対 して強硬策を取っていた。

これはクル ド人、ペルシャ人、および中央アジアで祝われ る新年で、3月21日 にあたる。

しか し2000年 には多 くの町で示威行動に対 して何 らの禁止措置も取 られず、デモは平和 に

行われた。デ ィヤルバクルでは80,000人 以上が参抑 した。 ただイスタンブールだけは、デ

モの申請書に書かれた"Newroz"と い う語が、 トル コ語 のアル ファベ ッ トにない"w"の 文宇 を

使 っている(ク ル ド語では使われ る)と い う理由で、県知事がデモを禁止 した。2001年 の

New罫DZも 、大体平穏であった。 シール トとイスタンブール を除き、HADEPは2年 続 けて

大規模な祝祭 を組織することを許可 された。HADEPが 組織 した集会 には、どこでも数千人

もの参加者が集 まった。イ スタンブール、 シール ト、アンタリヤ、お よびメル シー ンでは

騒動があ り、報告 によると、参加者が車に投石 した り、PKKや オジャランを擁護す るス ロ

ーガンを叫んだ りすると警察が介入 した
。,イ スタンブールでは100人 以上が逮捕 された。

メル シー ンでは39人 が逮捕 されたが、その うち32人 はまもな く釈放 された。 【2a]

ヤゆ

●

6・1452002年3月21日 、非合 法の もの26を 含 め合計 で66のNewrozデ モが44県 で行 わ

れ た。200,364人 がデ モ に参加 し、 非合 法デモ で1201人 が拘置 され た。騒 動 の 中で2人 が

死 亡 し、6人 が負 傷 した。 トル コ政府 ス ポー クスマ ンは警官2名 が死 亡、46名 が負 傷 した

と してい る。[30p1

A且evis(ア レヴィ派)、 ア レ ヴィ派 クル ド人 を含 む(「 信 教 の 自由」章 も参照)

6.146ア レヴィ派(Alevisま たはAlawis .:ア ラウィー)は イスラム非正統派の一派 で、預

言者モハ メッ ドの義理の息子であるア リが中心的役割 を担 う。イスラム教徒の中に は、ア

レヴィ派(彼 らを異端者 ではなくイスラム教徒で ある とみなす限 りにおいては)が スンニ

派(ト ルコでは最 も多い)か ら非常にかけ離れている とみなす ものもある。[2司

6。147ト ル コにア レヴィ派が どの くらいいるかを示す正式な数字 はない。ア レヴィ 派独 自
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の情報に よれ ば、1200万 か ら2000万 人程度のア レヴィ派イスラム教徒が トル コ(人 口6780

万人)で 暮 らしてい るとい う。他の情報源 によると、 トル コ人 口に占めるア レヴィ派の割

合ははるかに少ない。完全 に正確な数字を得 るのは、不可能ではないにしても難 しい。【2a]

トル コのクル ド人 に占めるア レヴィ派 の割合は約3分 の1で ある。【16elトル コ人種 のア レ

ヴィ派はアナ トリア 中部お よび北部、特 にシバス、 トカ ト、 ヨズガ ト、ネブシェヒル、曹□

omm、 アマシャ、お よびエル ジンカ ン周辺に見 られ る。 クル ド員ア レヴィは ビンギ ョル、

マラシュ、マ ラ トヤ、エル ジンカン、お よび トゥンジェ リ各 県(す なわちクル ド人 の多い

南東部 とアナ トリアの トル コ人種 区域 との境界地帯)に 広 く分布 してい る。 クル ド人ア レ

ヴィの多 くは、 トル コ語やKurma岬 語ではなく、Zaza語 を話す。 【16aH791

6.148宗 教的側面だけ見る と(政 治的な面ほど重要ではないが)、 ア レヴィ派 は以下 の点で

スンニ派イスラム教徒 と著 しく異なる。(i)ラ マギンの間は断食 を しなレや雪、ムハ ッラムの

10日 間(シ ーア派 のイマーム ・フサイン殉教記念〉には行 う。(ii)祈りの時にひれ伏 さない。

(iii)モスクを持たず、かわ りに礼拝所(cemevi単 数、cemevle嫉 複数)を 使い、これが社会 ・

文化的センターの役割 も果たす。小 さな地域社会では家庭 で集会が開かれることもあ る。(iv)

義務 としての正式な施 しの習慣は持たないが、助け合 いの精神 は非常に強い。(施 し(zakat)

を与える習慣 は、すべてのイスラム教徒 における5つ の義務の1つ であるが、今 目ではこ

の宗教的義務 を果たすか どうかは個々の信者の良心に委ね られている。)ア レヴィ派 は、ス

ンニ派 とは対照的 に、神学、つま り決 め られた教義や宗教的儀式の履行を非常に重 視す る

傾 向がある。 この点において、キ リス ト教の中でアレヴィ派に最 も近いのは恐 らく クェー

カー教徒であろ う。【1a】[2aH791

●

聖●

6.149ア レヴィ派 は信仰心が疑わ しい非イスラム教徒 として糾弾 され 、迫害 を避 け るため

に彼 らはtaqiyya、 つま り見せかけの行動を取った。20世 紀までは、ア レヴィは人里 離れた

土地で暮 らす ことによって生き延びて来たが、徴兵制度や職を求めて町に出た りす るこ と

で、特にクル ド人 ア レヴィ派はスンニ派の偏見 と敵意に曝 される機 会がます ます多 くなっ

てい る。179]

6。150ト ル コ人 ア レヴィもクル ド人ア レヴィも、 トル コの他の人種的宗教的マイ ノ リティ

(キ リス ト教徒 な ど)と 同様 、ある程度官僚主義的差別 を受けてい ると思われ る。 ア レヴ

108



イの多 くは、 トル コ宗教問題理事会がスンニ派のことしか考えていない と非難 している。

また トルコの教育制度 も、イスラム教のア レヴィ的解釈 を受 け入れてい ない。 しか し・ア

レヴィ派が、その宗教的信条 によって トル コ国家か ら弾圧 されてい るとい う証拠は ない。

国 はア レヴィ派の信仰 を別 な宗教 とはみなさず、ア レヴィは正式に認 め られた宗教的マイ

ノ リテ ィではない。.アレヴィ派の身分証明書 には、宗教の欄 に 「イスラム教」 と記 されて

いる。[2aH6H16a1

砧51ア レヴィは、時 としてスンニ多数派 と緊張関係 または対立関係になることがある。

また当局に守 られていない と感 じることもあった。【2al1978年 および1993年 に起きたア レ

ヴィ派虐殺事件 は広 く知 られ るこ ととなった。1978年 には暴動が広が り、マラシュ県では

何 百人 ものクル ド人ア レヴィ派が、灰色の狼(GreyWolves=国 民行動党)と して知 られ る

集団によって虐殺 され たと言われ る。1993年 の虐殺 はシバスで起 きた。 イス ラム原 理主義

武闘派がホテルに放火 し、37人 のア レヴィ派知識人が焼死 した。100人 ほ どが事件 に関わ

ったとして有罪 とされ、最高15年 の禁固刑を言い渡 され た。1995年3月 、イスラム原理主

義武闘派がア レヴィ派 と関係 のあるイスタンブールの コー ヒー店で銃撃戦を始めた ことか

ら、重大な暴力事件 に発展 した。最初 の事件で2-3人 が死亡 し、その後 に続いた数 日間の市

民暴動の間に、 さらに25人 が死んだ。デモ隊は警察署 に火炎びんを投 げ、警察は暴 徒に銃

撃することで応戦 した と言 われている。【1aH7aH18g]

6.152ア レヴィ派の意味が変わってきたことにも注意する必要がある。農村での暮 らしを

基礎 とする伝統的ア レヴィは、都市化の中で崩壊 して しまった・ その代わ りに・ア レヴィ

は政治的左派 と同化 した。1980年 代のイスラム教スンデ派 の復興は、ア レヴィの間 に反動

を引き起 こした。復興プ ロセスは、厳密 な宗教的プロセス とい うよ りはむ しろ人種 ・政治

的プ ロセスであ り、 トル コではア レヴィの宗教 と歴史に関す る出版物が氾濫 した。[791

6.153rト ル コか らの亡命 希望者II」報告には、ある情報提供者 の言葉が引用 され ている。

「警察は、ア レヴィが左翼なので憎んでいる。 これ は重大な問題 である。左翼的な 人に対

しては一般 に強い憎悪がある。」公安警察は、クル ド人ア レヴィは左翼だろ うと考え て虐待

す る傾向があることは、著者に情報提供 した数名か ら聞かれ た。[16el
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6.154近 年ア レヴィ社会内部では組織化 が進んでいる。1995年 にア レヴィの組織 である

CemEviが 設 立され た。この団体は、その出版物や活動に関 して政府 か らの反対や問題 は何

も起きていない。他 のア レヴィ組織 についても、若干例外はあるものの、同様 である。12al

アラブ人

6.155ア ラブ人は主に南部のハタイ県に住んでいるが、他の南部5県 、マルディン、ナダ

ナ、 ウルフ ァ、メル シーン、お よびシール トにも分布 している。 トル コ全体で恐 ら く100

万人程度 のスンニ派ア ラブ人がいる と思われ る。1985年 の統計では約20万 人のア レヴィま

た はヌサイ リ派 アラブ人、また1984年 には約7千 人のキ リス ト教徒 アラブ人がいる と推定

されてい る。[4a〕

コーカサス人

6.156コ ーカサス人 は3つ のグループに分 けることができる。チェルケス人、グル ジア人、

お よびラズ語 を話す グループである。北東部のアル トゥン県は、単一グループとしてのグ

ル ジア人 とラズ語 を話す人 々が最 も多い県 であるが、コジャエ リ、サカ リャ、ボル の黒海

沿岸各県にも見られる。[4al

アル メニア人

6.157ト ル コに はギ リシ ャ正教 徒 、 プ ロテ ス タ ン ト、お よび カ トリック を含 め、推 定で約

5万 人 のアル メ ニア 人がい る と見 られ 、 その大 半 はイ スタ ンブール に住 ん でい る。1915年

と16年(ト ル コ共和国建国以前)に 、100万 人以上のアルメニア人 が政府の 「進歩 統一」

派 の手によって殺 された とされ てい る(こ の説 に対 して トル コ政府は異議を唱 えて い る)。

この後、さらに大量の強制退去が行われ、多 くのアル メニア人が トル コか ら逃亡 した。[1a】

6158法 の もとでは、「廃蜘 となった(地 域の宗教的集会を行 う聖職者や信徒職員 が長期

間不在であった り、信者がいな くなった りして)宗 教的建築物は、政府の所有に戻 る。1999

年 に、当局はハタイ県のアルメニア人教会がすでに地域で使われていない とみな し、教会
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等の運営を承認する政府機 関に返還 され るべきであるとした。[5bl

ギ リシャ人

6.159ト ル コにおけるギ リシャ正教徒の多 くは国外移住 してお り、 トル コ当局からの圧迫

のせいだ と言 われている。現在ではイスタンブールに約4,400人 ほ どのギ リシャ系住民が残

っているに過 ぎない。【4a1

シ リア正教会 キ リス ト教徒(別 名 シ リア ・キ リス ト教徒、ヤ コブ派、ア ッシ リア人 、ア ラ

ム人、西シ リア人な どとも呼ばれ る)

●

6.160こ の集団は昔 は大規模で繁栄 した社会 を作 り、主 として南東部のマルデ ィン県 とア

デ ィヤマン県に居住 し、Tur'Abdin地 区の古い修道院がその中心であった。1980年 の推定で

は人 口約40,000人 であるが、その後国外移住 の動 きが続いた。特に若い世夜 では、経済的

理 由 もあっ た と言 われ る。集 団 の一 部 は イス タ ンブー ル に移動 したが 、他 は西 欧や 米 国 に

渡 った。1988年 にはTur'Abdin地 区 に残 ったア ラム人 は1,000-2,000人 程 度 にな り、 南東 部

全 体 の数 字 も1990年 の一連 の虐 殺 事件 後 に、4,500人 にま で減 った と見 られ てい る。 トル

コ全体 での人 口は、17,000か ら21 ,000と 推定 され てい る。[2aH4aH5a】 ア ラム人 とは異 な

るが 関係 の ある集 団 と しては 、マ ル デ ィ ン県 に小 集 団 で点在 す るカルデ ア人 、別 名 東 シ リ

ア ・キ リス ト教 徒 と、 以前 は ヴァ ン県 とハ ッカ リ県 に数 多 くい たが 、今 で は もっ と人 数 の

少 ないネ ス トリウス派(別 名 ア ッシ リア人)が い る。 これ らの グル ープ の人 口は 、1980年

に は合 わせ て も7,000人 に過 ぎず 、今 では もっ とず っ と少 な くな って い る と思われ る。【4al

6.161シ リア正教会 キリス ト教徒は ローザンヌ条約の対象 となっていない。その結 果、 シ

リア正教会の子 どもは国立学校における義務的宗教教育を免除 されていない。また教会を

作 るための資産を得ることもで きない。1997年9月 、 シリア教会は南東部の修道院 の復旧

事業を停止す るよう命令を受 け、1997年10月 には、地域評議会、教育省、および財 団局よ

り適切 な認可を受 けていな》・とい う理 由でアラム語の授業を中止するよう命 じられ た。[5司

6.1622001年6月 、 エ ジェ ビ ッ ト首相 は地 方の管 轄 当局に回状 を発 布 し、 国外 退去 した シ 誘

蔵

.葺
,、
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リア正教会信徒で ある トル コ国民が、非常事態区域お よび隣接各県の故郷 に帰還す る権利

を再確認 した。セゼル大統領 の支持 のもと、政府 はイ スタ ンブール にシ リア正教会 の新 し

い教会を設立することを認 めた。[76]

ユダヤ人

6.163ユ ダヤ人は トル コでは最 も小 さい宗教集団である。1996年 には推定で約25,000人 の

ユ ダヤ人 が トル コいた。現在で もセ ファルデ ィム系ユダヤ人は ビジネスや専門職 に おいて

重要かっ尊敬 される役割 を果た している と言われてい る611aH4alII8gH23bl

女性

6.164女 性 の識字率は約78%で 、 これに対 し男性 は94%で ある。女 性は全労働力 の43～

50%を 占め、一般的に専門職 、ビジネス、公職な どにおいて同等の仕事をすれば同等の報

酬 を得 られ る。知事や副知事にな るのに必 要な試験 を受けることもでき、何人かは 副知事

に任命 され てい る。1999年 では女性の下院議員は4%し かいなかったが、タンス ・チル レ

ル が1993.96年 に首相にな り、現在でも主要野党の党首である。新AKP政 府 には女 性大臣

が1人 いる(観 光大臣G□dalAksit)。 【5all5b][30xH5612002年8月 に トル コは、「女 子に対

す る差別撤廃 に関す る国連条約」の選択附随書 を批准 した。[761

6.165配 偶者 による虐待は深刻で、広 く行われている。1998年1月 に国会 を通過 した法制

によ り、配偶者 間の虐待 は違法 とな り、夫婦いずれ も民事訴訟または刑事訴訟 を起 こす こ

とがで きるよ うになった。 しか し警察 は家庭内の争い に介入 したが らず、女性 に対 して夫

のもとに戻 るよう勧 めるこ とが多い と言われてい る。 「名誉」殺人、つま り貞淑 を疑 われた

若 い未婚女性 を身 内が殺す ことは、以前ほ ど行 われな くなったが、農村部にはいま だに残

っている。政府は1999年1月 に強制的な処女性試験の習慣 を禁止 した。新法のも とでは、

女性 に処女性 を証明す るための医療チェ ックを受 けさせ るこ とはできない。ただ しチェッ

クを求めるものが法務省 の許可を得ている場合はこの限 りではない。1998年6月 、 違憲審

査裁判所 は、不貞を働いた女性のみを罰す る刑法第440条 を廃止 した。[5aH40a][56]・
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6.1662002年1月1日 より発効す る トル コの改正民法では、 もはや男性 を家庭の長 とは認

めず、婚姻 および家庭 を管理す る権利は男性 、女性 とも等 しく認 め られ てい る。女性 は独

身時代の名前 を維持 し、 自分の名 の後に夫の苗字を加 えるこ とができる。男性、女性 とも

に最低結婚年齢 は17歳 に引き上げられた。[300]

6.167独 立の女性 グループや女性の権利のための団体は存在す るが、主に資金的な問題か

ら人数 も活動 もあま り伸びていない。地域の弁護士協会に所属す る女性委員会は多い。そ

の他の団体 としては、女性候補者支援協会(Ka・Der)、r空 飛ぶ ほ うき」女性弁護 グループ、

トル コ女性連合、女性労働評価財団な どが ある。民法の改正や女性議員 の増加な ど、女性

の権利のための ロビー活動がカ を得 ている。政教分離派 とイス ラム主義者 との間で続いて

い る議論、特に政府施設や大学な どの公共 の場 で宗教的なヘ ッ ドスカーフをかぶ るか どう

か選ぶ権利 についての議論 に、女性 も活発に参加 してい る。[5g]

このヘ ッ ドスカー フの問題は 「信教の 自由」の章で扱われている。(上 記651以 下の段)

子 ども

6.168ト ル コは、子 どもを拷問や虐待か ら守るための特別な努力を義務付ける 「児 童の権

利 に関す る国連条約jを 批准 している。 しか し、 トル コではわずか12歳 の子 どもで も拷問

を受けている と言われている。【12al2002年5月 、 トル コは児童売買、児童売審、お よび児

童ポルノに関する条約の選択附随書を批准 した。2002年1月1日 に発効 した新民法 では、

別居や離婚の場合にお ける 「子 どもの利益」の概念が導入 され、嫡 出子 と非嫡出子 との法

的地位の差別 を撤廃 してい る。[761

6.169親 が監護権 を行使できない子 どもは、通常親族がその面倒 を見る。 もし親族 にもそ

れができない場合 には、 トルコの法律(1983年5月24日 、社会福祉児童保護局に関 する法

律第2828号)で は保護者のいない未成年者に対 して国家がこれ を保護す る。他のい かなる

場所でも保護 を受 けられない未成年者 は、総務省所属の社会福祉児童保護局に委託 される。

同局はその子 どもの扱 いについて裁判所に照会 し、裁判所が保護 に関す る最終的決 定を下

す。[2a]
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6.170ト ル コの法の もとでは、教育年数の長 さによ り、保護者のいない未成年者は最低18

歳 、最長25歳 まで国の保護 を受 けることがで きる。18歳 以下の子 どもは1各 県の社 会福祉

局(Sosy謡HizmetlerM・ ・1・・)に 登 録す る こ とが で きる。12歳 まで の子 どもの た めに は児童

ホー ム(□ocukYavalari).12-18歳 まで の子 どもの ため には 訓練施 設(YOtitimleYUrtlar)が

あ る。'現在 トル コ全体 に合 計約 フ,000人 の子 どもを収容す る70の 児童 ホー ム と、5,000人 の

青 年 が所 属す る訓練 施設 が91あ る。18歳 にな って も 自分 の家 が ない青年 につ いて は 、場合

に よって もっ と長 く滞在 す る こ とも認 め られ る。 【2al

6。171こ れ らのホー ムにおけるケアの質は県 によって異なる。未成年者 を収容す る施設が

十分でない場所 もある。県によって は、知事の個人的介入 によ り、ケアの質 が受容で きる、

あるいは良好な レベル にまでなった例 もある(カ イセ リ県な ど)が 、最低限のケア しか行

われていない県 もある。ケアの レベルはまちまちであるため、 トル コの基準か ら見 て一般

的 に どの程度 のケアが適切 であるか判断す るのは難 しい。 トル コにおいて保護者の いない

未成年者のケアと支援 を担当す る管轄 当局 は、 しば しば資金不足の問題 に も対処 しな けれ

ぱならない。[2a]

6.172法 によれば、保護者 のいない未成年者 に対するケア と支援 は国家が行 うことになっ

ているが1未 成年者 へのケアを提供する様 々な慈善団体 もある。社会福祉局がこの よ うな

団体の設立許可 と監視 を管轄す る。同局は、ケアを合理的に行 うため、定期的にこれ らの

団体 と協議す る。ユニセフやその他の国際機関 も、保護者 のいない未成年者に対す るケア

の分野で一定の活動 を行ってい る。[2a】

6.173政 府は子 どもの福利 を追求する責任 があ り、教育 と保健 の機会 を拡大するた めの努

力 を行 う。乳幼児死亡率の削減 もこれに含 まれる。女性 ・家族問題担当大臣が子 ど ものた

めの政府プ ログラム実施 を監督す る。子 どもの権利監視 ・評価高等評議 会が子 どもの権利

問題 を主 として扱 う。【5gl

6.174政 府が提供す る、14歳 または第8学 年までの教育 は義務である。農村地帯の 家族に

お ける伝統的価値観では、娘 より息子 に対す る高等教育が重視 され る。この比較的新 しい8
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年間の義務教育制度(1998年 実施)に より、多 くの女児が継続 して教育 を受 けられ るよう

にな ると期待 されてい る。教育省によれ ば、1997年 以来小学校に入学する子 どもの割合は、

男児で91%か ら98.5%に ふ えたのに対 し、女児は79%か ら97%に ふえた と言 う。しか し農

村部では女児 の識字率は相変わ らず低 く、女児 の多 くは小学校 を終了できない。男児 は大

半が小学校を終 了 し、識字率 も商い。 中学校 に進学す るもの もあるが、長距離 の通 学、ま

たは家を離れて暮 らす ことを余儀な くされ るのが普通である。[5g】

6.175社 会保障制度はすぺての国民に社会保障 と健康保険を提供す ることを目指 してい る

が、適用範囲は依然 として不十分であ り、20%の 家族や子 どもは対象外 に取 り残 されてい

る。2000年6月 のユニセフ(国 連児童基金)「 トル コの女性 と子 どもの現状」報告によ ると、

健 康保険に加入 していない人は、公 的保健制度にアクセスす る特別プログラムを利 用す る

こ とができる。ユ ニセ フ報告 によれ ば、予防接種率、乳幼児死亡率、お よび栄養不 良に関

しては、 トル コの基準は国の発展度お よび財源 レベルか ら見てまだ不十分である。 現在12

～23ヵ 月までの子 どもで十分な予防接種 を受 けているのは40%程 度に過ぎない。乳 幼児死

亡率はこの10年 間で急速に減少 し、1998年 現在1000人 当た り43と なっている。ユ ニセ フ

は、2001年 には1000人 当た り33程 度になった と推定 している。[5dH5g】

6.176法 律 では警察 に保護 され る子 どもについて特別 な保護措置を定めているに も関わ ら

ず、警官や検察官 はこれ らの規定の抜 け穴を見つ けた り無視 した りす ることが多い 。法葎

では、未成年者 の取 り調べ は、国の検事または指名 された補助官が行 うよう規定 され、未

成 年者 には弁護 士がつかな けれ ばな らない とされている。 しか し実際には、警察や 検察は

未成年者 に弁護 士をつけず、両親に連絡 もしない ことが多い。テ ロ防止法 により逮 捕 され

た子 どもや未 成年者1ヰ、通常4日 間まで他 との連絡を禁 じられた状態で拘束 され る。2000

年9月 、法務大臣 とアンカ ラ弁護士協会会長 は、弁護 士協会がアンカラの2ヵ 所の 児童刑

務所施設 を査察 できるようにす る協定に署名 した。 この種 の協定締結はは じめてで ある。

国家保安裁判所によ り有罪 とされれば、わずか11歳 の子 どもで も成人 と同 じ扱いを受 ける。

[5cl【5d]

6。177子 どもは南東部で繰 り返 し起 こる武力抗争によ り大きな被害を被 ってきた。 過去に

は多 くの家族が強制的または自主的に移住 した り、教員 に対するテ ロや学校の閉鎖 に よ り、
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子 どもたちは家 を失 って都会 に移 り、学校教育な どの基礎 的サー ビスを受 ける手段 さえ見

出せ なかった。【5g]

6・178女 性 グループによる と、子 どもへの暴力や虐待は以前 よ り多 く報告 され るよ うにな

っている。2001年3月 には、イスタンブ》ル医師会児童人権委員会のメンバーが、子 ども

への性的虐待 と暴力がふえている と報告 してい る
。子 どもを虐待す るのは親 の権利 である

とい う社会通念がいまだに残 ってい ると彼女は指摘 してい る。[5dl

6.179憲 法お よび労働各法は、15歳未満の児童 をフル タイムで雇用す ることを禁 じてい る。

ただ し例外 として、13歳 お よぴ14歳 の子 どもは、学校や職業訓練校 に籍 がある場合 には軽

度のパー トタイム労働 に従事す るこ とが認 められている。 しか し実際には、家庭が補助収

入 を必要 としているため、多 くの子 どもが働 いている。子 どもの労働 が集 中してい るのは

農村部であ り、農業や畜産 などの伝統的家庭経済活動 と関連 していることが多い。[5d】

6180政 府 は トル コにお ける深刻な児童労働問題 を認識 してい る。国際労働機 関(ILO)の

国際子供 の労働撤廃計画(IPEC)の 政府パー トナーである労働省 は、児童労働課 が設立 さ

れた1992年 以来児童の労働 問題 と積極的に取組み、労働省査察官に対 し児童の労働 問題に

関する特別訓練を行っている。1996年 に、政府 とILOはIPECを2001年12月 まで延長す

る協定を結んだ。現在現場査察官700名 の うち70名 ほどが児童の労働問題 に対処す る訓練

を受けてい るが、同省の管轄下に入 る事業所の総数 は400万 ヵ所にもな る。労働査 察官は

労働法に定め られた分野 しか対象 としない。多 くの子 どもは、農業や非合法経済 な ど労働

法対象外 の分野で働いているため、査察の手が及ばない。【5d】

同性愛者、性転換者、および服装倒錯者

6.181同 性愛行動について特に規定 した法律は存在 しない。刑法には公衆道徳 を守 ること

を意図 した条文(419条 、547条 、576条)が あ り、同性愛者 に対 して適用することができ

る。【751トル コには同性愛に対 してかな り二面性が存在す る。「能動的」セ ックスパ ー トナ

ニ は通常同性愛者 とはみなされ ない。.多くの トル コ人の 目か ら見ると、1受 動的」セ ックス

パー トナーだけが同性愛者である。 同性愛者は通常 トル コ当局による公的な迫害 を 恐れ る
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必要はない。 トル コには積極 的に同性愛者 に向けられた政策 は存在 しない。また政策 とし

て、同性愛者 が普通の トル コ人 と比べて公 共機関にアクセ スできる機会が減った り、職業

につ く権利が制限 された りす ることもない。 しか し実際には、同性愛者 であることがわか

れ ば失職す る可能性がある。農村部や比較 的保守的な地域(コ ニャな ど)は 、同性愛者に

あま り寛容 とは言 えない。 自らの性 的傾 向のせいでこれ らの地域 において問題 を抱 えた人

は、同性愛 に対 してかな り進 んでい るイス タンブール、イズ ミール、アンカラな どに移住

す ることで問題 か ら逃れている と思われ る。 同性愛者団体 もい くつかある。最大の ものは

1993年 にイスタンブールに設立 され たL㎝bdaと 、アンカ ラのKaosGLで ある。 これ らの

団体では毎週の活動 を企画 し、また年 に数 回全国規模 のデモ ンス トレー ションも行 ってい

る。1994年 以来、KaosGLは その名 をつけた隔週の雑誌 を発行 してお り、多 くの都市の伝

統文化に とらわれ ない書店で入手できる。利益集団 は認め られ てい るが、地方当局 が過去

に妨害行為を行った と主張 している。12a】5.101段 では同性愛 と兵役について述べて いる。

6.182ト ル コの法律は服装倒錯 を禁 じていない。 また政府 も服装倒錯者に対 してい かなる

政策的差別 をも行 っていない。同性愛者 の場合 ≧同様 、 トル コにおける服装倒錯者 に対す

る態度には二面性がある。 ショー ビジネスの世界で活躍す る全国的 に有名 な服装倒錯者は、

トル コでは非常に尊敬 されてい る。HuysuzVijinは テ レビで人気の トークショー司会 を務め

る有名な月艮装倒錯者である。1996年 に亡 くなった服装倒錯 の歌手Zek蓋Mロenは 、歌 手 とし

ての 功績 を認 め られ国葬に され た。 それほ ど有名 でない服装倒錯者は、多 くの困難 を経験

す る。服装倒錯を公表する と職 を得 られないことが多い。 トル コの服装倒錯者の多 くは、

売春で生計を立てている。時折売春 を行 う服装倒錯者 は、顧客や、行きず りの人や 、地元

の警官か ら攻撃 を受 ける。 これまで警察が服装倒錯者 に違法行為 を加えたと報告 されてい

るケースがわかっているだけで2件 あ り、実際に警官が法廷 に立っている。その1っ は「Hose

S□eymanJと あだ名 される警察署長 で、長いホースで服装倒錯者 を叩いた とされて いる。

このケースでは27年 の刑が求刑 されているが、まだ結審 していない。

現在服装倒錯者 として暮 らしている人の うち、かな りの人が性転換 を望んでいるが 、費用

があま りにかかるため、できずにいる。(約5000ド ル)[2a】

6。183性 転換手術 は法的に認 め られてお り、 トル コではい くつかの条件が整 えば行 うこと
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ができる。2002年1月1日 よ り発効 した新民法 は、これまで より条件 を厳 しく定 めてい る。

手術 を希望す る人は、当人の精神衛生上性転換が必要 であるとす る医師 の証 明書提 出 を義

務付 けられ る。性転換 を行 った人は、その事実 を住 民登録に記載 し、その後結婚す ること

もできる。服装倒錯者 に対す る社会の二面的反応は、性転換者 にもあてはまる。1980年 に

性転換 を行 い㍉その後1999年 に女性 と・して結婚 した有名な歌手B□entErsoyは 偶像 的に崇

拝 され てい るが、これほ ど有名 でない性転換者 は、服装倒錯者 と同様の困難 を経験 してい

る。 トル コ社会にお ける彼 らの位置ほ、概 して服装倒錯者のものと似通っている。[2a]

6C.そ の他 の 問題

P㎜EK、 左翼、またはイス ラム主義武闘グループのメンバー

6.184ト ル コ当局のPKKに 対する態度は、PKKが 武闘 グループを トル コ国外に引き揚げ、

目的を変更 し、武力抗争の停止を宣言 して以来、全 く変わっていない。左翼武装勢 力やイ

ス ラム主義集 団のメンバー と同様 、PKKメ ンバー も依然 として当局か ら刑事訴追を受 けて

い る。[2a]

6.185PKKメ ンバ ー 、DHKP/CやTKPMな どの急進 派左 翼 グルー プ 、あ るい は ヒ ズボ ラ

な どの武闘派イスラム主義グループのメンバーであることがわかれば、刑法第168条 とテ

ロ防止法第5条 に基づいて訴追 され る。第168条 のもとでは、最低10年 問の禁 固刑 が科せ

られ、状況が悪化すれば最高15年 まで となる。テ ロ防止法第5条 の もとでは、量刑 の半分

が加算 され る。上記各条項は、これ らの組織 の リーダーに さらに重い刑 を科 してい る。 ま

た刑法第125条 または146条 に基づき、憲法で定められた秩序を武内によ り破壊 し ようと

した罪で訴追 される場合 もあ り、この場合終身刑 を科す ことができる。(2002年8月 の改革

までは死刑であった。)12aH66al

6.186刑 事訴追を受 け、当局か ら手配 されている人間は、中央 司法記録 システ ムに 記録 さ

れ 、指名手配中であることが全国の管轄当局に知 らされ るよ うになっている。[2a]

非合法組織のための周辺活動に従事する活動家
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6・187PKKや 革命組織 などの非合法組織のために周辺活動を行った として訴追 され るも.の

は、 トル コ刑法第169条(武 装組織や集団への支援活動)に 基づき、最大で3年9ヵ 月の

禁固に科せ られ る。 この ような訴訟 の場合、判例法は実 に様々である。国家保安裁 判所の

中には、す ぐに組織 との関わ りを認 めるところもあれば、有罪 とするに+分 な証拠 がある

にも関わ らず、被疑者を無罪 としたケース もある。例えば、ある トル コ人はPKKの パンフ

レッ トを所有 しているのを見つかったが、無罪 とされた。刑法第169条 には2000年12月

21日 付 けの恩赦法が適用 されたため、 このよ うな罪で有罪 とされていた多 くの人が釈放 さ

れ 、継続中の多 くの訴訟が中止 された。[2a】

PKK/KADEK、 左翼 グループ、またはイスラム主義武装組織メンバーの親族

6.188家 族 の中にPKKメ ンバーがいることがわかってい る、または疑われ ている人 は、当

局か らマー クされ る可能性がある。親戚関係の近 さやPKKに おける当入の(当 人が 占めて

いる と思われ る)地 位 などによって程度の差はあるが、親族は様々な脅 し、嫌 が らせ、公

的妨害、取 り調べ等 を受ける。PKKメ ンバー(と 疑われている人)の 家族が当局の監視下

に置かれた り、尋問 された り(例 えば逃亡中の親族の居場所についてな ど〉す るの は考え

られ ることで、む しろ当た り前であるが、たいていの場合その家族 自身 も容疑者であ った。

トル コ当局は、通常PKK支 持者の親族の中にはPKKに 親近感を抱いてい るものが ある と

想 定 していた。 しか し、PKKメ ンバー(と 思われ る人)の 親族 がPKKと 無関係 であ ること

を当局が確信すれ ば、迫害 され ることはない。[2a1

6.189ト ル コではPKKに 親戚の1人 や2人 いる人は数多 く、だか らと言 って当局 と何 ら問

題 を起こす ことな く生活 している。アブ ドゥラ ・オジャランや`emdinSakkの よ うな有

名 なPKK支 持者の家族は、恐 らく当局か ら常に厳重に監視 され、かな りのプ レッシ ャーの

もとで暮 らしてい ると思われ るが、PKK指 導者 との親戚 関係か ら実際に迫害を受 け ること

はない。オジャランの家族は、[コmral島 で開かれた彼の裁判に出席 した。Sakkの 兄弟の

1人 は、公に政治活動を行 っている。【2al

6.190上 記は左翼集団やイスラム主義武装組織 メンバーの親族でも同様である。12a1
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政府の人権監視

6・1911997年6月 に、高等人権審議会議長 を兼任する国家人権大臣が任命 された。審議会

メ ンバーには、総務省、法務省、内務省、外務省 、教育省 、・お よぴ保健省の次官が含 まれ

ている。審議会は総務省 内に事務 局を置いてい る。審礒会 は全国の人権侵害を調査 し、社

会 団体 と連絡 を保つ。その活動は、人権政策 に関 して政府 に助言 を行い、法制の修正可能

性 を検討する ときの基礎 とされ る。【2a】

6・1922000年 末には、国家人権大臣は、市民が人権侵害 に関す る苦情を提示できるr人 権

請願局」(PetitionBureaufbrHumanRights)を 、全ての県庁 に設立す る任務 を委託 され た。

同局はすでにデ ィヤルバクル県、サ ンリウル ファ県な どで設立 され てい る。同 じ制度 の一

部 として、ガシアンテ ップ県では人権侵害を報告す る特別電話番号が設置 されてい る。行

政上、人権局 は県知事 のもとに位 置す る。 ジャンダルマの長 、教育省、保健省 、お よび社

会保障省の局長、弁護士、い くつかのNGOな どが、苦情 を細 かく調査す る執行理事 会のメ

ンバーとなってい るが、人権NGOの 代表者 は入っていない。この新 しい局内部の権 力の配

置 はまだはっき りしていない。同局が人権状況の監視 に貢献できるかど うかは、今後 にか

か っている。[2a]

6。193ト ル コ国会が制定(1999年12月5日 付 け法律第3686号)し た国会人権委員会

(Parliamen倣yHumanRlghtsCommission)は 、1990年12月 に活動を開始 した。委員 会は国

内外で人権 に関す る国内法 と国際協定が遵守 されてい るか どうかを監視す る。 また 委員会

は刑務所 を訪問 し、拷問、待遇 の悪 さ、虐待 などについて国会 に報告する。委員会 は、与

野党の国会議員25名 で構成 されている。[2a】

砧942000年5月 に、委員会は1998年 と2000年 にイスタンブール 、エルズルム、 エル ジ

.ンジャン、サン リウル ファ、エ ラズー、 トゥンジェ リ各県の様 々な警察および司法 施設 の

査察 を行った後、その結果 に関する8つ の総合報告を発表 した。報告 によると、多 くの取

調室で拷問道具が発見 され、委員会 が聞き取 りを行 った被拘束者の多 くが拷問を受 けた と

答 えてヤ・る。委員会 は様 々な報告の 中で、拷問 と非人道的扱いが広 く行われ、容疑 者 が弁
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護士 を得る権利 は恒常的 に拒否 され、刑務所内の物理的条件 は依然 として非常に不備な も

のが多 く、多 くの拷問が罪に問われていない ことを繰 り返 し述べ てい る。報告では、この

よ うな状況について実際 に責任があるのは、県知事 と検事である と主張 してい る。委員会

は、1998年 と1999年 に トゥンジェリ県でかな りの改善が見 られた としている。[2al

6.195委 員会の女性委員長であ り、報告の草案作成 を監督 したSemapikins・ は、拷 問の被

害者 とされた人々の氏名 の公表 を拒否 した。2QO1年7月 に検事総長代理は、国会に対 して、

拷問を受けた とされ る人の氏名の公表を拒絶 した罪でPikins・ を起訴できるよう、彼 女の国

会議員免責特権 を剥奪するよ う申請 した。2001年10月 、国会は検事総長代理の要求 に応 え

ることを決 めた。最終決定は憲法 委員会 と法務委員会 が合同で下す ことになってい るが、

2001年 末の段階でまだ下されていない。【2al[5d1

6.1962000年10月 、Piklns・ は委員 長 を降 ろ され 、 代 わ りに国 家主 義政 党 のMHP議 員 で

警 察 界 に広 い支持 基 盤 を持 つH・eyinAkg・ が委員 長 に任命 され た。 オブザ ーバ ー は 、彼女

の進 歩 的 で政府 に対 す る批 判 的 な態 度 が、 委 員長職 の交 替 にっ な が っ た と してい る 。 新委

員 長 のAkg・ 氏 は 、委員 会は 同 じや り方 で活 動 を続 け る と宣 言 してい るが 、拷 問 だ け が委員

会 が対 処す べ き問題 で は ない とも述 べ てい る。2001年12月10日 に は特別 な ウェブ サイ ト

(www.tbmm.ov,tr/komison/i"sa曲ak/皇usanhaklari.h奪m)が 開 かれ 、 人権 問題 に関す る 苦 情が

メールによ り直接委員会 に屈 くよ うになった。[2a1

6.1972001年1月 には、2000年 末 の刑務所襲撃 と 「Fタイプ刑務所」を調査するた めの小

委員会が設立 され た。小委員会は5月 に報告を行 った。報告では、特にFタ イプ刑 務所へ

の移送中の虐待について述べている。【2al

6・1982001年6月 に採択 され た法律 に基づき、特別な刑務所査察委員会(PrisonInspection

Comm量tttee)が 設立 された。査察委員会は、各刑事裁判所管轄内に1つ ずつ設立 され ること

になっている。委員会は、当該 区域 の裁判官委員会が選ぶ5人 の委員 で構成 され、任 期は4

年 である。委員会 メンバーは大学教育 を受けたものでなけれぱな らず、職業は医師 、弁護

士、精神分析医な どである。[2司
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6.199委 員会の任務は、有罪判決を受け刑務所に収容 されてい る人や再拘留 されてい る人

が置かれてい る状況 を、隔月で査察す ることである。3ヵ 月に1回 、査察結果の書面 による

報告 を、法務省、委員会 が所属する裁判管轄区域の裁判所 と検察局、お よび必要 とあれば、

国会人権委員会 に も提 出す る。[2a]

6.2002001年6月 に採択 され 、上記委員会の設立について定めている法律は、6ヵ 月以内

に委員会の活動 を開始 しなければな らないと規定 している。2001年8.月 、法務大臣はでき

るだけ早急 に委員会 を設立す るよう呼びかける回状 を発令 した。2001年12月 の段階で、ま

だ多 くの場所で委員選挙が終わっていなかった。委員会 メンバーの名が発表 された数 ヵ所

では、警察官が委員 に含 まれていることがわかってい る。例 えば、ハ ッカ リ県の委員会は

地元の警察署長 が委員長を務 めてい る。[2a}

6.201上 述 の各機 関 に加 え、 人権諮 問機 関(ConsultativeBodyfbrHumanRights)が ある。

これ は 当局 と地域 で人権 活動 を行 って い るNGOと の 間の協 議機 関 と して設 立 され た もので

あ る。 トル コ最 大 の人権NGOに よる と、諮 問機 関 の有効 性 は極 めて疑 わ しい とい う。[2al

欧州人権裁判所

虚202政 府 は欧州人権裁判所(ECtHR)の 裁判権 を認めている。欧州人権裁判所 に登録 さ

れた トル コが関係す る申請件数は、1999年 の653件 か ら2000年 には735件 にふえた。いず

れ の年 も、 トル コは申請件数 において5番 目に ランク されている。 申請件数の リス トで ト

ル コよ り上にあるのは、ロシア、フランス、.イタ リア、お よびポー ラン ドである。(参 考ま

でに、英国では1999年 に431件 、2000年 には626件 であった。)あ る外務省高官が2001年

3月 のmD実 情調査使節団に対 し、現在ECtHRに 持ち込まれ るケースの性格は、公 務員に

よる虐待の申 し立て より、む しろ法律上の論点に関す るものが多い と語 ってい る。 総理府

人権 高等理事会事務局の高官は、n"D使 節団に対 し、政府の 目か ら見ると、現在人 々が頼

るこ とができる不正矯正の国内手段への信頼度が高ま り、高等理事会が参加 した地 城会合

の席でのフィー ドバ ックか らもそれは明 らかである と述べている。そのような国内手段が

な くなっては じめて人々はECtHRを 頼 るのであ り、 トル コが関係す るケースの性質 は、圧

倒的 に法律上の論 点に関する ものが多 くなっている。【821
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6.2032002年 の間、54の ケースでECtHRは 政府 に反す る決定 を下したが、その うちの22

件は公正な裁判 を受 ける権利、21件 は土地所有権の剥奪(南 東部の村落において)に 関す

るものであった。2つ のケー スでは政府の主張を認めた。 政府は43件 で友誼的和解 を受け

入れ、1件 はECtHRに よ り却下 された。15g】

6.204ト ル コがECtHRの 判断 を実行できないことは、相変わ らず深刻な問題 となっている。

例 えば、裁判所が命 じた正 当な弁済の支払を完了 していないケースが90件 、 また 当局が

ECHR(欧 州人権協定)に 違反 した刑事上の有罪判決 の結果 を削除 していない表現の 自由に

関するものが18件 あ る。2002年7月 、 ヨー ロッパ審議会閣僚理事会は、1996年 か ら2002

年までの間に発せ られ た、 トル コ公安警察によるEHCR違 反問題に関す る約40のECtHR

判決 を遵守 していないことにっいて、暫定決議を採択 した。2002年9月 、欧州議会 の会議

では、欧州審議会 閣僚理事会に対 し、あ らゆる手段(必 要 とあれば金融制裁を含 め)を 用

いて裁判所の決定 を早急に実行 させるよう命 じた。[76】

6。205欧 州人権協 定(ECHR)の 適用に関 しては、違憲審査裁判所が2002年5月 にECHR

が トル コ裁判所の決 定の基礎 とな り得 ることを認 めている。これ により、EHCR第6条 に基

づいて公正な裁判 が保障 され るようになる。 しか しEC田R判 決の直接的影響の問題 は今後

論 じられなければな らない。2002年8月 の改革パ ッケージの1部 として、ECHRに 違反す

るこ とが明 らか となった判決 については、民事であれ刑事であれ、裁判 のや り直 しを可能

にす る規定が トル コの法制に加 えられた。新 たに採用 された措置は、異議が生 じた 訴訟を

再開する道を開いた。 これ らの新たな規定は、2003年8月 以降にEC田Rに 提 出され た申請

に応 じた決定にのみ適用 され る[761。2002年 末、 トル コ国会はこれ らの措置が過去 の大半

のケースにも適用 できるよ うにする法案を審査 した。[591

6・206公 安警察 の間で人権問題への意識を高めるキャンペーンの1部 として、ECtHRの 規

則 が翻訳 され、警察学校の学内誌 に掲載 されている。[761

人権団体
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6.207ト ル コで は様 々 な非 政府組 織 が人権 分 野で活 動 して い る。 中で も最 も有名 な の は、

人権 協会(HumanRightsAssociation:HRAま た はIHD)と トル コ人 権財 団(TurkishHuman

RightsFoundation:HRFま た はT□HV)で ある。HRAとHRF以 外 に も、多 くの 人権 団体 が

活動 して い る。Mazlum-Derは イス ラム系 の団体 で、 トル コ全 土に16の 支部 を持 ち、虐待 問

題 について 定期 的 に報 告 を行 って い る。 トル コ民 主財 団(TurkishDemocratbFoundationlT・"

k董yeDemo㎞asi物 』k∬)とヘル シン キ市 民会 議(HelsinkiCitizens'Assembly:HCA)は 、それ

ぞれ イス タン ブール とア ンカ ラ を活動 拠 点 として い る。また現 代法律 家協 会(Associationof

Contempo職yJuristsl□a□aHukuk□larDeme□)と い う人権 団体 もある。 さらに大 学所 属

の人権セ ンター もあ る。[2al

6・208人 権協会(HRA)(Ins㎝HaklariDeme□)は 、 トル コにおいて人権を推進す る とい う

普遍的な目的 をもって1986年 に設立 された。組織の主な活動は、人権侵害に関す る情報の

収集 と確認である。逮捕 、拷問、拘留中の失踪、表現 の 自由の侵害な どに関す る月間報告

とプ レス リリースを発表 してい る。EU加 盟国か らの資金援助により、HRAは 教員 と弁護士

向けのコー スを開講 し、個人 の請願権のための手続きも行っている。HRAは トル コ全土に

30以 上の支部 を持ち、会員は20,000人 を越す。HRA内 には、 トル コークル ド人反政府勢力

と緊密なつなが りを持つ有力 なクル ド系の流れがある。HRAは 、当局、特に公安警 察か ら

恒常的に嫌が らせや妨害を受 けている。近年数 ヵ所のHRA地 方支部が(一 時的に)閉 鎖 さ

れ、また多 くのHRA職 員に対 して、分離主義的プ ロパガ ンダや非合法組織への支援 を行 っ

た として、刑 事手続 が取 られている。[2al

6.209HRAは 、当局、特に公安警察か ら頻繁 に嫌が らせや妨害を受けている。近年 数 ヵ所

のHRA地 方支部が(一 時的に)閉 鎖 され、また多 くのHRA職 員に対 して、分離主 義的プ

ロパガンダや違法組織への支援 を行った として、刑事手続が取 られている。【2a]

6.2101999年 と2000年 に は、マル デ ィン、ガ シア ンテ ップ、 マ ラ トヤ1ヴ ァン、 コ ニャ、

イ ズ ミール 、 ブル サな ど、多 くのHRA支 部 が 閉鎖 を余 儀 な くさせ られ た。2000年 と2001

年 に は、多 くの支部 が 活動 を再 開 した。2001年11月26日 にブル サ支部 が再 開 した 結 果 、

今 でも閉鎖 されたままになっているのはガシアンテ ップ支部のみ となった。2000年4月 ・5

月の短期問を除いて1997か ら閉鎖 されていたディヤルバ クル支部は、2000年10月11に 再
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開 してい る。 【2a1

6.211警 察の捜索を受 けたHRA支 部 もある。2000年12月22日 に、警察はアンカ ラ県の

地方支部を一斉捜索 し、大量の資料を押収 した。2001年1月 には、HRAが ギ リシャから資

金援助を受 けてい るとい うマス コミ報道の後、アンカラのHRA本 部が捜索 を受 けた。捜索

で押収 した資料か ら、 トル コ法務当局は、HRAがDHKPIC、TKP/ML、 お よびMLKPの 革

命組織を支援 した ことにより有罪であると結論 した。 これ らの各組織はすべて2000年12

月末の刑務所内の暴動やハ ンガース トライキに関わっていた。【2al

6.2122001年2月 に検事局 はHRAを 禁止す るための訴訟を開始 した。罪状は、HRAが ハ

ンガース トライ キや刑務所暴動に関連 した活動 を行 うことにより、定款 と設立 目的 に含ま

れていない問題 に関わった とい うものであった。2001年10月22日 、検事局はHRAに 対す

る訴訟の取 り下げ を決定 し、閉鎖の危機は回避 され た。

6.213HRA地 方支部の執行 メンバー個人個人に対 して も、頻繁 に刑事訴訟が起 こされてい

る。そのケースはメンバーがマスコ ミ誌上で行 う発言に関す るものが多 く、テ ロリス ト組

織を支援する内容や国家を非難する内容であると当局が判断した暢合である。(トル コ刑法

第159条 、169条)[2a]

6.214時 と してHRAや その リー ダーた ち は第 三者 か らの攻 撃 目標 とな る。2001年4月10

日、 アムネ ステ ィ ・イ ンター ナ シ ョナル は 、それ ぞれHRAイ ス タ ンブ ール 支部 とデ ィヤル

バ クル 支部 の支 部 長 で あ る弁護 士のErenKesklnとOsmanBaydemirが
、 匿名 電話 に よ り頻

繁 に殺 す と脅 され てい る こ とを報 告 した。 ア ムネ ス テ ィ ・イ ンター ナ シ ョナ ル が緊 急 行動

を起 こす と、脅 迫 は止 ん だ。2001年11月 、HRAイ ス タ ンブー ル支 部 は銃 とナイ フ で武装

した男 に襲 撃 され た。 男 はMHPの 青年 グル ー プ 「□lk・Ocaklar」 、 別名 「灰 色 狼」 と呼 ば

れ る グル ー プの メ ンバ ーで 、事 務所 の他 の職 員 に取 り押 さえ られ 、警 察 に引 き渡 され た。

他 の攻撃 につ い て も疑 われ てい る。[2a]

6.215ト ル コ人 権 財 団(HRF)(T・kiyeInsanHaklari鞄k郵)は 、1990年 にHRAか ら枝 分 か

れ した組 織 で 、 ア ダ ナ 、ア ンカ ラ、デ ィヤル バ クル 、イ ス タ ンブール 、 お よびイ ズ ミール
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の5都 市にそれぞれ医療センターを持 ち、拷問犠牲者 の治療を行ってい る。HRFは 拷問や

虐待の痕跡を記録す る医師の職務 を活用する。HRFは 記録センターを持ち、 トルコの人権

状況について毎 日お よび毎月報告 を発表 している。[2a1

6・216HRFに 対す るプ レッシャー も一 向に減 らない。法的には財団であるため、外務省の

財 団総局に対 して報告義務がある。HRF支 部 は総局 と関係 した職員により定期的検査を受

ける。2001年9月 には、医療行為 を行 う許可が与え られていなかった として、ディヤルバ

クル以外のすぺての治療セ ンター を閉鎖す るとい う話が一時持 ち上がった。HRFが 治療セ

ンターでは初期チェ ックを行 うだけで、実際の治療は既存の病院で しか行 わないこ とを証

明 したため、脅威 を避 けることができた。[2a】

6.2172001年10月7日 、公安警察は税務調査局 とともに、HRFデ ィヤルバクル支部を急

襲 し、拷問被害者 に関す る365部 の書類 を押収 した。10月10日 、ディヤルバクル警察本部

はHRFに 書類 を返還 した。2002年1月 、HRFデ ィヤルバ クル支部医療セ ンターの幹部に対

し、無許可で法的訴訟が起 こされた。[2a】 この訴訟は2002年3月 に無罪放免 となった。 し

か し依然 としてHRFに 対 し、違法出版物 を所有 しているな どの理由で訴訟が起 こされ るこ

とが多い。【761

6.218Mazlum-Derと い う名 は、InsanHakl翻veMazlumarI□nDayanimaDemeロ の 頭 文宇

を 取 っ た もの で あ り、 人 権 と迫 害 され た人 々 の 連 帯 の た め の組織 とい う意 味 で あ る。

Mazlum-Derも 時 々 当局 か らの抵抗 に あってい る。例 えば、1999年1月 と5月 に は、 サ ン リ

ウル ファ とマ ラ トヤ の地方 事務所 が期 限未 定 で 閉鎖 され た。サ ン リウル フ ァ事務所 は2000

年4月 、マ ラ トヤ 事務 所 は2001年8月 に再開 され た。[2all5dl

6.2192002年8月3日 の改革パ ッケージでは、 トル コで活動す る国内お よぴ外国のNGO

の活動に対す る制限が緩和 されている。[66a]

非常事態宣言

6.220非 常事 態 宣 言(ト ル コ語 で は01a□n・t・Ha1、OHALと 略 され るこ とが 多い)は 、
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1980年 代 中頃 に導 入 され て以 来、 トル コ南東部 の い くつか の県 に適 用 され て きた(上 記4.8

段 の 日付 い り詳細 一 覧参 照)。1999年 の段階 で 、まだ6県 で効 力 を持 って い た。非 常 事態 宣

言 が解 除 され た の は、 シール ト県で1999年11月 、 ヴ ァン県 で2000年7月 、ハ ッカ リと ト

ゥンジ ェ リで2002年7月 、残 ったデ ィヤ ルバ クル とシル ナ クの2県 で2002年11.月30日 で

あ った。[2aH30qH630H761

6.221非 常統治 下の各県は、区域全体でディヤルバクル に本拠 を置 く総督(ス ーパー知事)

によ り統治 された。総督は各県知事の優位 に立ち、法によ り圧倒的権限を認め られて いた。

例 えば、夜間または 日中の外出禁止令 の発令、報道の 自由に対す る制 限、特別 な身分証明

チェックの導入 、特 定区域 の封鎖や立ち退 き、劇 場や映画館での上演規制、理 由説 明な し

での事務所 の捜索や最長3ヵ 月までの組織の閉鎖命令 などである。また総督 は、隣接県と

呼ぱれ る地域 に対 して特別な公安権限も持 っていた。バ トマ ン、 ビンギ ョル、 ビ トリス、

ハ ッカ リ、マルデ ィン、ムシ ュ、シール ト、 トゥンジェリ、お よびヴァンの9県 で ある。

例 えば、 トル コ刑事訴訟法の もとでは、容疑者が裁判前に拘留 され る期 間は、非常事態区

域ではそ うでない区域 より長 かった。(第5章r法 的権利/拘 留」参照)[2aH30q]非 常事

態宣言が適用 され る と、県 には公的資金援助が追加 された。そのため、県当局の中には非

常事態宣言 の解 除に反対する もの もあった。【2司

6.2222002年1月 、 トル コは非常統治下にある県について、自由 と安全の権利 に関する欧

州人権協定第5条 に対す る留保 を撤回 した。[761

宿恨

6.223「k田1davas」 つま り宿恨に関す る情報はまちまちで ある。 トル コではもう宿恨 は完

全に、あるいはほぽ消滅 した と言 うもの もいる。 しか しトル コ外務省は、「地域 の人 々の間

での殺人 は、個人的理 由、宿恨 、その他 の理由で行 われ ることが多い。」と述べてい る。1997

年の トル コ人権協会副会長のMa㎞utSak磁 ・の逮捕に関する報告では、Sakar氏 が 「無 法状態

(特に国家の法が及 ばない状態)が はび こる社会 で しば しば生 じる宿恨や部族間の 争いを

終わ らせ る交渉 を行 っている」 と述べている。オランダの外務大臣は、 「特 に トル コ南東部

では、宿恨や伝統的争 い、不公平 な扱 レ・を生 じさせ る社会構造 ができてい る。 クル ドの部
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族習慣 は、復讐 による多 くの死 を引き起 こ し、それに対 して トル コ当局 は効果的な保護を

提 供 す る ことがで きな い』」 と述べ て い る。[2al[7el
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附属書A:年 表

1923年10月29日

トル コはムスタファ ・ケマル(1934年 にアタチュル クと呼ばれ るよ うになる)大 統領のも

とで共和国宣言。政府政策 を実行する主要機関 として、単一政党の共和国人民党結成。-

1928年

イ子 ラムの国教制を阯 憲法が修正 さ婦 ノレコは政教分離国家 となる。

1938年11月

アタチ ュル クの死去 に伴い、イスメッ ト・イノニュ が大統領に選出 され る。

1945年11月

世論か らのプ レッシャーにより、イ ノニュ大統領は一党制 の終結 を宣言。

1950年2月15日

新選挙法によ り、自由で公正 な選挙が保障 され る。

1960年4月

学生 の動乱により戒厳令発動。

1960年5月27日

大統領 と首相が逮捕 され、CemalG[コsel将 軍率いる国家統一委員会(Commi賃eeofNational

Unity)が 政権 を握 る1

1961年1月

臨時国会 となる新 しい議会が召集 され る。議会は、共和国人民党が大半を占める下院議員

271名 と共同す る国家統一委員会で構成 され る。政党が再び合法化 され、い くつもの政党が

誕生 した。議会の特別委員会 は、新憲法の枠組 を作成。 これは1924年 版 とかな り異な り、

一党政府制度を廃止 して複数政党制度 を定 め、組合活動 を認めた1946年 の修正も含 まれる。
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新憲法では、議員150名 か ら成る上院 と、450名 か ら成る大国民会議が制定された。

1961年10月25日

国会が開会 し、政権は文民当局に返還 された。

1970年

左 翼勢力 と右翼勢力の間の抗争が激化 し、銃器や火炎瓶が使 われ るよ うになった。 政治的

殺人 も数件発生。

1971年

1971年 まで政治的社会的不穏状況が続き、学生、労働組合、クル ド分離主義者な どによる

武力抗争 が発生。派閥間の内部抗争のため、政府は有効策を取 る;と ができなかった。

1971年3月12日

一般参謀長
、お よび陸軍、海軍、空軍の各 司令官が大統領 に覚書 を提 出 し、政府が 国を無

政府状態に陥れ、アタチュルクの基本理念を逸脱 しているとして これを糾弾。彼 らは、r強

力で信頼で きる政府」 を作 らない限 り、軍が国家の行政 を掌握す る と脅 した。 同 日内閣は

総辞職。新 しいr超 党派」政府が作 られ、まず政治的武力抗争の抑圧に着手 した。

1971年4月26日

アンカラとイスタンブール を含む11の 県で戒厳令が敷かれた。新聞は発行停止、ス トライ

キ禁止、左翼支持者多数逮捕。

1973年9月26日

戒 厳 令 終了。

1974年5月15日

トル コ共 和国創 立50周 年 を記 念 し、政 府 は受刑者50,000人 の恩 赦 を発表 。

1974年7月20日
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マカ リオス大統領 に対するギ リシャの支援 を受 けたクーデタrの 後、 トル コ軍はキプ ロス

島に上陸 し、島の約3分 の1を 支配下に置いた。同島は今 でも分割 されてい る。

1974・1977年

トル コ全ニヒで政治的暴力が増加 、特に大学の左翼 グループ と右翼 グループの間の抗争激化。

1977年12月

武力抗争 によ り12月 半ばまでに250名 が死亡。 トル コ東部各県で非常事態宣言発令。

1978年12月

1978年 末までで、800人 以上が主に東部各県において、武力抗争によ り殺 された。抗争の

頂 点は1978年12月 にカー ラマ ンマ ラの町で起 きた。極右お よび極左勢力が、正統派の多

数 勢力であるスンニ派 と、少数勢力のシーア派ア レヴィ ・イ スラム教徒 との間の歴 史的対

立 と不信 を増幅 させた。12月21日 に2人 の左翼活動家の葬儀が行われたあと、ア レヴィ派

に よる大規模なデモンス トレーシ ョンが行われた。スンニ派が葬儀 に参列 したア レ ヴィ派

を銃撃 したことか ら、 とどめよ うのない暴動が勃発 した。 その後の3日 間で、死者 は100

人を超 え、1,000人 以上が負傷 した。

1978年12月26日

イ ス タ ンブ ール 、 ア ンカ ラ、 お よび東 部11県 で戒厳 令発 令。

●
1979年4月

戒厳令はクル ド人の多い南東部の6県 にも拡大。

1980年8月

戒厳令が全67県 の うち20県 にまで拡大 されたにもかかわ らず、 この年のは じめか ら8月

までの問に、左翼 と右翼の間の抗争 により2,000人 近い死者が出ている。

1980年9月12日 のクーデ ター

政治抗争に対処す る政府 の無能力 と、警察制度の効率の悪 さ、さらにイスラム原理 主義の
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台頭 が加わったことか ら、エ ヴレン将軍を長 とする軍が9月12目 の無血クーデ ターにより

政権 を奪取。

1980年9月18日

クーデターの指導者た ちは、5名 に よる国家保安評議会(NatbnalSec面tyCounci1:NSC)を

立ち上げ、エ ヴレン将軍が同評議会議長お よび国家元首 となる。戒厳令は全国に拡大 され、

大国民会議(国 会)は 解散 させ られた。

1980年9月21日

NSCは 主に文民か ら閣僚会議 メンバーを任命。以前の政治指導者 と、テロ リス トや過激派

の疑いがある人は、すべて拘留 され、政治活動は禁止 され、過激派労働組合 の活動 は停止

され た。

1980年10月27日

NSCは7点 か ら成 る暫定憲法 を制定 し、自身に無期限の立法権 を与えた。

1981年10月 、

新 しい憲法草案 を作成す るため、160名 か ら成 る諮問会議 が作 られる。1981年 に政治活動

を禁 じられたすべての政治家は除外 され、10月16日 にすべての政党は解散 を命 じられた。

1982年11月7日

新憲法は国民投票によ り91%の 賛成 を得て承認 された。憲法は大統領 にこれ まで以 上の権

限 を認めてお り、大国民会議 の解散権、法律の延期、選挙の実施 、全ての主要ポス トの任

命権 などが含 まれ る。憲法の 「暫 定条項」は、エ ヴレン将軍を大統領 とし、任期 は7年 間

と定 めている。

1983年4月24日

政党に関する新 法が官報 に発表 され た。今後は厳格な規則の も,とで政党 を結成する ことが

で きるようになったが、1981年10月 に解散 させ られた全ての政党は依然 として禁 止 され、

それ とともに以前大国民会議の議員であった723名 も、5～10年 間政治活動 を禁止 された。
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1983年11月6日

11月6日 の総選挙 とともに国会の機能再開。 しか し軍評議会の承認 を得たものでな ければ

立侯補できなかった。

1984年

アブ ドゥラ ・オ ジャラン指揮下のPKKが 、 トル コ国内にクル ド人民の国を作 るとい う目的

のため、南東部各県で トル コ当局 に対 して激 しいゲ リラ闘争 を開始gト ル コ当局は、クル

ドの リーダーで ある と疑われ る人 を逮捕 し、地域 の公安警察 を強化 し、地元 で民兵 を組織

し、混乱が起 きてい る県 では戒厳令を敷 くことでこれ に対抗 した。戒厳令 に代わって1987

年には非常事態宣言発令。1988年 までにクル ド抗争によ り1000人 以上が殺 された。

1987年7月

デ ィヤルバ クル、マルディン、シール ト、お よびハ ッカ リ各県に出 されていた戒厳 令がす

べて非常事態宣言 に代わったことで、戒厳令はすべて終了。 この結果、正式 に非常統治下

にあるのは全部で9県(上 記4県 に加 え、ビンギ ョル、エ ラズー、イスタンブール 、 トゥ

ンジェリ、お よび ヴァンの各県)と なる。

●

1987年9月6日

1981年 に200人 以上 の政治家に対 して課せ られた政治活動参加10年 間禁止令 の廃 止 が、国

民投票により僅差で承認 され る。

1987年11月29日 一

1980年 の軍事 クーデ ター以来初 の自由選挙が行われ 、7党 が候補を立てた。投票数 の36%

を得 たANAPが 国会議席数450の うちの65%を 獲得 、 トゥルグ ト・オザル を首相 とする政

府 が誕生 した。

1988年1月7日

トル コは拷 問の防止に関す る ヨー ロッパ審議会協定に署名 し、 同月拷問に対する国 連協定

にも間もな く署名す ると宣言。
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1988年11月

8年 間にお よぶイスタンブールの非常事態宣言解除。

1989年11月9日

トゥル グ ト ・オザルが450の 議員の絶対多数 を獲得 し、ケナ ン ・エ ヴレンの後を継 いで大

統領に就任。

1990年

1990年 はじめには、都市部で左翼 と右翼のグループによるテロが急増。

1990年4月9日

政府は民族間の抗 争に対抗す るため、報道規制やス トライキの非合法化や国内追放 を行 う

地方 当局の権限強化 な どを含む厳 しい対抗策を取 るよ うになった。4月14日 トル コ南東部

地域総督の非常事態宣言 に よる権限が、地域の10県 にまで拡大 された。 しか し武力 抗争 は

エスカ レー トし、4月 と5月 だけでも、クル ド反抗勢力、公安警察、およぴ民間人の死者 は

140人 にのぽった。非常統治 下にあった10県 は、バ トマン、ビンギョル、デ ィヤルバ クル 、

エ ラズー、ハ ッカ リ、マルデ ィン、シール ト、シル ナク、 トゥンジェリ、お よび ヴ ァン。

1991年1月

国会 は連合軍に トル コの空軍基地を使用す る許可を与 えた。

1991年4月12日

テ ロ防止法が国会 を通過。 条例では、宗教政党お よび共産主義政党の結成を禁止 した刑法

第140、141、142、 おおび163条 が廃止 され、多 くの囚人が刑期満了前 に釈放 され 、250人

以上について死刑 が減刑 、少数民族 の言語使用禁止が緩和 された。4月 半ばまでに、政治犯

5600人 の釈放が報告 されてい る。しか し1991年7月 トル コ違憲審査裁判所は統一 トルコ共

産党(UnitedTurkishCommunistParty:TBKP)に 法的地位 を認めることを拒否 した。

1992年3月
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●

☆,㎜.玖 すなわちクノレドの新年の祭 り螺 こ薮 しレ勧 衝突が紘 政府筋からは、死者

の数 は約50で 、そ の多 くはPKKテ ロ リス トで あ り、民 間人 にはな か った との情報 が あ っ

た。 人権 団体 が示 した死者 数 は、公 式 発表 の約倍 で ある。

1992年7月

1992年5凋 に導 入 され た 、1980年 の 軍事 クーデ ター 以降 閉鎖 され た政 党 の活 動禁 止 令 を解

除 す る条 例 が 、7月 に法制 化 され た。

1992年12月2日

法制 改革パ ッケー ジ(JudicialRefbrmPackage:CMUK)法 制化 。

1993年3月18日

P皿 は3厚20日 から4月15日 までの間・繊 を臨

1993年4月16日

PKKは 休 戦 を無 期 限 延長。

1993年4月19日

トゥル グ ト ・オ ザル 大 統領 死蔵 発 作 で死 亡。

1993年5」 弓17日

ス レイマ ン ・デ ミ レル が 大統 領 に 当選 。

1993年5月24日

照 が乗合バスを襲撃 し・保安簿 官 と民間人を死亡させたことで・休戦が事実上終了・

1993年7月2日

シバ スにお けるイ スラム原理主義者の放火 によるホテル火災で37名 が死亡。死者 の多 くは

文化 フェスティバル に参加するため同市に滞在 していた作家、詩人、歌手 な どであった。
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1993年10月16日

PKKは 南東部 で活動 を続 けるジャーナ リス トをすべて殺す と脅迫。6日 後、PKKは 南東部

にお けるすべ ての政治事務所の閉鎖 を命 じ、 これに従わない政治家はすべて標的 にす ると

警告。

1993年11月30日

PKKは 南東部 におけるすべての教育施設 の閉鎖を命令、これ に従わない ものは標 的にする

と警告。

1994年3月15日

政府 はPKK指 導者アブ ドゥラ ・オジャランの停戦の呼びかけを拒絶。

1994年12月26日

アンカラ国家保安裁判所は、1993年7月 のシバスのホテル火災に関係 した として、86名 に

有罪判決 を下 した。

1995年2月

欧州議会 は、 トル コの人権記録があま りにお粗末で、現時点で欧州連合 との関税 同盟協定

を認 めるこ とはできない とした決議 を承認 し、人権に関す る進歩次第で、認 めることもあ

り得 ると付 け加 えた。

1995年3月12日

銃で武装 した男た ちが、イ スタンブールの中で特にア レヴィが多い'G面osmanpa地 区の4

軒 のコー ヒーシ ョップを銃撃、2名 が死亡、20人 が負傷 した。住民は市街 で抗議行動 を起

こし、警察 と衝突 した。警察は騒動 を鎮圧す るため銃器 を使い、デモ隊に15名 の死者 と200

名以上の負傷者 を出 した。騒動 はア ンカラにも広が り、イスタンブールでは さらなる衝突

でデモ参加者4人 が死亡 した。

1995年10月27日

トル コ国会は、知識人、法律家 、政治家 な どに対 してクル ドの権利拡大 を公 に要 求す る自
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●

由を認めるテ・防止法修正を　 一 修正により・同法の… す僻 とされて

いた 人 は減刑 また は釈 放 され た。

1995年12月24日

国会 は議 席 が550に ふや され 、3,400万 人 以上 の トル コ国民 が投 票 所 に足 を運 ん だ。Ref油

(福祉 党)が 全 投票数 の21.4%、ANAP(祖 国 党)が19.7%、DYP(正 道 党)が19.2%を 獲

得 した。

1996年3月3日

ANAPとDYPが 少 数派 政府 協 定 に調 印。

1996年3月21日

全 国 で大 きな騒 動 が報告 され る こ と もな くNewrozが 過 ぎた。

1996年5月24日

DYP議 長 チル レル 女史 は、ANAPと の 同盟 が終 了 した と語 る。

1996年6月6日

ANAPの 指 導者PMユ ル マズ が辞 任。

1996年6月28日

Re鋤(福 祉)党 党首ネ クメ ッテイン ●エルノくカンが・DYPと の同盟のもとで・ トノレ7初 の

イ スラム主義派首相 となる。

1996年11月3日

国会議 員 、警 察 署長 、お よび犯 罪 組織 の ボ スが乗 った 車 がSusurluk近 郊 で衝 突 し、 国家 と

マ フ ィア のつ なが りについ て ス キ ャ ン ダル が広 が る。

1997年1月'10日

アンカラのSincan地 区において、Re飴h(福 祉)党 市長はイスラム主義者 の抗議 に対 し、イ
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ス ラム法適用 を求 めた。

1997年2月28日

軍 に支配 された国家保安評議会は、宗教的過激派を断固 として取 り締 まるよう政府に要求。

1997年3月21日

イスタンブールでの大会において、数千人 のクル ド人がNewrozを 祝 うデモ ンス トレーシ ョ

ンを行 った。デモンス トレーシ ョンは平和裏 に終了 した。

1997年4月26日

軍は国家保 安評議会の月例会の場 において、イスラム主義活動家に対す る新たな締 め付 け

要求 を行 う。

1997年5月21日

主任 検察官は福祉党を閉鎖 させ るため、訴訟 を開始。

1997年5月30日

前大 臣が他 の離反者に続いてDYPを 離党 したため、政府は国会 で絶対多数 を失 った。

1997年6月18日

エルバカ ンは辞任 を発表 し、連立を再結成す るためデ ミレル大統領の承認 を求めた。

1997年6月20日

デ ミレル 大統領はエルバカンの提案 を無視 し、主要野党であるANAPの 党首メスー ト・ユ

ルマ ズを首相 に指名。

1997年 硯29日

デ ミレルはユルマズ首相の もとでの政府 を承誌。

1997年10月2日
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バ トマン、 ビンギ ョル、お よび ビ トリス各県の非常事態宣言解除。

1997年12月

EU参 加 を申請 している12ヵ 国の中で、 トルコは唯一予備交渉で さえ認 められなかった。

人権 に関す る記録 の悪 さと経済的要嗣が この決定を もた らした。

1998年1月16日

違憲審査裁判所は決定を発表 し、その結果福祉党は閉鎖 された。

1998年3月5日

前福 祉 党 の議員 の 多 くが参加 した ため、新 しく作 られ た美 徳 党(VirtueParly)が 、議 員140.

名 か ら成 る国 会 の最 大 会派 とな る。

1998年5月12日

人権協会会長アクン ・ビルダル が銃撃 され、6発 の銃 弾を受けたが、暗殺 は失敗。暗殺者 は

ジャンダルマ の下士官 によって訓練を受けていた。

●

1998年9月17日

クル ド民主 党(Kurdis伽DemocraticParty)と 統 一 クル ド愛 国党(Pa出oticUn1oηofKurdistan)

は 、支 配 区域 か らPKKを 一 掃 す る協 定 を締結。

1998年10月9日

ア ブ ドゥラ ・オ ジャ ラ ンが長 く滞 在 してい た シ リア を 出国。

1998年10月20日

トル コお よびシ リアの当局関係者 は、 トル コのアダナで協 定に調印。協定に基づ き、シ リ

アはPKKを テ ロ組織 と認 めること、自国領土内でのPKKの 活動を容認 しない こと、そ し

て シ リアに居住す るPKK兵 士を トル コに引き渡す ことに同意 した。

1998年11月12日
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アブ ドゥラ ・オ ジャランはローマに到着 し、 ドイツが発行 した国際逮捕状 に基づき、到着

後直ちに逮捕 された。 ドイツは国内のクル ド人社会か らの激 しい反発 を恐れ 、彼の引渡 し

を要求 しなかった。

1999年1月16日

アブ ドゥラ ・オジャランは飛行機 でイタ リアを離れ 、遠回 りを してケニヤに到着 した。

1999年1月29日

最高裁判所主任検察官は、違憲審査裁判所 において、HADEPがPKKと 「有機的」関係が

あ るとして、HADEPの 閉鎖を求めて提訴 した。

1999年2月15日

アブ ドゥラ ・オジャランは トル コに強制送還 され、拘留 された。

1999年4月18日

総選 挙で民主左翼党(DSP)が 最大議席数 を獲得 し、愛国運動党(MHP)が 僅差 で続いた。

1999年5月

DSP、MHP、 およびANAP(祖 国党)が3党 連立政権 を結成。エ ジェビッ トが首相 とな り、

新政府 は大国民会議 において351議 席 を占めることとなった。

1999年6月29日

アブ ドゥラ ・オジャランは反逆罪で有罪 とな り、 トル コ国家に対す るPKKの 武力抗争で殺

された数千人の死について個人的 に責任あ りとされた。彼は死刑判決を言い渡 された。

1999年8月2日

オジャランはPKKに 対 して、 トル コか ら戦闘部隊を引き揚 げ、9月1日 をもって武力行動

を停止するよ う呼びかけた。2日 後、PKK議 長会議は、PKKの 戦闘部隊が トル コに対する

武力行動を停止することを確認 した。
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●

が腐敗に対 して無策であるとして、2月19日 に首相 とセゼル大統領 の対立が表面化 したこ

とが、経済危機 の引き金 となる。

2001年6月

違憲審査裁判所 は、 トノレコの政教分離秩序を崩壊 させ よ うとしているとして、野党静 党

であるFazilet(美 徳 党)の 活動 を禁止 した。検察が要求 した もの より限定的な制裁措置 とし

て、裁判官た ちは美徳 党議員2名 のみを国会か ら追放す ることを決定 した。

2001年10月3日

トル コ薗会は、憲法の改正、特 にクル ド語使用 に関す るい くつかの条項の改正を承認 した。

改正は トル コのEU加 盟 を容易 にす ることを意図 していた。

2002年2月6日

トル コのい くつかの法律を2001年10月 の憲法改正に合わせて調整す るための法律第4744

号(い わゆる 「ミニ民主主義法案」)が トル コ国会で採択。

2002年3月

法 律第4748号:追 加 改革 パ ッケー ジ

2002年8月3日

トル コ国会は、平和時の死刑廃止、クル ド語 による教育 と放送の許可、軍 と国家機関に対

す る合法的批判の許可 を含む14点 におよぶ改革パ ッケージを採択。法律第4771号

'2002年11月3日

総選挙。連立政府は壊滅的敗北を喫 し、国会で1議 席 も獲得できなかった。イスラム主義

を中心 とす るAKPが 議席 の3分 の2を 得た。セゼル大統領は、引き続 きAKP副 党首のア

ブ ドゥラー ・ギュルを首相 に任命 した。

2002年11月30日

最後に残っていた2県(デ ィヤルバ クル とシルナ ク)で も非常事態宣言が解除。

142



』
1999年8月17日

巨大地震(マ グニチュー ド7。4)が トル コ北西部 を襲った。震源はイズ ミール近郊 で、 トル

コの産業の中心地 であった。 トル コに とっては1939年 以来最悪の地震である。公式発表に

よる と、死者は17,840人 であるが、行方不明者 を含め この数字 に入 っていない数が どれ く

らいであるのか、確 かで はない。ギ リシャか ら多大な援助 と同情が寄せ られ 、 トル コ ・ギ

リシャ関係 が大き く改善す ることが期待 された。

1999年11月12日

マグニチ ュー ド7.2の 地震 が トル コ北西部を襲い、8月 の地震の震源地か ら70㎞ ほど東方

に位置するいくつカの 町が騨 的打撃を受肱 少なくとも737名 が死亡眺 ●

1999年 、12月

長い こと反対 していたギ リシャが反対を撤回 し、トル コはよ うや くEU加 盟の正式候補国 と

なった。実際の交渉の 日付は定められず、 トル コが人権 と民主主義的権利の遵守 を どの程

度改善できるかに よって決 め られ ることとなった。

2000年1月12日

政府 は、欧州人権裁判所か らの、オジャランの同裁判所への申 し立てに決定が下 され るま

での間、彼の死刑 を中止す る命令を尊重す ることに同意。

2000年5月

改革主義者で判事 のア フメ ッ ド・ネ クデ ッ ト・セゼル が大統領 に当選。

2000年12耳

小 さい房 の 「Fタイプ刑務所 」に反対す る受刑者 のハ ンガース トライキ と激 しい抗議行動 を

阻止 しよ うとす る政府 の行動の間、受刑者31名 、公安警察官2名 が死亡 した。

2001年2月

大量の資本逃避 と株式市場の暴落によ り、政府 が通貨 を変動相場制にせ ざるを得 な くなっ

てか ら、2月22-23日 の間に トル コ ・リラは実質的に3分 の1下 落 した。エジェビ ッ ト首相
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2002年12月12●13日

EUコ ペ ンハ ー ゲ ンサ ミ.ットで、 トル コはEU加 盟 交 渉 を決 め る審 査 が行 われ る2004年12

月 ま で待 た な けれ ば な らない こ とが決 ま っ た。 審 査 に よ り、 トル コが人 権 基 準 を満 た して

い るか ど うか が決 ま るこ と とな る。

2003年3月13日

違憲審査裁判所はHADEPの 活動 を禁止。

2003年3月14日

補欠選挙で当選 し国会議員 となったAKP党 首 タイイ ップ・エル1ドガンが首相 に指名 された
。

資料:【1a][4b】[5H41dH76】
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付表C:主 な左翼/非 合法政治組織

,重要㍗本1附属'書ノま台滋組縦 ま非台離 織 の砺1方を言・む。非 台滋 であ6こ ま,がカ,かっでいる

纏'こ つ〃、でな・、ぞの旨を説男内容'〆こp示乙であ{5。 非1全法窟織 ぱ営に変1佐 し、隠密婆γご行;

動 ナる序庄 であ{5た め、完 全な クス みを作6ご ～な不 可謄 であ ζ5。

トル コ国家 には主に3っ の大 きな脅威がある。 クル ド民族主義 ・分離主義武闘派、マルク

ス ・レーニン主義過激派、およびイスラム主義過激派武装勢力である。[2a】

語 彙 集

・oephe=負ont

・dewimci=revolutionary

・emek需1abour

・halk=people

・hareket=movement

●i口==worker

・k□1・=peasant
,villager

・ku血 蓋uニ1iberation

・ □9・=・rganimti・n,aSS・ciati・n

・[⊃9。=fヤee

・ □g・1・=fヤeedom,1iberty

λcz量.Mendiグ ル ー プ イ ス ラム主 義急進 派 グル ー プ。1985年M・1・G・d・ に よ りエ ラ

ズーで設立。AcZトMendiの 意味は、「救いを求 めるア ラーの僕派」である。メンバーは全員

同 じ服装で、黒い長衣 とターバ ン、だぶだぶの ズボンを着用 し、手 に笏を持つ。 エラズー

お よび各都市 に作 ったデル ビーシュ(宗 教儀式 を行 う修行僧)集 会所で会合 を開 く。エ ラ

ズー、ガ シア ンテ ップ、お よびイズ ミール のデル ビー シュ集会所 は裁判所の命令 に より閉

鎖 されてい る。[92]

A㎞beイ ス ラム 主義急 進 派 グルー フ㌔ 創 始者Musta血Islamo□uが 率 い る。 グル ー プ の合
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法的支部はAKEV(Akabe教 育文化協会)で ある。[921

Apocular(Apo[ア ブ ドゥラ ・オジャランのニ ックネーム]の 信奉者)1974年 以降、オジ

ャランは6名 の政治的同士を集めて、マル クス ・レーニン主義に基づき、特別 にクル ドを

対象 とした民族解放運動 を始 めた。Apocularは そのほとん どが台頭 しつつ あった トル コのプ

ロレタ リア階級で構成 され、クル ド民族運動に階級闘争の概念 を吹き込んだ。1978年 にPKK

と改名。【16bl

ARGKPKK参 照

AteHirsizi(火 泥 棒)1993年 結 成。 無 政府 主 義。 出版 物 一 「AteHirsizi」[80a】

BCH(独 立共 和 国 運動)(Ba□msizCumhuriyetHareketi)[80bl

BDGP(統 一 革 命 軍 綱 領)(B廿1eikDevrimci'G□lerPlatfbmlu:ト ル コ 語 名)(Platfbrma

SoresgerebYOkgi而:ク ル ド語 名)1998年 設 立 、 急 進 的 左 翼 。[80aH80b】

BP/KK-t(ボ ル シ ェ ビ キ 党/北 ク ル ドー トル コ)(BolevikPaδsi/K□eyK□d量stan-T□kiye)

非 合 法 。1981年TKPIML(ボ ル シ ェ ビ キ)と し て 結 成 。 旧 毛 沢 東 主 義
、 ス タ ー リ ン 主 義 。

出 版 物 一rBolsevikPartisanj、rRqiaBosev□ 」[80a]

Ceyshu皿ah(ア ラー の軍隊)1995年 イ ス タ ンブール で結 成 。r聖 な る戦 い」 に よ り、 トル

コに神 政 主義 体 制 を作 る こ とを 目的 とす る
。1994年 か ら1999年 の 間 に、 トル コ警 察 は

Ceyshullahに 対 して6回 に及 ぶ作戦 を実行 し、メ ンバ ー33名 を拘 束 、銃 、 ピス トル 、爆 弾 、

そ の他武 器 弾薬 を押 収 した。 メ ンバ ー は サ ウジナ ラ ビア とア フガ ニ ス タ ンで 訓練 を受 けた

と供 述 して い る。

De▼SolDHKP-C参 照

DevYd(革 命 へ の道)(DevhmiciYbl)1975年 設立。 急 進 的左 翼。 □DPの 一部(附 属 書
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B参 照)出 版 物 一rBirAdi㎡ 」(一 歩) 、rHaeket」(運 動)、rDe頼mici舳eket」(革 命 運動)

180al

Devrim(革 命)1990年 にDevYdか ら分離 。旧毛沢 東 主義、急進 的左 翼。出版 物 一 「De頼m」

[80al

DevrimPartisi-KawaPS-Kawa参 照

De▼rimGen口ikDHKP-C参 照

DevrimHalkHareketi(革 命 人 民運 動)1999年 にTKIPよ り分離 。急 進 的左 翼。 出版物 一

rDevrimiciHalk」 ・(革命 的人 民)[80al

DevrimiciHareke重(革 命 運 動)[80b】

Devr量miciIPartisi-Insa自rg・ ・ノSPAN□(革 命 労 働 者 党 一 発 展 機 関)ト ロ ツ キ ー 主 義 。

出 版 物 一 「EntemasyonalB□tenj[80a]

Devr韮midM・adde(革 命 闘 争)1977年De頼miciDedeniと し て 設 立 。 急 進 的 左 翼 。 出 版

物 一 「DevrimiciM□adele」 【80a】

Devrim董ciSosyamYロ(革 命 社 会 主義 指針)[80b】

DHKP-Cま たはDHKP/C(革 命 人 民 自由党 一前線)(DevhmiciHalkKurtulusPa質isi-Cephesi)

ww、 柵zur璽uk.ordhkc非 合 法。急 進 的左 翼。1993年 にDevSo1(Devrimici-So1、 革命 左 翼)

の分 派 と して結 成 され る。DevSolは1978年 設 立 で 、分裂後 消滅 した。 も う1っ の分 派で

あ るTHKPICDevrimiciSolは 、DHKPICと は敵 対 関係 に あるが 、規模 も重 要性 もは るか に小

さい集 団で あ る。DHKPICは 長 い こ とPKKと の 関係 が うま く行 って い ない が、 クル ドの武

力 闘争 に対 して繰 り返 し連 帯 を表 明 してい る。'
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DHKPICは 武力革命 によ り トル コの現政府制度を倒 し、マル クス ・レーニ ン主義国家に しよ

うとしている。 テロ活動は、特に トル コ公安警察 と当局関係者 、また 「帝国主義の象徴」

とみな された人物 に向けられている。1999年9月 のイ スタンブールにお ける銀行襲撃事件

では、23名 が負傷 した。当局は1999年DHKP!Cに 大規模 な捜索 を行い、メンバー160名 を

逮捕 、大量の武器や爆発物 を押収 した。2000年8月 には、空軍基地に爆弾をしか けよ うと

したDHKP/Cメ ンバー7名 が警察に逮捕 された。DHKP!Cは2001年 にも行動を起 こし、4

月10日 には警察車両を襲撃 して通行人1名 が死亡、警官2名 が負傷 した。米国務省2001

年報告 によると、2001年1月 と9月 にイスタンブールの警察署でDHKPICの 自爆テロが発

生 し、警官数名 と民間人が死亡 した。

●
2000年 末か ら2001年 は じめにかけて発 生 した トル コ刑務所 のハ ンガース トライキに関係 し

たものの多 くは、DHKP!C指 導部のメンバーである。グループ はこれ らの事件 に関す る抗議

行動 に対 し、 ヨー ロッパ全土か ら大規模な支援 を集 めた。 トル コ国内では、2001年1月3

日のイスタンブール警察署へ の爆 弾による襲撃な どが行 われ た。事件後組織 は、刑務所の

掃討作戦によ り死亡 した30名 の受刑者の報復であると発表 した。 トル コのアナ トリア通信

社 は、イスタンブール の各警察署 に配布 された回状による と、組織 は さらなる攻 撃を計画

中であると報 じている。[2aI

●

ア ンカ ラ国家保 安裁 判 所 の検 事 丁田atSalkは 、1999年 の あ る裁判 の 中で 、DHKPICがH□P

(Haklarve□zg・1・lerPlarfbmlu)(権 利 と自由の綱 領)、 非 合 法化 され たDevrimiciGen□ik

(革命 青年 党)、 お よびTODEF(T・kiye□1コenciDemekledFederasyonu)(ト ル コ学 生青 年

協 会 同盟)の 名 の もとで活 動 を行 ってい る と主張 してい る。[23q

出版 物 一 「穐adi□miz鞄tan」 、「DevゴmichiSolJ .、「K蹴ulu」(解 放)[80a]英 国 では 、DHKP.C

は2000年 のテ ロ リズ ム法 に基 づ き、2001年3月29日 以 来 禁止 され て い る。 近 日刊 行 され

る 予 定 のrAPI一 禁 止 組 織 」 参 照 の こ と。 資 料 【541は グ ル ー プ の ウ ェ ブ サ イ ト

ー よ り印刷 した もの で あ る。、

DHP(革 命 人 民 党)(DevrimiciHalkPartisi)1994年 設 立
。PKKと 近 い 。出 版 物 一 「Altemat埆

(二 者 択 一)[80a]
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DireniHareketi(抵 抗 運動)1978年 砕THKP!C一 ロ ロnc□Yb1と して設 立
。 急 進 的左翼。

出版 物 一 「Odak」[80al

D□d●c●Soトlnsa□ 「g'。(4番 目の左派 『建 設組 織)

、 トロツ キー 蟻 出版 物 一 「S・n

Kavga」(最 後 の戦 い)[80a]

DPG(革 命 党軍)(DevdmciPartiG・1eri)急 進 的左 翼。 出 版物 一rMaya」(発 酵) 、rParti

Y61unda」[80a]

DS皿(革 命 社 会 主義 労働者 運 動)(DevrimciSosyalistI口Hareketi)非 合 法。急進 的左 翼。

出版 物 一 「Kaldira・ 」(て こ)[80al

DSP(革 命 社 会 主義 労働者 党)(DevrimciSosyalistI□Pa蛇isi)1997年 設 立。 非 合法。 ト

ロツキ ー主義 。 出版 物 一rSosyalistI□ 」(社 会 主義 労働者)

EMEP附 属書B参 照

ERNKPKK参 照

Gerロk(真 実)【80b]

Hareket(運 動)[80bl

HD□(人 民論 指 導者)(HalkinDewimc山nc.eri)非 合 法[82bl

HevgirtinWdatparez(愛 国 連 合)【80a]

Hiz.IK皿anMed-Zehra参 照
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Hizbu皿ah皿 皇mGruhuお よ びHizbuHahMenzilG川buい ず れ も非 合 法 。 ヒズ ボ ラ

(Hizbullah1Hezbolla)は 、1980年 代に トルコ南東部で誕生 した非常に謎の部分の多いイス

ラム主義集団で ある。暴力的手段 によるイスラム国家建設 を主張 している。 中心的 リーダ

ーであったヒズボ ラが1991年 にPKKに 殺害 されて以来、す ぐにPKKへ の復讐 を始めるべ

きか、また組織の 目的達成 を 目指 して蜂起すべ きか どうか にっいて、組織 内に意 見の対立

が生 じた。1っ のグループはMenzi1の 出版社 を拠点 としたことか らMenzilグ ループ と呼ば

れていたが、組織 はまだ武力闘争に突入 できるほど発達 していない とい う考 えであった。

もう1つ は、11imの 出版社 を拠点 とし、llimグ ループとして知 られていたが、PKKに 武力

報復を加えるのにすでに機 が熟 した としていた。 グループの考 えは、PKKと 戦 うた めのき

たない仕事 をできるだけ トル コ政府 にや らせ よ うとい うものであった。 ヒズボラが行 った

残虐行為の多 くはmmグ ループによるものである。 グルー プはシーア派イスラム教 を信仰

す るイランに対 し、イデオ ロギー的反感 を抱いていた。Ilimグ ループはスンニ派イスラム教

国家建設 を目指 していたので ある。11imグループは1996年 にMenzi1グ ループの数名 の指導

者殺害に成功 し、Menzi董 グループは崩壊 し消滅 した。ぞれまでMenzilグ ル」プに所属 して

いたメンバー数名がIlimグ ループに参加 したため、1996年 以降 ヒズボラは暴力的 なIlim派

と同義語になった。公安 当局が ヒズボラの行動 を大 目に見てい るのは、共通の敵 と戦 って
』
いるからだ とい う噂が流れ 、 ヒズボラは多数 の失踪や殺人について責任 があるとされた。

犠牲者の中には、元DEP国 会議員Me㎞etSincarや 、イスラムのフェミニス ト作家Konca

Kurisな どが含 まれてい る。 デ ミレル大統領は、 ヒズボラ と トル コ当局 との間につ なが りが

あ るのではないか とい う疑惑 を否定 し、軍幹部 はその ような疑惑は中傷行為であ るとの怒

りに満ちた声明を発表 している。

1997年 以降、トル コ当局は ヒズボ ラヘの取 り締 りを強化 し、1998年 には支持者130名 、1999

年には250名 、2000年 には3300名 が逮捕 された と言われ る。2000年1月17日 、イス タン

ブールの□sk・ar区 域 の家が急襲 され、ヒズボラの創設者 で リーダーであったH・eyin驚1io

□uが 殺 され、2名 が逮捕 された。その家で見っかった証拠品に基づ き、他 の多 くの拠点が

捜索 され、行方不明 となっていた ビジネスマン13名 の遺体が発見 された。 その後数 ヵ月間

で多 くの遺体が見つかったため、検事局は156件 の殺人 について21名 を告発 した。 かく し

て2000年7月10目 に大 ヒズボラ裁判が始まった。取 り調べ期間中、ヒズボ ラの容疑者 は、

1990年 代は じめに穏健派イス ラム学者KoncaKurisを 殺害 したことを 自白した と言われ てい
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る。2002年11月 、控訴裁判所は5名 を無罪 とし、残 りには禁固45ヵ 月か ら終身刑 までの

刑 を言い渡 した。

公安警察の ヒズボラに対する幾多の作戦 によ り、 ヒズボラの活動は大きく後退 し、グルー

プが実行 した爆破事件は、1999年 の最初の8ヵ 月間で302件 であったのが、2000年 の同時

期では94件 にまで減 った。 しか し2000年10月 、デ ィヤルバクル県知事は、 ヒズボラのカ

は大きく後退 した とは言え、 まだ消滅 した とは言 えない と述べている。多数 の教師や宗教

者が組織 に関係 してい ると言 われている。

2000年2月 現在、 ヒズボ ラは トル コ全土に20,000人 のメンバーを持ち、それぞれ少人数の

集団で組織 され、秘密 厳守 を誓っていたため、仲間のメンバー数名 しか知 らなかった と言

われ ている。2名 ない しは3名 のグループで行動 し、ね らった相手 を追跡 し、1人 が見張っ

ている間にも う1人 が標的の頚部をね らって1発 で しとめると言われた。3人 目がいる場合

には、処刑者 を守 る役割 を果 たす と考え られた。

2000年1,月 に公安警察が大規模 な行動を起 こすまでは、わかっている限 りヒズボラが作戦

行動 において当局関係者 を標的に したケースはなかった。 しか しそれ以来、暴力事件が起

こるよ うになった。2000年10月11日 、ディヤルバ クルで警察官がヒズボラ との銃撃戦で

死亡 したが、 これは2001年1月 に県の警察署長Ga鋤rOkkanお よび部下5名 が銃撃 により

死亡 した事件 とも関連づ けられている。2001年4月 、 この件に関わった容疑 でヒズボラの

メンバーが逮捕 された。

ヒズ ボ ラの メンバ ー とされ た もの の多 くは 、拘 留 中に拷 問 を受 け た と主張 し、そ のい くつ

か いつ いて は 医学 的証 拠 に よ り立 証 され て い る。

[2a][5c】[5d]【5g】[7g][32e】[82b][92]

HiabullahVahdetイ ス ラム急 進派 グル ー プで 、1980年 代 に%hdet出 版 社 を拠 点 と した。

グル ー プの リー ダ ー はAbdulvahapEkinci。 グル ー プ の合 法 財 団 がDavet教 育 文 化 協 会 と

AbdulkadirGeyaniト ラス トで あ る。r論hdet」 と呼 ばれ る定期 出版 物 を発行 し七 い る。[92】
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HKG(人 民 解 放 軍)(HalkinKurtulusuG・Ier三)[80a】

HロPDHKP-C参 照

IBDA.C(イ 』ス ラ ム大東 征 軍 一前線〉(lslamiB・ ・Do□Akincil飢 ・Cephesinia)イ ランの支

援 を受 けた非 合 法 のイ ス ラム原理 主 義 グル ー プで 、厳 格 な シ ャ リー ア 、す な わ ち イ ス ラム

法 に基 づ い たイ ス ラム共 和 国建設 を 目指す 。PKKお よび トル コの政府機 関 を攻 撃す る。

IBDA.Cは 少 人数 で個 別 に活 動す る班 で組 織 され て い る と言 われ る。メ ンバ ー は それ ぞれ 独

立 し、ヒエ ラル キー 的 権威 構 造 を持 た ない。1っ の班 は他 の班 が何 を して い るか 知 らない の

が普 通 で ある。班 には2種 類 あ る。1っ の種 類 は プ ロパ ガ ンダ活動 を行 い 、本 や 定 期刊 行物

を 出版 し、会 合 、会議 、展示 会 な どを企画 す る。も う1つ の タイ プ は 「ウル トラ軍 」、「Altinordu』、

「Lazistan』、 「革 命 的S岨 連合 」 な ど と呼 ばれ る班 を含 む もので あ る。IBDA・Cは 出版活 動

を積 極 的 に行 っ て お り、多 くの書店 、 ウェブ サ イ ト、 お よび印刷 所 を持 つ 。 会 合 は書 店で

開催 され る。 定期 刊 行 物 には、 「Ak-Dogu」 、 「Ak-Zuhur」 、 「AkinYoluj、 「Taraf」、 「%hkim」

な どが あ る。

lBDA・Cは 、特 に1999年 代は じめのいくっかのテ ロ事件 との関連が言われ てい る。攻撃に

爆発物や火炎瓶 を使 うことが多 く、銀行、カジ ノ、キ リス ト教会、アタチュル クの記念碑

な どを標的に してきた。

●
IBDA/Cは 、1999年10月Cumhuriyet紙 の ジ ャーナ リス トと して有 名 な非 宗教 のA㎞etTaner

Kllali教 授 が爆 弾テ ロで 死 亡 した事件 に 関係 して い る と言 われ る。1999年12月 と2000年2

月 に、IBDAICの メ ンバ ー がMe錠is刑 務 所 で流 血 の抗 争 を引 き起 こ した。引 き金 とな った の

は 、看 守 が彼 らの房 に入 るの を武 力 で阻止 し よ うと した こ とで あ る。12月 の暴 動 で は兵 士

54名 が負 傷 し、100名 がIBDAICの 人 質 となっ た。 さ らに これ が2001年4月1日 に2名 の

警 官 が殺 され た事 件 の 口実 と もな った。

SalihMirzabeyo□uの あ だ名 で知 られ るIBDAICリ ー ダーS曲hlzzetErdiに 対 し、イ ス タ ンブ

ール 国家 保 安裁 判 所 にお い て2000年2月 に訴訟 手 続 が 開始 され た
。 イ ス ラム 国家 建 設 の た
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め活 動す る非 合 法組 織 の リー ダー と して、死刑 が求刑 され た。2001年4月3・ 日、裁判所 は

彼に 死刑 を言 い渡 した。[2a】 【82bl[85H921

1H□(イ ス ラム運 動組 織)(lslamiHareket□rg・ ・)非 合 法[82b】

11ericiGenロik(進 歩 的 青年 党)[80bl

lMO(イ ス ラ ム運 動組 織)目 標 は トル コにイ ス ラ ム国家 を樹 立す る こ とで あ る。 メ ンバ

ー はイ ラ ンで訓 練 を受 けてい る。 通 常能 力 の高 い 戦 闘員 は、武 器 の使 用 法や 爆 弾 の作 り方

な ど、 ゲ リラ戦 術 の訓 練 を受 け るた め海 外 に送 られ る。 作戦 チー ム責任者Irf㎞Cagrlciが

1996年 イ ス タンブ ール で警 察 に捕 まった。IMOの 指揮 と統制 が 弱ま り,、IMOは 瓦解 して現

在 メンバー の ほ とん どは刑 務所 の 中 にい る。[92]

1□Demokrasisi(労 働 者 の民 主主 義)1998年 創 立。DSIPか ら分離 。 トロ ツキー 主 義。出

版物 一 「1□Demokrasisi」 【80a]

Jerusa霊emFightersKud□Sava□lari参 照

KADEKPKK参 照

Kap董anci量ar/SロdeHilaf吟tDevleti非 合法[82b]

KDB(共 産 主義 革命 連 合)(Kom□istDevrimciBirlik)非 合 法[82b]

KDH(共 産 主 義 革命 運 動)(Kom□istDevゴmHareketi)非 合 法 【82b】

ゆ 肌(共 産 主 義革 命 運 動/レ ー ニ ン主義)(K。mロistD乙wimH厳eketi几eninist)非 合 法

出 版 物 一 「K□ 」[80bH82b]

KKP(ク ル ド共 産 党)(K・distanKom・istP鍵tis玉 〉 非 合 法[82bl
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KongreyaAzad・ ・Demo㎞asiya(ク ル ド 自 由 民 主 会 議)[80bI

KP(1ロ)(共 産 党(発 展 機 関))(Kom・istPartisi(lnaロrg・ ・)非 合 法 。 旧 毛 沢 東 主 義 、

ス タ ー リ ン 主 義 ・1995年MLKPよ り分 離 。 出 版 物 一rHalkinBirli□ 」 【80al[82b1

KSB(共 産 主 義 闘 争 連 合)(Kom・istSava□1arBirli口)出 版 物 一 □ □Davasi・ 【80bl

Kud・Sa▼3□ 且ar董(エルサ レムの闘争者)イ スラム主義の分派で、イラン とつなが りがあ

ると言われ る。2000年5月 の警察 の作戦によ り、メンバー数人が逮捕 され、様 々な武器 の

隠 し場所が発見 された。[2a]

KUK(ク ル ド民族解放主義者)(KurdistanUlu謝Kmulusculad)マ ル クス ・レーニン主義。

1978年 設 立。最初の 目的は トル コ東部お よび南東部に独立クル ド国家 を建設 し、その後イ

ラ≧、シ リア、お よびイ ラクのクル ド人居住 区域 を統一 し、共 和国を作 る ことで ある。

KUK-MKの リ ー ダ ー は 、DasrafBiled1(総 書 記) 、Sait口zsoy、Va面 □zdemir、MahfUzY¢tmen、

□vketKa□az、L・ 五Baksi、KUK-SEの リー ダ ー は 、K .Baib・ ・、Yal□nB・ ・(総 書 記)、

Abdurra㎞1ξmBayram、AbdurrahmanEsmer
、Yasemin□ubuk、ZeynelAbidin□zalp、 お よ び

梅sufA㎞etB飢manで あ る 。[921

M-18MLKP参 照

Ma置atyamar(マ ラ トヤ出身者/マ ラ トヤ人)「a蝕 一De□」 として も知 られ るこの急進

的分派 グル ープ は、イズラム国家建設を主張 している。 このグループが最初に注 目された

のは、1997年 お よび98年 にマラ トヤでベール着用禁止令に反対す るデモ と
、それ に関連 し

て暴動が起 こった ときである。マラ トヤ以外 では、イスタンブール、ガシアンテ ップ、土

ル ズルム、 カイセ リな どで活動 していると言 われ る。 グル ープ上層部 は、兵力 を集 めるこ

とを目的 として ヒズボ ラとの協議に関わってい るとされ る
旦2000年10月 、公安警 察はグル

ープに対 して大規模 な作戦を実行 し
、28県 で約250名 を逮捕 した。 これまで(2001年5月

現在 で)Malatyamarが 武力抗争 を起 こした記録 はないが、公安警察 によるこの ときの捜 索
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で大量の武器が発見 された。12a】

グルー プ の リー ダー はZekeriya□eng□ 。主要 メ ンバー は トル コ南東 部 の マ ラ トヤ市 出身で

あ る。 「De□simj(メ タモル フォーゼ)を 定期 的 に発 行 してい る。 さ らに、合 法 トラス トで

あ る 「イ ス ラム連 帯 トラス ト」 を創 設 し、 イ ス タン ブール で活 動 して い る。 グル ー プは 自

分 た ちの こ とを 「afak」(ダ ウングル ー プ)と 呼 び 、大学 内で は 「Musl㎞Ybuth」(イ ス ラ

ム青 年部)と い う署名 を用 い てい る。[921

MarksistTutum(マ ル クス主義 態度)【80b】

●
Mezhepsiz篁erGrub}非 合 法 【82b]

Med-zehraま たの名 をHizb4Kuran(Q'uran党)急 進派 イ ス ラム主義 グル ー プ で、said

Nursi(Nurcu運 動[お そ らく トル コにお け るクル ド人 の宗教 運動 の 中 で最 も重 要 な もの1を

始 めた人 物 で、1969年 死 去)が クル デ ィス タ ン に設 立す る ことを望 ん だMedresetu'z・Zehra

大 学が そ の名 の 由来 で ある。Med-Zehraは クル ドのイ ス ラム主義 運 動 を代 表す る重 要 な グル

ー プで あ る
。 トル コ政府 に反 対 し、憲 法 体 系の適 用 を拒否 して い る。[7hl

MIB(マ ル クス主義労働者 同盟)ト ロツキー主義[80a]

MLKP(マ ル クス ・レー ニ ン主 義共 産 党)(MarksistLen量nistKom・istPatisi)非 合 法。1995

年設 立。TKP/ML-Hareketl、TKIH、TKP/ML(TI□)が 合 併 した もの。 ス ター リン主義。 ト

ル コの現 体 制 を武 力 に よ り崩壊 させ る こ とを 目指 して い る。 ま た 自分 た ち が クル ド社 会 の

代 表者 で あ る と自認 し、武 力 闘争 に よ り 「フ ァ シス ト的植 民 地支 配 」 を倒 す こ とを望 み、

その た め にM-18の 名 で知 られ る独 自の武 闘集 団 を持 つ。1998年5月 、MLKPは トル コ人

権 協会 ブル サ 支部 の経 理担 当者Tace伽AsciとA㎞edAydinを 誘拐 し、1998年6月7日 に、

この2名 を警 察へ の 通報者 として 「処 刑 」 した とい う声 明 を発 表 した。 ア ムネ ステ ィ ・イ

ンター ナ シ ョナル は、処刑 は非常 な驚 きで あ り、遺 体が返 され ない のは 、2名 が拷 問 に よっ

て尋 問 され た 証拠 で ある と述べ た 。 ア ムネ ス テ ィは 、遺 体 を 引渡 し、殺 人 の責任 者 に法 の

裁 き を受 け させ るよ う要 求 した。出版 物 一rPartininSesi」 、rAtilim」(進 歩)[2aH12hH80al
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[82b1

MLSPB(マ ル クス ・レーニ ン主 義 プ ロパ ガ ンダ隊)(MarksistLeninistSilahliPropagandaBirll一

口)非 合法 。1975年THKPICか らの分 派 として設 立 、政治 的 武 闘派。 急進 的左 翼。 出版

物 一 「Barikat」(バ リケー ド)【80a][82b]

Mq・a皿Gen□i且Grubu(イ ス ラ ム青 年 グル ープ)非 合 法 【82b]

PADEK(ク ル ド 自 由 民 主 党)(P飢tiyaAzad・ ・Demokras・yaKurdistan・(ク ル ド語)
、K・

distan□zg・1・veDemokrasiPartisi(ト ル コ 語))PYSK(KurdistanSosyalistBirlikPartisi)

の 一 派 に よ り 、2000年 に 設 立 。 左 翼
、 ク ル ド民 族 主 義 。 【80a】

PDK(K・distanDemokratPa而si)非 合 法[82bl

PDK/Bakur(ク ル ド民 主党/北 部)(Pa鴬 ・Demokrat・Kurdisセm!Bakur(ク ル ド語)
、K・distan

DemokratPartisi/K・ey(ト ル コ語))非 合法 。PDKIHevgirtinと して1992年 に設 立。左 翼。

クル ド民 族 主 義 。独 立 社 会 主義 クル ド共 和 国 の旗 の も と、 イ ラ ン、 イ ラク、 シ リア、 お よ

び トル コに居 住 す る クル ド人 の統 一 を 目指 す。 出版 物 一 「D口geBakur」180a】 【82bl[92】

●
PDKCr)(ク ル ド民 主 党(ト ル コ))(K・dis伽DemokratPa而si(T・kiye)(ト ル コ 語)

、P飢

□aDemokrataKurdistan(T・key・)(ク ル ド語))左 翼
。 ク ル ド民 族 主 義 。 出 版 物 一rXebat」

[80a1

PIK(イ ス ラム 主義 クル ド党)(PartiyaIslamiyaKurdisセm)1979年 設 立。PIKの 主 な 目的

・はイ ス ラ ム国 家 を建設 す る こ とで あ り
、 メ ンバ ー は これ を聖 な る使 命 とみ な して い る。 戦

略 は、 トル コ
,に混 乱 を創 り出 し、政 府 制 度 を崩壊 させ 、 トル コ全 土 に反 乱 を 起 こ し、 イ ス

ラム 主義 クル デ ィス タ ン を建 設 す る こ とだ と言 われ る。 トル コ東 部 と南東 部 、特 にマ ラ ト

ヤ で活 発 に活 動 してい る。 ア ンカ ラ とイ ス タ ンブール に も支 部 を持 つ
。 主 な リー ダー は 、

MuhammadSalihMustaga博 士(党 代 表 で総 長 官) 、OsmanCaner(学 生 お よび 青年 部長 官)、

お よぴSukutiEvcim(青 年部 長)で あ る。[92】
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PKK(ク ル ド労働者 党)(Par□aKarker[コKurdistan(ク ル ド語)、K・distanI□Paritisi(ト

ル コ語))型gお よび 一 「クル ド人 」 の章(6B)も 参

照 の こ と。 非 合法 。1978年11月27日 設 立。 トル コ、 シ リア 、イ ラク、 お よびイ ランにま

で お よぶ独 立 クル ド国家 を建設 す るた め 、国 内外 で の武力 闘争 を主張 し、1984年 か ら闘争

を開始 した。指 導部 は57名 の メ ンバ ー で構成 され る。構成 要 素 に は、PKKの 「人 民 戦線 ・

プ ロパガ ンダ部 隊」 で あ るERNK(ク ル ド国 民解 放 戦線)と 、PKKのr人 民軍 」指導 部 で

あ るARGK(ク ル ド民族解 放 軍)が あ る。 リー ダー:ア ブ ドラ 「Apo」 オ ジ ャラ ン。

トル コ南東部 におけるPKKの 武装作戦は、1984年 に始 ま り、1990年 か ら94年 にかけてピ

ー クを迎えた
。民間人(多 くの場合 クル ド人)お よび軍人 を標 的 とした攻撃が行 われ、多

数 の死者 を出 した。PKKは 、殺人 を含む人権侵害の罪 を犯 した。南東部農村地帯 が最も多

かったが、他の地域で も行われ た。犠牲者 は主にジャンダルマ兵士、市長、教師、、イマー

ム、自警 団員 とその家族、PKKへ の参加 を拒否す るもの、PKKの ために戦 うことを拒否す

る若い村民、元PKKメ ンバーで トル コ当局の情報提供者 となっているものな どで あった。

トル コ当局は当初か らPKKに 対 して厳 しい態度で臨んだ。PKKは 経済 ・社会イ ンフラな ど

を系統的に破壊 し、農村部人 口を意 図的 に分断す ることで、南東部 を統制不能に しようと

試みた。特に1996年 まではPKKが 教師 を殺害す る方針 をとったため、村 の学校 の多 くが

閉鎖 され た。

トル コ当局の情報 によれば、1987年 以来PKKと の抗争で、PKK兵 士23,000名 以上、軍お

よび公安警察 メンバー約5000名 が殺 害 されている。民間人も4400人 以上殺 された と言 う。

負傷者は軍 と公安警察のメンバーが11,000人 強、民間人が約5400人 である。PKK兵 士の負

傷者数 については数字がない。

●

1999年8月3日 、アブ ドゥラ ・オ ジャランはPKK兵 士に武装闘争を中止 し、9月1日 まで

に トル コ領 内か ら撤収す るよ う呼びかけた。9月1日 、PKK指 令委員会のメンバーで彼の

兄弟で もあるOsmanが 、PKKは ただ ちに これ を実行す ると発表 した。オジャランの呼びか

けにPKK兵 士が どの程度従ったかは、 トル コ軍最高司令部が2000年5月 に発表 した数字

が示 してい る。 これ によると、5500名 のPKKメ ンバーの うち、5月 の時点で トル コに残 っ
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てい た の はた った500人 に過 ぎ ない。2000年 の最初 の5ヵ 月 間で 、軍 とゲ リラの武 力衝 突

の 回数 は18回 しか な かっ た。1994年 の ピー ク時 には3300回 、1999年 に は48回 で あった。

2001年 に は武 力 衝突 が数 回 あっ たが 、2002に はPKKに よる暴力 はほ とん どな くなっ てい

る。

2002年4月16日 、PKKは 活動停止を宣言 し、KADEK、 クル ド自由民主会議(K・distan□

zg・1・veDemokrasiKongresi)と して再結成 した。ユルマズ副首相は、過去に非合法活動に

関わった ことのある元PKKメ ンバーが同 じ組織で活動を続 けているのな ら、PKKに 適用 さ

れたすべての制 限措置や決定が新組織 にも適用 されな けれ ばならないと述べた。続 けて彼

は、も しPKKが 暴力やテ ロは解決にな らないことを悟ったのな ら、前向きな進展であるが、

・過去にテ ロに関わった ことのあるものは、絶対裁 きを受 けなければな らない、 と述べてい

る。 このよ うな戦術的転換 はこの間題 に関す る トル コ政府の方針 に何 ら影響 を与 えること

はなかった。

出版 物 一rSelxweb口 」(ト ル コ語)英 国 で は、PKKは2000年 のテ ロ防止 法 に基 づ き禁 止 さ

れ て い る。近 日刊 行 され る予定 の 「API一 禁 止組 織 」参 照 の こと。〔1aH2all5gH18gll61aH63m]

[671【80a][82b】

PKK-DCS(PKK一 革命 戦線 部 隊)(PKK-Dewimci□izgiSavas□lari)[80b】

● P㎜(ク ル ド共産 党)(Pa耗iyaKomunist・Kurdis伽(ク ル ド語)、K・di曲mKom・istPart蓋si

(ト ル コ語))TKEPの クル ド人 一 派 に よ り1990年 に設 立。 共産 主義 。出版 物 一 「Deng・

Kuぽdistan」[80al

PNBK(北 ク ル デ ィ ス タ ン 国 家 綱 領)(PlatfbrmaNetewey・yaBak□ ・Kurdistan・(ク ル ド語)、

KuzcyKurdistanUlusalPlatfbrmu(ト ル コ 語))1999年 設 立 。 左 翼 、 ク ル ド民 族 主 義 。[80al

PRK/Riz即ri(ク ル ド自由党)(P飢 □aRizgariyaKurdistan(ク ル ド語)、K・distanKurtulusPartisi

(トル コ語))非 合法 。1976年 設 立。急進 的左 翼 、 クル ド民族 主義 。党 の 目的 は独 立 クル

ド国家 を建 設 し、 これ を現 在 イ ラン 、イ ラク 、 シ リア、 お よび トル コの一 部 で あ る地 域 を
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含 む 独 立 の 統 一 ク ル ド社 会 主 義 国 家 に 拡 大 す る こ と で あ る 。 出 版 物 一 「Ri聖ari」、 「St□ka

Rizgar・ 」[80a]【82bl[92】

PRNK(ク ル ド民 族 解 放 党)(K・distanUlusal□zg・1・Pa質 量si)非 合 法 。・解 散 し て い る

可 能 性 あ り。180al[82b】

PS-Kawa(革 命 党)(Part□aSores)非 合 法 。PYSK(KurdistanSosyalistBirlikPartisi)か ら

分 派 し て1998年 に 設 立 。[80al[82bl

PSK(ク ル ド社 会 主 義 党)(P飢 □aSosyalistaKurdistan(ク ル ド語)、K・distanSosyalistPartisi

(ト ル コ 語))非 合 法 。1974年 設 立 。 左 翼 、 ク ル ド民 族 主 義 。 合 法 機 関 はDBP(附 属 書B

参 照)出 版 物 一 「RqlaN・ 」、 「psk-bulteれ 」180aH82b】

PSK一(ク ル ド革 命 党)(Devrim玉ciK・distanP飢isi)(PartiyaSoreaK・distan)非 合 法 。【82b】

Revo監utionaryMarx量stLeague(革 命 マ ル ク ス 主 義 同 盟)ト ロ ツ キ ー 主 義[80a]

RNKπ 《UK(K・distanUlusalKur叫u□lar)非 合 法[82bl

RSDK(ク ル ド社 会 民 主 主 義 機 構)(R□istimSosyalロtaDemokrat□aKurdistan・(ク ル ド語)、

K・dis伽DemokratikveSosyalist□rg・ ・(ト ル コ 語))PYSK(KurdistanSosyalistBirlikP餌isi)

の 分 派 。[80al

RSWB(Bethnahn革 命 愛 国 機 構)(R□istinaSoresger口Walatpar口 □Bethnadn(ク ル ド語)、

Bethn諭nYUr鵬verDev亘mici□ πg・(ト ル コ 語))急 進 的 左 翼[80al

●af註k-De日Malatyamar参 照

SED(社 会環 境 変化)(SosialEko耶stD□ ・ ・)グ リー ン(環 境 にや さ しい)主 華[80al
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●

SEH(社 会 主 義 労 働 運 動)'(SosyalistEmekHareketi)出 版 物 一rSiyasiGazete」(政 治 新 聞)

[80b1

SdamGrubu非 合 法[82bl

Sd面(語 源 はアラ ビア語の 「S田a釦 で、初期イスラム教徒たちの生き方を手本 とす るイス

ラム主義復興運動 を言 う)イ マームが1993年 に設立 したこの組織は、宗教法 を擁護す る。

1999年 の捜索で、 トル コ当局はロケ ッ ト式 ライフル8丁 、カラニシコフ銃1丁 、および弾

薬650発 を押収 した。 トル コ当局はこれ をテ ロ組織 とみ な している。【22aH30v】

SIPSosyalistlktidarPartisi-Kom・istParti参 照

SosyanstA置tern3tif(社 会 主 義 二者択 一)ロDPの 一 部(附 属 書A参 照)。 トロツキ ー主 義。

出版 物 一rSosyalistAltematif」[80al

Sosya豊istIktidarPartisi-Kom・istParti(社 会 主義 パ ワー 党 一共産 党 〉1993年 設 立、共産

主義 、合 法。1999年4月 の総 選挙 で、 傘国得 票数 の0。12%を 獲 得。2001年1L月 に名 称 を

TKP(T・kiyeKom・istPartisi)(ト ル コ共産 党)に 変 更。 これ が本 附属 書 で後述 す るTKP

と同一 の ものか別 の もの か はは っ き りしな い。 出版 物 一 「SosyalistIktidarj(社 会 主義 パ ワ

ー) 、 「So1」(左)[30n][80a]

Sosya髄stPom㎞(社 会 主義 政 治 学)

Politika」[80al

□DPの 一 部(附 属 書B参 照)。 出版 物 一 「Sosyalist

Sosya監izmIchlKutu監us(社 会 主義 のた めの解 放)出 版 物 一ロ硫ulu・180b】

Spartak・ 非 合 法[82bl

TAYAD(受 刑 者 家族 連 帯 協 会)(TutukluveH・ ・1・Aile!eriYardimlasmaDemegi)脳YAD

は刑 務所 の新 房 制度 導入 に反 対 して数 ヵ月間 にわ た り毎 週デ モ を行 っ たた め、2001年1月
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にイスタンブールの本部 とい くつかの支部 が閉鎖 され た。主要 メンバーの多 くが逮捕 され

た。当局 は、TAYADを 革命的DHKP!Cの 隠れ蓑だ とみなしてい る。このため、1990年 代初

期にも数年間活動 を禁 じられていたことがある。[2a】

TDKP(ト ル コ革 命 共産 党)(T・kiyeDevrimciKom・istPartisi)非 合 法。1980年 設 立。 旧

毛沢東 主義 、 ス ター リン主義 。合 法機 関 はEmep(労 働者 党)(1996年 設 立)で 、1999年 の

総選 挙 で全 国得 票 数 の0.17%を 獲 得 してい る。 出版 物 一 「De而minSesi」 資 料89はTDKP

の ウェブサ イ トよ り印刷。

TDP(ト ル コ革 命 党)(T・klyeDe痂mPa而s五)非 合 法、1978年 設 立 、前 はTKP(Birlik)。

急進 的左 翼。 出版 物 一rHede角(標 的)[80al[82bl

Tehvid-Sdamイ ス ラム主 義 の分派 で 、イ ラン とっ なが り1があ る と言 われ る。Hizbullahi思

想 を採 用 、 ヒズボ ラお よびMenzilグ ル ー プ と密接 な 関係 を持 つ。定期 刊行 物 「ehadet」(証)

と 「Tehvid」(統 一)の 発 行 を開始 し、今 は週 刊新 聞 「Selamj(あ い さつ)を 発 行 してい る。

2000年5月 の警 察 の作 戦 に よ り、メ ンバ ー数 名 が 逮捕 され 、武器 の隠 し場所 が発 見 され た。

[2a】[92】

THKP!CAci且d丑er(ト ル コ 人 民 解 放 党 ・戦 線 一 緊 急)(T・kiyeHalkKurtuluPa控isi/Cephesi

Acliciler)非 合 法 。 解 散 し て い る と 思 わ れ る 。[80aH82bl

●
THKPIC-DevSol(ト ル コ人 民解 放 党 ・戦線 一革 命左 翼)・(T・kiyeHalkKu血1uP飢isi!Cephesi

-De頼mciSol)非 合 法 。1993年 にDevSolか ら分 派 して設 立。 政 治 的武 闘派 。 急進 的左

翼。 出版 物 一 「Devゴmci□ 」(革 命 的解 決)[80aH82bl

TH:KP/C-DevYd非 合 法[82bl

THKP-C/HD□(ト ル コ 人 民 解 放 党 ・戦 線 一 人 民 解 放 前 線)(T・kiyeHalkKu血lusPartisive

Cephesi-HalkinDevrimci□nc・eri)1977年 設 立 。 政 治 的 武 闘 派 。 急 進 的 左 翼 。 出 版 物 一

「Cehej(戦 線 、Fa□de)、 「K瞭ulu」(解 放)JKurtulusCephesi」(解 放 戦 線)【80a】
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THKPIC.MLSPB(ト ル コ 人 民 解 放 党 ・戦 線 一 マ ル ク ス ・レ ー ニ ン 主 義 武 装 プ ロ パ ガ ン ダ 部

隊)(T・kiyeHalkK蝋ulusPartisiveCephesi-Marks董stLeninistSilahliPropagandaBirligi)出 ・

版 物 一 「Barikat」(バ リ ケ ー ド)【80bl

TIKB(ト ル コ 革 命 共 産 主 義 連 合)(T・kiyeIhtilalciKom・istlerBirli□)非 合 法 。1977年

設 立 。 政 治 的 武 闘 派 。 旧 毛 沢 東 主 義 、 ス タ ー リ ン 主 義 。 出 版 物 一 「IhtilaciKom・ist」 、 「Orak

一 □eki・ 」
、 「DevrimciProletaτya」 、 「Alinterimiz」 【80a】[82bl

TIKB-B(ト ル コ革命 共 産 主義連 合 一ボ ル シ ェ ビキ)(T・kiyeIhtilalciKom・istlerBirli口 ・Bol

evik)非 合 法 。TIKBの 分派。急 進 的左 翼。 出版 物 一 「DewimciD㎜1」(革 命 的 態 度)[80a】

【82b】

● 、

TIKKO(ト ル コ労働者農民解放軍)(T・kiyeIロK口1uK甑uluOrdロsuorT・kI□lerK□

1・erKUrtU翌UOrdUSU)・ 非合法の武装抵抗運動 、1972年 にTKP/MLに よ り設 立。武力によ

る トルコ政府 の倒 壊 と トル コ政治制 度全体の廃 止を主張す る。 メンバー(最 大で数 千人)

は小 さな集団 に分かれ て トル コ全 土に分散 している。TKP/MLもTKP(ML)も ともにテ ロ作

戦 にこの武装 ゲ リラ部 隊を使 う。 アムネスティ ・イ ンターナシ ョナルによると、1990年 代

初期には、TIKKOな どの組織 は、 このジャーナ リス トやあのクル ド人村 民を 「罰 した」 と

誇 らしげに宣伝 していた と言 う。その後そのよ うな殺人の件数は著 しく減少 した。恐 らく

組織 のシンパが 、そのよ うな 「革命的正義」 はただの殺人に過 ぎないことを理解す るよ う

になったため である と思われる。2000年9月 にはイスタンブールで警察がTIKKOを 捜索 し、

支部長が逮捕 され た。2000年10月6日 には、イスタンブールのHarbiye堆 区にある軍事訓

練学校に 自爆攻撃 が加 えられた。TKP/MLは2000年12月11日 、警官2名 が死亡 した警察

車両への攻撃についても犯行声明を発表 してい る。2001年2月 にはTIKKOと 公安警察の間

で武力衝突が2回 起きた。 当局は、2001年3月22日 、□orumの ジャンダルマの将校が攻

撃 された事件 もTIKKOの 犯行 だとしたが、TIKKOは2001年3月28日 に 自らこれ、を主張 し

ている。[2aH12q2002年6月 、TIKKOはTokat県Sr□1村 か らMuharremH□zを 誘拐 、殺

害 したと言われている。[9qPKKとTIKKOの ゲ リラの間には昔か ら仕事の分担があ り、PKK

が トル コ南東部、TIKKOが 黒海沿岸地域 で戦闘行為 を行 っていた。1999年TKPIMLは オジ

161



ヤランの武装闘争中止の呼びかけに完全反対を表明 した。今 でも トゥンジェ リ県山岳地帯

には数十名 のTIKKO兵 士が残っていると言われ る。

TIP(ト ル コ 労 働 者 党)(T・kiyeIsciPartisi)[80al

TKEP(ト ル コ 共 産 主 義 労 働 党)(T・kiyeKom・istEmekPartisi)非 合 法 。1980年 設 立 、

ロDP(ロzg・1・veDayanismePartis卜 附 属 書B参 照)共 産 主 義[80a】[82bl

TKEP-Len藍nist(ト ル コ 共 産 主 義 労 働 党 一 レ ー ニ ン 主 義)(T・kiyeKom・istEmekP田tisi-

Leninlst)非 合 法 。1990年TKEPよ り分 派 。 政 治 的 武 闘 派 。 共 産 主 義 。 出 版 物 一rDevrimci

Emek」(革 命 的 労 働)、 「DevrimIscinM6adeleBirligij[80H82b】

TKIP(ト ル コ共 産 主義 労働 者 党)(T・kiyeKom・istI□P飢isi)非 合法。1998年 設 立。

旧毛沢 東 主義 、急 進 的左 翼。 出版 物 一 「Ekimj(農 耕)、 「KizilBayrak」(赤 旗)。 資 料90は

党 の ウェブサ イ トか ら印刷 した もの。 【80aH82b】

TKKKロ(ト ル コ ・北 ク ル デ ィ ス タ ン 解 放 機 樗)(T・kiyeveKuzeyK・dis伽Kurtulu□rg・ ・)

非合法[82bl

TKP(ト ル コ 共 産 党)(T・kiyeKom・istP飢isi)1980年 にTKP-lscininSesiと し て 設 立 。

共 産 主 義 。 出 版 物 一 「lscininSesi」(労 働 者 の 声)【80al

TKP/1S(ト ル コ 共 産 党/労 働 者 の 声)(T・kiyeKom・istPa質isi/1□ninSesi)非 合 法[82b】

TKP.Kivndm(ト ル コ 共 産 党 一 閃 光)(T・kiyeKom・istPartisi-Kivilcim)非 合 法 。1989

年 社 会 主 義 祖 国 党(SVP)に よ り設 立 さ れ る 。共 産 主 義 。出 版 物 一 「Kivilclm」(閃 光)、 「Zafare

KadarDirens」 、rYb1」(道)、 「Widerstand」[80aH82b】

TKPIML(ト ル コ共産 党/マ ル クス ・レー ニ ン主義)(T・kiyeKom・istP田tisi!Marksist-

Leninist)1972年 設 立。政 治 的武 闘派 。毛沢 東 主義 に基 づ き、まず トル コ農 村部 を解放 し、
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そ の後農 民軍 組 織 を 目指 す。 都 市 労働 者 階級 は農 民 と合 同 し、 協力 して 「資本 主義 体制 」

打破 をめ ざす 。 党 は幾 たび か分 裂 を経 験 し、 どの派 も 自分 た ちがr真 の党 」 で あ る と主張 』

した。1994年 に は2派 に分裂 した。 旧称 のTKP/MLを 使 い続 け るパ ル チザ ン グル ープ と、

TKP(ML)と い うほ どん と同 じ名 称 をっ けた東 ア ナ トリア地 方委 員 会 で あ る。 両派 の再統一

に関す る話 し合 い が1999年 後 半 か ら行 われ てい る。1972年 にTKPIMLは 、TIKKO(T・kI

□蓋erK□1・erKu血luOrdusu、 トル コ労働 者 農民解 放 軍)の 名 で知 られ る武 装 ゲ リラ部隊

を作 った。 この部 隊 はTKP/MLお よびTKP(ML)に よ り、テ ロ作戦 を行 うとき に共 同で使 わ

れ て い る。1999年10月 、TKP/MLはPKKリ ー ダー 、 アブ ドゥラ ・オ ジ ャ ランの武 装闘争

中止 の呼 び か け に完全反 対 を表 明 した。TKPIMLは2000年12,月11日 の警 察 車 両に対す る

攻 撃 を実 行 した と主 張 して い る。 この攻 撃 で は警官2名 が死 亡 した。

出版 物 一 「Pa貫援m」 、 「Isci-Kロ1・Kurtuluu」 、r□zg・Gelecek」(自 由な未 来)。 資料91は

党 の ウェ ブサ イ トか ら印刷 した もの。 【2a】【67H80a】

TKP(ML)(ト ル コ 共 産 党(マ ル ク ス ・ レ ー ニ ン 主 義))(T・kiyeKom・istPartisi(Marksist-

Leninist))1994年TKP/MLよ り分 派 。 政 治 的 武 闘 派 。 毛 沢 東 主 義 。 出 版 物 一rIs□K□1・

Kusruluu」 、 「DevrimciDemokrasi』(革 命 的 民 主 主 義)、 「□nc・Pa質isan)[80a】

丁迎 肌(Blrlik)(ト ル コ 薙 党/マ ル ク ス ・レー ニ ン 主 義(統 一))(T・kiyeKom・istP飢isi

/Marksist-Leninist(Birlik))出 版 物 一 「U別nY… 」[80b]

TKP!(M-L)DABK(ト ル コ 共 産 党(マ ル ク ス 主 義 一 レー ニ ン 主 義)東Anadolu地 区 委 員 会)

(T・kiyeKom・istPartisi(Marksist-Leninist)Do□AnadoluB口geKomitesi)非 合 法 。【82bl

TKP/M-LKon鼠Kes(ト ル コ 共 産 党/マ ル ク ス ・ レー ニ ン 主 義 会 議 機 関)(T・kiyeKom・ist

PartisilMarksist-LeninistKofヒrans□Kesim)非 合 法 。[82b】

TKP/ML(MaoistPartiMerkez董)(ト ル コ 共 産 党/マ ル ク ス ・ レ ー ニ ン 主 義(毛 沢 東 主 義 党

中 央 部))(T・kiyeKom・istP飢isi/MarksistLeninist(MaoistPartiMekezi))非 合 法 。1987

年 にTKP/MLよ り分 派 。 政 治 的 武 闘 派 。 毛 沢 東 主 義 。 出 版 物 一 「lktidara」[80aH82b]
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TODEFDHKP-C参 照

Tbplumsal□zg・ 且・na伽 ㎜u(社 会 自由綱 領)□DPの 一 部(附 属書B参 照)180al

TSIP(ト ル コ社 会主義 労働 者 党)(T・kiyeSosyalistIs□Pa雌si)1993年 設 立。合 法。 共産

主義 。 出版 物 一 「Kitie」(大 衆)[80a]

T・kiye'deMarksist-LeninistPart量(ト ル コ ・マ ル ク ス ・レ ー ニ ン 主 義 党)1980年TKP/ML

SpaItakusと し て 設 立 。 ス タ ー リ ン 主 義 。 出 版 物 一 「Spartakus」 、 「BiHmselKom・ 玉zminSanca

[コAltinda」[80a1

UIC(イ ス ラ ム共 同体 連合)1983年 設 立。初 期 の 目標 は、 ヨー ロ ッパ 中のイ ス ラム教 徒

を1つ 屋根 の 下 に統一す る こ とで あ る。 主 目標 は、『アナ トリア にイ ス ラム連邦 国 家 を建 設

す る こ とで あ る。創 設者Cemale廿inKaplanは 、1994年 に 自 らを全 イ ス ラム教徒 の 「カ リフ

(イ ス ラム の宗教 的指 導者)」 で あ る と宣言 し、それ 以降UICは 「カ リフ国家 」 と 自称 す る

よ うに な った。Kaplanが1995年 に死 亡 した後 、息子 のMetinKaplanが 「カ リフ」 の地位 を

引 き継 いだ。UICメ ンバ ー の 中 には彼 の カ リフ就任 を拒否 す るもの も あ り、UICは3グ ル ー

プ に分 裂 した。UICは トル コに200-300人 の メンバー が あ り、主 にイ ス タ ンブール 、コニ ャ、

ア ダナ 、 シバ ス、 アイ ドゥン、お よびマ ラシュ に分 布 してい る。 また ドイ ツに1300人 メン

バー が い る。1999年MetinKapla1は 、 ドイ ツ におい て トル コに対す る聖 戦 を宣言 した。 ド

イ ツ 当局 は1999年3月 にMetinKaづ1anを 逮捕 し、彼 は現在 も獄 中に あ る。 しか し刑 務 所 の

中か らUICを 指 揮 して い る。 トル コ警 察 は 、シバ ス 、サ カ リャ、 エル ズル ム、 ブル サ 、お

よび チ ャナ ッカ レでUICに 対 す る作 戦 を実行 してい る。[92】

●

ロr・(製 品)[80b】

Vasa重Grubu/Ehl.iS・netvdCemaat非 合 法。1997年9月14日 、 ガ シア ンテ ップの 書籍

フ ェ アで 手榴 弾 が投 げ込 まれ 、 死者1名 、負 傷者24名 を出 した事件 につ いて犯 行 声 明 を出

して い る。 【941
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YbniYb且(新 しい 道)

(新 しい道)[80a】

□DPの 一 部(附 属書B参 照)。 トロツキー 主 義。出版物 一 「Y¢niY61」
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附属書E:司 法の運営

判事

1.ト ル コには陪審員制度がないため、判事(hakim,harg』)の 地位 は特に重要 である。

判事が司法の運営責任 を負 う。判事の主導のもとで、訴訟 当事者が提 出 した事実に適用す

る法律が決 まる。弁護士は、事実関係 を明 らかに し適用可能 な法律の条項を決める上で判

事 を補助する義務 を負 う。判事の独立性は憲法第138条 以下の条項、「判事はその義務の履

行 において独立 していなければな らない。憲法、法律 、正義 、お よび個人的信念に従って

判 定を下すべ きであ る。いかな る組織、部局、機関、または個人 も、裁判所お よび判事に

対 し、その司法上の義務 の履行に関連 して命令や指示を与 えた り、書状を送付 した り、提

言や示唆を行 った りしてはな らない。訴訟 中の事件 に関す る司法権 限の履行に関連 して、

いかなる場合で も疑問 を提示 した り、反論 した り、立法機 関において意見を述べ た りして

はな らない。jに よ り、守 られている。【78】

検事

2.犯 罪は、ほとん どの場合 、人民の名 において検事(savclar)に よ り訴追 され る。検事は

事実上司法内における政府 行政部 の代表である。検 事は公訴 を開始す る義務 を負 う。検事

は、犯罪発生の事実を知 り次第ただちに、公訴 を開始すべ きか どうか決 めるのに必要な調

査 を行 う。告発 された人 に有利 または不利 な証拠 をすべて調べ、失 われる可能性 のある証

拠 の保存に助力す る。調査終了後、訴追 しない と決 めた場合、 もし告発 された人 が宣誓証

言 を したか、あるいは告発 された人に対 して逮捕状が発行 されていれ ば、当人にその旨を

知 らせ る。何人た りとも、 自分の名 が記載 されていない起訴状 に基づいて有罪 とされ るこ

とはなく、また起訴状に記載 されていない罪によ り有罪 とされ ることもない。[78]

3.法 に明記 されている軽度 の犯罪で、その被害が公的よ りはむ しろ私的であると考えられ

る場合 、被害を受けた 当事者 は、 自ら私的な訴 えを申し立て ることで、検事が介入す るこ

となく刑事訴訟 を提起するこ とができる(ahsidava)。 この よ うな例外的ケー 久では、当事

者個人が法 によって検事 に認 め られ ているすべての権利 を履行できる。 さらに、犯罪の被
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害 を受 けた 人 は 、い か な る公 訴 に も参加 す る こ とが で き 、参加 した こ とで そ の訴 訟 の 当事

者 とな る(M・ahaleyoluiledava)。 【781

被告人

4。 刑事手続に関す る法律は、犯罪の効果的訴追 を保証するだけでな く、告発 され た人が効

果 的な弁護 を行 うことも保証することを意図 してい る。法律は無実の市民を守 るよ うにで

きている。告発 された人 は、刑事手続において無実 を前提 とす ることによ り守 られている。

立証義務は検事 または私的訴訟提起者 にあ り、被告人は最終判決 によって有罪 が確定す る

までは有罪 とみ な されない。訴追の証拠 を不十分 とみな した場合 、あるいは合理的疑問が

存在す る場合には、裁判所は無罪判決を下す もの とす る。[7812000年 に トル コの刑事裁判

で下 され たすべての判決 の うち、283,743件 が有罪 、114,439件 が無罪、27,384件 が棄却であ

った。[59al

証拠

●

5.刑 事訴訟法の もとでは、判事が訴訟の準備段階お よび裁判 中に提出 されたすべての証拠

の立証能力 を検討す る。その際 、証人お よびその他の証拠の信頼性を、 自らの能力 と良心

の限 りをつ くして判断す る。 同法には告発 された人の有罪 を確 定す るために受容 できる証

拠 の形態が規定 され てい る。 自白、 目撃証言、警察調 書お よび記録、開示、裁判 所に よる

確知、捜索お よび差押 によ り得 られた証拠品、お よび専門家 の意見である。同法 は、証拠

の乱用を防止 し、真 窯の確定 に貢献できるよ うにす るため、 これ らの証拠の受容 可能性 を

決 める条件をそれぞれ詳細に規定 している。 【78】

6.同 法 に基づき、尋問 された人や被告人 の証言 はすべて 自由意志 に基づ くものでな くては

な らない。 自由意志 をゆが める可能性のある違法な尋問手段(虐 待、拷問、薬物 の強要、

疲 労させ ること、欺隔、ぺてん、暴力、違法 な約束な ど)を 用いることは禁 じられ てい る。

従 って、違法 な手段 によって得 られ た証言は、例え 自由意志 に基づ くものであった として

も、受容で きないとみなされ る(例 えば騙 されて行 った証言な ど)。 同法に加 えられた追加

条項 に基づき、予備 調査の過程で違法に入手 した証拠 に基づいて裁判所 の判決 を確 定する
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こ とはで きな い。[781

訴訟手続の開始 と遂行

予備調査

7.検 事は、犯罪の発生 について報告 を受 ける と、犯罪者 の身元を確認 し、公訴 を提起す る

必要があるか どうか決 めるため、ただちに予備調査(h既rlksorutumas)に 着手す る。公訴

が必要である と判断 した場合 には、管轄の裁判所 に対 して起訴状を提出す ることによ り訴 ・

訟を提起す る。 も し公訴が不要であれば、検事は訴追 を行 わない。法務大臣は、命令 によ

り検事に公訴を開始す るよ う指示す ることができる。[78】

8,検 事は、取 り調べ 目的でいかなる公務員か らも情報提供 を要求す ることができる。検事

は調査 を自ら直接、 または警察官 を介 して行 う権限 を持つ。警察は出来事、拘束者、取 ら

れた措置 な どについてただちに検事に報告 し、法的手続 に関連 した検事 の命令 を実行する

義務を負 う。[781

9.私 的な訴 えが検事 に対 して成 され、検事が起訴すべき理由がない、または予備調査の結

果起訴 しない と判断 した場合には、その旨を請願者 に通知す る。請願者が同時 に被害者で

もある場合には、請願者 は通知後15日 以内に、加重重罪 を審理す る最寄 りの裁判所の首席

判事 に異議 を唱 えることができる。裁判所が、請願 を十分な根拠があ り正 当な もので ある

とみなせ ば、公訴 を命 じる。事例 を担 当す る検事がその決定 を執行す る。そ うでない場合

には、裁 判所 は請願 を拒絶 し、その後 は新たな証拠が見つか らない限 り公訴が開始 され る

ことはない。[78】

10.罰 金刑 または最大3ヵ 月までの禁固刑に相 当す る罪を犯 した人が、特定の犯罪 につい

て定め られた最低罰金額(ま た禁固刑 の場合には刑罰執行法(LawofExecutionofPenalties)

に定め られた禁固1日 当た りに相当す る金額)を 、法廷での審問が始まる前 に、 しかるべ

き管轄部局 に預託すれ ば、公訴は棄却 される。 も し罪 を犯 した人力斗、公訴開始前 で、かつ

犯行 目より10日 以内に この金額を支払 えば、全 く起訴 され ない。[78】
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11.予 備調査 は原則 として非公開であ り、当事者 は同席せず、書面にて行われ る。[78】

最終審理(公 判)

12.最 終審理 ま た は公 判(sonsoruturma)は 、検 事 が 事件 を審 理す る裁 判所 に起訴 状 を送

付 した時 か ら始 ま る。 最 終審理 には2っ の段 階 が あ る。 予備 審 理(durumahazari・)と 公

判(duruma)で あ る。 そ の 目的 は法廷 に お いてす べ ての証 拠 を調べ 、告 発 され て い る人 の

罪 につい て判 決 を下す こ とであ る。[78]

13.最 終審理の全段階は、被告人の立会い のもとに行われ る。 トル コ刑事訴訟法(Turkish

CodeofC践minalPr㏄edure)で は、軽 い刑、例 えば罰金刑 、2年 以内の禁固刑、または財産

没収 などの刑 に相 当す る犯罪についてのみ 、例外的に欠席裁判 を認 めてい る。被告人は、

自身 の要請 によ り、公判へ の出席 を免除 され、また 自身の出席が必要でない場合 には被告

弁護人 を送 るこ とがで きる。犯罪 が罰金刑 、財産没収、またはその両方に相 当す る もので

ある場合 には、被告人が欠席 していても公判 を行 うことができる。[781も し被 疑者 がそれ

までの審理 です でに尋問 を受けている、 あるいは公判以前の予備調査で事件の事 実関係 に

ついて判事か ら質 問 されてい る場合には、被疑者が欠席 でも公判を継続す ることができる。

また国家保安裁判所 が扱 う事件 については、被疑者 がそれ までにすでに判事 による尋問を

受けている揚合に限 り、被告人の出席がな くても公判 を進 めることができる。[2a]

●
14.原 則 として公判 は一般 に公開 され る。 国家の保 安に関す る事件 もこれ に含 まれ る。政

治事件の場合、傍聴者 の中には通常人権団体の代表や 、各国の在外公館職員が含 まれ る。[2a】

最終審理 は通常公開 され る。刑事訴訟法に基づ き、裁判所は公衆道徳お よび安全 を守 るた

め、審理の一部 または全部 を非公 開で行 う決定を下す ことがで.きる。15歳 未満 の子 どもに

ついては、公判 は非公 開で行われなけれ ばならない。[781
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附属書F:政 治犯罪法

トル コの刑法(T・kCezaKanunu-TCK)は 、1926年3月1日 付け法律第765条 により採

択 され、ムッソ リー二体制によ り修正 された1889年 のイタ リア刑法に基づいたものである。

最初の トル コ刑 法は、すでにその半分以上が修正 されている。刑法 には多 くの政治犯罪が

リス トア ップ されているが、それ以外 に1991年4月 のテ ロ防止法(テ ロリズム防止法)第

3713号 な ど、いわゆる特別法 にもい くつかの犯罪が規定 されてい る。 トル コの法律はすべ

て続番号がつ けられている。番号付 け制度 は1923年 の共和国建国に遡 るが、残念 ながら続

き番号は、様 々な時点、特 に軍が政府 に介入 した ときに、最初か ら振 りなお されている。

以下は、最 も一般的な政治犯罪 、該 当す る法律 の条項、犯罪 内容、および刑罰 を示 した も

のである。

修正 トル コ刑法(TCK)

TCK

条項

犯罪内容 刑罰

125 トル コの(部 分)併 合 死刑

126 トル コと交戦中の国の軍隊に所属す ること 死刑

127 外 国勢力 と共謀 して トル コに対 して戦争 を

行 うこと

最低禁固5年 、最高で終身刑

128 トル コまたは他 の国 に戦争 の危 険 を引 き起

こす こ と

最低禁固2年 、最高で経身刑

129 戦時 において、敵宣 を援助 した り、 トル コを

妨害 した りす ること

最低禁固5年 、最高で死刑

130 戦 時において、軍 との補給協定を尊重 しない

こと

最低罰金刑;詐 欺の場合は最低禁

固10年

131 軍事施設の破壊 最低禁固8年;戦 時下または軍事

能力が脅かされた場合には死刑*
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132

B3

134

135

136

137

138

139

146

147

148

国家機密の捏造または破壊、または不適切な

使用

スパイ行為

132条 お よび133条 に共謀 して違反す ること

無許可で軍の敷地内に入ること、国家機密の

違法な所有

国家の利害において機密にしておくべき資

料の公表

公表を禁じられている資料の公表

職務 上その情報を入手できる公務員が、公表

を禁 じられている資料を公表す ること

外交官 としての役 目を適切 に履行せず 、トル

コの利害を傷つけること

上述の問題 を知 りなが ら報告 を怠 ること

戦時下に国家の名で発せ られた命令や指示

を無視すること

国会 の中断を引き起 こした り、役割 を果 たす

ことを妨害 した りす ること

内閣の中断 を引き起 こ した り、役割 を果たす

こ とを妨害 した りす ること

政府の同意なしに他国のために兵士を徴集

最低禁固2年;戦 時下または軍事

能力が脅かされた場合には終身刑

最低禁 固15年;戦 時下または軍事

能力が脅か された場合 には死刑*

最低禁 固1年;戦 時下または軍事

能力 が脅か された場合 には、最高

で禁固15年

禁固1～5年;戦 時 下では禁固3～

10年

最低禁固5年1戦 時下または軍事

能力が脅か された場合 には、最低

禁固10年;ス パイ 目的の場合、前

者で終身刑、後者で死刑

最低禁固10年;戦 時下または軍事

能力が脅か され た場合 には、最低

禁固10年;ス パイ 目的の場合、前

者で終身刑 、後者 で死刑

最低禁固5年;戦 時下または軍事

能力が脅かされた場合には終身刑

最低禁固5年

最低禁固6ヵ 月

禁固1～6年

死刑*

死刑*

禁 固3～6年;他 国の兵士を徴集 し
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する こと た場 合 、1!3増

149 武力反乱の扇動 最低禁固20年;実 際に武力暴動を

もた らした場合には、死刑,*;共 謀

は最低禁固6年

150 共謀者への武器提供 禁固1～24年

151 146.150条 の犯罪 を知 りなが ら報告を怠 るこ

と

承知の上で自発的に共謀者 を移送す ること

最低禁 固6ヵ 月

禁 固1～24年

152 軍艦、港湾、都市、軍事施設 などの指揮権 を

違法に奪取す ること

終身刑

153 軍または警察のメンバーに対 し、不服従を扇

動す ること

禁固1～3年;公 衆の面前で行った

場合 には禁 固2～5年1戦 時下は1/3

増

154
'146条 から153条 までに規定 されている罪 を

犯 す よう大衆を扇動す るこ と

禁固1～3年

155** トル コ国民 に対 し市民的不服従 を扇動 した

り、国軍での兵役に就かない よう唆す こと

禁固2ヵ 月～2年 、および罰金

156 大統領暗殺の企て 未遂の場合は終身刑、成功 した場

合は死刑*

157 大統領に身体的襲撃を行 うこと 最低禁固5年

159 体制 を愚弄中傷する目的で、 トル コ国民、一共

和 国、国会、または政府、軍、あるいは国家

公安警察の道徳的人格 、または法務 当局の道

徳的人格 を侮辱す ること

禁固1～3年

161 戦 時下に トル コ国民 を誤 った方向へ導 くプ

ロパガンダを行 うこと

最低禁固5年

兵士に対す る ものであれ ば、最低

禁箇15年;敵 国との共謀で行った

ものであれば、終身刑

168 125、131、146、147、149、 ま た は156条 に 最低禁固15年

172



7

定められた犯罪を実行す るために武装集団

を組織す ること、またはかかる集団を指揮す

るこ と

かか る集団のメンバー に 「す ぎない」 こと 禁固10～15年

169 168条 に規定 され てい る集団に支援や隠れ家 禁固3～5年

を提供す ること

171 他 者 と 共 同 で 、125、131、146、147、149、 125、131、133、 お よ び156条 の 場

または156条 に定め られ た罪を犯すこと 合は禁 固8～15年

146お よび147条 の場合 は禁固4～

12年

149条 は禁固2～7年

172 125、131、146、147、149、 ま た は156条 に 禁 固2～5年

定められ た罪のいずれかを犯すよう大衆を

扇動すること

312 公的秩序を脅かす可能性のあるやり方で、階 禁 固1～3年

2章 級、宗教、宗派、または地域的相違に由来す

る憎悪を大衆に植え付けること

一部の人々に対 し
、品位 を駈めた り、人間 と 禁固6ヵ 月～2年

しての自尊心を傷つけるよ うな侮辱を行 う

こ と

*2002年8月3日 、国会 は平和時の死刑判決 をな くす ことを承認 し、特赦の可能性 のない終

身刑 に代 えた。

串*155条 は良心的兵役拒否者 に刑 を適用するために利用 され ることが多い。

上記 各条項に定め られた刑お よび罰金は、刑 を5割 増にす る前述 のテ ロ防止法第3713号5

条の規定 に従 って適用 され ることが多い。

1991年4月12日 付修正テ ロ防止法第3713号 に基づ く政治犯罪
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条項

6

7

8

犯罪内容

テ ロ組織 のために、テ ロの 目的やパン

フ レッ トな どを開示 ・出版す ること

テ ロ組織を設立 し、指揮す ること

テロ組織の一部 となるこ と

テ ロリズム的手段 を奨励す る形 でテ ロ

組織 に対 し支援 とプ ロパ ガンダを提供

す ること

トル コ国家 と国民の不可分 の統一性 に

反す るプロパガ ンダを発す ること

刑罰

罰金

禁固5～10年 および罰金

禁 固3～5年 お よび罰金

禁固1～5年 お よび罰金;建 物の提供 な

どの形で支援が行 われた場合 には、その

倍

禁固1～3年 お よび罰金;メ デ ィアを通'

じて行 われた場合、組織 に対 して罰金、

お よび管理責任者 に対 して禁固6ヵ 月

～2年 お よび罰金、さらにメディアに対

して放送禁止1～15日;視 覚的なもので

あれば、 「法律がよ り重い刑 を要求 しな

い限 り」禁固1～3年;テ ロリズム的手

段 の使 用を奨励す る形で行 われ た場合

には、刑 は3分 の1増

マスメディア:3分 の1か ら2分 の1増

■

ノ

資 料 一[12H66al[76H961
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